
 

平成 29 年 12 月 
 

亀 山 市 議 会 

 

定 例 会 会 議 録 



－１－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【１２月１１日】 

 
 

１ 福沢美由紀（日本共産党） ２７～３５ページ 

 

議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

 １ 平成１８年度の機構改革の目的は達成されたのか 

 ２ 平成２５年度から設置した部内局がわずか５年で廃止になったことについて 

 ３ 各課グループ名の決定に至る経過について 

 ４ なぜ子ども総合センターをなくすのか 

 ５ 今回の再編で職員数に変動があるのか 

議案第９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について 

 １ 歳入について 

 （１）第１款後期高齢者医療保険料２９,４７２千円の内訳について 

 
 

２ 森 美和子（公明党） ３５～４６ページ 

 

議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について及び議案第９０号 亀山市職員給与条例

の一部改正について 

 １ 部・室制導入の検証について 

 ２ グループリーダー導入で得られる効果について 

 ３ 職務の級の変更について 

 ４ 健康福祉部子ども未来課について 

 ５ 産業建設部都市整備課住まい推進Ｇについて 

 ６ 機構改革により必要な経費の見込みについて 

議案第９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

 １ 水道使用量の状況について 

 ２ 今後の老朽管改良、耐震化等に必要な予算と資金計画について 

 ３ 料金改定の時期について 

 ４ 料金改定率について 

 ５ 市民生活への影響について 

 
 

３ 今岡翔平（勇政） ４６～５３ページ 

 

議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

 １ 「人物ありき」の組織づくりの是非について 

 ２ 各部署の体制について 

 ３ これまでの組織変更と検証結果について 



－２－ 

議案第８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

 １ 「給与・報酬と期末手当は分けて考えるべき」というこれまでの答弁との矛盾について 

 ２ 今回の改正に至った経緯について 

 
 

４ 尾崎邦洋（緑風会） ５３～６１ページ 

 

議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

 １ 現在の部・室制の総括について 

 ２ 第２次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進する組織・機構について 

 ３ 職員のマネジメント能力を育成、強化する仕組みについて 

 
 

５ 服部孝規（日本共産党） ６１～６９ページ 

 

議案第９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

 １ 平成２８年度決算と様々な経営指標から見た条例の一部改正の必要性について 

 ２ 現行の料金体系の問題点と見直しについて 

 ３ 県内他市の料金体系との比較、特に大口径の「格安」料金について 

 ４ 水道事業会計への一般会計からの繰り入れについて 

 
 

６ 伊藤彦太郎（勇政） ６９～７４ページ 

 

議案第１０１号 指定管理者の指定について 

 １ 道の駅関宿の指定管理を継続する理由について 

 ２ 指定管理者の選定理由について 

 ３ 指定管理の内容について 

 
 

７ 宮崎勝郎（緑風会） ７５～８４ページ 

 

議案第８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

 １ 改正の背景と趣旨について 

 ２ 「市民の意思を十分に反映させるべく」とはどういうことか 

 ３ 給与と給料とは 

 ４ 議会の議員の期末手当について 

議案第９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 １ 改正の背景と趣旨について 

 ２ 再任用職員と正規職員で差があるのはなぜか 

 ３ 等級別基準職務表の８級となる職員とは 

議案第９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

 １ 改正の背景と趣旨について 

 ２ なぜ今改正するのか 



－３－ 

議案第９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 １ 改正の背景と趣旨について 

 ２ 一般病床数を減らす理由は 

 ３ 訪問看護ステーションを設置する理由は 

 
 

８ 前田 稔（勇政） ８５～９１ページ 

 

議案第９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

 １ 料金改定の目的について 

 ２ 料金改定の必要性について 

 ３ 今後の事業計画について 

 ４ 料金改定の考え方について 

 ５ 料金改定の内容について 

 ６ 年度末資金残高の推計について 

 ７ 他市との比較について 

 
 

９ 櫻井清蔵（勇政） ９１～９９ページ 

 

議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について及び議案第９０号 亀山市職員給与条例

の一部改正について 

 １ 今回の条例改正は、平成１８年度から導入した「部・室制」を「部・課・グループ制」に

改正するものであるが、その内容には市民生活に関わる健康福祉部のあり方をはじめ、農

林部門と建設部門を統合するなど問題が多数ある中、次の点を知りたい 

 （１）部・局の統合について 

 （２）新しい課の数が、現行の室の数より２０減ることによる弊害について（職員のモチベー

ション、決裁権等について） 

 （３）子ども総合センターを廃止することについて 

 （４）新たに職務の級に８級を加え、職員数が５０人以上の部の部長を困難部長として８級に、

５０人未満の部の部長を７級とすることについて 

議案第９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について 

 １ 第２１款市債、第１項市債、第５目教育債、学校教育施設整備事業債（合併特例債）４９，

９００千円について 

 （１）中学校の空調整備に合併特例債を活用するのであれば、なぜもっと早く取り組まなかっ

たのか 

 
 

１０ 前田耕一 ９９～１０７ページ 

 

議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

 １ 改正に至った経緯について 



－４－ 

 （１）平成１８年以降の条例改正による成果について 

 （２）現行の組織による課題・問題点について 

 （３）部・室制を廃止して、部・課・グループ制に改正する理由について 

議案第９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 １ 今回の改正により等級別基準職務表に８級を加えることについて 



－５－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【１２月１２日】 

 
 

１ 髙島 真（緑風会） １１０～１１９ページ 

 

獣害対策について 

 １ 被害状況について 

 ２ 今後の対策について 

 ３ 各種団体との連携について 

 ４ 今後の見通しについて 

農業振興について 

 １ 相談窓口について 

 ２ 農業用施設の維持管理について 

 ３ 将来の農業について 

通学路について 

 １ 通学路（県道辺法寺加佐登停車場線）整備の進捗状況について 

 ２ 今後の整備計画について 

 
 

２ 中村嘉孝（新和会） １１９～１３２ページ 

 

平成３０年度予算編成方針について 

 １ 予算編成の考え方と目指す方向性について 

 ２ 平成３０年度の税収見込みについて 

 ３ 予算編成プロセスの見直しについて 

 ４ 固定資産台帳の整備状況について 

（仮称）ウィンドパーク布引北風力発電事業について 

 １ 本事業に対する市の考え方について 

 ２ 環境影響評価方法書に関する住民説明会について 

 ３ 今後の市の対応について 

小学校の複式学級について 

 １ 市内小学校の複式学級の状況について 

 ２ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（義務標準法）との関

係について 

 ３ 今後の対応について 

 
 

３ 服部孝規（日本共産党） １３３～１４６ページ 

 

亀山駅周辺整備事業について 



－６－ 

 １ 都市計画決定をめざす駅前商店街通りの地権者全員の合意はできたのかについて 

 ２ ４Ａブロックの御幸８号線と狭隘道路である御幸７号線について 

 ３ ４Ａブロックで計画されている賃貸の共同住宅について 

 ４ ２ブロックの市街地再開発事業基本設計等業務委託のプロポーザルについて 

学生奨学金返還支援事業について 

 １ 総合計画の第１次実施計画に位置付けられた学生奨学金返還支援事業について 

 
 

４ 新 秀隆（公明党） １４６～１５７ページ 

 

健康で生きがいを持てる暮らしの充実について 

 １ 高齢者の地域生活支援の充実について 

 （１）認知症患者に対する支援について 

 （２）緊急通報装置の活用状況について 

 （３）外出時の緊急事態への対応について 

 
 

５ 今岡翔平（勇政） １５７～１６９ページ 

 

城東地区コミュニティセンターについて 

 １ なぜ使えなくなった旧城東地区コミュニティセンターを取り壊さないのか 

 ２ 耐震性の問題等で使えなくなってもそのまま残されている公共施設は他にも存在するのか 

 ３ 現在の城東地区コミュニティセンターの使い勝手について、地域の方の意見を集約してい

るのか 

事業等の担当部署について 

 １ どの部署にも該当しない新しい事業等は企画政策室が所管するのか 

 ２ 次の事業等を他の部署に移管することはないのか 

 （１）婚活支援事業 

 （２）若者交流推進事業 

 （３）ふるさと納税 

 ３ 事業等の移管はどんな基準で行われるのか 

 
 

６ 尾崎邦洋（緑風会） １７０～１７９ページ 

 

過去に質問した事項の進捗状況について 

 １ 地籍調査について 

 ２ 市庁舎建設について 

 ３ 職務におけるリスク管理について 

 （１）公用車の事故について 

 （２）長時間労働について 

 ４ 福祉避難所について 

 



－７－ 

 

７ 福沢美由紀（日本共産党） １７９～１９０ページ 

 

主要農作物種子法が廃止されたことによる農業への影響や対策について 

 １ 廃止された主要農作物種子法とはどのような法律か 

 ２ 主要農作物（稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆）の市内の作付けの状態について 

 ３ 法が廃止されたことによりどのような影響が考えられるか 

 ４ 食糧主権を守り、良質で低廉な種子の提供を継続的に守るための対策について 

国民健康保険の県単位化について 

 １ パブリックコメント中の三重県国民健康保険運営方針（案）に市が意見を出せる場はあっ

たのか 

 ２ 県単位化となっても国民健康保険が社会保障であるという基本的な考え方は変わらないと

考えるがどうか 

 ３ 最新の納付金等の試算結果からわかることや考えられることについて 

 



－８－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【１２月１３日】 

 
 

１ 森 美和子（公明党） １９２～２０４ページ 

 

人生１００年時代を最後まで健康で生活できるための取り組みについて 

 １ 地域包括ケアシステム（医療・介護・予防・生活支援・住まい）の中の「予防」「生活支

援」の考え方について問う 

 （１）予防について（特に新たな総合事業の一般介護予防事業について） 

 （２）生活支援について 

 （３）外国人住民に対する対応について 

 （４）職員の役割と体制について 

ＩＣＴを活用した行政サービスについて 

 １ アプリ等を活用した行政サービスについて 

（子育て支援、いじめ相談など） 
 
 

２ 伊藤彦太郎（勇政） ２０４～２１４ページ 

 

アスベストについて 

 １ 市の施設における使用実態について 

 ２ 川崎小学校校舎解体時の対応について 

組織と人材育成について 

 １ 市の考え方について 

 
 

３ 宮崎勝郎（緑風会） ２１４～２２８ページ 

 

平成２９年１２月亀山市議会定例会現況報告について 

 １ 組織改正について 

 （１）第２次総合計画を推進するための組織改正について 

 （２）職員のマネジメント能力の育成・強化について 

 ２ 生活基盤の向上について 

 （１）亀山駅周辺整備事業について 

 （２）都市公園の整備について（歴史博物館前屋外トイレの建替えについて） 

 （３）上水道の充実について 

 （４）道路の保全・整備について 

ア 和賀白川線整備事業について 

イ 昼生地区の通学路整備について 

 （５）安全・安心なまちづくりの推進について 



－９－ 

ア 消防力の充実強化について 

 ３ 健康で生きがいを持てる暮らしの充実について 

 （１）医療センターの院外薬局の成果について 

 （２）訪問看護ステーションの開設について 

平成２９年１２月亀山市議会定例会教育行政現況報告について 

 １ 学校における働き方改革について 

 （１）亀山市立学校における今後の方向性について 

 ２ 学校休業日の分散化について 

 ３ 亀山市部活動ガイドラインについて 

 ４ かめやまっ子給食について 

 ５ 児童生徒の文化活動について 

 ６ コミュニティ・スクールの活動について 

 
 

４ 櫻井清蔵（勇政） ２２８～２３９ページ 

 

行政運営について 

 １ 「選挙にて選ばれし者のすべきこと」について基本的な考え方を知りたい 

乗合タクシー制度について 

 １ 今後の方針について 

教育施設の在り方について 

 １ 平成２９年９月定例会最終日に、川崎小学校旧校舎の解体に際してのアスベスト除去工事

費約４３，０００千円を追加する変更契約の議案が提案され可決された。本会議では、そ

の財源について質疑があり、校舎改築工事の入札差金を充てるとの答弁であったが、川崎

小学校の新校舎で空調機の設置が予定されていない特別教室について現状を知りたい 

小規模小学校について 

 １ 少子化の中で、市内小規模小学校の教育方針について 

農業について 

 １ 減反政策に対して政府の方針が変更される報道があったが、農業従事者の高齢化による離

農で荒廃農地が増加傾向にあるが、亀山市としての今後の農業政策について市長の考えを

知りたい 

 
 

５ 鈴木達夫 ２３９～２５１ページ 

 

市民にパブリックコメントを求める計画について 

 １ 「亀山市新水道ビジョン」について 

 （１）パブリックコメントの目的、ねらいについて 

 （２）計画の中に「水道料金の改定について」の説明はあるのか 

 ２ 「亀山市地域公共交通計画」について 

 （１）タクシー料金助成事業の変更との関連について 



－１０－ 

 （２）計画の中に乗合タクシーへの移行の説明はあったのか 

 ３ 「第２次亀山市地域福祉計画」について 

 （１）総合的な支援のしくみ「丸ごと」と、あらゆる市民が役割を担う「我が事」について 

 （２）「助け合いや支え合い活動を活性化するしくみ」について 

ア どのようなイメージか 

イ しくみづくりの主体はどこか 
 
 

６ 前田耕一 ２５２～２６２ページ 

 

第７６回国民体育大会の開催について 

 １ 亀山市で開催する競技種目について 

 ２ 開催に向けての準備状況について 

 ３ 開催に向けての広報活動について 

都市公園の整備について 

 １ ますみ児童公園について 

 （１）噴水の撤去について 

 （２）ＳＬ及び軽飛行機の移転について 

 （３）新名神開通記念樹の移植について 

 （４）公園内施設の整備について 

 
 



 

 

 

 

平成２９年１２月１日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第１ 号 ） 

 



－１－ 

●議事日程（第１号） 

 平成２９年１２月１日（金）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第 ８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

第  ６ 議案第 ８８号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第  ７ 議案第 ８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

第  ８ 議案第 ９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

第  ９ 議案第 ９１号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

第 １０ 議案第 ９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

第 １１ 議案第 ９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第 １２ 議案第 ９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について 

第 １３ 議案第 ９５号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

第 １４ 議案第 ９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について 

第 １５ 議案第 ９７号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

第 １６ 議案第 ９８号 平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について 

第 １７ 議案第 ９９号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 １８ 議案第１００号 平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）について 

第 １９ 議案第１０１号 指定管理者の指定について 

第 ２０ 議案第１０２号 市道路線の認定について 

第 ２１ 議案第１０３号 市道路線の認定について 

第 ２２ 議案第１０４号 市道路線の認定について 

第 ２３ 議案第１０５号 市道路線の変更について 

第 ２４ 議案第１０６号 市道路線の廃止について 

第 ２５ 議案第１０７号 市道路線の廃止について 

第 ２６ 議案第１０８号 市道路線の廃止について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 
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   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  宮 﨑 哲 二 君    財 務 部 参 事  落 合   浩 君 

市民文化部参事  深 水 隆 司 君    健康福祉部参事  水 谷 和 久 君 

建 設 部 参 事  亀 渕 輝 男 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

消 防 次 長 兼 
          平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 
消 防 署 参 事 

医 療 セ ン タ ー 
事 務 局 長 兼  古 田 秀 樹 君    教 育 長  服 部   裕 君 
地 域 医 療 部 長 

教 育 次 長  大 澤 哲 也 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時０２分 開会） 

○議長（西川憲行君） 

 ただいまから平成２９年１２月亀山市議会定例会を開会します。 
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 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、 

  ６番 中 﨑 孝 彦 議員 

 １６番 服 部 孝 規 議員 

のご両名を指名します。 

 次に日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期は、本日から１２月２２日までの２２日間としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 会期は、本日から１２月２２日までの２２日間と決定しました。 

 次に日程第３、諸報告をします。 

 まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおり、それぞれ出席を得ておりますの

で、ご了承願います。 

 なお、中根消防長は公務のため、本日は欠席する旨の通知に接しておりますので、ご了承願いま

す。 

 次に、監査委員から例月出納検査結果報告書２件が提出されておりますので、ごらんおきくださ

い。 

 次に日程第４、現況報告を行います。 

 初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成２９年１２月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告

し、議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、去る１０月２２日、２３日の台風２１号の影響により、本市においても最大瞬間風速３８

メートルを超える暴風や、坂下地区では３００ミリを超える雨量を記録し、住宅や道路、農林業施

設等において被害が発生いたしました。改めまして、被災されました方々にお見舞い申し上げます。 

 また、関西本線の加太中在家地内でののり面崩落による列車の運転見合わせや、西町２号線に面

する急傾斜地の擁壁変状による通行どめなど、市民の皆様にはご不便をおかけいたしておりますが、

関係機関との協力・連携により、一日も早く復旧できますよう努めてまいります。 

 さて、国の動向でありますが、先月１日に発足した新内閣においては、生産性革命と人づくり革

命を車の両輪として少子・高齢化に立ち向かうこととし、幼児教育の無償化等子育て世代、子供た

ちに大胆に投資していく「人づくり革命の断行」や、労働制度の改革などを盛り込んだ「一億総活
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躍社会の実現」等の政策を推し進めることを基本方針とされております。 

 政府は、今月初旬にもこうした内容を盛り込んだ２兆円規模の政策パッケージを取りまとめるこ

ととしておりますので、本市といたしましても、今後示される政策内容を把握し、的確な対応を図

ってまいります。 

 こうした中、本年度、第２次総合計画を始動させ、将来都市像「歴史・ひと・自然が心地よい 

緑の健都 かめやま」の具現化に鋭意取り組んでいるところであります。 

 本計画に掲げた施策を着実に推進するためには、これに応じた組織・機構とすることが必要であ

り、また平成１８年度に導入した部・室体制を検証する中、職員のマネジメント能力の育成・強化

が課題としてあらわれ、これらに対応すべく組織・機構を再編するものであります。 

 具体的には、第２次総合計画前期基本計画の６つの施策大綱に基づき、新たに重要施策を担う部

署を設けるとともに、現在の部の業務範囲を拡大し、部・室体制から部・課・グループ体制とする

など、マネジメント能力の育成や幅広い視点での業務遂行に向けた推進体制とするもので、本議会

に関係条例の一部改正を提案いたしております。 

 ところで、去る１０月２７日には、関南部地区コミュニティセンターにおいて、三重県知事との

１対１対談を行い、健康寿命の延伸や持続可能な森林整備、リニアの整備促進等総合計画に掲げた

重要政策に関するテーマにより、率直な意見交換を行ったところであります。この対談は、市が有

する地域課題について、知事とオープンな場で議論し、共通した認識の醸成と課題の解決を目指す

ものでありますが、本市の考え方に対して一定の理解を得られたものと考えております。今後も、

地域課題の解決に向けて、県との役割分担と連携により着実に進めてまいります。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第２次亀山市総合計画の施策の体系に沿ってご説明申し上げ

ます。 

 まず、快適さを支える生活基盤の向上についてでございますが、都市づくりの推進のうち、亀山

駅周辺整備事業につきましては、現在、御幸８号線において、用地測量や用地交渉を進めるととも

に、駅前広場や亀山駅前線の整備に向けて、県やＪＲ等の関係機関と事前協議を進めております。

また、２ブロックの再開発事業につきましては、再開発準備会において、基本計画等の業務委託に

向けた手続が進められており、来月に契約の予定と伺っております。 

 一方、庁内では、図書館に備えるべき機能について、市民との合意形成を図っていくに当たり、

その基礎資料とするため、ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトチームにおいて検討を進めてい

るところであります。 

 また、都市公園の整備につきましては、歴史博物館前の屋外トイレの構造部材に損傷が見られる

ため、現在、安全上使用中止としておりますが、早期の建てかえを行うため、本議会に関係経費の

予算補正を提案いたしております。 

 次に、上下水道の充実のうち、上水道事業につきましては、将来にわたり安全でおいしい水を安

定的に供給できるよう、老朽化した水道施設等の更新や耐震化を計画的に進めていく必要がありま

す。 

 一方、安定した事業運営を図っていくためには、そうした整備を行うための財源確保が不可欠で

あります。しかしながら、現行の水道料金を維持していけば、財源が不足する状況が見込まれます

ことから、水道料金の改定を行うため、本議会に関係条例の一部改正を提案いたしております。 
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 また、より充実した水道サービスを提供するための施策を示す亀山市新水道ビジョンにつきまし

ては、亀山市新水道ビジョン検討委員会からの意見を踏まえ、本年度内の策定を目指しパブリック

コメントを実施しているところであります。 

 一方、公共下水道事業では、本年度末の供用開始に向け、能褒野町、川合町、住山町、天神一丁

目、天神二丁目、阿野田町などにおいて下水道管渠布設工事を行っているところであり、生活排水

処理アクションプログラムに基づき計画的に整備を進めてまいります。 

 次いで、道路の保全・整備のうち、和賀白川線整備事業につきましては、去る７月に用地測量調

査の契約業者より委託業務続行不能届が提出され、契約解除を行ったことから、用地買収に着手す

ることができないため、関係経費の予算補正について、本会議に提案いたしております。なお、今

後の整備につきましては、合併特例債の活用期限を勘案の上、事業の進め方を検討しているところ

であります。 

 一方、台風２１号の影響により、川崎白木線の路肩のり面が崩落する等の被害が発生しておりま

す。現在、片側交互通行にて対応しておりますが、早期の災害復旧を図るため、他の道路及び河川

の災害復旧とあわせて関係経費及び繰越明許費の予算補正について、本議会へ提案いたしておりま

す。 

 また、県道鈴鹿芸濃線ののり面崩落による通行どめや、西町２号線に面する県の急傾斜地崩壊防

止施設である擁壁の変状につきましても、引き続き早期の復旧に向けて県へ働きかけを行ってまい

ります。 

 また、関西本線の亀山駅・柘植駅間における運転見合わせにつきましては、現在もバスによる代

行輸送が行われておりますが、先月１５日から復旧に向けた工事が開始され、来月中の運転再開が

見込まれております。市といたしましては、引き続き県や沿線自治体と連携を図りながら、ＪＲ西

日本に対し、一日も早い運転再開を働きかけるとともに、市民の皆様には必要な情報を的確に提供

いたしてまいります。 

 次いで、安全・安心なまちづくりの推進のうち、国民保護につきましては、来月に、亀山市国民

保護協議会を開催いたします。会議におきましては、亀山市国民保護計画を見直すため、委員から

のご意見をいただくとともに、我が国の安全保障環境をテーマとした講演会を開催し、安全保障に

対する理解と認識を共有する機会としてまいります。 

 また、自助・共助を基本とした防災対策の推進では、災害時において自力で避難することが困難

な人をより確実に支援ができるよう、新たに避難行動要支援者名簿を作成しているところでありま

す。作成に当たりましては、去る３月から８月までに避難支援等を行っていただく関係者への制度

説明を終え、名簿対象となる５,６０５名に個別通知を送付したところであります。この名簿を災

害時の地域における情報伝達や安否確認、避難支援等に活用してまいります。 

 一方、災害に強いまちづくりに向けた長妻池耐震整備事業につきましては、来年度以降の詳細設

計及び工事施行に向け、国の補助事業採択を受けるため、現在、事業計画書を準備しております。

今後は、関係地域への計画説明等諸手続を進めてまいります。 

 次に、消防力の充実強化につきましては、県内消防相互応援協定に基づく鈴鹿市との応援・受援

訓練の実施や、県内高速道路連絡協議会による総合消防訓練への参加など、安全で迅速・的確な消

防活動を展開していくための技術の向上、広域連携体制の強化に努めているところであります。 
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 また、去る７月に本市と鈴鹿市の消防本部職員で構成するはしご車等の共同整備に係る検討委員

会を設置いたしました。委員会においては、国の指針に基づき、出動頻度の低いはしご車等の共同

整備について、調査・検討を進めているところであります。 

 続きまして、「健康で生きがいを持てる暮らしの充実」についてご説明申し上げます。 

 まず、地域福祉力の向上につきましては、このたび「ともに支え合い、ともに暮らせる、ふくし

のまち」を目指して第２次亀山市地域福祉計画を策定いたしました。今後は、本計画に基づき、福

祉のネットワークを強化し、「共助」の機能を高めるとともに、多様な人々が心身ともに健やかに

日々を過ごせる共生の地域社会を構築できるよう、住民が主体的に地域課題に取り組む体制づくり

や総合的な相談・支援体制の整備などに向け、社会福祉協議会と連携し進めてまいります。 

 次に、健康づくり・地域医療の充実のうち、健康な暮らしの支援では、先月から、亀山市食生活

改善推進協議会による食生活改善推進員養成講座が開催されております。講座には１９名の方が参

加され、食生活改善や健康づくりに必要な知識、技術の習得に取り組まれております。市といたし

ましても、食を通じた地域での健康づくりの活動支援を行い、市民の健康づくりの意識の向上につ

なげてまいります。 

 一方、医療センターにつきましては、去る１０月２日から敷地内に保険調剤薬局が開局されたこ

とにより、外来分の処方を院外へと移行いたしました。利用の状況といたしましては、１０月に医

療センターで処方を行った１,２９９件のうち約９０％に当たる１,１７５件となっております。ま

た、後発医薬品（ジェネリック）の使用率は、国が目標に掲げる８０％を超える８１.７％となっ

ており、患者負担の軽減に寄与できているものと考えております。 

 また、去る４月に設置し、高い稼働率を維持しております地域包括ケア病床につきましては、今

後も需要の増加が見込まれますことから、来年度に４床の増床を予定いたしております。 

 さらに、在宅医療を推進する上で欠かすことのできない訪問看護につきましては、現在、医療セ

ンターの患者に限定して実施しておりますが、来年４月からの広く市民を対象とした訪問看護ステ

ーションの開設を目指し、病床数の変更とあわせ、本議会に関係条例の一部改正を提案いたしてお

ります。 

 次いで、高齢者の地域生活支援の充実につきましては、医療センターを初めとする医療機関と介

護機関の連携強化を図るため、地域包括支援センターにおいて、在宅医療・介護を担う医師、歯科

医師、薬剤師、看護師、リハビリ職、介護職などの多職種を対象とした講座や研修会などを定期的

に行っているところであります。 

 また、現在、これらの多職種が在宅医療・介護の現場で患者情報を共有できるＩＣＴを活用した

コミュニケーションツール導入について、検討を進めているところであります。 

 次に、文化芸術の振興と文化交流の促進のうち、かめやま文化年事業では、去る９月２４日から

１０月１５日にかけて、かめやま芸術祭事業として現代アートの祭典である「亀山トリエンナーレ

２０１７」が開催されたところであります。 

 また、亀山まほろば街道事業として、去る１０月２１日に「かめやま歴史みちサミット」を開催

し、「歴史」と「みち」をテーマとした講演会や活動の事例発表が行われました。 

 さらに、先月３日には「かめやま夢あかり事業」として、ろうそく、竹灯籠を活用した明かりイ

ベントを開催し、市内外から多くの方に参加いただいたところであります。 
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 一方、関連する市民主体の事業といたしましては、先月１１日に坂本棚田において、約１,００

０個の明かりをともした「棚田あかりｉｎ坂本２０１７」が開催され、同月２６日には文化会館に

おいて亀山ミュージカル「日本書記 壬申の乱より鳳飛伝」の公演が行われるなど、市民が積極的

に文化活動にかかわり、新たな文化創造につながる機会となったものと考えております。 

 次いで、スポーツの推進のうち、全国高等学校総合体育大会開催事業につきましては、去る１０

月３０日に、亀山市実行委員会第１回専門委員会を開催し、平成３０年８月の開催に向けた具体的

な準備や検討を進めているところであります。 

 また、国民体育大会開催準備事業では、先月５日から７日にかけて、愛媛県で開催されたえひめ

国体ウエートリフティング競技大会の視察を行うなど、平成３３年度の開催に向けた準備を進めて

いるところであります。 

 続きまして、「交通拠点性を生かした都市活力の向上」についてご説明申し上げます。 

 まず、企業活動の促進・働く場の充実として、本市はこれまでから交通インフラの強みといった

地域ポテンシャルを最大限に生かして企業誘致を進めてまいりました。 

 平成３０年度には、新名神高速道路の県内区間の完成が予定されておりますことから、本市の有

する立地特性がさらに高まることが期待されます。今後もこうした状況を好機と捉え、近く完成が

予定されております亀山・関テクノヒルズなどへの企業誘致や市内企業の活性化に向けた取り組み

を積極的に進めてまいります。 

 次に、農林業の振興のうち、農業経営に影響のある主食用米の生産調整について、国は平成３０

年産米から生産数量目標の配分を行わないこととしております。今後は、地域農業の振興を目的と

した亀山市農業再生協議会により生産量の目安を情報提供することで、需要に応じた生産に取り組

めるよう進めてまいります。 

 また、台風２１号の影響により、中庄地内の井出農道及び用水路を初めとする農業用施設及び農

地に被害が発生しており、早期の災害復旧を図るため、関係経費及び繰越明許費の予算補正につい

て、本議会へ提案いたしております。なお、中庄地内の井出農道及び用水路につきましては、激甚

災害に指定されましたことから、国からの補助率が引き上げられ、農業者への負担軽減にもなるも

のと考えております。 

 一方、林業につきましては、国・県の予算が年々減少する中、国においては、市町村が主体とな

って実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税（仮称）の創設に向けて検討が行

われております。本市におきましても、三重県市長会などの関係機関と連携しながら、引き続きそ

の早期実現を国へ要望してまいります。 

 続きまして、「子育てと子どもの成長を支える環境の充実」についてご説明申し上げます。 

 まず、安心して産み育てられる環境づくりの推進のうち、小規模児童養護施設及び児童短期入所

施設の誘致につきましては、去る１０月より運営主体となる法人の公募を行ったところ、県内の社

会福祉法人から応募がありました。今月中には選定委員会で審査を行い、事業者を決定いたしてま

いります。 

 また、保育所及び認定こども園では、来年度の園児募集に際し、保護者の利便性向上のため、前

年度より１週間長い期間を設けて募集を行ったところであります。１次募集では、前年度比２３人

の減となる３６７人の申請がありました。今後は待機児童の解消に向け利用調整を行うとともに、
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民間力を活用した小規模保育事業の促進を図る等、子育て環境の整備に努めてまいります。 

 一方、長期休暇子どもの居場所事業につきましては、春休みとなる学年末・学年始休業期間にお

いても運営を行うため、学年始休業期間の事業分について本年度中に契約する必要があることから、

債務負担行為について本議会に予算補正を提案いたしております。 

 続きまして、「市民力・地域力の活性化」についてご説明申し上げます。 

 まず、自立した地域まちづくり活動の促進のうち、地域まちづくり活動の拠点施設の充実につき

ましては、先月、井田川地区北コミュニティセンターの耐震補強及びトイレ等の改修に係る工事請

負契約を締結したところであり、来年２月末の完成に向けて着実に進めてまいります。 

 次に、共生社会の推進のうち、人権の尊重につきましては、今月４日からの人権週間に合わせ、

同月９日に「ヒューマンフェスタｉｎ亀山」が井田川小学校において開催されます。イベントでは、

中学生による人権作文の発表を初め高校生や障がい者による人権スピーチや関係団体によるブース

展示などが予定されており、市民の人権に関する認識を高めていただく機会にしてまいります。 

 また、ワーク・ライフ・バランスの推進では、先月１１日から２６日までを亀山市ワーク・ライ

フ・バランス推進週間と定め、各種団体にもご協力いただきながら、市民や事業所等に対して啓発

活動を行いました。推進期間中の先月２３日には、中央コミュニティセンターにおいて、ワーク・

ライフ・バランス講演会を開催するなど、仕事と生活の調和をとり、その両方を充実させる働き方、

生き方を意識していただけたものと考えております。 

 続きまして、「行政経営」についてご説明申し上げます。 

 まず、財産・情報の適正な管理・活用のうち、マイナンバー制度につきましては、先月１３日か

ら情報連携の本格運用が開始されたところです。これにより、行政機関での各種手続において、添

付書類の一部を省略できることとなり、より利便性の向上が図られたところであります。今後につ

きましても、個人情報の適正な取り扱いに努めながら、マイナンバーカードの普及に取り組んでま

いります。 

 また、指定管理期間が本年度で終了いたします道の駅関宿地域振興施設につきましては、新たな

指定管理者の公募を行い、亀山市道の駅関宿振興施設に係る指定管理者選定委員会での審査を経て、

指定管理者優先交渉権者を市内太岡寺町の株式会社安全に決定したところであります。その後、優

先交渉権者との協議が調い、候補者として決定いたしましたので、本議会に道の駅関宿地域振興施

設に係る指定管理者の指定について提案させていただいております。 

 次に、市職員の給与につきましては、人事院勧告に鑑みた国家公務員の給与改定の取り扱いに準

じ、月例給及び勤勉手当の引き上げを行うとともに、来年４月の組織・機構の再編に伴い８級制を

導入するため、本議会に関係条例の一部改正を提案いたしております。また、これに準じ、議会の

議員及び特別職の期末手当についても改正を行ってきたところですが、専門的知見等を十分に反映

させる必要があることから、亀山市特別職報酬等審議会において、議会の議員の報酬及び特別職の

給料に加え、手当についても審議していただくため、本議会に関係条例の一部改正を提案いたして

おります。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 

 最後に、本年８月１５日から１１月１５日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円
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以上１億５,０００万円未満の工事請負契約並びに、同期間における負担つきでない１００万円以

上の寄附受納の状況は別紙のとおりでございましたので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。 

 何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育長に教育行政の現況について報告を求めます。 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 平成２９年１２月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況についてご報告し、議員並

びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、教育に関する国の情勢でありますが、本年８月２９日に中央教育審議会の特別部会が「学

校における働き方改革に係る緊急提言」を発表しました。学校における教職員の勤務時間を把握し、

部活動の適切な運営や学校閉庁日の設定等、勤務時間を意識した働き方を進めることや、業務改善

の取り組み促進、チームとしての学校の実現に向けた専門スタッフの配置促進などを求めています。 

 また、新学習指導要領への移行期間に使用する小学校高学年用の新英語教材が公表され、従来の

「聞く・話す」に加え、「読む・書く」に取り組む構成とするなど、新学習指導要領移行に向けた

準備が進められています。 

 さらに、本年９月１３日に学校教育法施行令の一部が改正され、家庭及び地域における体験的な

学習活動等の円滑な実施及び充実を図るため、地域ごとに学校の夏休みなどの一部を学期中の平日

に移す学校休業日の分散化が可能とされました。 

 一方、県では、いじめの防止、早期発見・早期対応のための対策を総合的に推進する三重県いじ

め防止条例（仮称）の制定に向け、その素案の概要を公表し、先月、パブリックコメントの募集を

終えました。 

 また、県としての部活動ガイドライン策定に向けて、先月、策定委員会より、その中間案が公表

されました。 

 なお、学力向上策といたしまして、指導主事による小学校訪問を実施し、市教育委員会との連携

のもと学校の課題の共有と課題に応じた取り組みの設定を通じて学力の向上に生かすとしています。 

 このような情勢を踏まえ、教育委員会といたしましては、各種計画の進捗管理を行うとともに、

学校力、教師力の向上に向け、学校及び家庭、地域との連携・協働を図りながら、重点的な取り組

みを着実に進めてまいります。 

 それでは、最初に、学校教育関係についてご説明申し上げます。 

 まず、中学校の部活動のあり方につきましては、県よりも先んじて部活動における休養日の設定

を含めた「亀山市部活動ガイドライン」を策定し、各校に通知いたしました。 

 次に、防災教育につきましては、新たにＪアラート等を通じて緊急情報が発信された際の児童生

徒の安全確保について、各学校の危機管理マニュアルの見直しを行ったところであります。 

 次いで、学習指導要領改訂につきましては、平成３２年度からの新学習指導要領完全実施に向け、

来年４月から市内全小学校において、５・６年英語科及び３・４年英語活動の先行実施を行うこと
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といたしました。市広報等を通じて、小学校英語科及び英語活動における英語ボランティアの一般

募集も始めております。 

 次に、学校給食につきましては、本年度も学校給食用食材として、鈴鹿農業協同組合受託者部会

から市内産の米を、市内生産者団体である亀の市から市内産の野菜を寄贈していただきました。今

後とも地産地消の取り組みのかなめである「かめやまっ子給食」や食育の推進について、一層の充

実に努めてまいります。 

 次いで、インフルエンザ等の感染予防につきましては、市内全小・中学校に手指消毒用アルコー

ルやマスクを配付し、対策を講じたところであります。また、本年度も亀山市茶業組合からの亀山

茶のうがい用粉茶を活用させていただき、感染予防に努めてまいります。 

 続きまして、教育研究関係についてご説明申し上げます。 

 まず、学力向上につきましては、各校の校内研修会等の場を活用し、教職員の授業力向上のため

の助言を行うとともに、県教育委員会とも連携し、校内で組織的に授業改善が進むよう継続的な取

り組みを支援しております。 

 また、教職員の研究活動につきましては、去る１０月１１日、井田川小学校と加太小学校におい

て、教育研究発表会を開催いたしました。他市からの参加者を含め約４００名の教職員が授業づく

りや指導方法の工夫などについて学び合いました。発表校では、成果や課題が明らかになるととも

に、参観した学校は、発表された取り組みを自校での実践に生かすべく、さらに研修を積み重ねて

いるところであります。 

 次に、生徒指導につきましては、本年９月にいじめに関する調査を実施し、新たに認知された事

案や未解消事案についての現状を一つ一つ確認するとともに、学校と教育委員会及び関係機関と連

携を図り、事案解決に向け取り組みを進めているところです。今後もいじめの実態を確実に把握す

るとともに、亀山市いじめ問題対応マニュアルに基づき、引き続きいじめの未然防止と早期発見に

努めてまいります。具体的な取り組み例といたしましては、子供たちの自己肯定感を高めるために、

中部中学校においては「いのちの授業」と題して連続講座を設けているところであります。 

 また、本年９月末時点の不登校の児童生徒数は、昨年度の同時期と比べて減少傾向にあり、各校

でのきめ細かな不登校対応の取り組みが徐々に実を結んできていると捉えています。今後とも早期

段階の相談体制強化や教職員研修の実施など、不登校の未然防止に向けた組織的な取り組みを進め

てまいります。 

 次いで、児童生徒の体育文化活動につきましては、まず文化活動としまして、先月、市内全ての

小・中学校が参加する亀山市小中音楽会を開催いたしました。合唱や楽器演奏で日ごろの練習成果

を各校が互いに披露するとともに、プロの演奏家を招いてすぐれた音楽芸術鑑賞の機会を持ちまし

た。 

 また、体育活動としまして、去る１０月から先月初旬にかけて開催されました鈴亀地区新人体育

大会におきまして、団体・個人ともに優勝や準優勝をするなど、生徒の目覚ましい活躍が見られま

した。選手の健闘をたたえるとともに、今後も生徒が活躍できるよう支援を行ってまいります。 

 次に、コミュニティ・スクールの活動につきましては、このたび川崎小学校の学校運営協議会が、

地域学校協働活動推進に係る文部科学大臣表彰を受賞することが決定いたしました。地域と学校が

連携・協働した基盤的な活動が他の模範となるものとして認められたものであります。 
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 続きまして、学校施設の整備関係についてご説明申し上げます。 

 まず、川崎小学校改築事業につきましては、外壁に石綿が含まれていた校舎第１棟について、石

綿除去工事の後、その解体工事をおおむね終えたところでございます。現在、校舎中棟の基礎工事

に着手したところであり、今後も安全に十分配慮を行いつつ、２期工事完成に向け鋭意努力してま

いります。 

 次に、空調機整備事業につきましては、現在、中学校分の設計業務を進めているところでありま

すが、本年度におきまして、国の交付金の交付決定がありましたので、その工事請負費等関係経費

について予算補正を提案させていただいております。 

 一方、去る１０月下旬の台風２１号では、神辺小学校や亀山中学校などにおいて、樹木倒壊、門

扉の破損等の被害を受けました。学校運営に支障を来す倒木につきましては、速やかに処理を行っ

たところであり、門扉等につきましても早急に復旧を行う予定であります。 

 続きまして、生涯学習関係についてご説明申し上げます。 

 まず、図書館整備事業につきましては、本年度中の整備基本計画の策定に向けて、公募委員を含

む整備推進委員会を立ち上げるとともに、より多くの方々のご意見を取り入れるために、市民ワー

クショップや図書館ボランティア団体との意見交換会などを開催しているところであります。 

 次に、地域の人材キラリ育成事業につきましては、昨年度策定いたしました生涯学習計画に基づ

いて具体的な展開に向けた庁内での合意形成を図っているところであります。 

 続きまして、図書館につきましては、図書館整備事業を進める上で、図書館に関する本を集めた

ミニコーナーを設置するとともに、市民ワークショップの開催にあわせ、館内で意見箱を設置する

など、市民の皆様からの意見集約に努めてまいります。 

 以上、教育行政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。 

 何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 教育長の現況報告は終わりました。 

 説明の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時４４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５４分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に日程第５、議案第８７号から日程第２６、議案第１０８号までの２２件を一括議題とします。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正についてでございますが、本市における組

織・機構につきましては、市町合併後の平成１８年度にフラットでスピーディーな意思決定を狙い
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とする部・室制を導入して以降、教育委員会所管の文化・スポーツの事務分掌を市長部局へ移管す

るなど、改編を繰り返し現在に至っております。 

 この部・室制は、市政において迅速な意思決定を行うという当初の狙いについて一定の成果がご

ざいました。その一方で、室において、業務を推進するためのリーダー的な職が明確でないことや、

業務の中でマネジメント能力を養成する機会が失われているという課題も見受けられました。この

ような状況を鑑み、平成３０年度を始期とする組織・機構につきましては、第２次亀山市総合計画

に掲げた施策を着実に推進する組織・機構とするとともに、部・室制の課題でもある職員のマネジ

メント能力を育成、強化する仕組みを構築することを目的として再編を行うため、所要の改正を行

うものでございます。 

 改正内容は、市長の直近下位の内部組織及びその分掌する事務について、関係する組織間での連

携が効果的に図られる組織体制とするため、部の組織単位を大きくすることといたします。 

 まず、管理部門を一元化するため、総合政策部を置くことといたします。 

 次に、市民生活に身近な事務を一体的に担うため、生活文化部を置くこととし、健康福祉部の分

掌事務を改めることといたします。 

 次に、産業振興と都市基盤を一体的に捉えたまちづくりを推進するため産業建設部を、地方公営

企業の独立性を高めるため、上下水道部を置くことといたします。 

 次に、多様な危機事案に一元的に対応するため、部に属さない課として防災安全課を置くことと

いたします。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし、この条例改正による所管部の変更に伴う関係条例の一

部改正を附則に規定いたします。 

 次に、議案第８８号亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございますが、

雇用保険法等の一部を改正する法律により、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたこ

とに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 また、人事院規則１９－０（職員の育児休業等）が改正され、国家公務員の育児休業等に係る規

定が改正されたことから、市職員の育児休業等の規定についても、これに準じた取り扱いとするた

め、あわせて所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず１つ目としまして、育児休業法第２条第１項において条例で定めることとされ

た非常勤職員が、その養育する子が２歳に達する日まで育児休業をすることができる場合を定めま

す。 

 ２つ目としまして、育児休業法第２条第１項ただし書き、第３条第２項または第１０条第１項た

だし書きにおいて、それぞれ条例で定めることとされた育児休業、育児休業の延長または育児短時

間勤務をすることができる特別の事情に、育児休業等に係る子について、保育所等における保育の

利用を希望し申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことが該当することを規定する

ことといたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第８９号亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正についてでございますが、現在、

亀山市特別職報酬等審議会は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び病院事

業管理者に支給する給料の額を審議対象としております。こうした中、議会の議員の議員報酬及び
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期末手当の額並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給料を含む給与の額について、市

民の意思を十分に反映させるべく当審議会の審議を経ることにより透明性を確保するため、所要の

改正を行うものでございます。 

 改正内容は、当審議会の審議対象を議員の議員報酬及び期末手当の額並びに市長、副市長、教育

長及び病院事業管理者の給与の額に改めることといたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第９０号亀山市職員給与条例の一部改正についてでございますが、平成２９年８月８

日の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取り扱いに準じ、市の一般職に属す

る職員の給与等を改定するため、所要の改正を行うものでございます。 

 また、平成３０年度における組織・機構の再編に伴い、管理職員の職務の範囲が広がることから、

それに見合う給料体系とすることにより、職員の意欲向上を図るため、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 改正内容は、まず１つ目としまして、一般職の職員について、平成２９年度１２月期の勤勉手当

の支給月数を０.１０月引き上げます。また、再任用職員について、平成２９年度１２月期の勤勉

手当の支給月数を０.０５月引き上げます。 

 ２つ目としまして、給料月額を一定水準（平均０.２％）引き上げます。 

 ３つ目としまして、一般職の職員について、平成３０年度以降の６月期の勤勉手当の支給月数を

０.０５月引き上げ、１２月期の勤勉手当の支給月数を０.０５月引き下げます。また、再任用職員

について、平成３０年度以降の６月期の勤勉手当の支給月数を０.０２５月引き上げ、１２月期の

勤勉手当の支給月数を０.０２５月引き下げます。 

 ４つ目としまして、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき分類する職務の級の基準とな

る職務の内容を見直し、等級別基準職務表に８級となる職務を加えることといたします。 

 ５つ目としまして、職務の級が８級である職員の給料月額を定めます。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 ただし、平成３０年度以降の期末手当の支給割合の改正につきましては、平成３０年４月１日と

いたします。また、平成２９年度の勤勉手当の支給月数を引き上げる改正につきましては、平成２

９年１２月１日から、給料月額を一定水準引き上げる改正につきましては、平成２９年４月１日か

ら適用することといたします。 

 続きまして、議案第９１号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正についてでございますが、学

校教育法施行令の一部を改正する政令により学校教育法施行令が改正されたことに伴い、所要の改

正を行うものでございます。 

 改正内容は、本条例で引用している学校教育法施行令第２９条に第２項が加えられたことに伴い、

条項の整理を行います。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正についてでございますが、本市の水道事

業における水道料金については、市町合併以降、消費税率の改定に伴うものを除き、実質的な値上

げを行うことなく、これまで比較的安価な料金を維持してまいりました。 

 しかしながら、今後の老朽管路の更新や施設耐震化に必要な事業費用に対して、料金収入が不足
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する状況が見込まれます。また、地方公営企業法において、地方公営企業が徴収する料金は、能率

的な経営のもとにおける適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができ

るものでなければならないと定められております。このため、亀山市水道料金検討委員会の報告に

基づき、水道料金の額の妥当性を検証した結果、その額を見直す必要があることから、所要の改正

を行うものでございます。 

 また、使用水量の少ない高齢者世帯、単身の世帯等が増加しているため、基本水量を見直す必要

があることから、あわせて所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、専用給水装置及び共用給水装置に係る水道料金について、基本料金及び超過料金を

それぞれ１８％引き上げるとともに、基本水量を「１０立方メートル」から「５立方メートル」に

改めることといたします。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とし、施行日前から継続して水道を使用している場合の平成

３０年４月分の水道料金については、なお従前の例によるとする経過措置を設けることといたしま

す。 

 次に議案第９３号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございますが、地

域包括ケアシステムを支える病床の充実を図るため、本年４月に開設した地域包括ケア病床１５床

につきましては、開設以降半年間の稼働率が８９％と非常に高く、今後もますます同病床の需要は

増加していくことが見込まれます。このことから、平成３０年４月から地域包括ケア病床を増床す

るため、現在の一般病床の６人部屋１室（６床）を厚生労働大臣が定める設置基準に適合させるた

め、４人部屋１室（４床）に改修いたします。これに伴い、合計病床数に変更が生じるため、所要

の改正を行うものでございます。 

 また、平成２１年度から関係機関への届け出の必要がない事業所として行ってきました訪問看護

につきましては、地域包括ケアシステムのさらなる推進、診療報酬及び介護報酬の加算による収益

の増加等につなげるため、平成３０年４月から病院事業の附帯事業として行うことといたします。

これに伴い、亀山市立医療センター内に新たに訪問看護ステーションを開設するため、あわせて所

要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、病床数を「９４床」から２床減らし、「９２床」といたします。 

 また、病院事業の附帯事業として、訪問看護を行うため訪問看護ステーションを設置する規定を

新たに設けます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日といたします。 

 続きまして、議案第９４号平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）についてでございま

すが、補正額は歳入歳出それぞれ３億９,１２９万４,０００円を追加し、補正後の予算総額を２１

５億７,１４０万５,０００円といたしております。 

 最初に、繰越明許費補正につきましては、事業の進捗状況等により亀山駅周辺整備事業や災害復

旧事業など計７事業について、年度内の完成が見込めないことから、繰越明許費の追加をいたして

おります。 

 次に、債務負担行為補正につきましては、平成３０年度の契約事業者の選定を行うため、６事業

を追加いたしております。 

 次に、地方債補正につきましては、発行可能額が確定いたしました臨時財政対策債を増額するほ
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か、事業費の変更等による地方債の追加及び変更をいたしております。 

 続いて、歳出の主な補正内容をご説明申し上げます。 

 歳出全般にわたりまして、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費について補正を行ってお

ります。 

 総務費につきましては、勧奨退職者等の増加により退職手当の増額をするほか、社会保障・税番

号制度に係る電算システム修正委託料を計上いたしております。 

 民生費につきましては、介護給付費等の増加に伴い、障がい者及び心身障がい児の自立支援事業

を増額するとともに、新たに介護施設（グループホーム）を整備する社会福祉法人安全福祉会に対

して交付する地域医療介護総合確保基金事業補助金を計上いたしております。 

 農林水産業費につきましては、農業集落排水事業繰出金を減額いたし、商工費では産業振興奨励

金を増額いたしております。 

 土木費につきましては、事業計画の見直しにより、和賀白川線整備事業を減額し、老朽化した亀

山公園トイレの建てかえに係る経費を計上いたしております。 

 消防費につきましては、消防団の車両整備について、借り入れを予定しておりました起債事業の

変更により、緊急防災事業から防災基盤整備事業へ事業費の組み替えを行っております。 

 教育費につきましては、中学校の空調機整備事業が本年度の国庫補助事業として採択されたこと

から、事業の前倒しを行い、合併特例事業として工事請負費等を計上いたしております。 

 災害復旧費につきましては、去る１０月の台風２１号により被災した農業用施設や道路などの災

害復旧に係る経費を計上いたしております。 

 一方、歳入でございますが、地方交付税につきましては、普通交付税の交付決定額により増額を

いたしました。 

 国庫支出金につきましては、障がい者自立支援給付費負担金を増額するほか、生活保護費の過年

度国庫負担金精算金や公共土木施設の災害復旧事業費負担金などを計上いたしました。 

 県支出金につきましては、障がい者自立支援給付費負担金を増額するほか、地域医療介護総合確

保基金事業補助金を計上いたしております。 

 繰入金につきましては、財政調整基金からの繰り入れを減額いたし、繰越金につきましては前年

度繰越金を増額いたしております。 

 市債につきましては、臨時財政対策債を増額するほか、和賀白川線整備事業債を減額いたしてお

ります。 

 次に、議案第９５号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

でございますが、債務負担行為として健康づくりのてびき発行事業を追加いたしております。 

 次に、議案第９６号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでございますが、補正額は歳入歳出それぞれ６,１８７万４,０００円を追加し、補正後の予算総

額を９億５,７３７万４,０００円といたしております。 

 主な補正内容は、後期高齢者医療保険料を増額するほか、広域連合への納付金の増額を計上いた

しました。 

 次に、議案第９７号平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

でございますが、補正額は歳入歳出それぞれ１４２万７,０００円を追加し、補正後の予算総額を
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４億５,２９２万７,０００円といたしております。 

 なお、補正内容は、前年度繰越金を計上するほか、消費税の増額を計上いたしました。 

 次に、議案第９８号平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）についてでございます

が、債務負担行為として清掃業務委託料を追加いたしております。 

 次に、議案第９９号平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）についてでござ

いますが、収益的収入を１３１万円増額し、補正額の予定額を１０億６１１万円とし、収益的支出

を１５１万円増額し、補正後の予定額を９億９,８０１万円といたしております。また、資本的収

入を９５９万２,０００円増額し、補正後の予定額を９億８,４５９万２,０００円とし、資本的支

出を１８７万円増額し、補正後の予定額を１２億１,６６７万円といたしております。 

 主な補正内容は、収益的収入における雑収益の増額や資本的収入における受益者負担金の増額を

するほか、一般会計負担金、一般会計補助金の減額をいたしております。 

 次に、議案第１００号平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）についてでございま

すが、債務負担行為として清掃業務委託料を追加いたしております。 

 以上が今回提案いたしました一般会計補正予算及び特別会計補正予算並びに企業会計補正予算の

主な内容でございます。 

 なお、詳細につきましては副市長から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。 

 続きまして、議案第１０１号指定管理者の指定についてでございますが、亀山市道の駅関宿地域

振興施設の指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 指定管理者となる団体は、亀山市太岡寺町１１８０番地、株式会社安全、代表取締役社長 伊藤

淳彦で、指定管理者を指定する期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までといた

します。 

 続きまして、議案第１０２号から議案第１０４号までの市道路線の認定についてでございますが、

開発行為により設置された新規路線である羽若３６号線、羽若３７号線及び羽若３８号線の市道路

線の認定について、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第１０５号市道路線の変更についてでございますが、開発行為により代替道路が設置

されたことに伴う羽若３号線の路線の変更について、道路法第１０条第３項の規定により議会の議

決を求めるものでございます。 

 次に、議案第１０６号から議案第１０８号までの市道路線の廃止についてでございますが、開発

行為に伴う下白木１３号線の路線の廃止、代替道路の整備に伴う阿野田３７号線の路線の廃止及び

一般交通の用に供する必要がなくなった菅内１５号線の路線の廃止について、道路法第１０条第３

項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に平成２９年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。 
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 広森副市長。 

○副市長（広森 繁君登壇） 

 それでは、今議会に提出をいたしました各会計補正予算の主な項目につきまして、補足説明をさ

せていただきます。 

 最初に、一般会計補正予算（第６号）でございますが、補正予算書の４、５ページをお開きをお

願いいたします。 

 第２表 繰越明許費補正でございますが、亀山駅周辺整備事業や亀山公園トイレ整備事業など、

土木費と教育費の４事業につきましては、事業進捗のおくれや事業実施の前倒しなどから繰り越し

を行おうとするもので、また災害復旧費の３事業につきましては、台風５号及び台風２１号による

災害復旧事業でございまして、それぞれ年度内に完成が見込めないことから、やむを得ず翌年度へ

繰り越しを行おうとするものでございます。 

 次の第３表 債務負担行為補正でございますが、平成３０年度の契約事業者の選定を行うため、

６事業につきまして、債務負担行為の追加をいたすものでございます。 

 なお、清掃及び自家用電気工作物の保安管理業務委託料につきましては、従来単年度で契約を行

っておりましたが、今回、経費削減と事務の軽減を図るということで、３年間の契約を行おうとす

るものでございます。 

 次の第４表 地方債補正でございますが、１の追加では防災対策事業１,０３０万につきまして

は、消防団車両の購入事業が借り入れを予定しておりました緊急防災事業の対象外となったことか

ら、改めて防災対策事業として計上いたしました。 

 また、台風２１号の災害復旧として公共土木施設災害復旧事業３,８２０万円を追加いたしてご

ざいます。 

 また、５ページのほうでは、２の変更では、臨時財政対策債の発行可能額が決定をしましたこと

から、限度額を７億４,６６０万円に変更するほか、道路整備事業では和賀白川線整備事業の減額、

学校施設整備事業では中学校の空調機整備事業の増額など、それぞれ地方債の限度額を変更いたし

てございます。 

 次に、予算に関する説明書をごらんいただきながら、順次ご説明を申し上げます。 

 まず、今回の補正予算につきましては、人件費の補正を歳出の各費目で行っておりますが、個々

の説明は省略をさせていただきまして、給与費の明細書においてご説明を申し上げます。 

 ５２ページでございますが、給与費明細書をごらんいただきたいと存じます。 

 上段の一般職の総括の比較欄でございますが、給料では１,２６５万円の減額、職員手当では８,

９０１万円の増額、共済費では１,８７０万円の増額によりまして、合計では９,５０６万円の増額

といたしております。 

 これらの増減理由でございますが、中ごろの（２）でございますが、給料及び職員手当の増減額

の明細をごらんください。 

 給料につきましては、人事院勧告に伴う給与改定により３０６万１,０００円の増額、また職員

の異動による減及び育児休業者の増等によりまして１,５７１万１,０００円の減額となり、合わせ

て１,２６５万円の減額をいたしております。 

 次に、職員手当につきましては、勧奨退職者等の増による退職手当が７,１３２万円の増額及び
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人事院勧告等に伴う期末勤勉手当の増額６３６万円などによりまして、合わせまして８,９０１万

円の増額をいたしました。 

 次に、各費目の歳出でございますが、１９ページをお願いいたします。 

 下段で、第２款総務費の一般職員人件費、退職手当７,１２８万円につきましては、勧奨及び自

己都合による退職者５名分の退職手当を計上いたしました。 

 次に、２１ページをお願いいたします。 

 上段の住民情報系システム事業４２０万円につきましては、社会保障・税番号制度における運用

テスト等に対するシステム修正委託料を計上いたしてございます。 

 次に、２３ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、中段の一般事業９７９万２,０００円でございますが、平成２８年度の臨時福祉

給付金等給付事務費補助金や、障がい者医療費国庫負担金などの確定に伴います国・県への返還金

を計上いたしました。 

 次に、後期高齢者医療事業１,７２７万３,０００円につきましては、後期高齢者医療事業特別会

計への事務費の繰出金であり、職員人件費及び療養給付費負担金の増に伴うものでございます。 

 次に、２５ページをお願いいたします。 

 上段の障がい者の自立支援事業６,３００万円につきましては、利用者の増加により介護給付費

等及び自立支援医療費を増額いたしてございます。 

 次に、地域生活支援事業６９０万円につきましては、利用者の増加による地域活動支援事業委託

料の増額及び障害者総合支援法の改正に伴うシステム修正委託料を計上いたしてございます。 

 次に、老人福祉費の一般事業３,７５８万９,０００円につきましては、グループホームを整備い

たします社会福祉法人安全福祉会に対し、県が補助金の交付決定を行ったことから、市を通して交

付する補助金を計上いたしました。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

 中段の民間保育所補助費３４７万４,０００円につきましては、平成２８年度の子ども・子育て

支援交付金や子ども・子育て支援事業費補助金などの確定に伴う国・県への返還金でございます。 

 次に、放課後児童クラブ２４４万９,０００円につきましては、国の放課後児童健全育成事業実

施要綱の改正によりまして、国及び県の補助基準額が改正をされましたことから、民間施設活動事

業費補助金を増額いたしました。 

 次に、２９ページをお願いいたします。 

 中段の心身障がい児の自立支援事業１,７３０万円につきましては、利用者の増加により補装具

給付費及び介護給付費等を増額いたしてございます。 

 下段の生活保護事業の一般管理費８２５万３,０００円につきましては、２８年度の生活扶助費

等国庫負担金などの確定に伴う国への返還金でございます。 

 次に、３１ページをお願いいたします。 

 上段の生活保護費、扶助費１,２００万円につきましては、保護世帯及び人数が増加をしたため、

それぞれの扶助費を増額いたしてございます。 

 次に、３３ページをお願いいたします。 

 中段の第６款農林水産業費、農業集落排水事業１,４７９万２,０００円の減額につきましては、
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農業集落排水事業特別会計において、平成２８年度決算による繰越金を計上したことなどに伴いま

して、繰出金を減額いたしてございます。 

 次に、３５ページでございます。 

 中ごろの第７款商工費、産業振興奨励事業４００万円につきましては、昨年度、新たに奨励措置

の指定を行いました２事業者に対し交付するもので、投資額が当初見込みより増加をしましたので、

その不足する額を計上いたしました。 

 次に、３７ページをお願いいたします。 

 第８款土木費、中段の和賀白川線整備事業１億３００万円の減額につきましては、事業計画の見

直しや用地測量業務委託契約の解除に伴いまして、用地購入費を減額いたしてございます。 

 次に、３９ページをお願いいたします。 

 上段の公共下水道事業４,０７４万５,０００円の減額につきましては、公共下水道事業会計にお

きまして雑収益や受益者負担金など収入が増加をいたしましたので、繰出金を減額いたしてござい

ます。 

 次の公園管理費の施設管理費２,７００万円につきましては、老朽化により現在使用ができない

状態となっております亀山公園トイレにつきまして、早期の復旧を図るために建てかえに要する経

費を計上いたしました。 

 次に、４１ページをお願いいたします。 

 第９款消防費、中段の車両整備費につきましては、消防団車両購入に係る契約額にあわせまして

緊急防災事業から防災基盤整備事業への組み替えを行うものでございます。 

 次に、４３ページをお願いいたします。 

 第１０款の教育費、上段の小学校費の情報教育推進事業６７７万８,０００円の減額及び下段の

中学校費の情報教育推進事業１８３万１,０００円の減額につきましては、児童生徒用のタブレッ

ト型パソコン４７０台などの購入に係る入札差金でございます。 

 次に、中ごろの中学校費の空調機整備事業でございますが、当初予算では安全・安心な学校づく

り事業として、設計等委託料２６０万円を計上いたしておりましたが、国の補助事業として採択さ

れましたことから、次年度に予定をしておりました事業費の前倒しを行いまして、監理等委託料１

００万円及び工事請負費６,５００万円を追加計上いたしてございます。 

 また、財源におきまして、国庫補助金に加えまして合併特例債を活用することから、事業の組み

替えを行いまして合併特例事業として計上をいたしてございます。 

 次に、４７ページでございます。 

 上段のかめやま文化年事業１００万円につきましては、公益財団法人亀山市地域社会振興会が文

化会館で実施いたしますスライドコンサートが一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成

事業として採択されましたので、地域の芸術環境づくり助成金として計上いたしました。 

 次の伝統的建造物群保存修理修景事業３００万円につきましては、国の補助事業の追加配分があ

ったことから増額をいたすものでございます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。 

 下段の第１４款災害復旧費、農業用施設等災害復旧事業の補助事業分６００万円につきましては、

中庄町の井出農道、用水路に係るのり面復旧等に係る測量等委託料５０万円及び工事請負費５５０
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万円でございます。 

 次の単独事業分２,４００万円につきましては、被災した農地や排水路などを地元施工で復旧さ

れる団体に対しまして原材料費２４０万、建設機械等の借り上げに係る補助金２,１６０万円を計

上いたしました。 

 次の道路橋梁災害復旧事業の補助事業分１億１,５００万円につきましては、小川町地内の川崎

白木線及び白木町地内の下白木８号線での路肩のり面復旧に係る工事請負費を計上いたしました。 

 次の単独事業分１,５５０万円につきましては、道路の路肩のり面復旧や倒木処理等に係る工事

請負費を計上いたしました。 

 次に、５１ページでございます。 

 上段の河川災害復旧事業１,２００万円につきましては、河川の護岸の復旧等に係る測量等委託

料５０万及び工事請負費１,１５０万円を計上いたしてございます。 

 次の社会福祉施設災害復旧事業以下の４事業につきましては、あいあいや小・中学校、また亀山

城など市の施設に係る災害復旧費の計上でございます。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。 

 戻りまして、１１ページをお願いいたします。 

 第１０款の地方交付税１億６,７６２万１,０００円の増額につきましては、算定の結果、普通交

付税の交付額が決定いたしましたので計上いたしました。 

 次に、第１２款分担金及び負担金、農林水産業施設の現年発生災害復旧事業受益者分担金２４万

６,０００円につきましては、井出農道、用水路の災害復旧事業における受益者分担金を計上いた

しました。 

 次に、第１４款国庫支出金でございますが、障がい者自立支援給付費負担金３,８６５万円につ

きましては、支援事業費の増加により増額を行うものでございます。 

 下段の公共土木施設の現年発生補助災害復旧事業費負担金７,６７０万５,０００円につきまして

は、川崎白木線及び下白木８号線の災害復旧事業に係る国庫負担金を計上いたしました。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 上段の学校施設環境改善交付金１,５６９万５,０００円につきましては、中学校の空調機整備事

業における国庫補助金を計上いたしました。 

 中段の第１５款県支出金、障がい者自立支援給付費負担金２,００７万５,０００円につきまして

は、支援事業費の増加により国庫支出金に準じて増額補正を行うものでございます。 

 下段の地域医療介護総合確保基金事業補助金３,７５８万９,０００円につきましては、グループ

ホームを整備する社会福祉法人安全福祉会に対し交付する補助金の財源として計上いたしてござい

ます。 

 次の農林水産業施設の現年発生補助災害復旧事業費補助金４２６万９,０００円につきましては、

井出農道、用水路の災害復旧事業に対する県補助金を計上いたしました。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

 中ごろの第１８款繰入金の財政調整基金繰入金でございますが、地方交付税及び臨時財政対策債

の増額や前年度繰越金の計上などによりまして財源調整を行いまして、２億２,１３８万３,０００

円を減額いたしました。 
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 次に、１７ページをお願いいたします。 

 上段の第１９款繰越金、前年度繰越金につきましては、今回の補正財源として３,６４２万９,０

００円を計上いたしました。 

 次の第２０款諸収入、コミュニティ助成事業助成金３００万円につきましては、かめやま文化年

２０１７の開催事業に対する一般財団法人自治総合センターからの助成金を計上いたしてございま

す。 

 下段の第２１款市債、臨時財政対策債１億８,２７０万円につきましては、発行可能額の決定に

より増額をし、和賀白川線整備事業９,７８０万円の減額につきましては、今年度の事業費を全額

減額したことから減額をいたしてございます。 

 また、第４目の消防債につきましては、緊急防災事業債から防災対策事業債への組み替えを行っ

たものでございます。 

 学校教育施設整備事業債４,９９０万円につきましては、中学校の空調機整備事業を合併特例事

業としたことから計上いたしました。 

 次の現年発生補助災害復旧事業債につきましては、農林水産業施設に９０万、公共土木施設に３,

８２０万円を計上いたしております。 

 以上をもちまして、一般会計補正予算（第６号）の説明とさせていただきます。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でございますが、５６ページをお願

いいたします。 

 第１表の債務負担行為補正でございますが、３０年度の契約事業者の選定を行うため、健康づく

りのてびき発行事業について、債務負担行為の追加をいたすものでございます。 

 続きまして、後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）でございますが、６７ページをお

願いいたします。 

 歳出でございますが、上段の第１款総務費の一般職員人件費２５万５,０００円につきましては、

人事院勧告等に伴う増額でございます。 

 下段の第２款後期高齢者医療広域連合納付金５,９５８万６,０００円につきましては、平成２９

年度の納付金の額が決定をしましたので、増額をいたしました。 

 増額の主な要因は、保険料収入及び療養給付費の増加によるものでございます。 

 次に、６９ページをお願いいたします。 

 第３款諸支出金の一般会計繰出金２０３万３,０００円につきましては、前年度決算の精算に伴

う一般会計への繰出金を計上いたしております。 

 戻っていただきまして、６５ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、第１款後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料現年分１,５５４万４,００

０円、普通徴収保険料現年分１,３９２万８,０００円につきましては、被保険者数の増加、所得割

及び均等割に係る軽減措置の改正などによる増額でございます。 

 中段の第３款繰入金、一般会計からの事務費繰入金１,７２７万３,０００円につきましては、職

員人件費と広域連合への納付金のうち、療養給付費負担金に係る増額分でございます。 

 下段の第５款繰越金でございますが、前年度繰越金の全額である１,５１２万９,０００円を計上

いたしました。 
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 次に、農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）でございますが、７２ページをお願いいた

します。 

 第２表の債務負担行為補正でございます。 

 一般会計と同様に平成３０年度からの３カ年契約を行うため、自家用電気工作物保安管理業務委

託料について、債務負担行為の追加をいたすものでございます。 

 次に、７９ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、第１款事業費の一般職員人件費５３万５,０００円につきましては、人事

院勧告等により増額をいたしております。 

 次の一般管理費８９万２,０００円につきましては、消費税の納付額が確定したことから増額を

いたしました。 

 戻っていただきまして、７７ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、上段の第５款繰入金の一般会計繰入金１,４７９万２,０００円の減額につ

きましては、前年度繰越金の計上などにより一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 

 下段の第７款繰越金でございますが、前年度繰越金の全額である１,６２１万９,０００円を計上

いたしました。 

 次に、水道事業会計補正予算（第２号）でございますが、８３ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の補正でございます。平成３０年度からの３カ年契約を行うため、清掃業務委託料

について債務負担行為の追加をいたすものでございます。 

 次に、公共下水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の補正でございますが、３０年度からの３カ年契約を行うということで、自家用電

気工作物保安管理業務委託料について、債務負担行為の追加をいたしてございます。 

 次に、８９ページをお願いいたします。 

 収益的収入の第１款下水道事業収益、下水道使用料では、接続戸数の増加により７９０万円、ま

た下段の雑収益では流域下水道維持管理負担金の還付金の増などによりまして２,９３３万円を増

額し、収益的収入及び支出における補正による財源調整として、一般会計負担金３,４２４万８,０

００円の減額と一般会計補助金１８６万９,０００円の減額を計上いたしてございます。 

 次に、９０ページをお願いいたします。 

 収益的支出の第１款下水道事業費用、動力費１５０万円につきましては、電力会社の燃料費調整

による電気代の増加を、また平成２８年度決算の確定により減価償却費について３１万円の減額を

いたしております。 

 次に、９１ページをお願いいたします。 

 第１款資本的収入では、受益者負担金につきましては本年度供用開始をいたしました地区におい

て一括納付が多かったことから１,４２２万円の増額をいたし、資本的収入及び支出における補正

により、一般会計負担金１１５万５,０００円の減額と一般会計補助金３４７万３,０００円の減額

をいたしております。 

 下段の第１款資本的支出では、管渠整備費において人事異動等によりまして給料等の人件費１８

７万円を増額いたすものでございます。 
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 最後に、病院事業会計補正予算（第３号）でございますが、１０１ページをごらんください。 

 清掃業務委託料につきまして、こちらも３０年度からの３カ年契約を行うため、債務負担行為の

追加をいたしております。 

 以上をもちまして補正予算の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 

 以上で、上程各案に対する提案説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 あす２日から１０日までの９日間は、議案精査のため休会したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす２日から１０日までの９日間は、休会することに決定しました。 

 次の会議は１１日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午前１１時４０分 散会） 
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●議事日程（第２号） 

 平成２９年１２月１１日（月）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第 ８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

     議案第 ８８号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

     議案第 ８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

     議案第 ９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

     議案第 ９１号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

     議案第 ９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

     議案第 ９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

     議案第 ９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について 

     議案第 ９５号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

     議案第 ９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について 

     議案第 ９７号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

     議案第 ９８号 平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について 

     議案第 ９９号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第１００号 平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）について 

     議案第１０１号 指定管理者の指定について 

     議案第１０２号 市道路線の認定について 

     議案第１０３号 市道路線の認定について 

     議案第１０４号 市道路線の認定について 

     議案第１０５号 市道路線の変更について 

     議案第１０６号 市道路線の廃止について 

     議案第１０７号 市道路線の廃止について 

     議案第１０８号 市道路線の廃止について 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 
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  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君 

文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君    関 支 所 長  久 野 友 彦 君 

子 ど も 総 合 
          伊 藤 早 苗 君    上 下 水 道 局 長  宮 﨑 哲 二 君 
セ ン タ ー 長 

財 務 部 参 事  落 合   浩 君    市民文化部参事  深 水 隆 司 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    建 設 部 参 事  亀 渕 輝 男 君 

会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君    消 防 長  中 根 英 二 君 

消 防 次 長 兼 
          平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 
消 防 署 参 事 

医 療 セ ン タ ー 
事 務 局 長 兼  古 田 秀 樹 君    教 育 長  服 部   裕 君 
地 域 医 療 部 長 

教 育 次 長  大 澤 哲 也 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  水 越 いづみ      書 記  村 主 健太郎 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 なお、松本建設部長は、都合により本日は欠席する旨の通知に接しておりますので、ご了承願い

ます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 
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 日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑にあっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求める

もので、議題の範囲を超えて、また一般質問にならないようにご注意をお願いします。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ７番 福沢美由紀議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。 

 本日の議案質疑ですけれども、２つの議案から質疑していきたいと思います。 

 １点目、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正についてです。 

 今回、大きく組織を変えていくということでこの条例が出されたわけですけれども、大きくは

部・室制の部の部分を若干スリムにしてというか合併して、２つ減らして、室長の部分を、室長さ

んが課長さんになるわけなんやけれども、それを２０減らして、新たにグループというものを９１

立ち上げるということなんですね。 

 今まで何回か組織を変えてきた経緯があるんですけれども、まず１８年度に機構改革としてされ

た組織を変えた目的というのが達成されての今回の改正なのか、だめだったから改正なのか、そこ

ら辺のところを説明いただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 おはようございます。 

 今回の組織・機構の再編では、平成２９年度に始動しました第２次総合計画に掲げた施策を着実

に推進する組織・機構とするとともに、議員からございました部・室制の課題でもあります職員の

マネジメント能力を育成、強化する仕組みを構築することを基本方針として編成したところでござ

います。 

 今回の１８年度の組織・機構改革の目的が達成されたのかというご質問でございますが、これま

での課係制から部・室制に変更し、それまで各職位を経て意思決定を進める過程を担当から直接管

理職であります室長へ意思決定を進めるもので、意思決定の迅速化は図られたものと考えておりま

す。 

 その結果、これまでの課係制に比べ、迅速な意思決定が可能になったことに加え、課というくく

りよりも大きな部という組織になったことで、事務事業の横断的な遂行が可能となったと考えてお

ります。 

 一方で、室の中で管理職以外はフラットな体制となりまして、係長のような中間的な業務をマネ

ジメントする職がなくなったことで、中間管理職に求められるマネジメント能力を育成する機会が

失われたという課題もあらわれてきたと感じているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 
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○７番（福沢美由紀君登壇） 

 この部・室制にしたことでスピーディーに意思決定ができるようになった、決定ができるように

なったという評価はしながら、マネジメント能力を育てられなかっということなんですけれども、

私、１点目の疑問は、マネジメントをする能力というのは、こういうふうに組織を改編しないと育

たないものなのかどうなのか。今の組織のままで、内部の中でマネジメント力を育てるということ

をやってきたのか、やれないのかということが１点。 

 そして、今回、早くできるようになったという部・室制を、また以前のようなことに変えるわけ

なんですけれども、じゃあ、その解決してきたというスピーディーに決定ができたという部分が後

戻りするのではないかということについて疑問があるわけですけれども、そこについてお伺いした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、マネジメント能力についてのご質問でございますが、私は、マネジメント能力というのは

職員が業務を遂行する中で協力して業務を進めていく力をリーダーが統括する、それをマネジメン

ト力というふうに認識しておりまして、先ほど課題のところでも申し上げましたが、以前はそうい

った職を係長が担っていたものが、室制を引いたことによって、全ての組織がフラット化になった

ことによって、そういう中間的にマネジメントをする職が失われたということが課題でもありまし

て、今回、グループリーダーという配置を考えたところでございます。 

 それと２点目の、今回の組織が迅速な意思決定が可能となったものが後戻りになるのではないか

というご懸念でございますが、１８年に組織を改正させていただいて１２年ぐらいかかっておりま

すが、その間、それぞれの職員が意思決定の迅速化を進めるといった考え方については定着をして

きたものというふうに認識をしておりまして、今回、これを変えることによって迅速化の考え方が

後退すると、そのような考え方は持っていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 私の言うマネジメント能力を今のままで高められるのではないかという質問は、要するに、あな

たはリーダーですよというバッジをつけてもらわなくても、フラットの人々の中の内々で、あなた

はこれについて責任を持ちましょうというようなことがされる中では解決できないものなのかなと

いうことに疑問があったのでお聞きしたところなんで、またご答弁があったらお伺いしたいという

のと、今のご答弁で後戻りしてスピード感というものが欠けるんじゃないかなということについて

は、ずっとやってきた部・室制のスピーディーに決定をするということをやってきたので、質的に

は高まっているから、後戻りしたとしてもスピード感が失われることはないということですか、お

聞きします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 
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 まず、１点目のフラット化の中でわざわざリーダーを設置しなくても、そういう意識の中でマネ

ジメント能力が養成できるのではないかというご指摘だったと思いますが、私どももそういう考え

方の中で、副室長というのを室長の補佐役として設置をさせていただきましたが、やはり少しその

役割が明確でないということの中で、現在、余り機能していないというそういった反省もございま

して、今回、しっかりとグループリーダーという形の中で、最小組織のグループを統括するリーダ

ーを明確にするという意味合いで改正のほうを出させていただいたところでございます。 

 それともう一点、後戻りの中で、職員の意識が、１０年たって、私どもそういう意識の中でしっ

かり職員が対応できるようになったという認識を持っておりまして、今回、３層構造になることに

よって少し決裁等のことでご心配もいただいておると思いますが、こういったことについては職員

が１０年以上培った中で対応できるものと認識をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 このマネジメント能力というものについては、今言った意識の中では高めることはできない。で

も、スピーディーに決定するということについては意識で解決していけるという、若干、私として

は、要するに、こういことを変えていくということはお金もかかってくることなんで、意識という

ところで努力ができるのであれば、それをやっていかれるという方法も１つなのかなと思ってお聞

きしたところです。若干そういう意味では矛盾があるのではないかなと、私は感じました。 

 次の質問というか、見ていく中で、どんどん数が部長さんやら室長さんやらが課長さんになって

いったりする中で気になるのが、今いらっしゃる室長さんが全て課長さんにスライドするというこ

とではなくて、数が減っていくわけなので、そこについては室長さんから課長さんになる方と室長

さんからグループリーダーになる方が当然おられるわけで、そこについての仕事をする意欲の低下

とか、そういうところについてはどのように考えておられますか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 来年の４月に職が変わる中で想定されることが、現在の室長から部長に昇格するということと、

室長から横滑りで課長へ行くということと、あとグループリーダーという副参事ということをつけ

させていただきますが、名称がグループリーダーになるという、この３職種が考えられるというこ

とでございます。 

 その中で議員からもご指摘がありました課長と室長の数を減らしておりますもので、役職の中で

２０ぐらいの職が減っておりますもので、一般的に２０人程度の職員がグループリーダーになると

いうことが想定をされます。そうした中で議員からは、今まで管理職の室長ということで決裁権も

持っておりましたが、この方がグループリーダーという形で意欲をなくしてしまわないのかという

ご懸念だというふうに考えております。 

 今回、室長からグループリーダーになられる者につきましては、まず副参事兼グループリーダー

ということで、まず管理職という形で処遇をさせてもらいたいというふうに考えております。これ

は、給料上、級を下げないという考え方でございます。ただ、ご指摘のように決裁権がなくなりま
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すもので、今まで室長というと、１００万円以下の決裁をしておりましたのが、決裁権がなくなる

ということについては、若干、意識の低下というのも考えられると思いますが、これにつきまして

は、段階的に解消していくものというふうに考えておりまして、現在はそのような形で進めさせて

いただきたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 部長や課長にいく人ではなくて、グループリーダーに室長からなる人については副参事という職

を与えるということで、給料上は保証されるということが１つと、意欲という面については段階的

に解決するということは、時が解決するという意味なのかなと。何かが、何の段階があるのかなと

いうのが、ちょっとわからなかったんで、それ以上にあるんであればまた教えていただきたいんで

すけれども、どっかではしなくちゃいけないのかもわかりませんけれども、大変なことであるなあ

と思います。 

 それから、次の質疑に移りたいと思いますが、平成２５年度から設置した部内局というのがあり

ましたが、これについて廃止となったことについてはどのように考えておられるのか、お願いしま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、私、段階的にと申し上げたのは、時が解決するという意味合いではございませんと、そう

いった２０人についてはあくまでも経過的な措置ですもので、例えば退職とか人事異動で、そうい

う方は基本的に年々なくなっていくというふうに考えておりまして、そのような意味合いでござい

ます。 

 それと、今回、平成２５年度に設置をいたしました部内局が廃止になった理由でございますが、

現在の局長制度につきましては、平成２５年度に行った組織・機構改革において配置したものでご

ざいますが、その総括といたしましては、当初の狙いの一つでありました比較的業務範囲の広い部

で一定の業務における意思決定を迅速かつ専門的に行うことにより、円滑な業務進捗が図られるも

のと捉えているところでございます。 

 一方で局長が担当する業務は、一定の範囲に限定をされておりまして、局の中で完結をしたため、

当初の狙いの一つでありました部局間連携の強化にはつながらない側面や、局長業務が部長業務全

般のフォローにつながらないという課題もあらわれてきたところでございまして、こういったこと

を踏まえ、広範な業務や特殊で専門性の高い業務を担当する部におきましては、部長の補佐的な職

を設置する場合、部の一定の範囲を担当させるのではなくて、部全体の業務を管理する次長級を配

置することが望ましいと考え、今回、改正案を提出させていただいたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 局の名前からすると、もともと部全体をフォローするという立ち位置にはなかったんだと思うの
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で、それができなかったという評価というのがなぜ出てくるのか、私にはちょっとわからないです

けれども、もともとそういうつもりじゃなかったはずですよね。だけども、やっぱり全体のフォロ

ーをするところが必要だろうというところで、その局をなくして、新たに部長を補佐する次長をつ

けていくということですね。わかりました。 

 何か、そのときそのときの評価がちょっと甘いのではないかなという、今、印象があります。 

 次の３番目の質疑ですけど、各課、グループの名前の決定に至る経過についてと上げさせていた

だいたんですけど、まず１つは、大きく部長、課長、係長ではだめなのか、部長、課長、グループ

リーダーと、わざわざ片仮名を使用しなければならない理由は何だったのかということをお聞きし

たと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回特に改正の中で、係というのをグループという形、なぜ係ではだめだったのかというふうな

ご質問でございますが、最小の所属単位を係ではなくグループとしておりますのは、現在の部・室

制を導入する以前の課係制におきましても、旧亀山市、旧関町、両方とも係長という職が存在をし

ておりまして、今回、組織・機構の改革の際には、その最小の所属単位を係、その長を係長とする

ことも検討してきたところでございます。 

 しかしながら、以前の係長とは職責や業務範囲が異なり、主幹と係長の位置づけも異なりますこ

とから、一部職員からは以前の係長と混同することも懸念をされまして、係や係長とは別の名称で

ありますグループや、その長をグループリーダーとしたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 実際、仕事をしてこられた職員の方が合併以前のあり方ということでちょっと混乱をするから、

それぞれの係長が今からやるグループリーダー的なところと違うから、あえて係という名前をつけ

ずにしたということですね。 

 そりゃあ、職員の間では混乱ということがあるのかもわかりませんけど、市民の感覚では、その

前がどうやったということよりも、私は部長、課長、係長のほうがなじみがいいんじゃないかなと

いう感がして質問しました。 

 そして、市民を優先するべきじゃないかなという気もするんですけれども、あともう一つ、この

グループの名前で気になるのが、各課からどういうグループをつくるかという議論があったと思う

んですけれども、そのグループをはだてるための議論がどういう決定の経過があったのかなという

疑問が湧きました。それはなぜかというと、グループの統括する範囲のバランスがちょっとまちま

ちなのではないかなと感じたということですね。 

 例えば、私かねてから言っていました生活保護なんか、本当に仕事の内容がすごく煩雑でたくさ

んあって、いつも休みのときにも仕事してはりますけれども、そういうのはやっぱり独立してきち

っと生活保護として立ち上げるべきじゃないかなとか、獣害なんかも本当に被害が県内でもすごく

多いので、そういうグループをつくるというのもありなのではないかなと思う反面、国体グループ、
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何かこうずうっとあるわけではないものに対してグループがはだててある、国体推進グループです

ね。こういうものがはだててあるというところで、グループのいろんなバランスが悪いのではない

かなという思いがするんです。それはどういう経過だったのか、どう考えておられるのか伺いたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、グループの名称をまず決定をさせていただいた過程でございますが、これにつきましては、

まず各部局におきまして聞き取りを行い、部局長会議、庁議を経て名称というのは決定していくと

いうことでございまして、ただいま、少しグループの名称にばらつきがあるのではないかというご

指摘でございますが、グループの名称決定につきましては、議員おっしゃられたように、市として、

市の事業をはだてようとするものがはっきりとわかる事業を選定するものもございますし、今、申

された担当業務がわかりやすいものを選定する場合もございます。例えば今、国体推進グループ、

生活保護、獣害、こういった例でご質問がございましたが、例えば国体推進グループのようなグル

ープにつきましては、短期間に集中する事業を特出しするもので、こういったものにつきましては、

国体推進グループのように事業名を出させていただいたというところでございます。また、生活保

護については地域福祉、獣害につきましては農政という名称で大くくりではありますが、これまで

進めてきた業務が一言でわかるといったこともございます。いずれにいたしましても、新たなグル

ープ名の決定の際には、混乱のないわかりやすい名称の選定を今後も行ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 わかりやすい名称と一くくりにいいますけれども、何を大事にするかという市の考え方をあらわ

すものだと思いますので、これは、私はバランスを欠いているなと思いますし、あと図書館とか博

物館をグループというところにくくってますけれども、私はこれから大きく図書館をよくしていこ

うという流れがある中で、もう少し上げていくべきではないかなという思いがあるんですけど、そ

こはどうですか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ご指摘のように、今、図書館につきましては、生涯学習室で所管をしておりまして、歴史博物館

については、文化スポーツ室の所管ということでございます。 

 それぞれ推進していく事業がたくさんあることから、これを課に上げていくべきではないかとい

うご指摘だと思いますが、今回も図書館につきましては生涯学習課の１グループで、歴史博物館に

ついても文化スポーツのグループとなっておりますが、今回それぞれ、図書館長、博物館長、両館

長を配置いたす予定でございまして、この両館長のマネジメントのもと、館が運営されていくべき

ものというふうに考えているところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 見解の相違だと思います。 

 次の質問です。 

 なぜ、子ども総合センターをなくすのか。 

 今回の機構改革で幼稚園と保育園がばらばらになっていたものを１つにまとめるという、これは

本当に市民にもわかりやすい改革だと思います。それなのに、今こそ、子ども総合センターという

ことがわかりやすくなったのに、新しいところにはその名称がありません。なぜですか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回ご指摘のように、さらなる子供施策の一元化を図るため、教育委員会所管の幼稚園業務を移

管して、新たに子供施策の一元化を図るため、子ども未来課を設置いたしたところでございます。 

 それで、子ども総合センターという名称につきましては変更となりましたが、その機能はなくな

るものではなく、今後も継続、拡大していくものと認識しておりまして、子ども総合センターの名

称が変更になったというふうな形で、新たに子ども未来課という名前の中で運営をしていきたいと、

そのように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 子ども総合センターは亀山を本当に代表する、たくさんの方が視察にも訪れて、私はこれからも

この旗は挙げ続けていくべき名前ではないかなと。１８歳まで途切れのないといってやってこられ

たのに、物によっては前と一緒のほうが混乱がないから、獣害は農政で、今回は新しい名称で、物

によって全部答弁変えられておるわけですけれども、やはり何を大事にするかということがこの機

構改革にあらわれているんだと思いますね。私はやっぱり子ども総合センターという名称は必要な

のではないかなと考えました。 

 最後に、今回の再編で職員数、全体に変更があるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回の組織・機構の再編によりまして、これまでの部や室が所管していた事務分掌を再編いたし

ますことから、それぞれの所属に配置する職員数は所管する事務に応じて変動すると考えておりま

すが、全体としての職員数に大きな変動はないものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 それでは、次の質疑に移ります。 
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 議案第９６号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についてです。 

 今回、歳入で後期高齢者医療保険料が上げられています。なかなか今までこのような時期にこう

いう補正が上げられることはなかったかなと思ったのでお聞きしますが、この内訳についてお伺い

したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口市民文化部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 おはようございます。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方を対象とした独立した医療制度でございまして、県下全

市町が加入する三重県後期高齢者医療広域連合が運営をいたしております。市は、広域連合が決定

した保険料を徴収し、それを負担金として広域連合に納付をいたしております。 

 市におきます保険料の予算措置につきましては、例年、広域連合にて算定された見込み額をもと

に予算計上いたしているところでございますが、本年度は当初見込み以上に保険料調定額が伸びて

おりますことから、今回２,９４７万２,０００円の増額補正をさせていただいたところでございま

す。 

 内訳でございますが、まず保険料が今回増額いたしました要因でございますが、被保険者数が本

算定を行う６月時点で比較をいたしますと、平成２９年度は前年度より１２０人増加をいたしてお

り、また保険料算定の基礎となります被保険者の所得も全体で約１億７,７００万円、１人当たり

にしますと約２万円増加をいたしております。さらに、本年度実施されました制度改正により、一

部保険料の軽減措置が縮小されたことなどによりまして、増加したものと考えているところでござ

います。 

 増額の内訳でございますが、被保険者数の増加による均等割額の増加分が約５３０万円、被保険

者の所得の増加による増加分が約１,６００万円、制度改正に伴う増加分が約７２０万円でござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 被保険者数の増加や所得の増加という、特に所得の増加が大きいようですけれども、最後に言わ

れました軽減措置の縮小について、この際ですので、どういう内容なのかをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 本年度、後期高齢者医療制度の持続性を高めるために、世代間・世代内の負担の公平を図り、負

担能力に応じた負担を求める観点から制度改正が行われております。 

 制度改正の内容といたしましては、１つは、保険料算定所得が５８万円以下の被保険者に対する

所得割額の軽減措置について、５割軽減が２割軽減に縮小され、このことによる保険料収入が約４

８０万円の増額見込みでございます。また、後期高齢者医療制度に加入する前に被用者保険の被扶
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養者であった被保険者に対する被保険者均等割額の軽減措置につきましても、９割軽減が７割軽減

に改正され、このことによる保険料収入は約２４０万円の増加見込みとなっているところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 その軽減措置にかかられた方のそれぞれの人数をお伺いしたいのと、そういうことで随分とお払

いになる保険料が上がったなという感覚をお持ちだと思うんですけれども、そういう意味で相談な

どがなかったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 制度改正の影響を受けた方の人数でございますが、まず所得割額の軽減措置が５割軽減から２割

軽減に縮小されたという対象の方が６９０人でございます。また、被用者保険の被扶養者であった

方の均等割額の軽減措置、９割から７割という方は３１８人でございます。 

 特に、私のところで、どうして減ったんやという声はありますけれども、納得されていないとい

うふうなところまでは聞いていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 亀山の人数にしたらかなりたくさんの方だと思うんですけど、この軽減措置はさらに、軽減って

いいことのような気がしますけど、進むのかどうか、さらに高くなるのかどうかということをお伺

いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 まず、５８万円以下の被保険者に対する所得割額の軽減措置でございますが、２９年度は５割が

２割ということでございますが、平成３０年度は軽減なしということになります。また、被扶養者

の方の軽減措置でございますが、２９年度は９割が７割と、３０年度はそれが５割軽減に変わりま

して、３１年度には軽減なしというふうな予定となっております。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 次に、８番 森 美和子議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。 

 皆さん、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回は、２点について質疑をさせていただきますが、済みません、水道のほうを先にさせていた

だきたいと思います。 
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 議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正についてお伺いをしたいと思います。 

 平成１６年に旧亀山市で料金改定を行ってから、平成１７年の合併で料金の統一を経て、初めて

の料金改定が今回提案をされております。 

 まず、改定に至った理由についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 改定に至った理由は何かということで、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 本市における水道事業につきましては、先ほど議員ご紹介をいただきましたが、平成１７年１月

の市町合併以降、現料金水準を維持し、安全でおいしい水を安定的に供給するため、施設の更新や

修繕を図りながら経営をいたしてまいりましたが、老朽化する施設や管路の更新と耐震化を計画的

に進めるために必要な財源が今後不足する状況が見込まれますことから、財源を確保するために料

金改定を行うものでございます。 

 また、従来から課題でもございましたけれども、使用水量の少ない高齢者世帯、単身の世帯等が

増加をいたしておりますため、基本水量を見直す必要があることから、あわせて所要の改正を行う

ものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森 美和子議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 今後の老朽管路の更新とか施設の耐震化に必要な事業費の不足が見込まれる、また、使用水量が

少ない高齢者世帯や単身世帯が増加しているから基本水量の見直しも同時に行っていくということ

で、市長のほうからのご答弁でしたので確認をさせていただきました。 

 次に、水道使用量の状況についてお伺いをしたいと思います。 

 今、言われた改定理由の一つとして、高齢者世帯や単身世帯が増加している、そのための見直し

も行われるということですが、使用量の現状についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑上下水道局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 おはようございます。 

 上水道の給水件数でございますけれども、平成２９年３月末現在で２万５４件でございます。 

 口径別件数の内訳は、一般家庭で使用されています口径１３ミリでは１万５,４４０件で全体の

７７.０％、口径２０ミリでは４,１１８件で２０.５％となっております。また、集合住宅や商店

等で使用されています口径２５ミリでは２３３件で１.２％、工場等で使用されています口径５０

ミリでは５９件で０.３％、口径７５ミリでは１４件で０.１％となっております。一方、使用量の

少ない５立米未満の使用者につきましては４,００６件で全体の２０.０％でございます。 

○議長（西川憲行君） 
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 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 今、局長のほうから確認をさせていただきましたけど、ほとんどの一般家庭で使われているとい

うのが口径１３ミリか２０ミリということで、それが１３ミリですと１万５,４４０件ということ

で、７割強のところに一般の家庭はそういう状況。それから、５立米以下が２０％ほどあるという

ことで、そこに今回は改定を行っていくということで確認をさせていただきました。 

 次に、今後の老朽管改良、耐震化等に係る予算と資金計画についてお伺いをしたいと思います。

もう一つの値上げの理由としては、老朽管とか耐震化ということに事業費が不足してしまうという

こと、どのぐらいの老朽管が残っていて、耐震化がどれぐらい進んでいるのか、現状と、それから

今後の資金計画について、あわせてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 まず、管路、施設の状況でございます。 

 平成２８年度末の管路の状況につきましては、配水管総延長３６２キロメートルのうち、耐用年

数を超える管路は８２キロメートルで約２３％に及び、一方で、耐震化率につきましては１４０キ

ロメートルで約３８.８％にとどまっております。次に、水源地や浄水場などの施設につきまして

は、耐用年数を超える施設は約２４％に及び、一方で、耐震化につきましては、近年施行した施設

を除き、多くの施設が耐震不足となっております。また、能褒野町、川崎町、住山町、羽若町の一

部で水量・水圧不足が生じている状況でございます。 

 次に、建設計画でございますけれども、建設改良費につきましては、配水管や水源地、浄水場な

どの施設の老朽化整備、耐震化整備などに年間４億円程度、平成３０年度から平成３９年度までの

１０カ年では４０億５,０００万円を計画しているところでございます。例えば、平成３０年度に

は、管路老朽化設備に１億２,３００万円、施設老朽化更新及び耐震化整備に２億３,０００万円、

公共下水道事業に伴う水道管移設整備に４,５００万円で合計３億９,８００万円を。次に、例えば

平成３１年度につきましては、管路老朽化整備に１億３,７００万円、基幹管路耐震化整備に３,１

００万円、施設老朽化更新計画及び耐震化整備に１億７,０００万円、公共下水道事業に伴う水道

管移設整備に４,５００万円で合計３億８,３００万円を計画しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 今、現状をお話しいただいたように、まだまだ耐震化も老朽管の改良も残っているという状況、

それから毎年、大体４億ぐらいのお金が要るということ、１０年計画では４０億、そういうお金を

見込んでいかなあかんということを確認させていただきました。 

 次に、料金改定の時期についてお伺いをしたいと思います。 

 ２８年度決算を９月議会で議論をさせていただきました。資金残高について、２６年で２億ほど

落ち込んではおりましたが、２７年、２８年と８億を超えておりました。なぜ、今回の改正が必要

なのか、その点について、まずお伺いをしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 ２８年度末の資金残高につきましては８億１,５６２万８,０００円でございました。これにつき

ましては、年度内に発生しました工事等の未払い金、下水道使用料の預かり金が含まれていること、

また、水道料金や工事負担金の未収金があることなど等を考慮すると、６億９７５万３,０００円

となります。 

 現行の水道料金を維持し、今後も安全でおいしい水を供給していくため、老朽管や施設の更新、

耐震化等の整備を行っていくと、資金は毎年約１億５,０００万円程度減少し、平成３２年度末に

は運転資金として必要な３億円程度を大きく下回る約１億２,０００万円となる見込みであること

から、資金が不足する前に料金改定をする必要がございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 決算の中でも８億の資金残高があるけれども、その中には未払い金とか未収金が入っているんだ

ということも聞かせていただいておりまして、それは６億ぐらいになるということでお聞きをして

おりました。決算委員会で、運転資金として必要な額は約３億ほどは必ず要るんだというようなこ

とも確認をさせていただきました。 

 今回提出をされた資料を見ますと、現行のままで来年度の決算見込みが４億３,０００万、さっ

き局長が言われたように、３２年には大きく３億を切ってしまいますが、まだまだそこから見ると

今回の改定は来年の４月ということになっておりますので、まだ大丈夫なんじゃないかというふう

に感じました。 

 そこで、先送りした場合の影響、どんなことが考えられるのか、その点についてお伺いをしたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 平成３０年４月ではなく、例えば平成３１年４月とした場合につきましては、資金が平成３３年

度末には約２億５,０００万円、平成３５年度末には約１億６,０００万円となり、早期に運転資金

の３億円程度を確保することができなくなり、配水管や施設の老朽化整備、耐震化整備がおくれる

など、水の安定供給に影響が出ることが懸念されます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 いろんなそういった耐震化とかの先ほど確認をさせていただいた資金としての影響が出てくると

いうことで、確認をさせていただきましたけど、逆に合併後、１回も上げてこなかったという現状

があります。本来、一般的には料金の算定期間としては、何年が基準なのか、その点について、ま

ず確認をさせていただきたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 改定の時期でございますけれども、公益社団法人日本水道協会発行の水道料金算定要領には、料

金算定期間はおおむね将来の３年から５年を基準とするとなっていることから、その期間で料金の

検討を行う必要があるものと考えられます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ３年から５年というのが大体の基準になっているということで、亀山市としては、合併後には１

回も値上げをしてこなかった、料金改定をしてこなかったということは、企業経営として問題はな

かったのか、その点と。それから、もし改定をしたとしても年度別資金残高を見ると、もう既に平

成３５年には運転資金としての３億を切ってしまうという現状がある。そうすると、さらに３年か

ら５年たつと、料金改定をまたしていく形になっていくのか、その点についてお伺いをしたいと思

います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 今まで、なぜ改定をしなかったのかというご質問でございますけれども、営業費用の削減や資本

的支出の抑制など、企業努力により事業運営に必要な資金の確保に努め、平成１７年の市町合併以

降、値上げすることなく現行料金の水準を維持してまいりました。 

 次の質問でございますけれども、また３年後、５年後に料金改定はあるのかというご質問でござ

いますけれども、これにつきましては、公益社団法人日本水道協会の水道料金算定要領にあります

ように料金算定期間はおおむね３年から５年を基準とするとなっていること、また、亀山市水道料

金検討委員会の報告書にもおおむね５年をめどに料金を検証することが望ましいとの附帯意見があ

ることから、今後５年をめどに財政計画の検証を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 企業努力で問題はなかったというお話でありました。 

 次に移らせていただきます。 

 料金改定率についてお伺いをします。 

 ことしの７月に検討委員会から答申が出されました。検討委員会では、改定率が１１８.１８

２％、今回の提出議案では１１８％となっておりますが、この１１８％の根拠とその答申との差に

ついて、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 
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 水道料金検討委員会の意見を尊重するとともに、公益社団法人日本水道協会の水道料金算定要領

には、料金収入額は総括原価と一致するものでなければならないとあることから、改定後の料金収

入額と総括原価とが等しくなるよう改定率を算定したものであります。 

 総括原価とは、給水サービスを維持するために必要な費用から手数料などの附帯的収入を控除し

た経費のことでございます。また、過去５年間の経費をもとに、平成３０年度から平成３４年度ま

での５年間を算定期間としたところ、現行料金では給水収益が総括原価を大きく下回りますが、１

１８.１８２％の改定を行った場合に料金収入額と総括原価が一致する結果となりました。しかし

ながら、亀山市水道料金検討委員会から収入額と総括原価が一致する率１１８.１８２％の引き上

げが妥当である。ただし、市民生活への影響を考慮し、経営努力により可能な限り改定率を引き下

げることが望ましいとの報告があったこと。また、次に平成２８年度決算が確定したこと。平成３

０年度からの大型商店や亀山・関テクノヒルズへの工場立地による水道使用量の増加を見込むなど、

再度算定を行った結果、改定率１１８％をもって総括原価に等しくなったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 市民生活への影響を考慮したということと、それからまた工場立地が見込まれるということで、

こういう１１８％になったということをお聞きしたんですが、今、収益が原価を下回っているので、

今回一致するのが望ましいということで、この１１８％が出てきたということで確認をさせていた

だきましたが、この総括原価が収益を上回った。だから、原価のほうが高くなったのはいつぐらい

からそうなったのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 料金収入と総括原価の関係でございますけれども、平成２３年度までは料金収入が総括原価を上

回っておりましたが、平成２４年度以降は総括原価が料金収入を上回っております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 そうすると、２４年の段階では、本来は議論をしていないといけないということになりませんか。

それが一切なされずに、今回１１８％という上げ率になったということで、そういうことの庁内で

のそういった議論とかというのは今までなかったのか、その点について確認をしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 ２４年度に総括原価が料金収入を上回りましたが、財政収支の改善を課題として認識し、営業費

用や資本的支出の削減などの経営努力をしてきたことにより、運転資金が確保できていたことから

料金改定を見送ってまいりました。 

 しかしながら、老朽施設の更新や基幹管路の耐震化など、今後の建設改良により資金確保が難し
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くなったことから今回の料金改定に至ったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 今の答弁ですと、どうも何か先送りしたことによってしわ寄せが来たような感じで受けとめをさ

せていただいたんですけど、何かもう少し早い議論がやっぱり必要やったような気はします。 

 次に移ります。 

 市民生活への影響についてお伺いをしたいと思います。 

 今回、値上がりするとしたら、一般家庭でどれぐらいの金額が上がっていくのか、ここが一番、

市民にとっては聞きたいところだと思いますので、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 一般家庭の水道料金ということでございますけれども、一般住宅用の水道につきましては、基本

的に１３ミリか２０ミリであり、多くの場合、１カ月の使用量が３０立米以下となっております。

使用量の少ない高齢者世帯、ひとり暮らし世帯等に配慮するため、基本水量を１０立米から５立米

に改めることにより、口径１３ミリの場合、使用水量５立米以下では、現行料金１,０８０円が７

１２円となり、３６８円の減額、８立米につきましては１,００６円となり、７４円の減額となり

ます。９立米以上は増額となり、１０立米では現行料金１,０８０円が１,２０２円となり、１２２

円の増額、２０立米では２,０３０円が２,３１２円となり、２８２円の増額、３０立米では３,０

００円が３,４５２円となり、４５２円の増額となります。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 今、局長がおっしゃったことを聞きますと、５立米に下げたことによって料金が下がってくると、

８立米までを使っている家庭に関しては下がるんだという、料金値上げでなくて値下げになるんだ

ということは、今、確認をさせていただきました。 

 全体の２０％ぐらいの家庭は下がっていく。ちょっと、そこら辺の確認をさせていただきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 平成２９年３月末現在での水道使用量から見ますと、例えば口径１３ミリでの減額となる件数に

つきましては、口径１３ミリで０から８立米の使用者が５,０１０件で、口径１３ミリの中では３

２.４４％の減額となるものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ３２％ぐらいの方が下がるんだということの確認をさせていただきました。 
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 次に移ります。 

 議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正について及び議案第９０号亀山市職員給与条例の一

部改正についてお伺いをしたいと思います。 

 部・室制の導入の検証については、先ほどの福沢議員のご答弁にも少し触れられておりましたの

で、２２年の検証で中間管理職が育っていないということがわかって、副室長を置いたと。次の２

５年の改定では、２層管理体制ということで、中間管理職の副室長を置いたとしても、どっちかと

いったら２２年から２５年の改定は、トップ、上の人の改革のみに目がいってしまっているという

ことに私は少し問題があったんではないかというふうに思います。 

 今回改定をする、１８年からの改定を見ますと、結果的に１０年を超える期間、人材が育ってい

なかったということは、全体の組織力の大きな低下になったということを意味するのではないかと

思いますが、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 確かに、平成１８年から現在までで大きな改正といたしましては、１８年度の部・室制の導入、

２２年度の副室長の配置、２５年度の局長の配置、こういったことがこの１０年の大きな改正であ

ったというふうに考えております。 

 その中で、特に２２年につきましては、先ほど福沢議員にもご答弁申し上げましたように、やは

り中間管理職の育成という形で副室長を配置することで、職員のマネジメントの自覚を促してきた

というふうに考えておりますし、少し議員申されましたが、局長の配置につきましても、部のマネ

ジメントという意味合いでは、このマネジメント力の養成も必要であったというふうに考えておる

ところでございます。 

 こうしたことから、今回、過去からさまざまな検証を行った中で、今、申し上げた現在の課題が

浮き彫りになったことから改正案を提出させていただいたものでございます。 

 あと加えまして、現在、第２次総合計画を始動させていただいておりまして、複雑、多様化する

行政ニーズに対応するためにも新たな行政基盤の確立が必要と考え、提出をしたものでございまし

て、１０年間人材の育成の低下を招いたのではないかとのご指摘でございますが、こういった組織

の関係もございますし、それを補完する研修等にも取り組んでまいりまして、人材育成に努めてま

いったというふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 グループリーダーが今回導入されるということで、今、部長がおっしゃったように中間管理職の

育成という点では、今回のこのグループリーダーを置くんだと思うんですけど、市民目線から見れ

ば、今ある５５の室がさらに細分化して９１まで膨れ上がるということで、縦割りがもっとさらに

進んでいくんじゃないかなという懸念があります。逆に、市民から見たらわかりにくくなってくる

んじゃないかなって、あっちにも行ったり、こっちにも行ったりということが起こるんじゃないか

と思いますが、このグループリーダーの導入でどんな効果が期待できるのかについてお伺いをした
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いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 グループリーダー設置の効果は、大きく２つあると考えております。 

 １つは、業務の中で中間層のマネジメント能力の養成により、組織のマネジメント力の強化につ

ながるということで、先ほど申し上げたグループの中のリーダー職が明確になることで、そういっ

たグループの業務の進捗が円滑に進められるということが１点でございます。 

 また一方で、このグループの所属員にとりましては、リーダーはこれまでの組織マネジメントに

重きを置いた従来の管理職とは異なり、このリーダーも一定の業務を担いながら管理を行うという

ことになるため、自立的にリーダーを補佐しようという意識が芽生えることも期待され、グループ

内の一体感の醸成につながるものと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 でも今、部長がおっしゃったんであれば、室制の中でもしっかり支えるという能力が育ってない

のとあかんのじゃないかなと思うんですけど、本当に、それぞれの職員がしっかりと育っていくた

めには、中間管理職の育成というのは、私は本当に大事なことだとは思うんですけど、もっと、こ

れから求められる職員像というのは少子化とか高齢化とか、それから財政力の低下とか、それから

地域課題の多様化ということを思うと、その組織の中だけの今回は問題ですけど、専門性とか外に

向けたコーディネート力、そういうことが本当に求められる私は職員像じゃないかと思いますので、

これは一般質問みたいになってしまいますので、この点をしっかりとやっぱり力を入れていかなけ

ればならないということは要望をさせていただきたいと思います。 

 次の職務の級の変更について、今回、機構改革によって７級制から８級制になるというふうにあ

りました。これ給料体系の８級なんだと思うんですけど、消防長と困難部長が対象とされておりま

す。ということは、ただ単なる部長と困難部長という２つの部長さんが存在するということになる

んだと思うんですけど、困難部長とは、どのような業務内容なのかについてお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ８級の職務につきましては、等級別基準職務表におきまして、今、議員おっしゃられた消防長と

困難な業務を分掌する理事及び部長の職となっておりまして、その内容といたしましては、現在よ

りも職務範囲が拡大し、おおむね５０人以上の職員が配置された部に適用することを１つの目安と

しておるところでございます。ただ、そのほかにも、例えば部長の経験年数でありますとか、業務

の困難性、特殊性、こうしたことを総合的に判断した上で選考いたすものと考えているところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 
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 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 そうですよね。本当にこれを見たときに、何で福祉部門が入らないのかって、困難部ではないの

かということに非常に違和感を感じました。相談業務１つとっても、さっき福沢議員もおっしゃい

ましたけど、１回、２回で終わらないんですよね。答えも出ません。本当に時間と労力を使って取

り組んでいただいております。また、今回、健康福祉部に幼稚園も加わることになったんですよね。

それで、部の人数の中に幼稚園、保育園、認定こども園の職員の数が入ってはないですよね。そう

いうことを考えると、この数の定義も非常に私は曖昧じゃないかと思いますので、その点について

お伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま健康福祉部を１つの例にとって挙げていただきましたが、健康福祉部につきましては、

確かに子ども総合センターを初めとする相談業務でありますとか、今回、幼稚園業務も統合するこ

とによりまして、非常に業務も拡大しますし、おっしゃられるように、私ども５０人以下という中

には今の保育士、幼稚園教諭、認定こども園非常勤職員等は含まれておりませんもので、そういっ

た職員を含めますと非常に大きな部で、部長の管理も大変になってくるというふうな認識は持って

おります。 

 このような中で、最終的に健康福祉部を例えば８級にしていくのか、例えば次長を配置していく

のか、こういった問題につきましては、先ほども申し上げましたように、部の業務範囲やその特殊

性、専門性、こういったものを総合的に考えて今後決定してまいりたいと、そのように考えている

ところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 次に移ります。 

 健康福祉部の子ども未来課についてお伺いをしたいと思います。 

 福祉の話をちょっとさせていただいたので、さっき福沢議員もおっしゃったけど、子ども総合セ

ンターがなくなるということで、私も全協でも聞かせていただきましたけど、さっき言われた幼稚

園も加わった窓口の一元化というのは非常に評価をさせていただきますが、本当にこの子ども総合

事業というのは、全国をリードしてきた亀山の本当に顔になっているような事業でありますし、そ

れから、センター化というのはまだ平成２２年からセンター化をされただけで、しっかりと市とし

て体制をとってきた子ども総合センターではないんだろうかというふうに思いますので、私も、そ

れがなくなるということが非常に残念であります。 

 今まで健康福祉部は、２層管理体制で高齢障がいに関しては健康福祉部長が、それから子供関係

はセンター長が職務を担当しておりましたが、さらに幼稚園も含んで、今回、全体を部長１人が担

うということに関して、先ほども申しましたが非常に困難な業務だと思いますし、センター長がな

くなって課になるとして、幼稚園も含めて１つの課のボリュームも、私は非常に大きくなるんじゃ
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ないかと思うんですが、この子ども未来課を独立した部としての考え方はなかったのかについてお

伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、子ども未来課を部として考えられなかったのかというご指摘でございますが、組織を議論

していく中で、まず子ども総合センターというのは部内局でございましたもので、このセンターを

子供部のような形で独立して設置をできないかということについては、当然議論のほうをさせてい

ただいたところでございます。 

 ただ、今回の部制の拡大という意味で、部の業務を統廃合していくというような観点の中で、少

し逆に部が細かくなるという懸念もございまして、今回も健康福祉部の中に配置をさせていただい

たという経緯でございます。 

 しかしながら、子ども総合センターにつきましては、平成１７年に旧亀山市において子ども総合

支援室として設置をいたしまして、２２年には子ども総合センターとして進めておりまして、この

業務そのものについては今後も継続、拡大をしていくという考え方に変わりはないというふうに認

識をしております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 さっき私、就学前は一元化できて評価できると言ったんですけど、母子保健はそこに入ってない

んですよね。本来、子供ということを視点に置いた一元化にはなっていないということはつけ加え

たいと思います。 

 ちょっと時間がないので、産業建設部の住まい推進グループについて、９月議会で産業建設委員

会で定住促進について市長提言をさせていただき、定住の効果を発揮するためには担当の窓口の一

元化ということが一番大事だということで盛り込みました。その中で、今回の所掌事務の中には空

き家とか定住促進はありますけど、仕事まで踏み込んでないんです。新しい若い人を入れるために

は仕事まで踏み込んだ一元化、それから名前を見ても住まい推進グループが定住促進というところ

には外から見てわかりません。そういうことが、このグループ名とその内容について問題はないの

か、最後にお聞きをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、母子保健につきましては、子ども未来課のほうで所掌するような検討を今行っております

もので、少しその結論につきましては、またお待ちを願いたいと思います。 

 それと、新たな組織において、住まい推進グループというのを設置させていただきまして、主に

市営住宅の維持管理でありますとか、空き家対策、定住促進に関する業務を所掌することを想定し

ております。その中で定住にかかわる住まいと雇用の窓口一元化につきましては、有効な手段であ

るというふうに考えております。 
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 しかしながら、これまでの業務連携や１つのグループの規模、人数、こうしたものを考えたとき

に別グループとしたところでございますが、議員おっしゃるように、これらは密接に連携を図って

いくべきものと捉えまして、ともに産業建設部という同じ部において業務を進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１１時１８分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時２８分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番 今岡翔平議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 おはようございます。勇政の今岡です。 

 それでは、議案質疑を早速させていただきたいと思います。 

 ２つ、議案第８７号と８９号について上げさせていただいているんですが、通告とは順番を少し

入れかえまして、議案第８９号亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正についてお伺いいたしま

す。 

 まず１つ目なんですけれども、私、当選して次の議会ですかね、臨時会もあったんですけれども、

定例会で、平成２６年１２月の議案質疑で報酬に関する議案が出てきた際に、私、通告で給与・報

酬というふうに書いてあるんですけれども、これ正確に言うと給料ですね。つまり、給料ですとか

報酬と期末手当、いわゆるボーナスがあると思うんですけれども、期末手当、ボーナスは手当なの

で、給料と報酬と一緒に議論をしないというような答弁をいただいていたんですけれども、今回上

がってきた議案というのはそうではなくて、恐らく期末手当、ボーナスもお金はお金、特定の人が

もらうお金に当たるものだから、報酬審議会で議論しようということで条例が改正されたというふ

うに上がってきているんですけれども、この私の認識のように、平成２６年１２月の議案質疑での

答弁と今回の条例の変更というのは矛盾があるのかないのかについて、まずお伺いをいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １番 今岡翔平議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 確かに、平成２６年の議論の中で給料、今、議員も申されましたように、特別職の給料と議員の

報酬、これは月額のことを想定して申し上げておりまして、その中で賞与に当たる、ボーナスに当

たる期末手当とは別の議論でというようなことになっておりました。 

 これにつきましては、特別職報酬等審議会条例の中で、現在の報酬審議会条例は月額の議員報酬

と特別職の給料の額、つまり月額を審議することが規定されておりまして、そういったことから審

議会への諮問はいたさないというご答弁を申し上げてきたところでございます。 
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 しかしながら、これまで議会の中でもたびたびご意見をいただき、議論も深めてまいりました中

で、議員もおっしゃられましたが、給料と同様に期末手当等についても、やはり社会情勢や市の財

政状況、また他市のバランスなどを考慮した上で審議会の答申をいただいて決定していくことが、

市民の皆様にもご理解をいただけるものと認識をいたしまして、今回、改正案を提出させていただ

いたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ご答弁をいただいたんですけれども、２番目の今回の改正に至った経緯について、私が最初から

市民の皆さんにとっては給料も報酬もボーナスも一緒ですよと、分けて考えるという議論は通用し

ないんで、何とか変えるようにしてくださいというようなことを前には申し上げておったんで、そ

れはそのとおり変わってくるという条例なんでいいと思うんですけれども、２つ目の今回の改正に

至った経緯についてなんですが、これ、平成２６年１２月に質疑をして、今、改正するよという条

例が上がってきているんですけれども、こんなに時間がかかることなんですかね。さらに、市民の

皆さんにとって給料、報酬、ボーナスというのは別物だという議論は通用しないよということを何

人もの議員が恐らく議会でも申し上げてきたと思うんですけれども、何でこんなに時間がかかるも

んなんですかねというのがかなり疑問なんですが、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 確かに、先ほどご答弁をさせていただいた内容と少しかぶるところはあるかわかりませんが、こ

れまではやはり月額給料という考え方の中で報酬審議会を位置づけておりましたが、平成２６年も

そうですし、今、議員申されたように報酬と手当は別々に考えるべきではないといった議論が、さ

まざまな議論が深まる中で、今回３年たちましたが、２９年に提案をさせていただいたということ

でございます。 

 １つの考え方としましては、やはり月額と手当、ひっくるめて市民の意見を聞かせていただくと

いうことが必要ということを考えておりまして、今回の改正になりましたが、昨年度も議会の中で

ご議論をいただいて、人事院勧告の対応につきましては昨年度も議論をいただいた中で、そうした

ことも受けて今回提案をさせていただいたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ご答弁ありましたけれども、ここの議案で少し思ったのは、執行部のほうがどういうタイミング

で議会の意見であるとか、提案というのをどういう基準で受け入れてもらえるのか、方向性を転換

してもらえるのかというのが、この議案以外でも結構あるんですけれども、ということを感じるこ

とが多いなと。だから、提案のとおり変わってくる議案なんですけれども、それはそれで、なぜこ

のタイミングなのか、なぜそんな基準なのかというのがわからないことがあったので質疑をさせて

いただきました。 
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 それでは、続きまして、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正についてお伺いをいたしま

す。 

 まず大きな前提として１番、人物ありきの組織づくりの是非についてということなんですが、も

ちろん組織なんで職員さん、働いている人たちがいると思うんですけれども、まず、市長にお伺い

いたします。 

 今回のその組織体制というのは、先にどの役職にどの人が配置されるか、何か具体的な人の顔を

念頭に置いてつくられているものかどうかについてお伺いをいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今岡議員のご質問にお答えをいたします。 

 今回の組織・機構の再編におきましては、平成２９年度に始動いたしました第２次亀山市総合計

画に掲げた施策を着実に推進するための組織・機構とするために、部・室制の課題であります職員

のマネジメント能力の育成、強化する仕組みを構築することを基本方針として編成をいたしました。 

 市政を取り巻く内外の環境が変化をいたします中で、さまざま行政需要に的確に対応していくた

め、そして将来のいかなる環境変化にもこれを乗り越えられるような基盤を築いていくために組

織・機構の再編を行うものでございます。 

 この組織・機構の編成を行う過程におきましては、先ほど申し上げた総合計画の前期基本計画に

掲げる業務を推進するために関係する部署が連携しやすい組織・機構とすることはもとより、既存

業務において、より円滑に業務が進捗するための組織、業務配分とすることや、組織としてのスケ

ールメリットの発揮などを総合的に考慮し、調整を重ねて編成をしたものでございます。 

 したがいまして、議員、今、ご質問いただきました組織・機構の編成において、人物ありきを軸

に考えたのかということのご質問でございますけれども、さきに申し上げました組織・機構の基本

方針とか、その過程において人物を想定して組織をつくり上げるという考え方はなかったところで

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 総合計画であるとか仕組みづくりが優先であって、その中にいる方々が具体的に浮かんでつくら

れているものではないというようなご答弁でした。 

 では、続けてなんですけれども、特に地方自治体ではなくて民間企業なんかでも、例えば先に特

定の人物を置いて、組織をその人にあわせてつくるということもあるとは思うんですけれども、例

えば亀山市、地方自治体においてそういった組織のつくり方の是非というのを市長はどう思われる

かお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 人物を想定するような手法というものにつきましては、例えば民間においては、あるいは中小の
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組織体の編成においては、そういうこともあろうかと思いますし、例えば行政におきましても、比

較的短期間の組織でありましたり、専門的な知識や経験が必要な分野で人員が限定されている場合

などには有効だというふうに考えるものでございますが、今回のように市役所全体の特に亀山市は

市長部局で約４２０名、消防等と病院含めて５９０名という、これは大きな組織体、経営体でござ

いますので、今回のような市役所全体の改革におきましては行政の継続性を考えた場合、職員あり

き、人物ありきの考え方を軸に進めていくということは適当ではないのではないかなというふうに

考えておるものであります。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、今回の全体的な組織づくりでは適当ではないんではないかというような考え方もある

だろうけれども、今回は適当ではないんではないかというようなご答弁でしたが、最後に、これは

市長の任期中の話になると思うんで、これまで３期に至るまでの中の話になると思うんですけれど

も、亀山市ではそういった組織ですとか、役職のつくり方というのは今まで実績としてしたことと

いうのはあるんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 過去の平成２２年度の組織改革、それから２５年度の組織編成におきましては、先ほど申し上げ

たような全体としての基本方針や仕組みを優先して、いわゆる人物本位でこれを組織編成の改革を

行うということではございませんでした。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、前提を確認させていただいたので、次の２つ目の各部署の体制についてお伺いいたし

ます。 

 私がまず気になったのが、総合政策部の中の政策調整グループなんですけれども、この部署は、

例えばどの部署に所管すればいいのかはっきりしない事業とか政策が、例えば地方創生のときなん

かもあったと思うんですけれども、それに関して最初に受ける部署というのが、このグループとい

う認識でよかったのか、まずお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 新たな組織における政策調整グループでございますが、これは具体的には、現在の企画政策室の

業務を行うことを想定しております。この中で議員お尋ねのどこも所管しない業務、それが全て企

画政策室であるかということではございませんが、例えば新たな視点で政策を行っていく、例えば

プランニングとか、政策的に進めるような業務のプランニングを担当するということになれば、こ

の室になるのかなとも思いますし、先ほどご指摘のありました、例えば婚活支援でありますとか、
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若者交流などの業務につきましては、総合戦略を推進するといった観点からも担当しているもので

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 そういった所管がはっきりしない事業とか、政策を最初に受けていただいて、軌道に乗るまでそ

の部署が管轄するということになると思うんですけれども、軌道に乗せるまで、ある意味、軌道に

乗るということは形になると、形にするまでが結構大変なことなんじゃないかなと思うんですけれ

ども、このグループ、計画物もつくられていたり、さらにそういった所管がはっきりしない新しい

事業も政策も降ってくるということなんですけれども、もしかしたらこの時点ではわからないかも

しれないんですが、ここの部署、現状ないのかもしれないんですけれども、人数としてはふえそう

なんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、議員もおっしゃられましたが、政策を形成する段階では企画で行っておりまして、例えば

それが軌道に乗って業務として動いていく場合にはどこかの部署へ移管するという、そういった基

本的な考え方は当然必要だというふうに思っておりますが、企画政策室を政策調整グループに変わ

る段階での人数ということでございますが、私どもが今、企画政策室の中で若者定住にかかわる部

分につきましては、新しい住まい推進グループの中へ配置をしていくという考え方で進めておりま

すことから、企画政策室の人数というのは現時点よりも減っていくということが１つの想定として

考えられるものというふうに思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 一般質問でも、新しくどこの所管でもない政策ですとか事業はどこが受けるんですかということ

についても上げさせていただいているんで、次のことに移りたいと思うんですが、先ほども福沢議

員、森議員の質疑の中でありました困難部長についてなんですけれども、改めてこれ、明確にこの

方、困難部長ですよという部署、どこの部署になるか、まずお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 私、議会の全員協議会のときにご説明をさせていただいたときに、５０人以上を１つの目安とな

るというふうなお答えをさせていただいたというふうに思っております。 

 １つは、統合したグループが５０人を超えるということが１つの目安になろうかというふうに考

えておりますし、先ほどの中でご答弁も申し上げてきましたように、例えば部長の経験年数であり

ますとか、例えば部の困難性、特殊性、こういったものを総合的に判断した上で、困難部長につい

ての配置というのは考えていかなくてはならないと、そのように考えているところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 私も、やはり気になったのが、健康福祉部の部長さんなんですけれども、森議員は、困難部長さ

んとただの部長さんというふうにおっしゃられましたけれども、健康福祉部はただの部長さんにな

るわけなんですけれども、監査委員さんの指摘で残業が多い部署がありますよということで、幾つ

か指摘がされていたところがあったと思うんですが、かつての健康福祉部の中にもあったと思うん

ですけれども、主に残業が多くなっている理由としては事務仕事と相談業務、市民の方がやってき

てその方々と折衝したり、相談に乗ったり、解決策を提案したりというようなことで、前者の事務

仕事に関しては恐らく自分で仕事のコントロールができるんですけれども、市民の方がやってくる、

つまり相手がありきという仕事だとちょっと時間のコントロールというのが難しくなってくると思

うんです。 

 結果的に、私もよく夕方ごろあいあいのほうにも行くことがあるんですけれども、夕方ごろにな

っても何人もの職員さんが働いているということなんですけれども、つまり、残業があるというこ

とは、やはり抱えている業務の量であるとか、特殊性というのが高い、だから時間がかかるし、対

応しなければならないというふうになるんじゃないかなと思うんですけれども、それでも健康福祉

部、困難部長に当たりませんかね。総合的に判断はしていただけないんですかね。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今、時間外を１つの基準にしてご質問をいただきました。確かに、私も同じ考え方なんですが、

健康福祉部、教育委員会もしかりですが、一般の事務と相談業務、こうした相談業務はなかなか時

間的なコントロールもできないといったことが１つの時間外の要因になっておるというふうなこと

は認識をしておるところでございまして、監査委員からの時間外の指摘の中でも、指摘を受けてお

るところでございます。 

 今、例えば議員が申された事務の仕事、相談業務、こういったものは当然業務の特殊性というこ

とで勘案できるものというふうに考えておりますもので、何遍も繰り返しになるかもわかりません

が、特殊性、困難性につきましては、また人事配置、試験委員会の中でしっかりと議論させていた

だきたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 恐らく私も含めて前の２人も、私の思いなんですが、何が何でも困難部長にしてもらいたいとい

うことではなくて、そういう差がついていることによって、どうしてもそれぞれの部署に対する執

行部の、つまり中枢の力の入れぐあいというのが違うんじゃないかと。だから、この役職の違いが

後々、それぞれの部署に対する配慮が変わってくるんじゃないかというおそれにつながっている部

分も感じられると思うんですね。だから、何人もの議員が指摘することだと思うんですけれども、

ぜひ、これ、人数が基準だけでなくて、業務の細部についてもご検討というのはいただきたいなと
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いうふうに思います。 

 では、３つ目のこれまでの組織変更と検証結果についてなんですけれども、検証結果の資料が出

てきたんですけれども、これまでのほぼ経緯に関する資料じゃないかなと思うんですけれども、今

回の組織の変更って、新たに上司に部下を持たせることによって、育てなきゃいけない年代という

のが出てきたというのがポイントだと思うんですけれども、そういうふうにはっきり示した資料と

かを出したほうがわかりやすいんじゃないかなと。部・室制では限界があって、つくったときと今

は職員さんもどんどん年齢を重ねますし、時代もそれこそ４年ですけれども、変わっているんです

と。だから、そういったはっきり市役所としての、執行部としての本当の真意を示した資料とか基

準というのを出すべきだったんじゃないかなと思うんですが、この検証結果、これが本当に検証で

すという思いで出されているのか、それはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、市町合併以降の組織・機構改革の経過と検証ということで追加の資料を出させていただき

ました。これは実は、平成２２年、２５年に組織を変えているときも検証の資料というのは出させ

ていただいておりまして、一部それについては重複するところもございますが、その中で特に議員

おっしゃられてみえるのは部・室制の導入の部分であろうというふうに考えておりまして、この中

では、やはり中間管理職を育成する機会が失われているという１つの検証を出させていただいたと

ころでございます。これをもう少し詳しくというか、わかりやすく出すべきというふうなご指摘と

いうふうに認識をしておりますが、今回、特に部・室制を引いて、組織がフラットになったという

ことの中で、以前の組織は係長を１つの組織のトップとして係が構成されておりましたところが、

室制を引いたことで、主幹、主任主査、主査、主任主事、主事、こういった役職が全てフラットに

なってしまって、これを統括する中間マネジメント機能が少し弱まったという総括を今回させてい

ただきましたもので、私どもとしてはこのような総括で提出をさせていただいたというところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 今までの検証では、部・室制がよかったのか悪かったのかというのが正直、はっきりわかりづら

い。よかった部分もあるし、できなかった、間に合わなかった部分もあるんだから、今回変更する

という考え方かもしれないんですけれども、そういったところで、どういう検証をしているんだと

いう質疑が上がってくるのかなというふうに感じました。 

 では、組織変更に伴って、例えば経費ですとか、そういったものというのはどのぐらいかかって

くるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、物理的な経費としまして、案内板でありますとかサインですね。あと庁内を案内するよう
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な案内図、そういったものにつきましては、当初、財務部のほうから予算を盛っていただいており

まして、あと公印を新調するものとか、細かいことを言えば名刺の印刷、そういったものも含めて、

そういったものに係る費用は約２００万円だというふうに考えております。 

 あと電算の委託料とかにつきましては、今の内部の統合型の経費の中で見ていただくということ

で、直接かかってくる金額としては、そのような金額を想定しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 組織を変更して、今の組織よりも新しいものでいくからには、こういう新しいものでいく必要が

あるんだということで上げられているわけで、当然、変更があるわけですから、経費として２００

万プラスアルファぐらいかかってくると。この組織を変える前なので、その２００万かけた費用対

効果というのはどうなんですかというのは、今の段階でははかれないわけなんですけれども、その

あたりも含めて、この後もいろんな議員のほうから提案もあると思いますんで、特に健康福祉部の

あたりですとか、これで決まりですというわけではなくて、議会の提案なんかも、その３年後に受

け入れるとかそういうことじゃなくて、迅速にご対応いただいて、よりよい組織をお互いでつくっ

ていければなというふうに思います。 

 では、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １番 今岡翔平議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 尾崎邦洋議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 １年ぶりに質疑させていただくことになりました尾崎です。緑風会の尾崎です。 

 それでは、通告に従い質疑させていただきます。 

 朝から３名の方が同じような質問をされていますので、同じような視点から質疑させてもらいま

すけれども、かぶったところはご了承していただきたいと思います。 

 それでは、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正について。 

 今回の改正は、簡単に言えば、部・室制から部・課・グループ制に移行したと。現在の部と室の

業務を拡大し、現在の室を課に改名し、課の下にグループを設置した部・課・グループにするもの

で、平成１８年度の改正前の部・課・係と同様と思います。給料体系は、１等級ふやして、７等級

制から８等級制に変更したものだと私は感じております。 

 それでは、まず１番目の現在の部・室の総括について、現在の部・室をどのように総括したのか

をお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 これまでの部・室制をどのように総括したかということでございますが、まず平成１８年、部・

室制の導入につきましては、フラットな組織により迅速な意思決定が可能になったことと、部制に

よる事務事業の横断的遂行という側面で効果があったものと考えておりますが、一方で、室のマネ

ジメント力の強化について課題が見受けられたものと認識をしておるところでございます。 

 続きまして、２２年度、文化部を設置いたしまして、文化・スポーツの所管を教育委員会から市

長部局へ移管したことにより、スポーツだけでなく、文化活動においても市民との協働が図られた

ものと考えております。また、このときに、係長の廃止により、一部の室において副室長を配置い

たしましたが、その権限と役割が一部不明確な点もあり、期待以上の効果が得られていない状況で

ございます。 

 続きまして、平成２５年度において、組織のスリム化と部内局の設置につきましては、部・室の

統廃合を行い、より大くくりな部・室としたことで、マンパワーが集約でき、その結果、柔軟な人

員配置や業務分担が可能となったところでございます。 

 また、業務範囲の拡大に対応するため、一定の業務における意思決定を迅速かつ専門的に行う局

長を設置しましたことで、その担当業務を円滑に進めることができたものと考えております。 

 しかし、部長を補佐し、部全体業務を推進するには至っていないことから、部の業務全般を補佐

する役職を設置する必要があるものと考えているところでございます。 

 こうしたさまざまな検証を踏まえまして、平成３０年度の組織・機構の再編に向けましては、第

２次総合計画に掲げました施策を着実に推進する組織と、職員のマネジメント能力を育成・強化す

る仕組みを構築することを基本方針として進めてきたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 提案理由書というんですか、説明書の中に大体書いてあることだと思いますが、現在の組織で職

員のマネジメント能力を育成・強化できなかったのかをまず聞きたいんですけれども、組織を変え

なくても、人を育てるということはできるかと思うんですけれども、例えば１８年度に現在の仕組

みをつくったわけなんですけれども、このときは、フラットでスピーディーな意思決定をする部・

室制にしたということで、これが現在、本当にスピーディーに仕事がはかどっているんであれば、

このまま継続してもいいかと思うんですけれども、この部・室制でやっぱり人を育てるというのは、

またスピーディー感というか、それをなくして職員を育てるというのは、どう考えても、犠牲にし

てまでスピーディーな仕事というのは市民は期待していないと思うんですけれども、人を育てるた

めに、このスピーディーな意思決定ができていたということであれば、やっぱりこれを継続すべき

だと思いますけれども、その辺のところについて説明をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 
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○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、マネジメント能力が現在の組織で育成できなかったのかという点でございますが、やはり、

これは課題として申し上げております室を設置したときのフラットな体制という中で、中間管理職、

いわゆる改正前によりますと係長でございますが、係長を設置していない状況の中で、中間マネジ

メントを行う、そういった職員がいないということにつきましては、少し弱点であったんだろうと

いうふうな認識をしております。また、人を育てるという観点につきましては、確かにこういう改

正だけではなくて、日々行っております研修、こういったものも有効な手段であったというふうに

考えております。 

 今、そういった中で、スピーディーな組織を犠牲にしてまで変えていく必要があるのかというご

指摘でございますが、当然、今回、平成１８年度に導入しました部・室制の目的は、フラットで迅

速な意思決定ができるということを目的として進めてまいりまして、これにつきましては一定の成

果があったというふうに考えております。ただ、その中で、これを今回、部・課・グループに変え

ることによりまして、それが損なわれるということではなくて、これにつきましては、部・室制導

入以来１０年以上が経過する中で、今では、職員の間では、事務決裁を含めた迅速な事務処理や迅

速な意思決定という意識の醸成や風土は確立されておりまして、そういったことにつきましては、

組織が変わっても維持されるものというふうに認識をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 組織を変えてやるということは、やっぱり係長をつくってやるということも大事かと思いますけ

れども、今後、何か変えることがあるたびに組織を変えるというのもおかしな話だと思いますんで、

また次の質問に入りたいと思います。 

 第２次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進する組織・機構という今回の改正は、こういう

ことを目標としてやっているわけですけれども、やっぱり聞きたいのは、組織を変えなければこう

いうことができないのかという点をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、組織・機構の再編に係る基本方針の一つとして、第２次総合計画に掲げた施策を着実に推

進する組織ということでございまして、議員からは、この組織を変えなければ総合計画の推進がで

きなかったのかというご指摘でございますが、今回、組織・機構改革を行うに当たりまして、総合

計画の６つの施策大綱に分けて組織を再編したというふうに考えております。例えば、１番目の施

策大綱１の快適さを支える生活基盤の向上、こういったところでは、上下水道部を設置いたしまし

たり、産業建設部に亀山駅前整備グループや住まい推進グループを設置したことなどもそれでござ

いますし、施策大綱２の健康で生きがいを持てる暮らしの充実の中では、生活文化部というのを設

置させていただいて、国体推進グループを設けたところでございます。 

 また、施策大綱３の交通拠点性を生かした都市活力の向上につきましては、今回、産業振興と都

市基盤、こういったものを一体的に捉えてまちづくりを進めるため、産業建設部に再編を行ったと
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ころでもあります。 

 また、施策大綱４の子育てと子どもの成長を支える環境の充実につきましては、幼稚園に係る業

務を教育委員会から健康福祉部に移管し、一元的に対応する組織としたところでもございます。 

 また、施策大綱５の市民力、地域力の活性化におきましては、自立した地域まちづくり活動の促

進と市民活動・協働の推進を一体的に担うため、生活文化部にまちづくり協働課を設置いたしまし

た。 

 また、最後に施策大綱の６でございますが、行政経営におきましては、管理部門を一元化する総

合政策部を置きまして、この６つの施策大綱に基づいて、第２次総合計画の推進を図ってまいりた

いと、そのような改正でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 それでは、この組織図の中でちょっと質問したいことがあるんですけれども、文化スポーツ課の

下に国体推進グループというのがありますが、国民体育大会開催準備・運営、関係機関調整という

のはその業務内容になっているんですけれども、例えば国でいえばオリンピックとか、そういうよ

うなことでは、国政の場で大臣とか、東京都で行うということになって知事とか、そういうような

のがかかわってこういう組織ができると思うんですけれども、国体については、２競技が亀山でや

るということになっておるんですけれども、この業務内容で国民体育大会の準備、これは準備とか

運営についてもやっぱり関係機関等調整が要ると思うし、関係機関の調整というと、やっぱり難し

い問題が出てくるかもわかりませんけれども、これはやっぱりグループリーダーが組織の中でこう

いうことにかかわって、権限があるかないかというと、上には課長、部長とかいう方がおられるん

ですけど、権限のないグループリーダーがこういう調整にかかわっていくというのは、その辺のと

ころをどういうふうに考えているか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご指摘の国民体育大会は、平成３３年度に市で実施されるもので、２競技が市内で行われる

全国的なイベントというふうに考えておりまして、これの推進につきましては、担当部署のみなら

ず、全庁的な体制をもって取り組むべき大変大きな事業であると認識をしておりまして、８月に設

立をいたしました亀山市国民体育大会準備委員会におきまして、市長を会長として、各関係部長が

委員として参画をしているところでございます。また、準備委員会の委員には、市内の主要関係団

体の代表者も参画をいただいておりまして、この準備会を基軸として、全庁的かつ全市的な取り組

みを進めてまいりたいというふうに考えております。 

 一方で、ご指摘のありました、今、市民文化部文化スポーツ室におきまして、三重県の準備委員

会や各競技団体等の協議を重ねながら、他県の大会への視察等も踏まえた準備を進めているところ

でございます。このことから、今後も、全庁的・全市的な推進は国体の準備委員会が担いまして、

大会に向けた実施部署としましては、文化スポーツ室から、今回新設が予定されております国体推

進グループへとかわってまいりますが、国体推進グループの中には、当然、部長、課長、グループ
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リーダーという形の３層で進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 生活文化部長とか、文化スポーツ課長とか一体になってということなんですけれども、どこの政

策を見ても、どこの仕事でもそうなんですけど、例えば総務課をとれば、総合政策部長にかかわり、

総務課の課長にやっぱりなり、その下でまた法務とか、情報統計とか、人事給与にはグループがあ

るというんですけど、この中では、国体推進グループというのは、準備委員会ともかかわっている

というんですけれども、やっぱり組織上は市長がかかわり、文化部長がかかわりというのであれば、

そういう組織図があってもいいのではないかと思うんですけれども、この現状の中ではなかなか読

み取ることができないんですけど、準備委員会は別の組織であるというのであれば仕方ないんです

けど、私が考えるような考えについてどのようにお考えか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 確かに、議員おっしゃられるように、準備委員会はあくまでも市長が会長を務めておりまして、

各関係部長が委員としては参画しておりますが、これは行政組織ではありませんと、あくまでもこ

の大会推進における準備委員会ということでございますもので、市が進める組織としては、国体の

推進グループということになってまいりますもので、やはり準備委員会とは性格の違うものである

と思っております。ただ、準備委員会の中には、今も申しました関係部長が委員として参画をして

おりますもので、大きな意味合いでの意思決定等については、この準備委員会が担えるものという

ふうに考えております。 

 また、国体推進グループにつきましては、例えば体協さんでありますとか、さまざまな競技団体

とのかかわりもございますもので、そうした大会に向けた実施部署として国体推進グループは位置

づけているものと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 次に質問を変えます。 

 先ほどの、前にやられました３人の質問の中でお答えいただいたのは、８等級というのは、消防

長、理事、５０人以上の部の部長ということでお聞きしたんですけれども、この５０人以上の部と

いう中には、臨時の職員とか、そういう方はカウントされていないんですけれども、そういう方は、

このグループの中に入って所属はしていると思うんですけれども、仕事する人数に値しないからカ

ウントしていないのか、その辺のところはどういうふうに考えてみえるんか、お聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 
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 当然、非常勤職員につきましても、部の中で、事務補助を進めていただいておりますもので、値

しないというような意味合いではございません。ただ、今回、目安として考えておりますのは、正

規職員ということを前提としまして人数をお示しさせていただいておるということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 健康福祉部の話なんですけれども、保育所、幼稚園、認定こども園で保育士とか、そういうふう

にして正規職員と変わらない働きをやっている方もカウントはされていないんですけれども、これ

はカウントをやっぱりすべきだと思うんですけれども、その辺について、どういう理由でしていな

いのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、健康福祉部の中で、保育士でありますとか、あと認定こども園等で、その辺の職員がカウ

ントされていない理由でございますが、今回、あくまでも一つの目安として、部の中で従事する職

員ということを一つカウントとしてさせていただきましたが、当然、保育士等も健康福祉部の職員

に変わりはございませんもので、午前中もご答弁いたしましたが、部の８級に伴う判断等につきま

しては、人数、特殊性、専門性、経験年数、こういったことを総合的に判断した上で決定してまい

りたいと、そのように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 総合的に判断しなくても、今でも判断できるかと思うんですけれども、保育士やそういう専門職

がいなくてもいいというのであれば、無駄な人を雇っているような感触になるんですけど、雇用体

系はともかくとして、必要な人の人数はやっぱりカウントすべきだと思うんですけれども、その辺

についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、５０人を目安として、部内の中での人数というのを今回資料の中でお示しをさせていただ

いておりますが、当然、保育士等は正規職員でございますもので、健康福祉部の中の職員という位

置づけは変わりございません。今回、その５０人の目安の中に保育士等を含めた形で記載をさせて

いただかなかったということでございまして、保育士が健康福祉部の正規の職員であることは間違

いございません。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 これは、先ほどの答弁にしても、必要な人はやっぱりここにカウントして入れるのが普通やと思
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うんですけれども、おかしいと思いません。その辺のところをもう一度お願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、保育士は、正規職員ということで、当然、健康福祉部の職員ということでございますが、

繰り返しになりますが、今回、８級制の目安として、５０人以上の部長が管轄する職員という意味

合いで、５０人以上の職員というのを一つの目安とさせていただいて、その目安として、部長が管

轄する職員というのがあくまでも、例えば健康福祉部でございましたら、あいあいの中で所属する

職員という意味合いで５０人というのをあらわせていただき、━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━、そういった形で５０人という目安を示させていた

だいたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 必要な人はやっぱりカウントすべきやと。それで今、無駄な職員を雇っていないのであれば、例

えば総務課とか、財務とかいろいろありますけれども、そういうところでも非正規職員を雇ってい

てカウントしていないんですけど、要らない人間なら雇う必要はないし、雇って仕事をしていただ

いておる人をカウントしないというのは、やっぱり私はおかしいかと思うんですけど、その辺のと

ころについて、どのような考えでやっているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、正規職員だけのカウントを示させていただいておりますが、特に非正規職員が必要ではな

いということではなくて、何度も繰り返しになりますが、部長が８級としての目安として、部内の

職員というカウントの中で５０人、正規職員という形で目安をつくらせていただいたということだ

けでございますもので、これはあくまでも正規職員とか非正規職員が必要やとか必要でないという

議論につながるものではないというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 何遍聞いても、余り納得するような答えではないんですけれども、普通に働いている方、何ぼ給

料は物件費で払っているにしても、やっぱり人を雇っているわけで、不要な人間を雇っていない以

上は、やっぱりグループの中の一員としてカウントすべきやと思います。それで、無理して８等級

をつくる必要もなければ、８等級の部長は５０人以上の部というふうに限られておりますけれども、

何も少ないところでも、部長といってつけても、７級も８級も一緒であれば、給料体系が違っても

部長と呼ぶ呼称は何ら問題がないかと思うんですけれども、その辺のところをもう一度お聞かせ願

いたいと思います。 

※ 

※削除あり。１５７ページに発言の取り消し許可あり 
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○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 あくまでも、今回、８級制の導入につきましては、今申し上げました５０人という一つの目安と、

あと部長の経験年数、専門性、特殊性、こういったものを総合的に判断するということ、これを試

験委員会の中で判断していくということでございますもので、７級と８級に変わりがないというこ

とではなくて、大きな部の中で、例えば専門性、特殊性を持って管理をする部長につきましては、

８級の選考を行っていきたいと、そのように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 そうすると、総合政策部とか生活文化部７４名、産業建設、これは特殊な、そういうような技能

とか、技術とか、そういうような人がなって、あとはもう７級というか、その部長以下の次長クラ

スでいいというふうに考えているのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 あくまでも、８級の決定につきましては、職員選考試験委員会の中で決定をさせていただく事項

でございますもので、今おっしゃられた３部門の部長が必ず８級になるというような認識は持って

いないところでございます。繰り返しになりますが、人数でありますとか部長の経験年数、特殊性、

専門性、こうしたことを総合的に判断した上で、副市長が委員長を務める職員選考試験委員会にお

いて最終決定をしていくと、そのような形になっております。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 じゃあ、一応そういうように受けとめさせていただきます。来年の４月に３人だけが８等級とい

うようなことのないようにお願いしたいと思います。 

 次に、職員のマネジメント能力を育成・強化する仕組みについてということで、組織を変革した

んですけれども、やっぱり職員のマネジメントは、その組織をつくらなければ、そういうマネジメ

ント能力を育成・強化ということはできないということはないと思うんですよね。ですから、組織

をつくると同時に、やっぱりそういうマネジメント能力を育成するためのそういうような教育とい

うか、そういうような専門機関を雇ってでもいいんですけれども、そういうことも今後やってみる

というようなことは考えていないのかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 確かに、マネジメント能力の育成というのは、今回、組織を変えることによってそういう目的も

ございますが、議員おっしゃるように、例えば今までから継続して行っております職場内研修であ
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りますとか職場外研修、こうしたさまざまな研修を行う中でマネジメント能力を高めていくという

ことも大変重要な視点だというふうに考えております。 

 今後につきましても、そうした研修も踏まえまして、マネジメント能力の育成に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 時間を残しますが、これで議案の質疑は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質疑は終わりました。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 日本共産党を代表して質疑をいたします。 

 まず、水道事業給水条例の一部改正についてであります。 

 平成２８年度の決算については、９月議会でも指摘をしましたように、次のような特徴がありま

す。１つは、給水人口の減少や総配水量、つまり水道施設から市内に送られる水道水の量は減って

いるということ。それから、２つ目は、水道水を１立方メートルつくるのに必要な費用である給水

原価が１０７.５２円で、一方、１立方当たりの販売価格である供給原価が１１５.７４円というこ

とで、８円２２銭上回っていると。つまり、原価よりも供給のほうが高くなっているということで

あります。３つ目は、経営状況をあらわす純利益が平成２６年度から３年間、各１億円ずつあると

いうことです。それから、４つ目は、利益剰余金が４億２,４００万円ほどあると。それから、５

つ目は、現金預金残高は、先ほど質問も出ましたけれども、資金期末残高が８億円ほどあると。こ

れが大まかに見た２８年度決算の概要で、ここから値上げということは出てこないんだろうという

ふうに思います。 

 それと、私、もう一つ、総務省のホームページに、水道事業経営指標というものがございます。

これで、亀山市と、人口規模など、幾つかの要素で比較をした類似団体というものとの比較が出て

おります。平成２７年度の決算で比較をいたしますと、これは、上下水道局にも確認をしてもらっ

ていますので間違いはないと思いますけれども、まず経常費用が経常利益によってどの程度賄われ

ているかというのを示す経常収支比率が亀山市は１０９.０７％で、類似団体の平均は１１０.４

１％とほぼ同じであって、１００を大きく超えて健全な状態であるということが一つ言えると思い

ます。 

 また、累積欠損金についてはないということで、類似団体の平均では３.３８％ということです

から、亀山市は健全であるということ。それから、先ほども言いました給水原価と供給単価の関係

を見るのが、料金回収率という数字があります。これも、亀山市は、県がシャープへ直接送水して

いる北中勢水道を除いて計算して１０５.５３％、つまり類似団体の平均が１０１.６８％ですから、

これも上回って、非常に健全な状態であるということがわかります。 

 さらに、職員１人当たりの生産性という項目もあります。職員１人当たりの給水人口は３,５３

７人で、類似団体の平均とほぼ同じです。それから、職員１人当たりの給水収益は、北中勢水道を
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除いて５,４００万円程度になって、類似団体の平均６,３００万円よりは若干少ないということで

あります。そのほかに、給水収益に対する職員給与費の割合、企業債利息の割合等の指標とか、そ

れから繰入金比率などがありますが、時間がないのでこれは省略をさせていただきます。全体とし

て、決算と、この総務省の経営状況を見る指標ですけれども、私は非常に健全ではないかなと、現

時点ではと思います。 

 そこで、まず最初に、現在の水道事業の経営状況は健全であると思いますが、その点について考

えをお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 宮﨑上下水道局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 議員ご所見のとおり、経常収支比率につきましては１００％を上回っていること、また、料金回

収率につきましても１００％を上回っていること、あと決算では、１億円程度の純利益があること

などから見ますと、いろいろな指標から見ますと、現在、健全な経営ができているというふうに考

えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 次に、通告もしましたけれども、こういう経営状況を見て、なぜ値上げの必要があるのか、条例

改正の必要があるのかということを聞くつもりでしたけれども、午前中の質疑で大体わかりました

ので、これは省かせていただきたいと思います。 

 結局のところ、現時点での経営状況は健全であると。しかし、将来、経営状況が資本的収支の面

で非常に厳しくなってくる。そういうような資本的収支の不足額を補填する財源の確保が非常に難

しいということで、平成３２年度には、資料によると補填財源がなくなるというようなことが書か

れておりまして、こういうことが今回の料金改定の理由であろうということになります。 

 私は、今回の料金改定について、将来、耐震化を進めるとか、それから老朽化したものを更新し

ていくとか、そういう必要性は感じておりますので、そういうための費用とするということが必要

だというふうに思いますが、問題は、私はこの今回の料金改定で、現在の料金体系全体をきちっと

検討した結果、この値上げ案が出てきたのかという点について、やっぱり検証する必要があるんで

はないかなというふうに思います。 

 それで、まずお聞きしたいのは、今回の料金改定に当たって、現行の料金の体系の問題点がどこ

にあるのかということについてお聞きをしたい。そして、またそれに対して、どんな見直しをされ

たのか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 市の考える問題点と改定についてでございますけれども、使用水量の少ない高齢者世帯、ひとり

暮らし世帯が増加したことにより、基本水量の設定が実態に合わなくなっているため、基本水量を
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１０立米から５立米に改めることといたしました。また、料金収入額に対して、総括原価が上回っ

ており、事業資金が減少していく状態であることから、財源確保をするために料金改定を行うもの

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 確かに、基本料金の基本水量を１カ月１０立方から５立方に引き下げたということについては、

私は大きく評価をしたいと思います。このことによって、１カ月のいわゆる８立方以下の使用者の

方については、値上げはされてもいわゆる値下げになるということになっております。これは、前

に質問したときも言いましたけれども、本当に節約してみえる方が、例えば３立方とか４立方しか

使っていなくても、１０立方分の基本料金を払わんならんというのは、節水の努力が料金に反映さ

れないということを言いまして、やっぱりそれはそれなりに節水の努力をされた方がそういう料金

に反映されるようにということで今回改正されたということは、これは節水の努力が料金に反映さ

れるという意味でも私は評価していいんだろうというふうに思います。 

 問題は、それ以外のところは手がつけられていないんです。言われたように、総括原価という、

いわゆる全体としてどれだけ要って、それに対してどれだけの収入がなければならないかという、

それだけなんですよ。私が問題にしているのは、例えば、まず第１回の料金検討委員会の資料とい

うのがありまして、この中の考え方の中に、大口使用者の料金について、今後、料金全体の見直し

をしていく中で、他市の状況等を考慮し検討しますとあるんですよ。これは１回目ですよ。１回目

のときはこうやって言っているんですよ、見直しを検討しますと。ところが、この大口使用者の料

金が見直しをされなかった。これは本当に検討したのか。わざわざ１回目の検討委員会で考え方と

して上げながら、結局見直しされなかったということなんです。 

 まず、表を見ていただきたいんです。ちょっと出していだだけますか。 

 この表は、口径別に水道料金を近隣市と比較をしたものであります。この中で、１３ミリ、２０

ミリというのはいわゆる家庭用です。それから、５０ミリから１５０ミリというのは、主に工場な

どの事業所で、大口の使用者ということになります。この料金を金額であらわすよりは、亀山市の

料金を、これは改定前の金額ですけれども、１００とした場合に、他市の料金がどれぐらいの指数

になるのかということで見ました。そうすると、これを見てもらうとわかるんですけど、１３ミリ、

２０ミリというところは、亀山が１００に対して、およそ１.５倍程度というのが家庭用なんです。

家庭用は、亀山市１００に対して、他市はざっというと１.５倍ぐらいの金額になると。ところが、

５０ミリ以上になると、亀山１００に対して、２倍から２.５倍の料金を他市は取っているんです

よ。つまり、家庭用では１.５倍ぐらいの開きしかないのに、５０ミリ以上の大口になると、亀山

市の料金と他市の料金とが２倍から２.５倍という開き。これでは、やはり全体として公平ではな

いんではないかという問題があります。この数字については、１３ミリ、２０ミリは、月３０立方

を使用した場合、それから５０ミリ以上については、月１００を使用した場合で料金を計算して指

数であらわしたというものであります。 

 そこで、こういう状況で、検討委員会で課題とした負担の公平というのを書かれていますね。こ

れがどうして、こういう実態というのは、明らかに負担が公平でないわけですけれども、これがな



－６４－ 

ぜ見直しをされなかったのか。他市との比較で格安になっている。特別に安いですね、家庭用と比

べても。こういう格安になっている５０ミリ以上の大口使用者の料金の見直しをなぜしなかったの

か、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 大口利用者の使用について、なぜ見直しをしなかったのかということでございますけれども、大

口使用者、使用量が多いといいますのは、工場だけではなく、商店や中小企業もございます。経営

規模の小さな商店などに、今回の改定により大きな負担をかけるのではなく、使用量の少ない世帯

は考慮しますけれども、各使用者の負担を均等にすることが最善であると考えて、改定をさせてい

ただく次第でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今のはごまかしがありますので、そうしたら質問を変えましょう。 

 大口使用者ではなくして、大口径、５０ミリ以上の大口径の使用者の料金をなぜ見直ししなかっ

たのか、これについてはどうですか。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 大口径ということで、口径５０ミリ以上ということでご答弁させていただきます。 

 工場等で口径が大きい利用者の数につきましては、平成２９年３月末時点で、口径が５０ミリに

つきましては５９件、７５ミリにつきましては１４件、１００ミリにつきましては４件、１５０ミ

リにつきましては２件ということで少数でございます。その少数の利用者に、今回の改定で大きな

負担をかけるのではなく、一律にご負担いただくという考えでございます。 

 また、大口径の水道料金においても、県下で安価なレベルであるということは、今後の雇用確保

や地域経済への貢献を含め、企業立地への優位性になるものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今の答弁でいくと、加入者、例えば口径別にいって、その加入者が少なかったら別に構へんのや

という話ですよね。そんな問題やないですよ。あなた方が言っているのは、この負担の公平と言っ

ているわけですよ。それで、検討委員会で示された考え方は、需要実態に合わせた負担公平を図り

ますと書いてある。負担の公平というのは、要するに家庭用であれ、工場用であれ、同じような割

合で料金はいただきますよということですよ。それを、亀山市だけで見ていたのではわからないか

ら、他市との比較をあなた方は出されているわけですよ。他市との比較をして、私がさっき資料で

出したように、もう一遍出してもらえますか、資料ね。 

 やっぱり家庭用は、他市と比べても１.５倍ですよ、開きがね。ところが、５０ミリ以上になる
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と、２倍から２.５倍の格差があるというんですよ。これは、明らかに負担の公平を欠いているや

ないですか。これはもう件数が多い少ないの問題やないんです。少なくとも、やっぱり負担は公平

でなきゃならんと思いますよ、たとえ一件でも負担は公平でなきゃ。そうでなければ、家庭用の人

が納得しませんよ、これは。この辺の問題がやっぱりあるんです。だから、この辺のところが検討

委員会でも出されながら、結局、改善をされていないということなんですよね。 

 もう一つ、答弁で問題と思ったんですが、企業誘致に有利になるという。これは、検討委員会の

資料にも書いていますけれども、もしそんなふうに考えて、家庭用よりも低く抑えているんなら、

やっぱり家庭用よりも格安になっている部分は、他のところで負担すべきだと。つまり、一般会計

で負担すると。つまり、企業誘致という市の施策のために格安にしているんなら、その分の格安の

分だけは一般会計で持つべきやないですか。これを政策的にやっているんやったらそういうことで

すよ。 

 それで、私は、この格安料金が件数が少ないと言われましたけれども、何せ口径が大きければ使

用量も多いんですよ。だから、ここを改めるだけでも、私は年間かなりの給水収益の増加につなが

ると思います。そして、あわせて負担の公平という、市民に対するね、なっていくんだろうという

ふうに思いますので、やっぱりこれは改める必要があるんだと思います。市長どうですか、この点。

なぜ改めないのか。やっぱり企業誘致のためなら、これは当然だと思われるのか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず、今回の給水条例の改正につきまして、基本的な方針は午前中も申し上げたとおりでござい

ますし、ただ、従来からの課題である高齢者世帯、あるいは小規模、そういうところにこれは改善

をしていくという考え方を入れてきたものでございます。その分を全体の今後の持続性のある水道

事業を展開していくためには、今、議員のご所見でいう大口使用者に負担をさらに求めるべきでは

ないかというご主張でございますけれども、私どもとしては、今の商店であったり、あるいは工場

であったり、ここだけに大きな負担をかけてしまうということは、果たしてそれが適正ではないと

いう考え方で臨んでおるところでございます。各使用者の負担を均等に考えていこうということで、

今回課題を解消するとともに、全てに対して均等な１１８％ということでご提案をさせていただい

ておるものでございます。 

 あわせて、議員は、県内他市との料金の部分で、いわゆる大口のところが１.５から２倍ぐらい

あるではないかということですが、今出されたのは、ほとんど沿岸部の自治体でございまして、内

陸部の自治体との、多分これは定住促進とか、あるいは産業立地とか、雇用とかさまざまな面で、

ここは一定の、私どもは高い県の水を上水として取得しておりませんので、総体的に非常に安価で

来ておるということが、亀山市として、生活にとりましても、あるいは産業活動にとりましても、

これは非常に大きなアドバンテージであろうというふうに考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 
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 私が言っているのは、何遍も言いますけど、負担を公平にしてくれと言っておるわけですよ。特

別に取れと言うているんじゃないんですよ。もともと安くなっているところをいわゆる家庭用並み

に上げよと言うておるんですよ。だから、ようけ取れということやないんですよ。もともと安いか

ら、それを一般家庭並みに上げなさいよと言うておるんですよ。だから、そこだけ特別にようけ取

れということを言っているんやないんですよ。そこは勘違いしないでほしい。 

 亀山市の水道料金について、私は、安いのは理由があるというふうに考えています。水源が地下

水である。そこを今、塩素を入れるというような形で滅菌処理をして、もう送れば、それでもう水

道水として使えるんです。だから、水道水をつくる費用が非常に安価やということですね。これは、

数字で見てもわかります。例えば、この給水原価というやつが、亀山は１００円ちょっとですけれ

ども、鈴鹿市は１トンつくるのに１４３円かかります。それから、四日市市は１５８円かかるんで

すね。これは、さっき市長が触れられましたけれども、やっぱり川の水をとって、それを浄水場に

引っ張って、そこでいわゆるろ過してというような大きな浄水場の施設は要らないとか。それから、

高い県営水道の水を買っているとか、こういう条件が他市にはありますので、だから当然、１トン

つくる費用も高くなる。だから、あわせてそれを回収する料金も高くなると。だから、そういう意

味では、亀山市が他市よりも安いということについては、私は当然だろうと思っています。 

 ただ、格安であるということですね、これね。なぜ、この北勢を出したかというと、これは検討

委員会で出た資料ですよ。検討委員会が出したのが、津市を含めて北勢の自治体の数字を出したか

ら、私はこれで出しただけで、意図的なものでも何でもない。その点は言っておきます。 

 もう一つ見直すべき点として、これも検討委員会で指摘がされております。従量制料金、つまり

基本料金と超過料金を足して水道料金になっています。そうすると、その超過料金が従量制という

のは、使えば使うほどどんどん単価が高くなるという仕組みになっています。これについて、検討

委員会の資料は、１０立方を例えば１として、１００立方を使用したら水量は１０倍になる。そう

ですね。１０立方に対して１００立方は１０倍になる。それで、料金は１０倍よりも高く。例えば、

桑名市なんかは２１.３倍なんですね。量は１０倍ですけれども、料金は２１.３倍というふうな形

になっていると。ところが、亀山市の場合は１０.２倍という非常に緩い傾斜になっている。逓増

制の料金というのが緩やかな傾斜配分になっている。この点について見直しがされていないわけで

すよ。これも、やはり私は亀山市の水道料金の見直しをすべき課題だと思いますが、これが見直し

されなかった理由についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑水道局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 超過料金部分の逓増制の部分の料金値上げの質問かと思います。 

 まず、逓増制につきましては、使用量がふえるほど料金が高くなるということで、その料金体系

を逓増制ということでさせていただいております。先ほどもご答弁させていただきましたけれども、

使用量が多いのは、工場だけでなく、商店とか中小企業等もございますので、そこに大きな負担を

かけるのではなく、各使用者の負担を今回の改定は均等に改定するということで改定案を出させて

いただいております。 

○議長（西川憲行君） 
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 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 もう出発点が間違いなんや。もとが平等でないのに、１８％なら１８％をかけたら平等やという

話にならんでしょう。出発点が違うんですから。それから、すぐ商店がとか中小企業と、こういう

ときには出すんですよ。実際には、５０ミリ以上って大きな事業所でしょう、これ。それをごっち

ゃにしないでいただきたいということですよ。 

 やっぱり、従量制の料金を、例えば財政的に許すんであれば低くてもいいと思いますよ。ところ

が、料金を値上げせなあかんような状況になってきたら、やっぱりここも少なくとも他市並みにカ

ーブをすべきやということですよ。それでも亀山は安いんですよ。カーブが他市と同じになるだけ

で、結局、金額的に他市よりも安いというのは維持できるわけですよ。だから、そういうことも検

討されていないということですね。 

 だから、結局、今回の改正というのは、もう漠っと１８％上げただけで、大口径の問題とか、こ

ういう従量制の料金とか、こんなもの全然検討もされていないですよ。自分らが検討委員会で課題

に上げながらしていないんですよ。だから、これでは、やっぱり市民は納得しないと思いますよ。

やっぱり、とことん検討した結果、もうこうせざるを得ないんだということならわかりますけれど

も、料金の見直しでやっぱりやるべき問題がまだ残っているのに、ただ漠っと１８％全体にかける

と、こういうやり方では私は納得しないと思います。 

 もう一つ、最後に、随分出ておりますけれども、今後の費用がかかるという問題ですね。これに

ついて触れていきたいと思いますけれども、平成３０年度から３９年度までのいわゆる計画が資料

として出されました。この中に、私はこれは水道会計ではなしに一般会計で負担すべきものやとい

うのが含まれているんですよ。例えば、６月議会で言いましたけど、テクノヒルズの工業団地に加

圧ポンプをつけると。あれは６,５００万ですよ。これも入っているんですよ。これを一般会計で

持ったら、６,５００万円、水道会計の負担が減るわけですよ。これが１点ですよ。 

 それからもう一つは、やたらと多いのが川崎、それから住山、さっき午前中の答弁やと、能褒野

とか川崎地域と、それから住山、羽若ですか、いわゆるミニ開発で団地がふえたところですよ。こ

ういうところの水量、水圧が随分減ってきて、加圧ポンプを新たにつくらなきゃならんという費用

が新たに出ているわけですよ。 

 だから、こういう費用を、さっき言った企業誘致と、それからこういうミニ団地の開発、こうい

うところに幾らかかるかというと、３０年度は１億７,０００万かかる。年平均４億と言われまし

たけど、そのうちの３０年度は１億７,０００万がこれに当たると。それから、３１年度には１億

２,５００万、それから３２年度にも１億円ですよ。３年間をトータルすると４億円、この企業誘

致と、それからミニ開発によって。ミニ開発も、都市計画がきちっとやられなくて、無計画に広げ

てきたツケですよ。そういうものを４億円かけて、水道会計が負担をするということなんですよね、

これはやっぱり私は公営企業法で一般会計が本来負担すべき経費を繰り出し基準として定めてやっ

ています。それ以外の一般会計からの繰り入れも、基準外繰り入れとしてできることになっている

んですよ、これね。そうですね。だから、禁止はされていません。そういうことを多くの自治体で

もやっています。やっぱり、こういう企業誘致だとか、それからこういう無計画に進められた開発

によってもたらされる予想外の、想定外の費用ですけれども、こういうものに対しては、やっぱり
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一般会計から繰り出しをして負担すべきだと思いますが、この点についての、市長、見解をお聞き

したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、地方公営企業法に基づいて、法定内で必要なものにつ

いては繰り入れを行っているところでございます。平成２９年度の当初予算におきまして、水道事

業会計に対しまして、繰り出し基準に基づきまして、消火栓の設置管理に要する経費で７６０万円

の繰り出しを行ったところでございます。そのほか、公営企業であります、例えば公共下水道事業

会計にご案内の約５億、それから病院事業会計に約２億７,０００万、農集にも繰出金が約３億１,

０００万含んでおりまして、合計では、いわゆる一般会計からこの事業会計等々に１１億２,００

０万円の多額な繰り出しを行っておるところでございます。これらの繰出金につきましては、今後

も年々増大していくことが、これは一般会計を圧迫していくことが予測されておりますので、私ど

もは行財政改革大綱におきまして、特別会計、企業会計の健全化、そして独立採算制の基本原則の

もとに、コスト意識の徹底や経営努力によりまして経費の削減を図って、いわゆる一般会計からの

繰り入れに依存しないような経営の健全化を進めるということは、これはもう私ども亀山市として

の大きな行財政改革上の政策課題でございます。 

 したがいまして、この水道事業会計におきましては、これまでも独立採算制の考えのもと、健全

な経営に努めてまいりましたことから、今後も、この新しい料金体系のもとで、一般会計の繰り入

れに依存しないような健全経営を続けてまいりたいと考えておるところであります。かねてから、

当市の水道事業に対する市民の皆さんの市民満足度は非常に高いところであります。我々には、今

後においても、将来世代へしっかり確実につなげていくような責務があろうかと思っておりますの

で、一般会計からの繰り入れにつきましては、一定の考え方のもとに、私どもはこの水道事業会計

をしっかり健全に回していく責務があるというふうに確信いたしておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私は見解が違います。 

 これは、総務省の資料でもあるんですけれども、いわゆる一般会計からの基準外の繰り入れとい

うのは認められているんですね。ここにこう書いてありますね。公営企業の経営に伴う収入をもっ

て充てることが適当でない、あるいは客観的に充てることが困難なものというのは、基準外で繰り

入れできる。例えば、言われた消火栓とかというのは、基準内の繰り入れなんですよ。国が示して

いるもんだから、それはいいんですよ。 

 だから、それ以外に、やっぱり企業誘致であるとか、そんなための費用をかぶるとか。さっき言

いました、本当に無計画に開発されているようなところのものを市の水道事業でかぶらなきゃなら

んと、こういう部分をやっぱり一般会計で持つというのは、私は道理があるんだろうというふうに

思います。 

 今回、本来、水道料を値上げするんなら、やっぱり料金体系全体を見直しをした上で、どうして
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もこれは上げざるを得ないという結論に達したんならともかく、やっぱりそういう状態にはなって

いない。見直しがされていないということ。こういうことをやっぱりきちっとやっていただきたい

ということを申し上げて、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時０３分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時１４分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、通告に従いまして、議案第１０１号指定管理者の指定について、質疑をさせていただ

きます。 

 今回、道の駅関宿の指定管理を継続する理由について、指定管理者の選定理由について、指定管

理の内容についてということで、３項目を上げさせていただいておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 まず、第１番目の指定管理を継続する理由についてということなんですけれども、道の駅関宿に

つきましては、平成２５年度より指定管理となったわけですけれども、この道の駅につきまして、

今回の議案は、その契約期限である５年が経過することによるもので、今回、一旦の区切りという

ことになるわけでして、今後の運営について、平成２５年度よりも前に行われていた直営方式とか、

あと賃貸とか、運営委託とかさまざまな方法があるわけですけれども、今回、指定管理による運営

を継続することになった理由につきまして、まずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 久野関支所長。 

○関支所長（久野友彦君登壇） 

 道の駅は、道路施設として、道路利用者のための休憩施設、道路利用者や市民のための情報発信

機能、道の駅をきっかけに活力ある地域づくりを行うための地域連携機能の３つの機能をあわせ持

つ休憩施設が道の駅であります。平成１２年に開所され、平成１７年に２次拡張、道の駅関宿地域

振興施設につきましては、平成２５年５月から指定管理者制度に移行し、指定管理者に現在、管理

運営を任せております。 

 指定管理者制度に移行する平成２４年には、民間事業者によるノウハウの活用により、業務の効

率性やサービスを向上させるとともに、経費の削減を図り、存続に向けてどのような形態が適して

いるかの検討を行いました。その結果、指定管理者制度の活用が道の駅関宿地域振興施設に適して

いると判断いたしまして、事業の採算が見込める施設であることから、指定管理者からの収益の一

定額を市に納付する方式で公募を行い、指定管理者を選定いたしました。 
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 この結果、現在の指定管理者に管理を任せ、これの成果についてでございますが、まず施設利用

者数につきましては、市の直営のときには年間７万人前後の来館者数で推移しておりましたが、導

入後はおおむね１０万人を超える利用者数となっております。また、経営面においては、市への指

定管理料の負担のない中で収入増となっており、納付金として、５年合計で約２,２００万円を納

付いただいております。そのほか、省エネ対策として太陽光発電パネルを設置されたほか、地域の

振興のために、地場産品生産者と共同して朝市の開催、自発的な運営が行われ、コストの削減、民

間ノウハウによる施設運営の成果が得られていると考えております。このようなことから、今後も、

指定管理者の導入を継続したいと思い、収益も得られる施設であることから、公平・透明性の観点

から、公募により改めて５年間の指定管理者の候補者の選定手続を行ったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 まず、指定管理による成果があったということでした。内容としては、省エネ対策とか、コスト

削減であるとか、朝市とか、来館者増とか、７万人から１０万人にふえた。あと納付金があるので、

この辺が大きいんじゃないかと、こういったことで、この辺が民間企業のノウハウによるものであ

ると、その点を確認させていただきました。 

 ただ、その辺の民間のノウハウというふうなことにおいては、民間への業務委託とか、賃貸とか、

そういう形でも可能であるという考え方もあると思います。そういう意味では、指定管理の最大の

理由という意味では、やはり民間のノウハウを利用してサービスの向上、その辺が一番メリットな

んだと。これは、本当に指定管理の導入のときに、民間活力を利用してサービスを上げるんだと、

こういうことではあったんですけれども、その成果があったということであるんですけれども、そ

の点については、どういう成果であったのか。あるいは、今後も、どういう効果を期待しているの

か、その点につきましてもう一度確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 久野関支所長。 

○関支所長（久野友彦君登壇） 

 道の駅関宿地域振興施設におきますサービスの向上とは、やはり来館者の満足度の向上と考えて

おります。地産地消を基本に、ジネンジョを使った創作料理の提供や、地元食材を使った季節ごと

のメニューの提供やプライベートブランド商品を開発し、ほかの場所では購入できない付加価値の

提供をいただいておるところでございます。 

 また、サークル活動や展示の場として、２階フロアを提供していただき、地域団体と連携した花

壇づくり、朝市を開催されるなど、来館者が何度訪問しても飽きの来ないよう、道の関の設置目的

である地域の振興、活性化に努めていただいたところでございます。このような民間企業の専門ノ

ウハウによる取り組みが来館者数の増加となり、指定管理者制度の導入目的であるサービスの向上

につながっているものと考えております。これからも、民間企業ならではの柔軟なやわらかいサー

ビス展開をしていただきたいと思っておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 
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○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 プライベートブランドであるとか、ジネンジョ、地元食材とか、また朝市とか、こういった言葉

が聞かれましたが、地産地消を積極的にされた、この辺なのかなというふうに思います。 

 この辺の評価というのは、やはり主観的な部分というのも結構ありまして、一概に、じゃあ本当

に万人がそれで評価がどうたらという話でもない、もしかしたらそういうものなのかもしれません

けれども、ただやはり重要なのは、こうして後のきっちり検証をされるということやと思うんです

ね。そういう意味では、検証されているんやなというふうに、これはやはりわかりました。 

 今回、昨年、総務委員会で所管事務調査としまして、指定管理というのがテーマで設定されまし

たけれども、やはりこの指定管理では、競争性があり、収益が期待される施設を対象にすべきとか、

そんな話もあったとは思います。そういう意味では、指定管理という話で妥当なんだろうなという

ふうには思うんですけれども、やはり基本的には、先ほども言いましたけれども、委託であるとか

賃貸、こういった可能性もやはりあるわけでして、指定管理ありきであってはならないということ

なんだと思います。そういう意味で、やはりその辺も含めたきちっとした検証をしていただきたい

という意味で、今回、これを確認させていただきました。 

 それを確認させていただきました上で、次に移らせていただきますけれども、指定管理者の選定

理由についてということなんですけれども、今回、契約先の業者を選定するに当たっての経過、並

びに理由について、まずこの点を確認させていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 久野関支所長。 

○関支所長（久野友彦君登壇） 

 道の駅関宿地域振興施設の指定管理者の候補者の公募につきましては、９月２０日から１０月２

０日までを募集期間として、市内掲示板に公表したほか、行政ホームページへの掲載により募集を

行いました。この結果、現指定管理者から応募をいただきました。１者からの応募結果となりまし

たが、去る１１月１日に道の駅関宿地域振興施設指定管理者選定委員会を開催し、指定管理者応募

者からプレゼンテーション及びヒアリングにより審査を行いましたところ、一つ、類似施設の運営

実績があり、道の駅関宿地域振興施設の指定管理に必要なノウハウが蓄積されていること、一つ、

管理運営方針では明確なビジョン、また自主事業を含めた経営計画でも、実施可能な具体的な提案

がなされていること、一つ、収支計画は、実績に基づく現実的内容となっており、安定した経営が

見込まれることなどの評価があり、指定管理者の候補者として一定水準を満たしていると認めたこ

とから、指定管理者候補者として選定いたしたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 理由を確認させていただきました。 

 いろいろと理由を言っていただきましたけれども、今回、１者だけだったということで、これに

特に選定の上で問題がなければ採用してもよかったんだろうなという部分もあるんですけれども、

その辺の中で、前回の折には、結構、その選定の理由について疑問に感じたことについていろいろ

とお聞きしたときに、十分なやはり答弁が返ってきていなかった。選定委員会の議事録を当時求め
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たところ、会議を開催しますということと、会議を終了しますというその間に、当然、会議があっ

たわけですけど、その会議が全文黒く塗り潰されていた議事録が出てきたとか、やはりこういうふ

うな部分で、透明性に極めて疑問を感じざるを得なかったという部分がありまして、そのときは私

だけでしたけれども、反対に回ったわけでしたけれども、前回も、今回も、ホームページによる審

査過程の開示とかはあるわけなんですけれども、ただその中で、今回、この辺はどうなんだろうか

というふうに担当者に聞いたところ、その辺もやはり追加して開示しますという形で。やはり、担

当者としては、透明性を確保しようという。隠そうというよりも、できるだけ情報を出そうという

姿勢がやはり感じられたというのは、この点は非常に大きかったなあというふうに思っております。 

 今回、観光振興室ではありましたけれども、やはりこの透明性を確保しようとする姿勢につきま

してはやはり評価したいですし、この辺は、ほかの施設の選定とかについても、同じような対応を

やはり理事者の方にお願いしたいと思っております。 

 その上でちょっとお聞きしたいんですけど、３番目の項目に移らせていただきます。 

 この３番目、一応、指定管理の内容についてということで上げさせていただきますけれども、今

回、指定管理者の方から納入される納付金ですね、前回は２,２００万円というふうな額でしたけ

れども、これが今回１,０００万近く下がっている。この点につきましては、一体どういうふうな

考えを持っておられるのか。先ほどの答弁の中にも、ちらっと収益性云々というのでちょっとあっ

たかもしれませんけれども、改めて納付金についてどうだったのか。例えば、判断基準があったの

かどうか、その点も聞かせていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 久野関支所長。 

○関支所長（久野友彦君登壇） 

 今回の納付金額の提示といたしましては、１年間２５０万、５年間で１,２５０万の提示をいた

だきました。この納付金につきましては、利益の一部を市の歳入に納めていただくものでございま

して、市での算出基準は設けず、応募者からの提案額によるものでございます。ただ、それの判断

基準といたしましての審査におきましては、５年間の運営管理であることから、納付金の額の大小

ではなく、安定した運営ができる納付額の検討、整理がその応募者の中でできているかどうかが評

価のポイントでございました。指定管理者選定委員会でのヒアリングによりまして、過去の経営実

績と将来の売り上げ予測により、ご提案いただいた現実的であり適正な提案金額であると判断した

ところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 今回の額につきましては、現実的な額であったのではないかというふうなことではありました。

とにかく今回、１者しか応募がなかったということで、その額というのは、それしかないというふ

うな部分もあったとは思いますけれども、これまでの状況を考えたときに、社会的な情勢の変化と

いうこともあるでしょうし、そんな中で、企業判断としてこの額を提示されたということではあっ

たと思いますけれども、市としましても、関ロッジの例もあって、やはり経営が困難だということ

で撤退されてしまった。この辺のことを踏まえると、やはり額というのも高ければいいもんではな
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い。支所長もちょっとそういうふうなことを言われていましたけど、確かにその辺なんだろうなと

いうふうにも思いますけれども、ただ、言い直しにはなりますけど、やはり納付金の大小よりも安

定した継続運営ということ、ここはやはり指定管理という意味では、非常に重要な点なんだろうな

というふうに思います。 

 私も、前回その反対に回ったと言いましたけれども、そのときに、納付金の額についてやはり理

由づけというのがちょっとおかしいんじゃないのかという部分があったんですね。納付金の額がこ

の業者さんが高かったというので、その辺も理由づけされていたわけなんですけれども、ただその

ときは、もっと高い額を提示されていた方もいらっしゃったわけで、そうすると、高額納付金が目

的であるとするなら、先ほど言ったような賃貸であるとか業務委託を入札にして、高いところを選

べば済むわけですし、やはりある程度のそのための信頼性というのも確保する上で入札を行えばよ

かった、こういう選択もあったと思います。 

 そういう意味なわけですから、この指定管理においては、納付金の額を選考のポイントとして入

れるんであれば、納付金が高額であるかどうかではなくて、やはり安定性という部分を重要視すべ

きであったんだろうなというふうに思います。結果的に、それがどうだったかというのはあるとは

思いますけれども、指定管理における納付金の考慮のポイントとしては、額の大小よりも安定性、

やはりこの部分なんだろうなと思います。 

 今回、その点は評価したいなと思うんですけれども、そんな中、もう一点、この指定管理導入に

当たりまして、前回もあったんですけれども、道の駅そのものの運営だけではなくて、当時、関宿

の観光や地域振興に対する貢献をどうやってしていくかという計画のようなものも提案されていた

と思うんですけれども、今回、道の駅の運営にとどまらない地域全体に寄与するような計画みたい

なものも、その辺は一体どうだったのか、その点につきましても確認をさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 久野関支所長。 

○関支所長（久野友彦君登壇） 

 道の駅関宿地域振興施設の指定管理者が行う業務といたしましては、施設の維持管理、飲食の販

売、地域特産物などの展示及び販売促進、観光案内などが業務内容となってまいります。今回、指

定管理者候補者は、過去数年間の管理実績から、道の駅関宿地域振興施設の運営は、道路利用者と

地域の人々を対象とし、休憩施設、情報発信、地域振興と連携という機能を生かしてにぎわいを創

出するものという明確な運営方針を提案いただいております。地産地消のメニューの提供から、特

産品販売の促進、地域団体との交流による活動など、現在行っている運営に加え、過去５年間の経

験を生かしていただきまして、これからは、地元土産物に興味が持てるような宣伝表示や店内前面

への陳列配置など、販売促進のための提案、季節ごとにさまざまな自主事業を行う提案、道の駅の

看板改修、続いてイルミネーションの実施など、実績を踏まえた上で、今後５年間のプラスアルフ

ァの提案をしていただいたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 



－７４－ 

 今後５年間につきまして、過去に比べてプラスアルファの提案もしていただいたということであ

ったんですけれども、その辺と、あと先ほど言いました納付金、この辺の部分と絡んでくる話です

けれども、今回、指定管理の納付金が１,２５０万円入ってくるということではあるんですけれど

も、この辺の使用の用途ですね、１,２５０万の。この辺につきまして、９月議会の予算決算委員

会で、こういった納付金を市内の観光施設等の修繕等に使えるように積み立てたりとか、こういう

可能性はないのかというふうに市長にお聞きしましたところ、可能性はあるというふうに答えてい

ただいたわけなんですけれども、今回、そういった可能性について検討がなされたのかどうか、ま

た市長にも、その辺の何か考え方がおありなのかどうか、その点をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 伊藤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ちょうど９月議会でご提案を議員からも頂戴をいたしました。この納付金を観光施設等の修繕等

に使うために積み立ててはいかがかというようなご趣旨であったかと思いますし、積み立てそのも

のがどうあるかは別にして、いわゆる観光施設を含む公共施設をいかに修繕したり、維持管理をし

ていくかというのは、今、本市にとりましては大きな課題でございます。ちょうど、この３月に、

公共施設等の総合管理計画をお示しさせていただきましたが、議員ご提言の市民文化系の施設、あ

るいは文化財系の施設なんかの維持管理や、ランニングコストをいかに抑えていくのか、長寿命化

をいかにしていくのか、修繕等をどうしていくのかという、いわゆる将来費用の財源確保につきま

しても、現在、その検討を庁内でさせていただいておるところでございまして、大事な視点でござ

いますので、その中で整理をしていきたいというふうに考えております。 

 ただ、９月の時点では、この納付金額は決まっておりませんでしたけれども、どうしていくのか、

積み立てていくのがいいのかどうかということにつきましては議論のあるところだと思います。し

たがいまして、庁内で、今後の修繕、補修等にかかるコストのあり方について、研究・検討をして

まいりたいというふうに現時点で考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 まだ、検討に関しては道半ばというか、半ばだということではありましたけれども、やはり今回

の道の駅、地域振興施設という言葉がありました。実際、地域振興なんですけれども、やはり地域

振興という部分で、市民に非常に密接にかかわる部分やと思います。市民にとっても、この道の駅

を指定管理で、実際、納付金が入ってきて、その上で、納付金をやはり市民に密接、密着したそう

いう施設に反映できるということは、やはり市民にとっても、この指定管理に対する理解とか進む

んじゃないのかというふうな考え方もあると思いますし、実際、そういうふうなことでは、お金が

そういうふうにわかりやすく使われているんだなということがわかるということは、やはり市民に

市政に対する理解を求めていく上で非常に重要な観点やと私は思いますもので、その点、しっかり

と検討していっていただきたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 
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○議長（西川憲行君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質疑は終わりました。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 緑風会の宮崎でございます。 

 ４つの議案について通告してございますので、ただいまから始めたいと思います。よろしくお願

いしたいと思います。 

 まず最初に、議案第８９号亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について、お尋ねしたいと

思います。 

 今までも、この報酬審議会において、我々の報酬等々もここで検討していただいて、今現在に至

っておるわけでございます。今回のこの改正の背景と趣旨についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 特別職及び議員の期末手当の額につきましては、これまでから、客観性・透明性を高めるために、

特別職報酬等審議会の答申を受けて決定すべきとのご意見もいただいてきたところでございます。

今回、議会の議員の報酬及び期末手当の額、並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給

料を含む給与の額について、その客観性や透明性を確保することが必要であると判断したことから、

第三者機関の意見を反映するため、今回、改正案を提出いたしたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 背景と趣旨については聞かせていただきました。 

 それでは次に入りますが、市民の意思を十分に反映させるべくとはどういうことなのか。 

 いろいろ今、背景でお聞かせ願ったんですが、いわゆる第三者機関、報酬審議会が市民の意思を

十分に反映するために設けられたものと思っておりますけれども、そこらを確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 特別職報酬等審議会につきましては、委員は１０人で組織し、その委員は、市内の公共的団体等

の代表者、その他市民のうちから、必要の都度、市長が委嘱することとなっております。このこと

から、現在は委員についての委嘱は行っておりませんが、これまでの委員は、産業経済団体や文化

教育事業団体の代表者、また市民団体の代表者などで構成をされております。これらの委員の皆様

に、特別職報酬等の額について十分にご議論をいただき、その意見をまとめ、答申していただくこ

とをもって、市民の皆様のご意見を十分に反映することとなると考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 
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○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 聞かせてもらったところで、いろいろな団体の方々とか、また市民から市長が委嘱するというこ

とで、その中でのやはり市民の意思を十分に反映ということで理解はしたいと思いますが、現在、

その市民の方々の委嘱がないようと私は聞いたんですけれども、なぜないのか確認したいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 この特別職報酬等審議会につきましては、一諮問ごとに答申をいただいておりまして、その都度、

委員を委嘱させていただきまして、その答申が終わり次第、まず委員会を解散しまして、新たな答

申事案が発生した場合には、新たに委員を委嘱するということになっておりますもので、現在、最

終の答申が終わりましてから、まだ委員の委嘱をしていない状態でございますもので、今はそのよ

うな形になっておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 わかりました。現在は審議会がないということで理解はさせていただきます。 

 次に３番目でございます。 

 この中で、給与と給料というのが出ております。これについては、前の説明の中にもあったと思

うんですが、今回の議案概要の説明の中で、提案理由を含めて聞かせていただいた中には、給料だ

けであったんが、今度は給与に変えるということでございます。そういう中で、この内容が給料か

ら給与、我々が一般的に見たら変わらへんやないかというふうに思うんですが、そこらをもう一度

ご説明願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 給料とは、一般的に基本給と呼ばれるものでございまして、月額の給料ということでございます。

これに対して、給与とは、この月額の給料に諸手当を含んだものということであり、特別職の給与

とは、具体的には月額の給料と期末手当、退職手当全てを指すものでございます。 

 現行の特別職等報酬審議会条例では、議会の議員の議員報酬の額、並びに市長、副市長、教育長

及び病院事業管理者の給料の額について審議すると規定をされております。今回、この規定の給料

を給与と改正しますことで、基本給である給料に加え、期末手当などの額についても審議会への諮

問対象とすることとなるものでございます。 

 また、議会の議員の期末手当につきましても、特別職の取り扱いと同様に、決定に係る客観性や

透明性の確保の観点から、審議会へ諮問をいたしたく、改正案を提出するものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 
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 給与については、先ほど答弁いただきました。我々の議会の議員の期末手当は後ほどお聞きしよ

うかなと思っておったんですが、一緒に答えていただきましたんで省略はしたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、基本給と諸手当という答弁があったんですが、その中で、期末手当とかそ

ういう話があったんですけれども、この諸手当はほかにはないのかどうか確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 特別職にかかわります諸手当につきましては、一般的に期末手当と退職手当以外に、一般職です

と、例えば通勤手当とか、地域手当とかございますが、特別職につきましては、今申し上げた手当

以外に該当するものはございません。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 よくわかりました。 

 それでは、次の我々の議員の期末手当が今までは規定されておらなかった。しかし、私らもいた

だいておったというのがございます。そういうふうなんで、今回なぜこれが入ってきたのか確認し

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 これまでからも、議員の報酬の額及び期末手当につきましては、人事院勧告の中で、特別職に準

じた形で、同じような形で議会の中で議論もいただいてまいりました。また、昨年度もそうでござ

いましたが、特別職の報酬と議会の議員の報酬につきましては、両並びの形で審議をいただいてお

りました関係もございまして、特別職の月給及び期末手当につきましてご審議をいただくというこ

とであれば、あわせまして、議員の報酬及び期末手当についても同時にご審議をいただくことが、

客観性・透明性の確保の観点からもよろしいのではないかという考えのもとに上げさせていただい

たところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 よくわからせていただきました。 

 それでは次に、議案第９０号亀山市職員給与条例の一部改正についてお尋ねしたいと思います。 

 職員の給与条例、今まででも、どうしても人勧があって、給与条例の改正が主だったかなという

ふうに私は思っておるんですが、今回はちょっと違う部分も多少あるかなというふうに思っており

ますので、この改正における背景と趣旨についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 
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 亀山市職員給与条例の改正の背景と趣旨についてご説明を申し上げます。 

 今、議員申されたように、今回の改正は大きく２つございまして、まず１点目といたしましては、

ご指摘の平成２９年８月８日の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取り扱い

に準じ、市の一般職に属する職員の給与等を改正するため、所要の改正を行うものでございます。

人事院勧告における給与勧告の主な事項につきましては、まず公務員給与と民間給与の較差を埋め

るため、月例給で平均０.２％の引き上げと、一般職で勤勉手当０.１月の引き上げが主な内容でご

ざいます。 

 もう一方の２つ目の視点といたしましては、先ほどからご議論いただいております平成３０年度

における組織・機構の再編に伴いまして、管理職員の勤務の範囲が広がりますことから、それに見

合う給料体系とすべく、８級制を導入することにより職員の意欲向上を図るため、あわせて改正を

行うものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今回の改正についての趣旨は聞かせていただきました。 

 この中で、特に、先ほどの説明があった正規職員の給与、給料とそれから手当、期末手当も含め

ておるということですが、今回、出ております第１条でしたかね、これについて、例えば正規職員

の期末手当が０.１上がると。再任用職員については０.０５というふうに較差がついておると。再

任用職員をなぜ較差をつけて給与体系にしていくのか、この手当についても、私はちょっと解せま

せんのでお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 議員おっしゃるように、一般職員の期末手当は０.１月引き上げて、再任用職員は０.０５月とい

うことで半分になっております。これにつきましては、職員の再任用制度のところから少し説明を

させていただきたいと思います。 

 職員の再任用制度につきましては、平成２５年以降、退職共済年金の支給開始年齢が段階的に６

０歳から６５歳まで引き上げられたことから、無収入期間が発生しないよう、地方公務員の雇用と

年金の接続を図るとともに、組織活力を維持しつつ、職員能力を十分活用していくことを目的とし

た制度でございます。本市におきましても、定年退職する職員の公的年金の支給開始年齢に達する

までの間、その者が再任用を希望する場合は、市職員の再任用に関する条例の規定に基づき、再任

用を行ってきたところでございます。 

 再任用の職員の給料の額につきましては、亀山市職員給与条例に規定をされており、その額は、

一般職員同様、国に準拠しております。国におきましては、高年齢層における給与水準を一定程度

抑制するという一方で、若年層については、給与水準の引き下げは行わない、このことにより、給

与カーブのフラット化を進めてきたところでございます。こうしたことから、再任用職員の給料の

額につきましても、この考え方に基づき、一般職よりも安価な額が設定されているところでござい

ます。 
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○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 先ほど再任用職員の説明をいただきました。 

 国が示すような給与のフラット化というのも非常に大事なことだと思うんですが、しかし、今回

の場合、これは手当ですやんか。再任用職員がやはり責任ある仕事ができないというわけではない

んですね。そういう中から比べたら、私は較差をつけるべきではないというふうに思っております。

給料については、国が示しているように、給与条例にも定めておりますし、そういう中で、やむを

得んなあというふうには思うんですが、この期末手当について、何で０.０５の差がつかなければ

ならないのかと私は思っておりますが、そこら辺の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 そもそも再任用職員の期末手当というのは、一般職員より半分の月数になっております。ですの

で、例えば一般職員が４カ月ということであれば、再任用職員はそもそもその半分の２カ月分とい

うことになっております。そういった関係も今回の改正の中ではあろうかというふうに思いますが、

いずれにいたしましても、これにつきましては、先ほど申し上げた国の示しておる国家公務員の給

与に準拠して定めさせていただいております関係で、市職員につきましても同様な取り扱いとさせ

ていただいたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 いろいろ聞かせていただいた。国に準拠するのはわかっておりますけれども、やはりこういう手

当については、それぞれの自治体でもつけられるはずと私は理解しておるんですが、確認したいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 確かに、議員おっしゃるように、今回、私どもはこの内容を市の条例改正で求めております関係

で、市独自の判断というのも当然あろうかと思いますが、これまでから、市の一般職の給与につき

ましては、国に準拠してきたという経緯もございますもので、今回も同様の形とさせていただきた

いというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 少し残りますけれども、理解させていただきます。 

 それでは、次に３番目でございます。 

 等級別基準職務表の８級となる職員についてはどのような方がなるのか。この機構改革の中でも
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いろいろ質疑はされておりますが、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ８級の職務につきましては、等級別基準職務表におきまして、消防長、困難な業務を分掌する理

事及び部長の職としておりまして、その内容として、現在よりも職務範囲が拡大し、おおむね５０

人以上の職員が配置された部長に適用することを一つの目安としているところでございます。その

ほかにも、部長の経験年数や業務の困難性、特殊性などを総合的に勘案した上で、副市長を委員長

とする職員選考試験委員会において選考いたすものと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 先ほどの機構改革の中では、５０人以上というので大分議論されておったんです。私は、ここで

言うのは、業務の困難性というのも今、答弁の中にございました。例えば私が例を挙げます。議会

事務局長、数でいったら二十数人かと思うんですけれども、我々、行政と議会との二元代表制の中

で、その局長を務めていただいております。特に、我々はわがままなような、わけのわからんよう

な議員を理解していただいて、指導なり、いろいろやってもらっておるんですが、そういうような

局長は入らないのかどうか。業務の困難性に入るのかどうか確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 業務の困難性というよりは、特殊性のほうに該当するのかというふうに考えておりますが、これ

につきましても、当然、人数だけではなくて、特殊性、困難性、こういったものも総合的に勘案し

た上で選考いたしますもので、これにつきましては、試験委員会のほうで今後検討してまいりたい

と、このように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 答弁よくわかりました。 

 試験委員会のほうでもよろしくお願いしたいと思いますが、まだ総務委員会がございますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、次の議案に入ります。 

 議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正についてでございます。 

 朝から、森議員、服部議員等が質疑されておったんですが、今回の改正についての背景と趣旨に

ついて、再度お尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑上下水道局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 



－８１－ 

 背景と趣旨でございますが、本市の水道事業における水道料金については、平成１７年の市町合

併以降、消費税率の改定を伴うものを除き、実質的な値上げを行うことなく、これまで比較的安価

な料金を維持してきました。しかしながら、今後の老朽管路の更新や施設耐震化に必要な事業費用

に対して、料金収入が不足する状況が見込まれます。また、地方公営企業法において、地方公営企

業が徴収する料金は、能率的な経営のもとにおける適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な

運営を確保することができるものでなければならないと定められています。このため、亀山市水道

料金検討委員会の報告に基づき、水道料金の額の妥当性を検証した結果、その額を見直す必要があ

ることから、所要の改正を行うものであります。また、使用水量の少ない高齢者世帯、単身の世帯

などが増加しているため、基本水量を見直す必要があることから、あわせて所要の改正を行うもの

であります。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 改正の趣旨、背景はよくわかりました。 

 先ほどの答弁の中にも、今後の上水道の建設の改良計画とか、整備計画、また管路老朽化整備計

画、耐震整備計画等、いろいろ資料にいただいております。そういう中で、我々議会の中でも、老

朽管の改良は早くしなければならないんじゃないかというふうに我々も提言しております。そうい

う中での今回かなあというふうに思うわけでございますけれども、自然災害の中でも、特に地震災

害については、管路が破壊されたり、施設が破壊されたりということで、いろいろな防災の中でも

うたわれております。特に、ライフラインの確保は非常に難しく、我々市民の生活に直接響いてく

るものというふうにも思っておりますので、その計画を進めるためにも、私は今後の資金確保も必

要かなというふうに思っておりますが、再度お尋ねします。そういう中で、石綿管等もまだござい

ます。今後、この値上げをしたならば、この計画がみなマスターできるのかどうか、進められるの

かどうか確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 水道事業につきましては、現在においても、老朽管の更新や耐震化、水源地等の施設の修繕等を

行っておるところでございますけれども、今後も、安全でおいしい水を供給していくために、老朽

化する管路や施設の更新及び耐震化、それから地震対策のための配水池への緊急遮断弁の設置、基

幹管路の耐震化等、議員ご所見の地震対策につきましても努めてまいりますのでよろしくお願いい

たします。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 いろいろ計画も聞かせていただきまして、次に、なぜ今改正するのかというのを申し上げており

ましたんですが、今までに２人の方の議論を聞かせていただいた。いわゆる先ほど計画を進める中

での資金源が足らんというふうに理解するので、今かなというふうに提案されたと思うんですが、
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そこらを再度確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 先ほどの質疑の中でもありましたように、管路の施設の更新、老朽化、耐震化対策、それとあと

水量、水圧不足の解消等を行っていくにつきましては、運転資金の確保が不可欠であるということ

で、その資金が不足する前に料金改定を行うものでございます。また、亀山市水道料金検討委員会

から、料金改定の時期については、早期に料金改定を行う必要があり、平成３０年４月とすること

は妥当であるとの報告を尊重し、改正を行うものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ３０年４月からの改正ということで、先ほどいろいろな理由をいただきました。特に、検討委員

会あたりのご意見も十分聞いていただいて、市民がおいしくいただける水の供給をお願いしたいと、

かように私は思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に、議案第９３号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について、お尋ね

したいと思います。 

 まず１点目でございます。 

 改正の背景と趣旨について、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長兼地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 今回、ご提案をさせていただいております亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正の背

景と趣旨でございますが、今回２点ございまして、まず１点目といたしましては、地域包括ケアシ

ステムを支える病床の充実を図るために、本年４月に地域包括ケア病床を開設いたしましたが、利

用率が非常に高く、個室を除くとほぼ満室に近い状態が続いているところでございます。今後につ

いても、さらなる需要の増加が見込まれますことから、同病床の増床を計画しているところでござ

います。また、その増床に当たりましては、地域包括ケア病床は１床当たりの面積基準が大きいこ

とから、現在の６床の病室を４床に改修する必要がございます。そのため、減少となる２床を削減

し、現在の９４床から９２床とする提案でございます。 

 次に、２点目でございますが、当センターは、平成２１年度より、介護保険事業者として指定を

受ける手続の必要のない、いわゆるみなし指定事業所として、当センターの患者を対象として、訪

問看護事業を提供しているところでございます。今回、訪問看護ステーションとして指定を受ける

ことによりまして、開業されている先生方と連携して、訪問看護を充実することができますことか

ら、潜在的なニーズにも応えることができ、病院経営にもプラスになるものと考え、病院事業の附

帯事業として、訪問看護ステーションを設置しようとするものでございます。この２点につきまし

て、平成３０年４月１日から実施するため、今回、条例の改正を提案しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 
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 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 改正の背景は聞かせていただきました。 

 前入れた地域包括ケア病床ということで、非常に利用率も高い。私の知り合いも一度利用されて、

非常に喜んでおられたと私も聞き及んでおりますし、そういう中で、まだ足らんのであればふやし

ていくのがベターかなというふうに私も考えております。ここで踏み切られたというのは、非常に

よかったんじゃないかなというふうに私は思っております。 

 特に、地域医療統括官が置かれて、そういう考えのもとに来ておるんだろうと私は理解しておる

んですけれども、それと今の訪問看護ステーションの設置についても、そういう前向きな姿が見え

てきたのは、やはりその統括官を置かれたものかなあというふうに理解しておりますが、そこらを

もう一度、本人からでも結構でございますし、どちらでも結構ですし、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤地域医療統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 地域包括ケア病床の増床、あるいはもう一点、ご提案させていただいております訪問看護ステー

ションにつきましても、それぞれ市民のニーズが非常に高いというふうに考えておりまして、それ

に応えることによりまして、病院経営の経営改善につながると、そんな考えから提案させていただ

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次の訪問看護ステーションの設置する理由については、先ほど統括官からもお話は聞かせていた

だきました。そういう中で、今までも訪問看護のサービスはやられておったんだろうというふうに

私は思っておりますし、しかし、介護のほうで、例えば訪問看護というのか、訪問介護というのか、

ちょっとそこらの区別が私もつきかねますのですが、ほかにも民間にもそういうのがあると思いま

す。そういう中で、これをステーション化するということは、どのような特にメリットがあるのか。 

 お医者さんに、特に主治医、例えば医療センターにかかっておった、主治医さんにかかって、訪

問看護を主治医のもとのステーションから派遣されるナースさんにお世話になるのが一番ベターな

んかなというふうに私は理解しておりますけれども、今、民間からも派遣されておると思います。

そういうような部分から見て、やはりこれが必要であるのか。私は、今の話の中には、経営のため

に経費をつくるというのも一つかなというふうに思っております。企業会計でございますので、特

にそれは必要かなと思っておりますが、そういう今までの部分を、私がお尋ねした部分も含めて、

地域医療を含めて、また地域介護を含めて、両方から聞かせていただくなり、最後に市長に一遍全

部を含めて聞かせていただいて、私は終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 古田事務局長。 
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○医療センター事務局長兼地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 まず、私のほうから、訪問看護ステーションを開設することによって何が変わるのかというご説

明をさせていただきます。 

 議員も先ほど言うていただきましたけれども、平成２１年度から、みなし指定事業所ということ

で、病院は介護保険のわざわざ届け出をしなくても、訪問看護事業というのができることになって

おります。それがみなし指定事業所と申し上げるんですけれども、それにより訪問看護サービスを

提供してまいりました。しかしながら、現在、そのみなし指定の事業所のサービスでは、提供でき

る患者様が原則医療センターに通院されている方、あるいは医療センターを退院された方に限られ

てまいります。ということは、訪問看護サービスは、ほかにも潜在的なニーズというのもあるんで

はないかというふうに考えておりますので、今後、例えば開業されてみえる先生方のご紹介をいた

だいて、訪問看護サービスを提供していく、そのためには、どうしても訪問看護ステーションとい

うものを病院内に設置する必要があるのではないかということで、今回の提案に至ったわけでござ

います。それが、ひいては、本市の地域包括ケアシステムの充実につながっていくものであるとい

うふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 宮崎議員のご質問で、最後にということでございましたけれども、今回の条例改正の背景という

のは、先ほど来、事務局長のほうから答弁させていただいたところなんですが、やはり私ども亀山

市としては、この２０２５年問題や超高齢社会を限られた地域資源、医療資源、そして今の地域包

括ケアシステムをきっちり亀山に合った形で組み立てて、これが回っていくことができるかどうか、

このことが、本当に私どもの今、政策課題の大きなテーマの一つでございます。言葉で言うと、何

か非常にさらっと言ってしまうんですが、しかし、これは非常に難しい、困難を要する政策テーマ

であります。そのために、今、本当に私どもの自治体病院、医療センターは、地域包括ケアを回し

ていくためのしっかりした役割を担うような病院としての機能の強化を、統括官を先頭に努力をし

てくれておるところでございまして、その意味で、今回の地域包括ケア病床の増床でありますとか、

訪問看護ステーションの設置につきましても、次へつながる大変重要な私どもの取り組みであろう

というふうに確信をいたしておるところであります。 

 管理者が答弁に立ちましたけれども、身を削って、そしてこの全ての施策の推進のために、病院

の経営健全化、それから医療を含む地域包括ケアの構築のために努力をしてくれておるところでご

ざいまして、ぜひ議員各位の、また市民の皆様の一層のご理解やご協力をお願いいたしたいと思い

ます。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ３時１６分 休憩） 
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───────────────────────────────────── 

（午後 ３時２５分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１５番 前田 稔議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 勇政の前田でございます。通告に従い、質疑をさせていただきます。 

 議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正についてということで、もう朝から３人の方が

これをされましたので、大体の中身はわかってきたんですけれども、一つ一つ丁寧に聞いていきた

いなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、料金改定の目的についてということで答弁をいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １５番 前田 稔議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 宮﨑上下水道局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 料金改定の目的でございますが、水道事業は、市町合併以降、現行料金水準を維持し、安全でお

いしい水を安定的に供給するため、施設の更新や修繕を図りながら経営してまいりましたが、老朽

化する施設や管路の更新と耐震化を計画的に進めるために必要な財源が今後不足する状況が見込ま

れることから、財源を確保するために料金改定を行うものであります。 

 また、使用量の少ない高齢者世帯に配慮し、基本水量を見直すものであります。基本水量とは、

基本料金に含まれる一定の水量のことでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 料金の改定の目的という理由は、耐震化だとか、そういう計画的な事業を進めていく上での財源

確保であるということであります。 

 これも先ほどから聞いておりましたけれども、それでは、２番目の料金改定の必要性についてお

伺いをします。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 料金改定の必要性でございますが、平成２８年度末の管路の状況については、配水管総延長３６

２キロメートルのうち、耐用年数を超える管路は８２キロメートルで約２３％、耐震化率について

は、１４０キロメートルで約３８.８％にとどまっています。 

 水源地や浄水場などの施設については、耐用年数を超える施設は約２４％、耐震化については、

多くの施設が耐震不足となっております。 

 また、震災対策として、応急給水に対応するため、主要な配水池への緊急遮断弁設置と基幹管路

の耐震化を優先して進める必要がございます。 
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 一方、水量・水圧が不足する地区の課題を解決するために、加圧ポンプ施設の改善や排水管の増

径の対策を実施する必要もございます。これらの財源を確保する必要性から、料金改定を行うもの

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 料金改定の必要性についてというのも、先ほどの料金改定の目的とほぼ同じ内容で、今後見込ま

れる耐震化だとか、管路だとか、そういったものの取りかえとかで、それの財源確保であるという

ようなことでありましたので、次の今後の事業計画についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 まず、優先的に進める事業としまして、水量・水圧不足解消のための川崎と住山の加圧ポンプ施

設の整備、それとみどり町、みずほ台、富士ハイツの管路の耐震化を含めた更新、規模の大きな配

水池への緊急遮断弁の設置、基幹管路の耐震化、老朽化した水源地の電気設備の更新、下水道事業

に伴う管路の移設及び耐震化を計画しております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 この事業計画なんですけれども、これは何年ぐらい先までの事業計画を見込んでおられるのか。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 建設整備計画として、平成３０年度から平成３９年度までの１０カ年を計画してございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 その１０カ年を見ているということなんですが、その１０カ年がきちっと計画どおりいくという

ことはないですよね。１０年の間にいろんな事業が起こり得る可能性もあるし、災害や何かそんな

ものでも特別に行わなければならない事業も出てくると思うんですけれども、そういった状況とい

うのは、考えておられるのかどうか。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 災害とかそういったような特別な事情につきましては、今回の建設改良計画の中には含んでござ

いません。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 
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○１５番（前田 稔君登壇） 

 含んでいないということですね。だから、もっと想定よりもふえてくるということですね。 

 それでは、次の料金の改定の考え方についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 料金改定についてでございますけれども、その改定率につきましては、公益社団法人日本水道協

会の水道料金算定要領に、原則として料金収入額と総括原価が一致するものでなければならないと

定められていること、あわせて亀山市水道料金検討委員会の報告書にある意見を尊重して算定して

おります。 

 また、料金体系につきましては、基本料金と超過料金の２部料金制、口径別基本料金制、水使用

を抑制し、小口径の生活用水に配慮するための逓増制を維持するとともに、使用水量の少ない高齢

者やひとり暮らしの世帯に配慮するため、他市の例と亀山市水道料金検討委員会の報告書により基

本水量を見直すことといたしました。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 この中で、亀山市水道料金検討委員会の報告ということがあるんですけれども、まずその亀山市

水道料金検討委員会のメンバーの中に、水道の専門家とか、企業会計のわかる人とか、そういった

人が検討委員の中に含まれているのかどうかということを確認させてください。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 水道料金検討委員会の委員につきましては、亀山市水道料金検討委員会の規定により、公共団体

等から選出された者、それから水道使用者からなっていただいております。その団体でございます

けれども、亀山自治会連合会とか亀山市婦人会連絡協議会などの団体から４名、それから水使用者

として６名の１０名の委員でございました。その中に水道の専門の方というのは見えませんでした

けれども、団体の代表及び水道利用者の立場でご検討いただいております。 

 それから、企業会計についてのご質問でございますけれども、１０名中３名の委員さんについて、

企業会計についてよくご理解していただいている方がおっていただきました。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 いろんな検討委員会とか、そういう委員会には、大学教授であったりとか、専門的な人を入れた

りなんかするんですけれども、ほかの委員会なんかでも、いつも同じ、先ほどの自治会連合会だと

か婦人会だとか、そういう方が常に顔を並べられておりますけれども、こういうような水道なんか

は、ちょっと特殊な部分に入るのかなと思うんですけれども、なぜそういうふうな専門的な方を入

れようとしなかったのか、入れていく考えはなかったのか。 
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○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 広く一般の市民の方からご意見をいただくということから、それぞれの公共団体の代表の方、そ

れと水道使用者から委員になっていただいたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それではもう一つ、午前中にも森議員からも質問ありましたけれども、この料金改定の中で、今

後の事業計画に基づいた事業費というのを算出されていたと思うんですけれども、例えば１０年で

これだけかかりますよ、たしか年間４億円ぐらい、１０年間で４０億という数字を言われていまし

た。例えば、１０年でそれをやらなければならないけれども、もう少しならして、１５年とか２０

年に延ばせば、その経費が低くなっていきますわね。突発的ないろいろな、そこに含まれるかもわ

かりませんけど、その１０年という、そこなんですけれども、それをもう少し延伸できないのかと

いうことをちょっと聞きたいんですけれども。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 年間の整備費用４億を今計画はしておるわけでございますけれども、それを薄くというか、減ら

して、もう少し先延ばししたらどうかというご質問かと思います。そういったことで事業費を減ら

すということになれば、例えば更新がおくれることによって漏水が多く発生したりとか、よって、

それの修繕費がふえたり、また機器の更新等がおくれることによっても、また修繕等の費用がふえ

たりすることもございまして、市民の生活に影響が出ることが懸念されます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 でも、この時期的なものは、値上げするのは来年の４月ですわね。今までの質問の中でも、合併

から１回も検討していないということだったと思うんですけれども、今までずうっと放っておいた

というか、料金を上げてこなかったわけで、そのときは資金があったからという話なんだけど、だ

から、今までそういう検討をしてこなかったことは、先延ばしにしてきたわけですよね。資金があ

ったからという理由だけでも、でも、そのもっと前にやる時期があったと思うんですけど、それは

なぜしなかったのかということなんですけど、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 企業努力により資金のほうがちょっと確保されたということで、先送りというか、まだ改定まで

至らなかったということでございます。 

○議長（西川憲行君） 
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 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでは、料金改定の内容についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 料金改定率につきましては、現行の料金及び超過料金の単価を１８％引き上げるとともに、基本

水量を１０立米から５立米に改めます。 

 基本水量とは、基本料金に付与される一定の水量のことであります。また、６立米から１０立米

までの超過料金は、使用量の少ない高齢者世帯に配慮するため、できる限り低い単価としたもので

ございます。 

 改定後の使用料金は、口径１３ミリの場合、５立米までの料金は現行１,０８０円が改定後７１

２円に、１０立米では１,０８０円が１,０２２円に、２０立米では２,０３０円が２,３１２円の改

定となります。基本水量を改めたことにより、使用量が８立米の方は減額となります。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 今回の値上げでは、１８％の引き上げということになるということと、それから６立米から１０

立米までは、超過料金は使用量の少ない高齢者世帯に配慮ができたということで、低い単価になっ

たということですね。 

 先ほども言いましたけど、値上げは来年の４月からということでよろしいですね。 

 それでは次に、年度末資金残高の推計についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 年度末資金残高の推計でございますけれども、平成２３年度から平成２８年度までの決算と平成

２９年度の予算及び今後１０年間の建設改良計画をもとに財政収支を計算いたしましたところ、現

状では、平成３２年度末には、運転資金として必要な３億円程度を大きく下回る約１億２,０００

万円となる見込みであります。改定を行うことにより、その３２年度末では約４億円、３３年度末

では約３億４,０００万円、３４年度末で約２億９,０００万円の資金を確保することができる見込

みであります。 

 なお、公益社団法人日本水道協会の水道料金算定要領に、料金算定期間はおおむね将来の３年か

ら５年を基準とすると定められていることと、亀山市水道料金検討委員会の報告書に、今後はおお

むね５年をめどに料金について検証し、社会情勢などをよく踏まえた上で適正な料金の見直しを行

うことが望ましいと意見が付されたことから、今後も５年をめどに財政計画の検証を行ってまいり

たいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 
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○１５番（前田 稔君登壇） 

 本来は、３年から５年で料金改定の見直ししないといけないと。それから、今後５年で料金見直

しをしていくという答弁だったと思うんですけど、ただ、それが合併後からずうっとされていなか

ったので、考えると、来年の４月なんですけれども、合併してから、今までずうっと改正されてこ

なかったんですけど、本来はするべきやったのかもわかりませんけれども、何か符合するのが、な

ぜ来年なのかなあというところなんですけど、ことしの４月でもよかったし、１年前でもよかった

んですけど、その前でもよかったかと思うんですけど、そこら辺は、なぜ来年の４月になったのか

ということをもう一度聞きたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 午前中からも、なぜ今なのかということについてご質問がございましたし、お答えをさせていた

だいてまいりました。また、平成２７年から、ご案内のように、行財政改革大綱の実施計画の中で、

平成２７年、２８年、２９年で、この１１０項目のさまざまな取り組みを明記させていただいて、

年次計画を落とし込みましたが、あの中でこの水道料金の見直しにつきまして、この２７、２８、

２９の３カ年で見直しを精査して検討しますということを掲げて、それを我々、積み上げてきたと

ころでございます。 

 したがいまして、行財政改革の視点あり、あるいは水道事業の独立採算制の今後の３６０キロの

管路の整備・修繕・更新、こういうものも含めて、現状の収支状況と、いわゆる原価と収益との関

係につきまして、今後１０年計画の中で的確にこれをこなしていくためには、当然この水道料金の

適正な見直しをする必要があるという考え方で、その３カ年の検討を経て、そして検討委員会の皆

さんのご意見も経て、今回、条例改正を提案させていただいておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 そういう計画に基づいて、いろいろ検討委員会からの意見も聞いてということなんですけれども、

来年は市議会の改選があるんですね。去年は市長選挙があったんですけれども、そういった意味で、

ちょっと何か、なぜ今なのかなあというふうに思いましたので聞かせていただいたんですけれども、

それでは、他市との比較についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 他市との比較でございますけれども、一般住宅用の水道につきましては、基本的に口径１３ミリ、

または２０ミリであり、多くの場合、１カ月の使用量が３０立米以下となっております。 

 改定後の料金を県内他市と比較しますと、口径１３ミリの場合、５立米では１４市の中で安いほ

うから２番目、１０立米では９番目、２０立米と３０立米では３番目となっております。口径２０

ミリの場合、５立米では安いほうから３番目、１０立米では７番目、２０立米では４番目、３０立

米では２番目となっており、改定後においても、県下では安価なレベルとなっております。 
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○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 今言われましたけど、５ミリでは１４市の中で２番目とか、１０立米では下から９番目とか、よ

くわからないんですよ、そういうような説明だと。きょう、服部孝規議員からこうやって資料提供

されました。やっぱりこういう資料のつくり方をしてほしいなと思う、わかりやすくね。他市と比

較するんやったら。今のその答弁を聞いておっても、どういうふうに安いのか、低いのか、高いの

かがわかりにくいので、できたら、こういった資料にしてもらったほうが非常にわかりやすいとい

うことだけを言わせていただきます。 

 どちらにしても、また委員会等で審議をされると思いますけれども、いろんな質問をさせていた

だきましたけれども、しっかりとまたその委員会で検討していただいて、議論をしていただきたい

なというふうに思います。 

 私の質疑はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（西川憲行君） 

 １５番 前田 稔議員の質疑は終わりました。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、通告に従い、質疑をさせていただきたいと思います。 

 議案第８７号及び９０号については、関連した議案ですので一緒にやりたいと思いますけれども、

その中で、基本的に私は、職員給与条例の改正は、７級制から８級制に変更する、これについては

何ら異論はありません。これから、市民の奉仕者として、日ごろいろいろ職務に励んでもろうてい

る市職員について、やっぱり給与改正というのは必要なことやと思いますけれども、その中で、い

ろんな今回の改正、８級制に伴って、どうしても腑に落ちないことがようけあります。 

 通告書にも書いたように、各部局の統合によって、今１５名おる部長級が１０になると。ここで、

基本的に現行において、企画総務部と財務部として、この総合政策部というのに変更されます。基

本的に、企画総務は人事と企画部門を担当しておると。財務部は、基本的に企画されても、やっぱ

り市の財政、懐を握っておる部ですよ。めちゃくちゃな企画をやったときに、いや、ちょっと待て

と、それがやっぱり財務の基本的な仕事なんですよ。それを今回、総合政策部で市の中枢の一部を

合体して、人事権と財源を１人の部長に持たすというような手法は、どなたがするのかは知らんけ

れども、権限は増大するわ、だけど、仕事の負担も私は大きくなると。だから、非常に懸念をして

います。やっぱりその財政部門というものは、企画政策部が各部局から寄してきた中で、１つの事

業をするのにブレーキをかける役割なんですよ。 

 それで、市長にちょっとお伺いしたい。 

 今回の中で、これもそうです、この企画総務の合体、それからもう一つ、産業建設部も一本化す

ると。環境産業部ですか、それから建設部と。きょうは松本部長、お見えにならんけど、体調が悪

いのか、本会議よりもっと大事な仕事があるのかどっちかわかりませんけれどさ。それを合体する

と。これも妙なものやと。そのあおりを受けて、ちょっと名前を忘れたけれども、環境に持ってい

た部分を市民部に持っていくと。これは市長、どないに考えてんやろうな、その市政を、この改革
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は。 

 平成１８年、部・室制になった。２２年、また１つ改革をやった。２２年には局をつくったかな。

それから２５年には、危機管理局を企画総務部に移した。いろんな改革をやってきておるんですけ

ども、この改革は、私はよう理解できん。 

 だから、市長はどのような指示を出したんか、この改正案に。第２次総合計画が始まったから、

それを完結するために、このように部局編成したと。各部局の職員の連携を図ることを円滑にする

するためにマネジャーとか何か、余りわしは横文字は嫌いなんやけれども、グループリーダーとい

うのもつくって、これはどんな指示を出したの。 

 それで、男女共同参画を主体にした共生社会推進室、それから子ども総合センター長の廃止、一

体何を考えてみえるのか、一遍ちょっと根本的なことを聞かせてください、市長のこの改正に至る。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 考え方、基本方針をお示しさせていただいてまいりましたが、改めて申し上げたいと思いますけ

れども、今回の組織・機構の再編におきましては、平成２９年度始動いたしました、まずはこの第

２次亀山市総合計画の施策を着実に推進させるために、２つに、部・室制の課題でもあります職員

のマネジメント能力を育成強化する仕組みを構築すること、この２つを基本方針といたしまして、

現在及び将来の亀山市のあるべき姿を見据えて編成をいたしたところでございます。 

 ご案内のような市政を取り巻く状況が変化をいたします中、さまざまな行政需要に確実に適応し

ていくため、そして、今後も将来のいかなる環境変化にも、これを乗り越えることができるような

基盤を築いていくために、人づくりも含め、組織・機構の再編を行おうとするものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 人づくりは大事なことです。人をつくるためには、周りにおる人らは、それなりにやっぱり指導

もせなあかん。協調性も持たなあかん。私は余り協調性はないけどな。だけど、そこに座ってみえ

る広森副市長、いろんな改革のときにいろんな答弁を総務部長としてやっておるんやけれども、平

成２４年１２月定例会でも、財務部の新設により健全財政の確立を期待する効果がございますとい

うようなことを平成２４年にやっておる。というのは、財政部門は、管理一元化を図ることにより

まして財政の運営の健全性を確保してまいりたいために、財政部門を新設したんですよ、これ。２

４年の１２月の答弁。 

 それから、マネジメントというけれども、これも２５年３月の定例会において、いろんなことを

やった中で、やっぱり２層の管理体制の強化による組織マネジメントを強化を図るとともに、組織

のスリム化により人員の適正な配置を行ってまいるうんちく、それで改革をやっていきますよと、

２５年に今の副市長が答弁をやっておるんですよ。 

 その中で、もう一つわからんことを教えてほしいんですけれども、人事と財政を一元化すること
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によるメリット、市長、ありますやろか。僕はないと思う。それを教えてください。人事と財政を

一元化した総合政策部というのをつくった。なぜそういうようなことをするのか。何か思いがあり

ますやろう。そういうふうに指示したんやろう。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回の組織・機構の再編におきまして、企画部門、それから財政部門を統合して総合政策部とし

て編成をいたしました。このことにつきましては、財政状況は厳しさを増してまいります中で、よ

りこの総合計画を進めていくためにおいて、この政策部門と財政部門がよりしっかりした連携強化、

緊密に連動することによりまして、強力な政策推進につなげていこうとする考え方でございます。 

 今、議員がおっしゃられた、今度は人事と財政を１つにするという考え方、あるいはいわゆる企

画、人事、財政をどのようにつなげるかということは、それぞれの行政組織としての考え方、いろ

んな考え方があろうかと思いますが、私どもとしては、その政策といわゆる財政、総務を一体化し

て、より強力な政策推進、財政運営を進めていこうと、こういう考え方を持っておるところでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 あなたが決めたことやろう、これ。市長が指示を出して。そうすると、人事と財政を一本化して、

１人の部長に持たせてええのですかと聞いておるの。ええんかな、それで。ええんやったら、それ

で答えてください。建設と産業を一緒につけてもええんやろうと思ってやっておるんやろう。それ

でうまく回るんやな。それに答えて。回るのか、回らんか。回らんだときの責任は誰がとるんや。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 組織の機能をどのように編成するかというのは極めて重要でございますので、私どもとしては、

いろんな考え方が当然あります。あるけれども、しかし、先ほど申し上げたような考え方に基づき

まして、政策部門、財政部門、それから総務部門を一元化して、より強力な推進を図ろうとするも

のでございます。 

 さらに、いわゆる今、環境と産業部門を統括しております環境産業部がございますけれども、私

どもは今回、新たな、将来の産業といわゆる基盤づくりを一体化にしていくことがより効果的であ

ろうという、そういう認識のもとに、今回このような組織体制を提案させていただいておるもので

ございます。 

 いずれにいたしましても、組織編成にはいろんな要素やいろんなことが考えられますが、私ども

としては、今の現状、そして将来を見据えて乗り越えていける、そして政策を推進していける、そ

して議員もおっしゃっていただいた、いわゆる職員の意欲、あるいはモチベーションの強化・活性

化のために、８級制の導入を仕組みとして入れながら、これを前へ進めていこうという考え方で臨

んでおるところであります。 
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○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 人事と財政をひっつけた効果があると。産業と建設をひっつけた効果、その認識を市長、教えて

ください。効果。 

 私は今の組織体系がいいと思っておる。やっぱり人事と財政は分離して。家の家計でもそうです

やろう。おやじが懐を全部つかんでおるけれども、女房に財布を渡しておいたほうが楽でよろしい

やん。私のところもそうやでな。財布は握っておらなならんわ、家のことはせんならんといったら、

耐えられん、わしは。それがやっぱり財政と人事。やっぱり決め事は、計画はわしがする。金を締

めるのは女房が締めると。それで１つの家ができよるの。あなたは、両方を１人に持たそうとして

おるの。その効果はどんな効果があるの。どのような効果があるか、その認識をちょっと教えてく

ださい。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 内部統制機関のつくり方、組織のつくり方として、議員がおっしゃられるような人事・総務部門

と財政をつなげるとか、あるいはうちは今、人事と政策が１つになった企画総務部ということにな

っておりますが、さまざまな組織によって考え方はいろいろあろうかと思います。どれとどれをつ

なげるか。しかし、私どもとしては、いろんな取り組みを経て、そして今後も見据える中で、この

企画、それから財政、それから総務、いわゆる人事も含む総務を一体的に緊密な連携をとる、そう

いう中でより強力な施策推進につなげていこうという考え方でございます。 

 どんな効果、どういうことができるか、少し技術的なこともありますので、担当部長から足らざ

るところはご答弁させていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 効果も、その説明もできやんのに改革しようというのはおかしいわと私は思う。それだったら、

９６のグループリーダーをつくってどうのこうのと書いてあるんやけれども、そんなら、もうちょ

っと細かく入りましょうか。 

 今回、８級制を導入したと。困難部長、７級の困難でない部長というふうに理解するんですけれ

ども、全協でもあったように、きょうの朝からずうっとあるんやけど、５０人以上の部長が困難部

長、５０人以下の部長が７級とすると。これはこの議案に書いてありますな、８級とすると、この

議案書に。消防長の職務、２．困難な業務を分掌する理事及び部長を８級とすると書いてある。 

 ここでお聞きしたい。 

 数字が間違っておったら済んまへんで、私がざっと拾ったやつやで。例えば、今回のあれで、困

難部長の人の下には次長を設けておる。それで、健康福祉部、正規職員は４１人であるために、７

級の部長になると思うんやな。わしもそれを調べたら、４１人の正規職員と。朝からもありました

ように、保育士さんや幼稚園教諭の職員の人が、ざっと拾うて、数字が間違っておったらごめんや
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で、８０人弱、７８人見える。これを加えると１１９名。それで、さらに非正規の職員、別途に２

３０人強配置されておる。正規の職員４１人と非正規、いろいろすると３５０人見えるわけや、健

康福祉部の傘下には。それが７級の部長。困難部長ではないと。 

 それから、教育委員会もそうやね。正規職員は２５名や。それから、給食調理員とか応援員を加

えると３９名。これに非正規の方が１６２名ぐらい見えると２０１人。これも健康福祉部と同じよ

うに大きな所帯。 

 ちなみに、例えばそのような中でどうなんですか、これ。そういうようなことも午前中に指摘し

たら、亀山市職員選考試験委員会で、これちょっと規程を持ってきた。そこで、副市長を座長に検

討してみえると。検討しているって、今これを１２月議会で提案されて、４月からこれ、恐らく内

示を出すのは３月に入ったぐらいかな、内示は。そうすると、もうこれは１２月定例会って、正月

や。１杯飲んで寝ておったら、１５日ぐらいすぐ過ぎる。 

 そんなら、今からどうのこうのって、今この１２月に提案されて、承認された中で、４月１日に

各部署に配置できるように人員配置せんならんのに、その中でその整理ができんのかと。それで、

またこの試験委員会で今後、健康福祉部長という人が困難部長であるかないかを一遍検討すると。

そうすると、その試験委員会、８条に委員長は副市長を、委員は教育長、企画総務部長及び財務部

長をもって充てると。４名で試験委員会をやると。そうすると、３月の段階で異動するときに、今

は旧体制やで４名でいくけれども、今後は、その試験委員会というのは３名でせんならんと。財務

部長、もう部局がないんやでね。そうすると、この試験委員会は、私が見るというふうに読むわ。

試験と書いてあるのは、勉強の試験やでなあ。入学試験とか、その試験やけど、私見って私は見る

に私は読みかえたい。 

 そういうような中で、やっぱりこういうような考え方はないかな。職員の中で渡り制度というの

があるんですな。大学を卒業して２級の何号俸からいって、３年たつ間に号級が上がっていって、

それで次の年にも上がっていったら、今度は３級の何号俸と。これで渡りというのがあるんですよ、

職員には。 

 そのような中で、基本的に部長は８級制を敷くんやったら、私は、全て、部長となる者は全部８

級にすべきやと。次長を７級。１職１級が果たしてええのかどうかわからんけれども、部長たるも

のは、やっぱり８級というのは基本なの。そういうようなことをすべきやと思うけれども、そうせ

んと、一体、部長で８級になるのには、何年経験したら７から８に上がれんのやな。そんなことも

検討してあるやろうね、山本君、市長も。手短にこれを答えて。 

 部長を補佐するためには、やっぱり次長というものが要ると思う。それなりの部署をそういうふ

うに、こんなぐっと縮小して、１０部にして、課長を２０人減らして、グループを９６にもするん

やったら、それなりのポイントとなる人を置いておかなあかんと思うておるけれども、この８級制

に当てはまっていくような、職員のモチベーションが下がらんように、その体系を持っていかなあ

かんと思うておるけれども、例えばその部長職についてから、何年経験したら８級になれるのか、

７級の人は、今の考えは。そこら辺考えてみえるやろうな。また、これも試験委員会でやるんかな。

いかがかな、ちょっと教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 山本企画総務部長。 
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○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ８級の考え方につきましては、部員の数でありましたり、例えば部長の経験年数、あと特殊性、

専門性、こういったものを総合的に勘案して決定をするというご答弁を申し上げてまいりました。

その中で、今回条例の８級をお認めいただければ、今申し上げたさまざまな仕組みを決定して、最

終は試験委員会のほうで決定をいたしますが、今、議員が申された困難性でありますとか特殊性、

例えば経験年数、こういったことも一つの基準として今後考えていきたいというふうに考えており

ます。 

 ただ、今回、経験年数と申し上げましたのは、例えば５０人を超える大規模な部に初めて１年目

の部長が配属されたときに、１年目から８級制の部長になるのかといえば、やはりそれは経験も必

要ということで、経験年数の加算ということもやはり考えなければならないという、そういう観点

で経験年数のことも申し上げさせていただいたところでございまして、今、議員がおっしゃられた、

どれだけをもってということについては、最終は試験委員会の中で判断をさせていただくことにな

ると、そのように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 あのね、山本君、怒らんといてくれよ。今、企画総務部長をやってもろうておるけれども、あな

たは新部長になって、部長職になって、企画総務部長になったのさ。私は、君が正直、企画総務部

長になったときにびっくりした。新任部長が企画総務部長ですよ。これには私は驚いた。あなたは

経験年数と言ったけれども。こういうような人事をするんや、この人は。どんな試験か知らんけど

な。僕は、山本君は気の毒やなと思った。確かに、総務に長いこと見えたけれども、総務の内容も

わかっておるで、企画総務部長に新任部長で君はなったんや。そういうような中で、この経験年数

云々というのは、君からは聞きたくなかった。 

 もう一点聞きたい。 

 今度、子どもセンター長の職務がなくなると。これは平成２２年度より、いろいろな福祉制度を

十分に活用しながら、途切れのない支援ができるように、子ども総合センターを設置し、その成果

も出ている。また、その子どもセンターの名前を対外的にもかなり浸透して、視察もあったと思う

んですわ。それを何で分けたん。なくしたん。確かに課がある、グループある、だけど、やはり子

どもセンター長という一つの、今、伊藤君で３代目やと思うけれども、これはやっぱり亀山の子供

たちを持っておる父兄の人らは、非常に子どもセンターというのは重要視してみえる。それをなぜ

今回なくしたのか。 

 市長、なぜこれをなくしましたん。これで十分やということですかな。ここにある何とか課やな。

センター長の仕事を、別にセンター長をよいしょしておるわけやないけれども、市内の子供たちを

持っておる親御さんはみんな、子どもセンターへ相談しに行くんや。それは、やっぱりセンター長

という一つの職務があるから、そこへ行くんや。健康福祉部長は健康福祉部長で、今も数を言わせ

てもろうたように、多くの部下を持っておる中で、ほかの仕事をしてもろうておる、この２局体制。

福祉でも、高齢者から子供まで、乳飲み子まで分けて、２つの部局がやっておる中で、なぜセンタ

ー長をのかせて、まして健康福祉部には次長も置かんと。そんなことで、市長、私は政治を、人づ
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くりをって、何を考えてんのやな。一遍、なくした本当の理由を市長、聞かせて。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 午前中からもご答弁をさせていただいておりますが、今回の機構改革におきまして、これまでの

機能を維持しつつ、さらなる子供施策の一体化を図るために、例えば教育委員会所管の幼稚園を移

管して、新たに子ども未来課を設置することにしたものでございます。子ども総合センターは、平

成２２年に設置をいたしましたが、その前身となります子ども総合支援室、平成１７年からこれは

機能いたしてまいりました。そこに至る、この一元的に子供施策を考えていこうという取り組みは、

本市の場合、本当に創成期から始まり、さらにそれを成熟させ、今日に至っておるところでござい

ます。今後もこの考え方の延長線上に本市の子供にかかわります施策、機能の充実を図ってまいり

たいと思いますし、子ども総合センターの名称は変更となりますけれども、その機能につきまして

は継続・拡大をしていくものというふうに認識をいたしておりますし、そのように取り組んでまい

りたいと思います。 

 今、少し触れられました、これは午前中、森議員のご質問にもございましたけれども、局長級で

あります子ども総合センター長が統括をしてございますが、この分野の特殊性や専門性も十分理解

をしておるものでございます。 

 一方で、現時点で設定をしております次長の設置につきましては、部の業務範囲の拡大に伴う部

長の業務補佐と想定しておりますが、最終的なこの次長の設置につきまして、部の業務範囲やその

特殊性、専門性を考慮して、今後決定をいたしてまいりたいと現時点で考えておるところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 今後決定していくと言うたら、どこで決定していくんやな。この本会議で質疑しておるんやけれ

ども。この本会議で答弁をしてくれやな、そうすると市民の人もこのテレビを見ておると。本会議

の質問を聞いてみえる。ここでは確たる、明かすようにしてくれんと、今後検討しますって、この

議会は通ると思うておるんかな、あんた、市長。議会は多数決やで、ただ賛成、手を挙げて、それ

で通っていくかわからん。だけど、今後検討って、この１２月が、あなた方が長年積み重ねた中で

の検討結果を出しておる、提案しておるのでしょう。こうします、ああします、このようにします、

このようになりますというのが本会議での話や。質問ちゃう、答弁なんや。この質疑に対して、今

後検討するとか、まして来年の４月１日から動かすという組織改編を今から今後検討しますといっ

て答弁しておって、さいならではあきまへんで。 

 私の質問は荒くたいかわからんけれども、ほかの議員さんにもやっぱり誠意を持って答えていた

だきたい。もう時間がないもんで、総務委員会でもやりますけれども、私、総務委員会に入らせて

もろうていますけれども。せめて総務委員会では、今後検討して４月に向かいますというような答

弁はないようにしてくださいよ。そうしてもらわんことには、１２月２２日の最終日、私自身がど

ういうふうに判断していいか。職員給与の８級を見直しは、これは了として、組織改革の一部改正
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に反対ということはできひんでなあ。それで、誠意ある回答を総務委員会に出るように、まだきょ

う、１１日か、まだ１０日ばかりあるんで、一遍、みんな頭を寄せて議論してください。あとは総

務委員会でやります。あと３分３７秒ですもんで。 

 次に行きます。 

 議案第９４号平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について、第２１款市債、第１項

市債の第５目教育債、学校教育施設整備事業債（合併特例債）４,９９０万円についてでございま

す。 

 今回は、中学校の空調整備に合併特例債を活用するとあるが、なぜもっと早いところ取り組まん

かった、市長さん。あなたが平成２１年に市長に就任されておる。庁舎建設の２５億を凍結して、

あまたのお金は次世代にうんちくと言うて、もう残り何億やねん。あなたが就任して９年目かな。

そのときに、この庁舎建設を凍結した２５億を空調に使うておったら、もう既に小学校を卒業して

おるよ、子供が。今はもう中学校か高校へ行っておるかだ、子供たちが。何で今、これ合併特例債

や。 

 この間の９月議会でも、あなたは空調に２億ばかり要ると、余分に。亀山市１１９教室全部やっ

ても３億、国から３分の１来るんで２億や。勘違いしてもろうたら困る。今、何でこれ、合併特例

債をこの空調に使うの。何でもっと早い時期に、こんなの今使わんでも、あなたは９年の間に２回、

市長選挙をやって、今３期目らしいけれども、もっと早いところ、子供たちの学校環境の整備のた

めにするんやったら、合併特例債、ここで５,０００万の金を使うんやったら、もっと早いところ

決断できたはずや。やっとこれは決断がついたんかな。合併特例債があと残り少ないで、充てる事

業が少ないもんで、３１年までに使い切らなならんと思って、そういうふうに決断をしたんかな、

市長さん。教えて、何で今なんや、これは。なぜ５年前、４年前、せめて３年前にやっておれば、

もうみんなできておる、全てが。何で今なんや、教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 学校におけます、特に議員からご提言多かった普通教室への空調機の整備事業につきましては、

この本会議でもさまざまな議論を経て、そして政策決定をしてまいりました。本年度からの総合計

画の中に、いわゆる普通教室等のこの空調機整備事業を位置づけて、これを３カ年計画で今事業を

進めておるところでございます。当初の事業計画におきましては、中学校は平成２９年度に設計、

平成３０年度に設置工事を、小学校は平成３０年度に設計、平成３１年度に設置工事を実施するこ

とといたしております。 

（発言する者あり） 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それを今、説明させていただいておるところです。 

 そういう中で今回、本年度におきまして、文部科学省の学校施設環境改善交付金の交付決定を受

けることができましたので、来年度に予定しておりました工事を前倒しして、本年度に着手するた

め、工事費等の予算補正を提案させていただいておるところでございます。 

 いずれにいたしましても、議員にご提言いただいて、総合計画に位置づけて、また財源の手当て
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をして、今、前へ進めておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 議長に申し上げておく。市長が答弁を間違えておったら、訂正してもらわな。わしはこんなこと

を聞いていない。なぜ今やと聞いたんやでな。そこだけは注意してくださいよ。議長として。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ４時３０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ４時３９分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。 

 次に、１３番 前田耕一議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 会派はないですけれども、前田でございますが、議案質疑、最後の時間をいただきました。 

 私、久しぶりに議案質疑をさせていただくんですけれども、質疑内容は、きょう朝から、私以外

に５人の議員諸氏が質問をしております中身と全く同じ中身の議案質疑になってしまった関係で、

非常に戸惑った中で今から質疑に入らせてもらいたいと思っておるんですわ。一部、ほかの朝から

の５人の議員さんの質問内容とかぶるところがあろうかもしれませんけれども、その辺のところに

つきましてはご容赦いただきたいと。できるだけそういうことのないように、細かいところについ

て質疑、確認させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正についてと、それから関連もするかと思

いますので、議案第９０号亀山市職員給与条例の一部改正について、質疑をさせていただきたいと

思います。 

 本議会開会冒頭に提案理由の説明がございました。その中で、この条例改正についての理由につ

きまして、平成１８年度にフラットでスピーディーな意思決定を狙いとする部・室制を導入して以

来、教育委員会所管の文化・スポーツの事務分掌を市長部局へ移管するなど、改編を繰り返し現在

に至っておりますと。この部・室制は、市政において迅速な意思決定を行うという当初の狙いにつ

いて一定の成果がございましたとなっておりますけれども、この一定の成果について、抽象的な形

での報告・答弁をいただいておりますけれども、具体的にどの辺がどのように成果があったのかと

いうのをお示しいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １３番 前田耕一議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 
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 今回、平成１８年度に導入をいたしました部・室制の一定の成果ということでございますが、こ

れはここにも書かせていただいた、より迅速な意思決定を行うことができたということでございま

して、これにつきましては、部・室制の中で室長以下をフラットにしたことにより、特に室長に１

００万円以下の決裁権を与えたということがございまして、これまでより決裁等が迅速に早まった

ということは、大きな成果になっておろうというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 その内容につきましては、ほかの議員の質疑の中でも報告をいただいておりますけれども、今回、

機構改革によって組織が改編されるわけでございますけれども、そんな中で、生かされておる成果

というのは、有効に活用された組織再編になっているかどうか、その部分については、この辺が従

来と変わっていない、いい方向で活用を生かせているというようなところがございましたら、お示

しください。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 特にこの部・室制導入以来、１０年以上が経過をする中で、職員の間では、今、私、申し上げま

した事務決裁を含めた迅速な事務処理や迅速な意思決定という意識の醸成、風土、こういったもの

が確立されたということが大きな成果というふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 その内容はわかりましたけれども、従来の組織の中では、うまく生かされていっていたわけです

から、そのまま残してもいいわけですね。グループ制に変える必要はなかったんじゃないですか。

その辺のところにつきましては。組織だから全体を変えないかんというのはありますけれども、部

署によっては、そのままで生かしてもいいんじゃないかと思うんですけれども、そのお考えはない

んですか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、特に部・課・グループという形の中で、今、私、室長の決裁権限を１００万というふうな

ことを申し上げましたが、今回、迅速な意思決定ということの中で、室長にかわり、課長がその職

を担うこととなります。今回の案ではございますが、課長につきましても室長同様、１００万の決

裁権限を持たすことによりまして、今と変わらないような形での事務の迅速化ということについて

は図られるのではないかというふうに考えております。 

 あと、グループリーダーにつきましては、以前の係長と同様に、決裁権というものについては付

与しないと、そのような形で、そうすることによりまして、部・室制と課・グループ制につきまし

ては、事務処理のスピード化というものには遜色がないものと、そのような認識をしておるところ
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でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 わかりましたというよりも、まだ後にも関連するかわかりませんので、次の質問に入りたいと思

います。 

 次に、質問の要項の中で私のほうから確認させてもらいたいのは、現行の組織による課題とか問

題点ということについて、質問事項に上げさせてもらいましたけれども、提案理由説明書では、業

務を推進するためのリーダー的な職が明確でないことや、業務の中でマネジメント能力を養成する

機会が失われているというような課題も見受けられましたというような表現をしてもらってありま

すけれども、このデメリットについて、ちょっと確認したいんですけれども、この問題が起こって

いるという中身につきまして、市町村合併以降の組織・機構改革の経過と検証についてという文書

をいただいておりますけれども、３点ほど確認したいんですけれども、まず組織運営のシステムに

問題があったからうまくいかなかったのかどうかということを確認したいです。 

 それから、人事、職員配置に、あるいはその部署の構成に問題があったんではないかと。あるい

は、個々の職員の資質、あるいは能力、そこへ配置された職員の資質とか能力に問題があったんじ

ゃないかということも含めて検証する必要があるかと思うんですけれども、その辺についての問題

意識というのは、どのように検証されているか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今３点ご指摘をいただきまして、私どもいたしましては、まず１点目の組織のシステム、運営に

問題があったのではないかというご指摘でございますが、これにつきましては、まさに部・室制を

導入して、室長以下がフラットになってしまって、主幹、主任主査、主査、主事等が同列に室内で

なってしまったもので、その中で中間管理職が育成できないということがまずもって大きな問題で

あったというふうに、この１番が大きな問題であったというふうに認識をしております。 

 次に、２番で人事配置、３番で個々の能力ということをご指摘いただいておりますが、まず人事

配置につきましては、当然さまざまな聞き取りを行っていく中で人事配置を毎年４月に行わせてい

ただきまして、当然いろんな考え方はあるかと思いますが、この人事配置につきましては、特に問

題はなかったというふうに考えております。 

 あと、３番目の個々の能力ということでございますが、これにつきましては、先ほどもご答弁い

たしましたが、職場内研修、職場外研修、さまざまな研修を行う中で、マネジメント能力の育成に

努めてきたところでございまして、やはり大きな問題としては、一番最初の組織システムの運営の

ところに大きな原因があったのではないかと、そのように検証しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 今の答弁をいただいておりますと、やっぱり組織とか運営のシステムに問題があったというよう
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に分析しているというように判断させてもらうんですけれども、果たしてそうなんでしょうか。 

 やっぱり人間である以上、人事配置、適材適所で配置した場合、Ａの業務については得意分野と

して主張できる、あるいは自信を持っている職員もおれば、Ｂの職務についてはちょっと苦手なと

いう方も確かにいると思うんですよ。それについて、うまく本人とのヒアリングをして対応してい

るかどうかといったら、問題はあろうかと思うんですが、これは別にこの行政だけじゃなしに、民

間企業でもそうかと思うんですけれども、対人関係の接遇が得意な職員もおれば、あるいは現場主

義の職員もおると思うんです。そういうことをうまく配置が行われているかどうかといったら、や

っぱり問題があって、それによって、労働意欲という言葉が適正かどうかわかりませんけれども、

就労意欲が損なわれるということも中にはあろうかと思うんですけれども、そんなところについて

しっかり分析されているのかどうか、ちゃんとヒアリングをされているのかどうかということにつ

いては、やっぱり疑問を感じております。やっぱりその辺のところにつきまして、十分な対応とか

検証をしないといけないと思います。 

 現在、行政の場合、人事についてのヒアリングは、必ずしも各部のトップがやっているだけじゃ

ないかと思うんですけどね。広範囲なやり方をとっておると思うんですけれども、そこのところを

十分検証されたかどうか、またしているのかどうかということは、やっぱり大きな問題として持っ

ておくべきではないかと思うんですよ。 

 今の答弁を聞いていると、余りその辺は問題がないような答弁をいただきましたけれども、やっ

ぱりそれは大きな問題やろうと思います。性格というのは絶対にあるわけですから、適材適所とい

うのは絶対あると思うんですよ。誰もが一律に同じような性格で、同じような能力を持って人生を

歩んでおるわけじゃないと思います。ですから、働く以上は、給料をもらう以上はそんなことは言

っておられないといえばそれまでなんですけれども、やっぱりできるものであれば、うまくその辺

を見きわめて活用していく、あるいは配置していくというのは、行政の人事担当の大事な要素じゃ

ないかと思うんですけれども、その辺につきまして、何かお考えがあれば答弁願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今、議員おっしゃられましたように、どれだけすばらしい組織をつくったとしても、そこに入る

人の育成が伴わなければ、それは適材適所の人事配置も含めて、そういったものが伴わなければ、

組織として立ち行かなくなるというご指摘だというふうも思っております。 

 ただ今回、組織マネジメント力の低下を招いた大きな根本的な原因ということを勘案した上で、

私は一番最初の問題が一番大きいのであろうというふうに思っております。ただ、その中で、今ま

で毎年、自己申告書の受け付けを行いながら、また副市長の春・冬の面談を部局長が行いまして、

それぞれ人事評価制度の中の個人面談も行う中で、職員のニーズというものを具体的に把握して、

適材適所の人事配置に努めているというところでございまして、今回そのことが原因で大きく組織

マネジメントの低下を招いたという、確かに一因はあろうかとはわかりませんが、やはり組織体系

に課題があったということが大きな問題として上がっておるという認識をしておるところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 
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 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 私は、その辺のマネジメントの関係については、多少はやっぱり問題もあったんじゃないかとい

う感じもしないこともないんですけれども、基本的には、従来の組織で十分、市政についての業務

運営はできたんじゃないかと思うんです。やっぱり人の問題が非常に大事かなと。 

 それと、今、答弁がございました研修・講習についてお話がありましたけれども、これは過去も

ずうっとやってきているわけですね。いろんな講習・研修等も含めて対応してきていると思うんで

すけれども、具体的にどんな講習、どんな研修をして、職員の資質の強化、充実等の関係も含めて、

能力の育成とか強化について努めてきたのか、この研修とか講習の内容についてどういうことをや

ってきたか、ちょっとお示しいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 研修につきましては、大きく３つの視点で行っておるところでございます。まずＯＪＴ、職場内

研修でございますが、これにつきましては、例えば新規採用職員の指導担当者制度を設けましたり、

育児休業等で休業しておる者に対して、復帰に対する支援、こういったものを行っておるところで

ございます。 

 次に、職場外研修、ＯＦＦ―ＪＴでございますが、これにつきましては、主事とか主査とか主幹

とか、階層別の研修と、あと課題対応研修ということで、さまざまな行政課題に向けてどのような

対応ができるかということと、あと専門機関へ派遣をする研修ということを行っております。 

 最後に、３つ目に自己啓発の研修の推進ということで、これにつきましては、自主研修への支援

でありますとか、個人の資格取得を助成する制度、こういったことによりまして、自己のスキルア

ップを行っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 今、研修の内容を数多く説明いただきましたけれども、それでもだめだったわけですね。じゃあ、

研修の意味がないじゃないですか。やっぱり研修をせっかくした以上は、効果があらわれるような

研修内容をきっちりと検証して、あるいは研修を受けた個々の職員の皆さんが、いかに有効にその

経験とか研修内容を生かして対応しているかということをやっぱり見定めていく必要があるんじゃ

ないかと思うんですよ。研修を受けた、それで終わりというんでは、全く意味がないんじゃないか

と。多少なりとも、それによって行政運営に生かされたということがあれば、それはそれで非常に

結構なことなんですけれども、今回、皆さんからのいろんな質疑を聞いておりますと、余りその辺

のところは生かされていない、ただだめであった、だからこういうところを見直すというような形

で答弁をいただいているような感じがしないでもないんで、そこのところについては十分な対応を

お願いしたいなと。 

 これは、今後、グループ制を設けていっても、結局余り変わらないんじゃないかなという、悲観

的といったら非常に申しわけですけれども、期待感の薄い改正じゃないかなというふうな感じが私
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はしないでもないです。それであれば、従来の今の部・室制のほうをもっと深く検証して、対応し

ていくほうが、より有効じゃないかなと。同時に、このシステムの変更によって、私だけじゃなし

に、いろいろな職員間でも、あるいは市民の間でも戸惑うことが非常に多いかと思うんですよね。

今まで、昔は課があって、係があってというのが、部になって、室になって、今度はまた課が戻っ

て、グループというような新しい組織になると。これは戸惑う一方ですね。 

 実は、これは笑い話になってしまって、余談なんですけれども、昨日ちょっと家内と話していて、

私があした質疑に入るんやということで、どんなことなんと言ったら、いや、今度また新しい亀山

市は部・課・グループ制ができるんやと。どんな答えが返ってきたと思います。古いねと言って終

わりですわ。今どき何を考えておるんやという意味やと思うんですよ。古いな、ねってそんないい

言葉使いませんので、古いなという言葉で、そんで、あと一言もなかったです。どういう意味かと

いうのは私なりに判断したんですけれども、皆さんから見ても推して知るべしと思うんですけれど

も、やっぱり何か組織をころころかき回しておるだけで、いらっておるだけで、中身がどう伴うの

かということのほうがが大事だと思うんですけれども、それについては、実際にグループ制にした、

その理由、答弁は聞いておりますけれども、その答弁以外の、グループ制を設けた理由というのが

ないかどうか、再度確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、グループ制を設けさせていただいた大きな理由としては、中間管理職の育成ということで、

これは何度もご答弁をさせていただいたところでございますが、やはり今の室の中で、フラットな

組織であるがゆえに、やはりそれをその組織の中で長としてマネジメントする職員が配置していな

いということが、やはり室の中でのマネジメント能力の低下を招いておるということが私どもの分

析でございます。これを解消するために、今回グループという名称、あとリーダーとしてグループ

リーダーというものを配置させていただいたというところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 どうやって質問しても、返ってくる答弁は、皆さんに答弁したものと余り変わってないので、も

うこれ以上確認のしようがないんですけれども、いずれにしましても、決してこの新しいシステム

がベストなものかといったら、やっぱりまだまだ異論はあるのかと思うんですね。ですから、今回

のこの議会においても、本当にたくさんの議員の皆さんから質問とか確認があったと思うんですけ

れども、やっぱり時期的には、新年度からということには非常に遅いかわかりませんけれども、再

度見直しすべき中身が多いんじゃないかなという感じもしないんで、その辺のところを申し添えて、

とりあえずこの件については質問を終わらせていただいて、８等級の設置について確認したいと思

います。 

 これにつきましても、朝から何人かの議員から、そのような位置づけについて質疑がございまし

た。困難部長とはということで、５０人以上の部下があるとか、職務の困難性とか、職務範囲の拡

大とか、それから経験年数の問題とかいろいろ出ておりますけれども、実際に８等級を設けなけれ
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ばいけなかったのかどうか。何のために設けたのかというのは、私はいまだかつて十分理解できな

いです。もしするんであれば、７等級の号俸をふやして、８等級を当てはめる方法もあろうかと思

いますし、あるいは部長をどうしても８等級にしたいのであれば、全員８等級にしておけばいいん

ですね。号俸は１から３０か４０か５０かわかりませんけれども、たくさんあるわけですから、足

らなければふやせばいいだけのことですわ。そういう対応もできると思うんですけれども、ややこ

しい困難部長としての８等級の設置ということを言ってしまったがために、無理なそういう部分が

多々あろうかと思うんですけれども、そしてそれをつくって、８等級をつくった。 

 例えば、８等級の部長が、もし７等級の部へ異動とか降格があった場合の対応なんかは、どのよ

うに考えているかというのをまず確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、８級制を導入する考え方でございますが、これにつきましては、今回組織・機構の再編に

よりまして幾つかの部を統合することにより、管理職の職務の範囲が広がることから、それに見合

う給料体系とすることと、職員の意欲向上を図るために新たに設けたものでございます。 

 それと、現在の、仮にですが、これをお認めいただいて、仮に８級の部長が生じたときに、７級

の部長のところに異動になった場合というようなことでございますが、今回、私どもご答弁させて

いただいておりますのは、５０人以上を一つの目安というふうにご答弁はさせていただきましたが、

それ以外にも部長の経験年数でありますとか、その職務の困難性、特殊性というものを総合的に考

えて決定をしていくという考え方でございますので、８級の部、７級の部というような考え方では

なくて、それぞれ業務の特殊性、困難性、経験年数、そういったものを考えた上で配置をさせてい

ただく予定としておるところでございます。 

 なお、そのような中で、例えば８級の異動が生じたといたしましても、例えば降級するとか降格

するという考え方については、持っていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 何か最初のころは、困難性云々という言葉が非常に大きかったんですけれども、特殊性とか経験

年数とかということが重視されるようなご答弁をいただいておりますけれども、最初からそういう

形にしておけば、こんなややこしい５０人以上とか、職務の困難性とか、そんなことを言う必要も

なかったと思うんですよ。必ずしも５０人おったら業務が大変やとかということもわからないと思

います。１０人でも大変なところはあると思います。ある議員からもありましたけれども、議会事

務局は大変やよというようなこともありましたけど、確かに少ないところでも本当に大変な部署も

あろうかと思いますので、その辺のところを十分検証して、対応していただきたいなと、かように

思っておりますのでよろしくお願いします。 

 それともう一点、次長制の設置が設けられております。うたわれておりますけれども、この次長

の位置づけが、私十分理解できないんですけれども、その部の職務の中の業務とか担当、所管別の

事務の分掌とかいうのはあるのかどうか、そのところについて確認したいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、部長を補佐する次長の職務ということでございますが、これは現在の局長制とは違って、

まず部の全般を次長が見るということになりますので、現在でありましたら、例えば局長が担当し

ていない決裁については、局長を飛ばして部長に上がっておりましたが、それが今回、次長の配置

につきましては、部に属する分掌事務については、全て次長を経由して部長へ決裁を行っていくと、

そのように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 ということは、決裁に回る部署が１つふえるということですね。やっぱり迅速な対応ということ

は、やっぱりここで多少なりともおくれるんじゃないかなと。必ずしも次長が常時在席、職場にい

るかどうかどうかとは限らないと思うんですね。これによって、例えば決裁が１日おくれるとか、

判断が１日おくれるとか、あるいは２日おくれるということもありはしないかと、その辺を危惧す

るんですけれども、その辺については、やっぱり十分な検証はされているかどうか。あり得ると思

うんですよ。それで、同じことを仕事としてやっていくんであれば、別に部長の下へ次長を置く必

要もないですわな。何かその７級の人数を合わせるみたいな感じがしないかと、局長がなくなった

ので置くというような、人数合わせみたいな感じがしないこともないんですけれども、そんなとこ

ろがありはしないかと思いましたが、その辺はどうですか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、次長の配置につきましては、確かに部全体の決裁をということでございますので、次長に

回すということについては、一部そういった懸念もあろうかと思いますが、今回の次長配置につき

ましては、２つの考え方があると考えております。 

 まずは、部長の業務がふえたことによって、それを補佐する役割ということと、あと次長を拝命

することによって、部全体の業務を理解するということ。これはつまり、次長そのものが人材育成

をされて、次に部長になる際の一つの経験という２つの要素があるというふうに考えております。 

 それと、今回の次長職につきましては、部全体を見るということもしかりでございますが、あと

それと、部の中で次長が、特に専門的に見てもらう分野というのもあわせて考えていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 次長制についても答弁をいただきましたけれども、それであれば、今の新しくできた課長がして

いる業務についても同じことやと思うんですね。それこそ１つ手間がふえたというような感じがし

ないこともないんですけれども、時間がちょっと、５時を過ぎてきましたので、これで質疑を終わ
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らせてもらいますけれども、総務委員会でも、多分この件についてはいろいろと議論をされると思

いますので、私も総務委員会のメンバーですので、その場でもうちょっと細かいところについては

確認したいと思いますので、これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １３番 前田耕一議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第８７号から議案第１０８号までの２２件につい

ては、お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその

審査を付託します。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   総務委員会 

 

議案第 ８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

議案第 ８８号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

議案第 ８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

議案第 ９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

 

   教育民生委員会 

 

議案第 ９１号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

議案第 ９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

議案第１０１号 指定管理者の指定について 

 

   産業建設委員会 

 

議案第 ９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

議案第１０２号 市道路線の認定について 

議案第１０３号 市道路線の認定について 

議案第１０４号 市道路線の認定について 

議案第１０５号 市道路線の変更について 

議案第１０６号 市道路線の廃止について 

議案第１０７号 市道路線の廃止について 

議案第１０８号 市道路線の廃止について 

 

   予算決算委員会 
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議案第 ９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について 

議案第 ９５号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

議案第 ９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について 

議案第 ９７号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

議案第 ９８号 平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について 

議案第 ９９号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１００号 平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）について 

 

○議長（西川憲行君） 

 次にお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 あす１２日は午前１０時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ５時１０分 散会） 



 

 

 

 

平成２９年１２月１２日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第３ 号 ） 
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●議事日程（第３号） 

 平成２９年１２月１２日（火）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  宮 﨑 哲 二 君    財 務 部 参 事  落 合   浩 君 

市民文化部参事  深 水 隆 司 君    建 設 部 参 事  亀 渕 輝 男 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

                       消 防 次 長 兼 
消 防 長  中 根 英 二 君              平 松 敏 幸 君 
                       消 防 署 参 事 

                       医 療 セ ン タ ー 
地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    事 務 局 長 兼  古 田 秀 樹 君 
                       地 域 医 療 部 長 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 
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選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  大 田 より子      書 記  髙 野 利 人 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ３番 髙島 真議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 おはようございます。 

 一般質問をさせていただきます緑風会の髙島といいます。 

 本日は、獣害対策についてと、それと農業振興について、通学路についての３点をお伺いさせて

いただきたいと思います。 

 まず１点目、獣害被害について、被害状況についてというのをお伺いさせていただきます。 

 私はこの獣害被害について何回でもこの場で質問をさせていただいておりますが、最近では農作

物の被害ではなく、以前の報道ではイノシシが学校に侵入したり、小学生がかまれたり、鹿が電車

や車に飛び込んだりとか、いろいろな事案が発生しております。まして今、この間もニュースで言

うておったんですけれども、東京ではまちの中を猿がずうっと北上してぱらぱらとおるということ

があります。 

 対策としては、この亀山市にあっては、電気柵の購入補助や追い払い用のロケットの花火を配付

したりしてもらっております。そして、猟友会に駆除をしてもらっていたり対策してもらっており

ますが、私は抜本的な解決にはなってはいないと、農業被害に関しては抜本的な解決にはなってい

ないんじゃないかなあと思っております。 

 実際、今この亀山市において、獣害被害の農業被害の現状はどうなっているのか、お聞かせをく

ださい。 

○議長（西川憲行君） 

 ３番 髙島 真議員の質問に対する答弁を求めます。 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 おはようございます。 

 獣害の被害、まず農業関係から申し上げますと、農業共済等の統計によりますと、平成２８年度



－１１１－ 

の被害額が３３６万円、過去３年と比べますと、２５年度が５８０万円、２６年度が５４５万円、

２７年度が３４３万円と被害額自体は減少傾向でございますが、農業共済の統計が全ての農作物被

害をあらわしていないということや、地域や農業者等の声をお聞きすると、被害は横ばいまたは増

加傾向にあるのではないかというふうに考えております。 

 獣害の種別ごとにその傾向を若干申し上げますと、イノシシの被害は減少傾向でございますが、

昼生地区などの河川付近での被害がふえてきております。ニホンジカの被害は横ばいというふうに

考えております。ニホンザルにつきましては、山間地では被害は減っておりますが、市街地での被

害がふえてきております。 

 一方、森林被害でございますが、鈴鹿森林組合の調査によりますと、主にニホンジカによる樹木

の皮剥ぎ被害でございますが、平成２８年度の被害額が６５０万円、２７年度が６８０万円という

ことでございますので、余り減っていないのが現状でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 現状をお聞かせいただきました。 

 現状としては、今まで山間部にあったものがだんだんと下庄やその辺におりてきたのかなあとい

う気もいたしますが、これって早い話、絶対数は減っていないんだろうなあと、イノシシや鹿の数、

それと今、アライグマとかいろんな種別の被害は減っていないのかなあという気はいたします。 

 具体的に市としては、これらについてどのような取り組みをしているのかお聞かせをください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 被害対策といたしましては、先ほど議員もおっしゃいました獣害防護柵の補助、それから追い払

い花火の配付、猿位置情報の発信をしております。 

 また、出前講座を県と一緒に行いまして、集落ごとにできる獣害対策のお話をさせていただいて

おります。 

 有害鳥獣捕獲につきましては、三重県猟友会亀山支部へ委託しておりまして、捕獲おりの貸し出

しも行っておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 先ほど言われました猿の情報発信とかいろいろ、捕獲は猟友会にお願いをしておるということな

んですけれども、先ほどの答弁の中に、猟友会に捕獲おりを貸し出しているとのことなんですけれ

ども、一体この亀山市に何基保有しているのか、おりがあるのかというのを教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 有害鳥獣の捕獲用のおりのことでございますが、農業委員会とかＪＡ、それから森林組合、猟友
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会等の代表者で組織いたします市鳥獣被害防止対策推進協議会で購入しておりまして、その事務局

である農政室において管理をさせていただいております。 

 現在、鹿・イノシシ用を１５基、猿用を３１基保有しておりまして、猟友会のほうへ鹿・イノシ

シ用を全１５基、猿用を２７基貸し出しております。したがって、現在、事務局の手持ちのおりは

猿用の４基のみでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 イノシシ・鹿用のおりが１５基ということでございますが、有害駆除じゃなくて狩猟に関して言

えば、何て言うたらいいのかな、一人が一個わなをかけるんじゃないんです。法令的に言えば、一

人が３０個ぐらいまでわなはかけられるということになっておるんですけれども、そんな１５基ぐ

らいでは足りやんのちゃうのかなあと、もっとお願いをするべきところではお願いをして、どんど

んおりを置いてもらわないと被害などは減っていかないのかなあと思います。 

 市は猟友会に駆除要請をしておって、猟友会は市からあったら鉄砲とかの銃器、わなで駆除して

いただいております。弾を買ったり、特にわなの場合は捕獲おりを個人で購入しておるという人も

おるわけですので、見回りとか負担も大きくなっております。電気柵の購入補助が亀山市にはある

わけでございます。そうしたら、猟友会の人、免許保持者というのは基本的には猟友会のほうにご

入会をされておるということですので、猟友会を通じておりを買うのでしたら、購入補助とかそう

いうのがあるのかという考えを、まず聞かせていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 答弁の前に、今、議員は狩猟のことをおっしゃいましたが、市が猟友会へ委託しております有害

鳥獣捕獲と狩猟は明確に少し区別していただきたいというふうに思っておりますし、法の趣旨、あ

るいは県のほうからの指導もそのようになっております。それをちょっと前提に答弁をさせていた

だきます。 

 おりの補助につきましては、今申し上げましたように、貸し出したおりが狩猟で使うことは禁じ

られておりますので、それを前提といたしますと、他の猟具との関係もございまして、直ちに補助

するというのはちょっと難しいものかなというふうに考えております。 

 今後は、鹿・イノシシ用のおりについては先ほども答弁で申し上げましたように、全て貸し出し

ている状態でございますので、先ほど申し上げた協議会が保有するおりをふやす方向で考えてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 先ほど、猟と有害駆除を分けよとは言われました。それはわかっておるんですけれども、結局は

猟、一緒で違うものをとるわけじゃない、一緒のもの、イノシシやったら一緒で、イノシシの田中

さんやイノシシの伊藤さんやて分けてとっていないわけなんですよ、基本的には。僕がお伺いした
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のは、そしたらそんなこと言われるんやったら聞きたいんですけれども、有害駆除に対する考え方

として、おりは１人幾つまで許可をされているのか教えていただきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 １人何基ということではなしに、有害鳥獣捕獲許可につきましては、当然市の業務となっており

ますが、ある一定の範囲で一人一人ということではなくて、複数人に対して許可を出しております

ので、１人何基という考え方は今は持ち合わせていないという状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 １人そうしたら何基、まあそういう区別はしていないということなんですけれども、そうしたら

ざっくり先ほどの質問にまた戻るんですけれども、有害駆除としてのおりが１５基、それでこの亀

山市は足りるのか足りやんのかをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 先ほども答弁申し上げましたように、保有する、特に鹿・イノシシ用については全１５基、もう

既に猟友会のメンバーの方に貸し出しをさせていただいておりますので、手持ちがない状態でござ

いますので、先ほども答弁いたしましたように、協議会がその保有するおりをふやして猟友会へ貸

し出す方向で検討いたしたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 基本的に１５基では足りやんということは、もうここで明確になってきておるのかなあとは自分

なりには思いますけれども、少しでも、今そうしたらもう一度聞きたいんですけれども、今猟期に

入っておるわけですよね、猟期の間にとるのは狩猟で区別をしていけばいいとは思うんですけれど

も、だけど基本的に部長にお伺いしたいんですけれども、それって狩猟で皆さんとったということ

は、結果的にそれは有害を市としては駆除してもろうたという考えは一切持ち合わせていないとい

うことなんですかね。猟友会が猟の自分の趣味のためにとったという考えであって、市としてはそ

れが有害駆除として、心の中ではああ減ったでよかったなあとは思わんということでしょうかね。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 現在、議員がおっしゃるように狩猟期間中でございます。 

 狩猟を行った結果、猿は狩猟鳥獣ではございませんので、鹿・イノシシについてはその個体数が

減るという、結果としてはそういうことになると思います。 

 ただ、何度も申し上げますが、狩猟行為と有害鳥獣捕獲行為は、外見上ほぼ同じでございますが、
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法律上明確に区別されておりますので、その辺何と言いますか、市民の方から誤解のないように、

今現在もそういうふうに猟友会に行っていただいておりますが、今後もそのような取り扱いをお願

いしたいというふうに思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 ようわかるんですよ、その狩猟と有害鳥獣は違うというような非常に理解をして言うておるんで

すけれども、僕らから、被害を受けておるほうからすれば、どんどんとってもらうのはありがたい

ことやなあとは思っております。すぐにそうやって言うと、ただね、ただねって法律がとかと言う

んですけれども、それもちょっと寂しい話やなあと、減っていけば何でも、狩猟やろうが有害やろ

うが、僕らにとってはうれしいということです。 

 そして、狩猟じゃなくて有害駆除の捕獲が進むよう猟友会のほうにお願いをしていっていただき

たいと思います。また、負担にならないように考えたいと思います。 

 次に、各種団体との連携についてですが、獣害対策は電気柵による防御と猟友会による捕獲しか

ないと私は思っております。 

 私も、自分の田んぼの電柵を張ったり、住民の人と追い払い用の花火をやったりとかやっている

んですけれども、追い払うだけでは全然絶対数が減らないんですよね。きょう、猿でも何でも５匹

来たと、追い払ってやった、やったぜと思ったら、次の日には１０頭で仕返しに来るわけなんです、

猿なんて。そういう何て言うのかな、イタチごっこみたいなことをずうっとやっておるんですけれ

ども、ここからは質問に入るんですけれども、個々の農家がやっていたのでは効果がないので、地

域でまとまって追い払いするしかないと思うんです。捕獲は猟友会に頼むしかないというのはもう

わかっておるんですけれども、このときに市はどのように考えているか、市としての方針を一度聞

かせていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 全体的な方針をお尋ねですので、ちょっと繰り返しになるところがあるかもわかりませんがお許

しをいただきたいと思います。 

 まず捕獲の関係では、先ほど来申し上げておりますように、銃器やわなの狩猟免許を所持する市

内唯一の団体である猟友会亀山支部へ、有害鳥獣捕獲業務を委託しておるのはご承知のとおりでご

ざいます。 

 また、最近では、集落ぐるみによる獣害対策を推進するために、猟友会とか県とかが協力いたし

まして出前講座の開催や獣害対策の勉強会、あるいは動物用駆逐用煙火の少し強力なＴ－３の使用

講習を行っておるところでございます。 

 市といたしましても、獣害対策は地域が一体となりまして、集落内の収穫残りや放任果実をなく

すこと、それから耕作放棄地ややぶなど獣の隠れ家をなくすこと、それから囲える田・畑をネット

や柵で囲うこと。人里は怖いと覚えさせるため、追い払うこと等で集落への侵入を防ぐ防御とあわ

せて、先ほど申し上げた猟友会による有害鳥獣捕獲という攻めの手段が有効であるというふうに考
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えておるところでございます。 

 議員おっしゃいますように、猟友会がさらに地域と連携した取り組みが効果的というふうに考え

ておりますので、獣害に取り組む集落づくり、集落単位での獣害対策をより一層進めていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 そうですね、私、辺法寺なんですけど、辺法寺というのはずうっと今柵で囲って、人が通ると人

感センサーみたいなのをつけておいて、人感じゃなくてイノシシセンサーや鹿センサーみたいなの

をつけておいて、犬の鳴き声とかワンワンとか、いろいろな機械をつけて、それでも鹿が入ったと

いうことを聞きますので、これは何か本当に絶対数を減らすということが基本で、守りじゃなくて

攻めでいきたいと思います。 

 地域と猟友会が連携するということはもう当たり前のことで、やっていきたいと思いますけれど

も、市も連携するような、何か三位一体となってやっていくようなことを考えていかなければなら

ないと思うんですけれども、最後に、市はこうやって指導してやっていくんだという考えがあれば

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今後の考え方ということでちょっとご答弁を申し上げたいというふうに思います。 

 今後も、今申し上げた猟友会に委託しておる捕獲という攻めの方法と、あるいは電気柵で田畑を

守るとか、あるいは花火で追い払うというような攻めと防御を組み合わせてやっていくという、そ

れも地道にやっていくという方法しかないのかなというふうに思っております。 

 ただ、そんな中で先ほども申し上げましたけれども、地域と一体になって、行政と地域と猟友会

等が一体となって取り組むということが大事ではないかというふうに思っております。 

 具体的な例をちょっと紹介申し上げますと、例えば城北地区では城北サルの会を設立されて、市

民・猟友会・市・県が連携して獣害対策の勉強会とか、追い払いの講習、猟友会による捕獲を行っ

ております。また、関南部地区まちづくり協議会では、協議会内でモデル集落を選定いたしまして、

侵入防止柵の設置や追い払い、さらに新たに市民が狩猟免許を取得して猟友会に加入して捕獲活動

に取り組むなど、獣害対策に取り組んでおられるところでございます。 

 このような取り組みをモデルといたしまして、引き続き猟友会、県、あるいはその地域の集落ぐ

るみの取り組みを行って、被害の軽減に努めてまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 そういう取り組みが実を結んだらいいなあと思っていますけれども、まず市としては、その箱わ

ななり何なりを協議会ですか、ふやしてもらってどんどんとっていってもらうと。鹿なんて２年で
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また子供が生まれるような成長するような仕組みと聞きますので、よろしくお願いします。 

 それでは２番目に移りたいと思います。 

 農業振興について聞きたいと思います。 

 まず１点目ですが、近年、市内においても農業従事者の高齢化が進んでおります。特に、自営で

農業従事日数が１５０日以上の農業者、いわゆる専業農業の人の平均年齢は２０１５年農林業セン

サスによると６８.２歳となっており、稲作などの生産を行う農家が減少していきます。もう嫌に

なってくるわけなんですよね。それで、農業を続ける意思があっても、コンバインやトラクターが

高価であるため、農業用機械の更新を機に耕作を放棄する農家の方も多々お見えになると思います。 

 今後、このような農家の方たちはますますふえていくものと思われますが、農家の皆さんがもう

これでやめようと、もうこれであかんやろうと、もうこれでどうしたらええんやろうとかというこ

とをお願いしたときに、どこにお願いに行くのがええのか、今明確にここは農業相談、農政室とい

うのはあるんですけれども、普通の市民が来て、農業の相談に来たんやわという場合に行くのは、

どこに行けばいいのか、農政室と言えば僕らすぐにああ農政室ってすぐわかるんですけれども、市

はそうしたら今後どのような対応をしてくれるのかお聞かせください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農地の借り手を探す場合のお話だと思いますが、農業者に最も近い行政機関といたしましては、

当然市でございますので、市にご連絡をいただければ、その農地の立地条件や地域の担い手の状況

等も考慮いたしまして、ご相談に応じさせていただいておるところでございます。 

 主な対応といたしましては、今議員みずからおっしゃいましたように、農政室におきまして農地

の立地条件や貸し出し条件等をお聞きした上で、農業委員会において、今般の法改正において新た

に各地区に設置されました農地利用最適化推進委員と連携し、当該農地の借り手に関する情報収集

等を行わせていただくとともに、借り受け希望がある場合は貸し手との連絡調整を行い、農地の利

用につなげてまいりたいというふうに考えております。 

 一方、農地の立地条件等によっては、直ちに新たな借り手を探すのが難しい場合もございますが、

今後はより一層、農地利用最適化推進委員との連携・協力体制を密にするとともに、県の指定を受

けた農地中間管理機構等も利用いたしまして、継続的な農地の利用調整を進めてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 農政室が窓口となり、各地域の人とマッチングをしたりするのはわかっておるんですけれども、

今の話でわかりました。だけど、借り手としては少しでも農作条件のいい、ぷっと道路からトラク

ターやコンバインが入れるところなどが貸してほしいわけであって、条件の悪いところは結局は放

棄地となって、先ほどの話じゃないですけれども、獣害の住み地になっていくということなんです

けれども、結局はもうそれの悪循環で回っていくのかなあとは思います。 

 そしたら、今後このような点をいろいろ考えていただき、対策を検討していただきたいと思いま
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すけれども、何かそういうので考えというのは今のところございますでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まずは今申し上げたように、貸し手と借り手をつなぐ活動をより一層広げていきたいというふう

に考えております。ただ、そういう場合でも、なかなか借り手が見つからないという場合が多うご

ざいますので、まさに特に中山間地の谷地田なんかにあっては、借り手が多分見つからないという

ようなことも出てまいりますので、そのような場合は、いろんな耕作放棄地対策、いろんな事業ご

ざいますので、その辺で取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 耕作放棄地対策のいろんな施策、存じ上げております。それを活用して人から借りてやってみえ

る方もおりますので、もっと使い勝手のええようにとか、金額の面でも少しでも上げてもらえるよ

うにお願いをいたします。 

 次に、農業用施設の維持管理についてですが、亀山市において水田は年々担い手や営農組織の集

約化が進み、米、麦及び大豆などの生産が行われております。しかし、その一方では、耕作を放棄

する農家がふえて、その基盤となる農道や水路などの受益者が減少することで、農業用施設の維持

管理に苦慮している地域もあると伺っております。今後も効率的に耕作を行っていくために、これ

らの施設の日常的な維持管理が必要になってきますが、除草作業や水路掃除、機動力を必要とする

作業は、一部の耕作者では負担が解決できないところでもあります。 

 市では、農業用施設の維持管理に当たり、現在どのような施策を行っていくのか、また受益者の

負担についてどのように考えているのか聞かせてくださいということなんですけれども、早い話、

受益者負担で２割出せとか、そういうのを言われるともうわしはやめやとなっていくんですけれど

も、その辺のことを考慮してお答えをください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業用施設を維持していく上での整備という観点になりますと、今議員おっしゃったように、例

えば市単独事業であれば事業費の２割、国の採択基準に乗れば補助残の２割というようなことでご

ざいますが、小規模な農道や用排水路の修繕等につきましては、農業関係団体からの申請によりま

して、材料支給とか重機等の借り上げの補助金も活用していただいて、地元施工により整備や修繕

を行っていただくことで負担の軽減に努めておりますし、さらに国の多面的機能支払い事業とか中

山間地域等の直接支払い事業に取り組んでおられる場合にあっては、これらの交付金を活用して必

要な材料購入や施設の整備・修繕等を行っていただいておって、受益者の負担の軽減というところ

につながっておるものというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 
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○３番（髙島 真君登壇） 

 その少しでも負担が軽減されておるというんですけれども、結局は僕ら農業をしておると全然、

僕らはまだ若いのでいいんですけれども、高齢の人たちはもうあれなんかなあと思って、負担が負

担がと負担するぐらいならもうやめるわというのが、もうこのごろ口癖のように聞かれますので、

その辺のところをぜひとも、今後ともこの亀山市の農業の発展のために一つでも考えていっていた

だきたいと思います。 

 将来の農業についてを聞きたいと思います。 

 開会日の日、市長の現況報告において、国は３０年度から生産量の配分を行わないとしており、

今後は地域農業の振興を目的に亀山市農業再生協議会により、生産量の目安を情報提供し、需要に

応じた生産に取り組むよう進めると市長が現況報告されましたが、まず亀山市農業再生協議会がど

のような組織で、どのような役割を担っているのかお聞かせください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 亀山市農業再生協議会でございますが、市のほかにＪＡ農業共済、それから農業委員、自治会連

合会、集落営農の代表者などで構成されております。当協議会は、経営所得安定対策の推進及びこ

れを円滑に実施するための行政と農業者団体等の連絡体制の構築、戦略作物の生産振興や米の需給

調整の推進など、地域農業の振興を図ることを目的に設立されておるものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 それでは、平成３０年度米から国が生産数量の配分を行わないとした一方で、需要に応じた生産

に取り組むよう米の生産数量の目安を情報提供していくとのことでしたよね。それが具体的に需要

をどのように掌握されようとしているのか、また生産数量の目安をどのように地域に情報提供して

いるのか、従来と異なる点があればあわせてお聞かせをください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 これまでの国・県等の行政によります生産数量目標の配分にかわるものといたしまして、主食用

米の生産量の目安を算定したものが、今月下旬ごろに県農業再生協議会から本市の農業再生協議会

に示される予定となっております。 

 この主食用米の生産量の目安は、国が毎年１１月末に米穀の需給及び価格の安定に関する基本方

針、これに基づきまして、人口減少等を踏まえた翌年産の全国の需要量を公表することから、その

数量を基礎に、県農業再生協議会において各地域農業再生協議会ごとの数量が算定されるものでご

ざいます。 

 市農業再生協議会でのこの生産量の目安をもとに、従来どおり水田台帳面積等に応じた配分率を

決定し、各集落ごとの目安を協議会総会において決定する予定でございます。この集落別配分案に

ついては、これまでと同様に各地域の農政推進委員を対象として開催を予定しております経営所得
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安定対策の説明会を通して、各地域に周知を図り、各戸へは水稲生産実施計画書の記載をもってお

知らせする予定でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 簡潔に。 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 通学路のことができませんでしたので、次回させていただきます。 

 市長にあっては、亀山の農業を守るという意気込みでひとつよろしくお願いいたします。以上で

終わります。 

○議長（西川憲行君） 

 ３番 髙島 真議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１０時４３分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に１４番 中村嘉孝議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 おはようございます。 

 本日は、３点ほど質問したいと思います。 

 平成３０年度の予算編成方針と、あと風力発電と複式学級について、その３点についてお尋ねし

たいと思います。 

 まず１点目の平成３０年度の予算編成方針でございます。 

 現在の日本経済の状況というのは、緩やかに回復しているそうでございまして、輸出が持ち直す

中、生産活動が緩やかに回復していると。７月－９月期の実質ＧＤＰは前期比年率プラス１.４％

と、７四半期連続のプラス成長になったと、そのように新聞等に載っておりました。先般のニュー

スでも、シャープ株式会社が一部上場に返り咲いたということで、少し明るいニュースもあったと

ころでもございます。 

 なかなか四半期連続プラス成長になったとはいうものの、実感としては景気がいいような感じは

ないわけでございますけど、そういった中、当亀山市におきましても、１２月に入りましてほぼ新

年度予算も大枠がある程度できているんじゃなかろうかと、そのように考えまして、３０年度予算

の編成方針の考え方と目指す方向性につきまして、まず市長にお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １４番 中村嘉孝議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 
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 中村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 平成３０年度予算編成の考え方を問うということでございます。 

 その考え方でございますが、本年度スタートいたしました第２次総合計画におけます将来都市像

「緑の健都かめやま」、これの具現化のため、本市の特性を生かしたまちづくりを進めていこうと

するものでございます。とりわけ、特に中心市街地の再生、若者の定住促進、それから産業立地の

強化策等、これらの政策の推進が重要であるというふうに考えておるところであります。そのため

には、平成３０年度を展開の年と位置づけまして、行政経営方針に基づいて予算編成方針を策定い

たしたところでございます。 

 その重点事項といたしましては、第２次総合計画の着実な推進と、第２次行財政改革大綱の強力

かつ着実な実践を掲げまして、一層厳しさが増します社会経済状況下で多様化する行政課題へ的確

に対応するため、必要な施策・事業の着実な推進と、財政の健全化によります持続的な行財政基盤

の確立の両立を目指して、再編成を進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次に、中期財政見通し、これでございますね、２９年２月に作成された。これがあるわけでござ

いますけど、これによりますと財調が５年間で１９億円減少していくと、そのように想定されるよ

うなことが書いてあります。 

 新年度予算とこの中期財政見通しの整合性につきまして、どういったお考えを持っているかお尋

ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 中期財政見通しとの整合性はどのように考えておるのかということでございますけれども、議員

おっしゃられたように、平成２９年２月に策定いたしました中期財政見通しにおきましては、平成

３０年度の一般会計予算規模は２１５億２,０００万円を見込んでいるところでございます。 

 現在、経常経費を主として形成します標準予算について、平成３０年度当初予算要求を受けたと

ころでございまして、現在、財務部で予算調製を行っているところでございます。 

 また、第２次総合計画が大きく反映されます主要事業を主として形成します政策予算につきまし

ても、こちらも現在、企画総務部において事業採択の有無について調整を行っているところでござ

いまして、一般会計の予算総額は現時点では把握をし切れていない状況ではございますが、中期財

政見通しの２１５億２,０００万円を基本として、予算調製を進めていきたいと考えておるところ

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 平成３０年度の予算規模についてお尋ねしようかと思ったんですけど、先ほど２１５億と言われ
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ましたんで、そのように理解しておきます。 

 次に、平成３０年の税収見込みということでございます。 

 年々、自主財源が減少しているのはご承知のとおりでございまして、なかなか税収を上げるのは

大変なことだと、そのように思います。そういった中で、本年もいろいろ事業所等々調査をされた

と思うんですが、法人市民税や固定資産税の償却資産、また個人住民税につきまして、その動向に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 平成３０年度の税収見込みにつきましては、現在、法人市民税につきましては、主要事業所１２

０社に対し来年度の業績予測を、また固定資産税の償却資産につきましても同様に、主要事業所７

２社に対し平成２９年度中の設備投資の状況調査を行っているところでございます。 

 現在、法人市民税、償却資産とも調査回収率は５割程度でございますので、現段階での税収見込

みは予測ができていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。もう本年度もあと３カ月ということで、できるだけ早くよろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、予算編成のプロセスの見直しということでございます。 

 この予算編成について、亀山市は以前からその一件一件の積み上げ方式をされてきたと思います。

また予算調製を行ってみえたと、そういった状況でございましたが、本年も従来どおりのやり方を

されると思うんですけど、いろいろやり方もありまして、一律カット方式や三重県が前やっていた

ような枠配分方式等々がございますんですが、本年度もやはり亀山市は一件一件積み上げ方式を採

用されるのか、これが一番効率的なやり方なのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 現在、当市で行っております予算編成につきましては、一件一件必要であると判断した事業を積

み上げる積み上げ方式で行い、予算の一元管理を行っているところでございます。 

 今回、予算編成の見直しをする中で、議員ご指摘をいただいたような枠配分方式、これは三重県

のほうがやっておりますけれども、それについても検討をさせていただきました。予算の枠配分方

式は、各部署が配分された予算の範囲内で、その使途を決定し執行するというものでございまして、

当市規模の自治体での適正な予算執行は、現在のところなかなか事務手間もかかるし大変であると

いうことの判断から、平成３０年度も従来どおり積み上げ方式による予算編成で臨んでいきたいと

決めた中で進んでおるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 
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○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 次に、２７年１２月議会の上田部長の答弁の中で、財政マネジメントを強化するために予算編成

の見直しをするということを言われていました。つまり、その行財政改革で位置づけられる統一的

基準による財務書類の予算編成の活用についてということで、平成２９年度中にこれを検討すると

いうことでございました。 

 また、予算編成プロセスの見直しについては、行政評価システムとの連動やら地方公会計の活用

など、新たな手法を検討して、平成３０年度予算からこういったことを反映していくと、そういっ

たことでございましたが、３０年度予算にどのように反映されるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず行政評価システムとの連動につきましては、標準予算事業について担当室から要求がある段

階で、予算要求書に平成２８年度の事務事業評価総合判定結果や、平成３０年度における事業の重

要度を記載するなど、予算要求や予算査定の判断材料の一つとして、そのような書き込みをしてい

ただいて要求をいただくようにしているところでございます。 

 また、地方公会計につきましては、新たな基準での財務書類４表について、現在、作成するため

の基準づくりを行っておりますので、今回の予算編成には間に合わない状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 今回には間に合わないというご答弁でしたんですけど、先般の部長のご答弁では、３０年度には

反映すると、そのように言うてみえましたんで、できるだけなら早くそういうことを反映していた

だきたいと、そのように思います。 

 次に、固定資産台帳の整備ということでございますが、本年度末までに総務省の基準による財務

書類の作成に当たって、固定資産台帳の整備をきちっとしなさいと、そういうことでございました。 

 台帳整備においては、会計的に専門的な知識を必要とするということで、ぎょうせい株式会社東

海支社に固定資産課税台帳の整備の業務委託をされたと思います。そういった中、担当課で電子デ

ータ化をすると、そういうことも申されていました。公認会計士や税理士等の支援によってデータ

を精査して固定資産台帳を完成したと。 

 せんだってお聞きしたときには、もうほとんどできているというようなことでしたんですけど、

平成２９年度ももう終わるわけでございますけど、完全にこの固定資産台帳の整備はされたのか、

それについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 固定資産台帳につきましては、平成２７年１月に、議員おっしゃられたように総務省から統一的

な基準による地方公会計マニュアルが公表されまして、全ての地方公共団体に対して平成３０年３



－１２３－ 

月までに統一的な基準に基づいた財務書類を作成することが要請されているところでございます。 

 現在の進捗状況といたしましては、平成２６年度末の簿価及び平成２７年、２８年度の異動分に

ついて、エクセルデータ、紙ベースでの整理を終えているところでございます。本年度におきまし

ては、新公会計に対応した新財務会計システムを導入し、現在、これらのエクセルデータ、紙ベー

スで持っていたものをシステムへ移行する作業を行っているところでございます。 

 今後、この移行作業を経て、２８年度末の簿価を算定し、本年度中に固定資産台帳を策定し公表

してまいりたいと。この公表できるのは２８年度の決算状況を反映した固定資産台帳になるという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 公表されるのはちょっと日にちをはっきりされなかったんですが、来年の３月ごろには公表され

るんですか、それだけ。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 現在、紙ベースのデータを全量システム化を行うように入力作業を行っております。 

 今のところ、いつとは申し上げられませんけれども、来年の３月には公表できるように鋭意努力

を行っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 予算編成におきましても、こういった台帳の整備というのは大変必要なことだと思いますし、減

価償却の計算も今後は重要性を増してくるんだと、そのように考えます。まだちょっと予算編成も

初期やということで、この辺で終わらせていただきます。 

 次に行きます。 

 ２番目の、仮称でございますけどウインドパーク布引北風力発電事業についてお尋ねしたいと思

います。 

 この本事業に対する市の考え方でございますが、この事業は津市と亀山市と伊賀市の、この３つ

にまたがる布引山地の尾根に直径約１００メートルほどの巨大な風車、それが４０基建設されると、

そのように聞いております。２社がかかわっておりまして、最大の出力が１２万キロワット、面積

が約１,３７０ヘクタール、完成までには８年ないし９年がかかるよと、そのように聞いておりま

す。 

 この事業の実施までには環境影響評価の手続というのがありまして、いろいろ手続を踏んで事業

が始まるまでに２年から３年ほどかかるらしいです。完成するまでに８年、その事業開始までにも

２年から３年ぐらいかかると、そのように聞いております。 

 先般、この事業の計画段階環境配慮書に対する知事の意見、それがことしの８月末に出されてお
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ります。これでございますけど、平成２９年８月２９日、計画段階環境配慮書に対する知事意見と

いうことで２ページほどあるわけでございますけど、総括的事項と個別的事項、この２つに分かれ

ております。いろいろ全部読んでいくと多いので、環境影響の重大性の程度を整理し、事業計画に

反映することとか、個別事項といたしましては、騒音と、あと風車の陰、風車の陰というのは供用

時における風車の陰による生活環境への重大な影響が懸念されると、そういうことも書いてありま

す。あと水環境、水源涵養保安林等々が存在しているので云々と、あと地形・地質、鳥類の影響に

できるだけ回避すること等々、７点ほど知事の意見が出ております。 

 それとともに、２９年８月１４日には、亀山市長が三重県知事宛てに意見を出されたわけでござ

います。これがそうでございます。いろいろ里山、森林・農地の保全や、自然との触れ合いの機会

の創出、多様な生態系の確保等々ございまして、最後にまとめて意見を出されております。水源の

確保に支障を生じるおそれがあり、また土砂災害の発生のおそれが増大することから、当該地域の

公益性と対比して適当でないと認められるからであると、全部読むとちょっと長くなりますので、

いろいろ市長も意見を述べておられるわけでございます。 

 そういった中、８月１４日に意見を出されておるわけでございますが、今後こういった環境影響

評価の手続というのがございまして、３段階ほど分かれております。一番最初に配慮書、そのあと

に方法書、いろいろそういった段階を踏んでいくわけでございますけど、８月市長さんがそのご意

見を出された、その考え方が現時点でも変わっていないのか、その辺について今の考え方を市長に

お尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ただいまご紹介をいただきましたが、本風力発電事業計画につきましては、環境影響評価法に基

づく計画段階環境配慮書に対しまして、本年８月１４日に三重県に対しまして、現時点で容認する

ことは難しいものと考えるとの市長意見を提出させていただいたところでございます。 

 その理由の主なものでありますが、１つには、本年度からの第２次亀山市総合計画前期基本計画

における森林環境保全の必要性。２つに、平成２１年度でございましたが、市内の別の場所におけ

ます風力発電事業計画に対して、５,０００名近い反対署名を添えた事業中止要望が出され、また

当亀山市議会におきましても、その事業中止を求める請願が全会一致で採択されたこと。３つ目に

は、当該地域が水源の涵養、土砂流出災害の防止等を図る上で重要な地域であること、また鈴鹿山

脈の東斜面は著しく風化の進んだ鈴鹿花崗岩により構成されているため、斜面崩壊が起こりやすい

ことなどの理由によりまして、平成２２年に亀山市西部森林地域及び関宿周辺地域関係鉱区禁止地

域指定が国において行われたことでございます。 

 このような中、事業者は環境配慮書に対する三重県への本市を含む各種機関から提出された意見

をもとに、このたび環境影響方法書を提出されました。なお、本市といたしましては、この方法書

の内容につきまして、水・地質・騒音等の各課題について専門家の方々からご意見をいただくため

に、早急に市環境保全審議会を開催し、今後の市の方針につきまして決定をしてまいりたいという

ふうに、現時点で考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 
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 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。審議会も今後開いていくということで、理解させていただきました。 

 とにかく、この日本の風力発電の事業というのは歴史が浅いということでございます。日本の場

合は、始まってから１０年程度だと考えております。海外では、それより随分早くこの事業がされ

ているということでございまして、日本の場合はまだまだそのデシベル基準等々がまだできていな

い、そういった状況だと。まだまだその厳格な規制というのがない事業でもございます。賛否両論

あると思いますが、産業への影響や低周波問題、景観の破壊とか動植物への影響や水源の汚染等々、

いろいろ問題のある事業だと、そのように思います。 

 市長の意見とともに、関係室からもいろんな意見が出ておるわけでございますけど、例えば森林

林業室やら商工業振興室、用地管理室、それと都市計画室、あと上水道、いろいろこれは市長と一

緒に意見を出されているわけでございます。例えば上水道は、水源地保護地内であるために注意し

なさいとか、あといろいろ都市計画や商工振興室、これについても鉱区禁止であるのでいろいろ

云々とか、いろんな意見が出ております。それと、この森林林業室では風力発電の設置場所の選定

に当たっては考えにくいとか、当市の林道は風力発電に関する工事車両が通行できる構造となって

いないために通行は現状では認められない、そういったいろんな意見が出ております。 

 これについてちょっとお尋ねしようと思ったんですが、時間もないので次に行きたいと思います。

今後、意見を出す手続が２回ほどあると思うんですが、これからいろいろしっかりした意見を出し

ていただきますように市長にお願いしたいと思います。 

 次にお尋ねしたいと思うんですが、この風力発電事業の国の補助制度でございますけど、現状に

ついて、例えば融資の制度とか、利子補給、あと所得税の減免等々そういうのがございましたら、

どうなっているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 制度の中身の話ですので、私のほうから答弁申し上げます。 

 まず補助制度、融資制度というふうにおっしゃいましたが、現時点ではございません。 

 次に、利子補給制度でございますが、公益財団法人日本環境協会が実施する環境配慮型融資促進

利子補給事業がございます。この事業は、地球温暖化対策のための設備投資に係る融資を行う金融

機関に対しまして、その利子の軽減を目的とする給付金を交付するものでございます。 

 また、風力発電事業に係る減税関係の一般的なことにつきましては、特定再生可能エネルギー発

電設備に対する固定資産税等の課税標準の特例がございます。以上でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 この風力発電事業というのは、市に固定資産税ですね、償却資産、ある程度入ると思うんですけ

ど、私の単純な試算といたしまして、この亀山地区で８基が建設されると考えまして、１基約６億
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円ぐらいと考えますと、４８億で、それプラス耐用年数が１７年ぐらいだと考えますと、それに１.

４％ということで、１年に割ってみますと大体３,０００万円ぐらい、年にそれぐらいの税金が入

るんじゃなかろうかと、そのような簡単な試算でございますけど、それについてわかりましたらお

尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 固定資産税のことですので、私のほうでお答えさせていただきます。 

 風力発電施設に対する課税につきましては、固定資産税の償却資産の機械及び装置に該当するこ

とになります。このことから、風力発電施設の取得価格と耐用年数から、その年の評価額、課税標

準額を算出し、税率１.４％を乗じたものが税額となります。 

 ちなみに、議員言われたように、風車１基当たり仮に４億円、耐用年数が１７年、８基亀山に設

置をされたといたしますと、当初の３年間は３分の２の軽減措置が、特例課税がございますので、

それも入れて算出をしますと、初年度で２,８００万円程度の課税になるだろうと、それがだんだ

ん１７年、最終的に５％に到達して、最終的には２２０万円程度になるんだろうというふうな考え

でございます。 

 しかし、現状を見ていないとその課税状況はわかりませんので、仮の話ですのでよろしくお願い

をいたしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 仮の話でなかなかつかめないと思います。ありがとうございます。 

 この風力発電でございますけど、以前から各建設現場では低周波問題が発生している中、環境省

からその地方自治体に対しまして、低周波問題の対応の手引書というのが配付されておると、その

ように聞いておりますけど、亀山市はこの手引書の扱いはどのようにされているのか、それについ

てお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 本年５月に、環境省が風力騒音に関する指針値等を示しました風力発電施設から発生する騒音に

関する指針を作成いたしました。この指針につきましては、今この手元にございますが、数ページ

程度のものでございます。環境省のホームページから閲覧できますので、そちらのほうをごらんい

ただきたいというふうに思います。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 閲覧、各支所とかそんなところへ置いていないわけですね。できるだけならそういうところへ置

いていただかないと、なかなか高齢者の方々にとりましてはインターネット等々も見るのが大変だ
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と、そのように思います。そういった書類で置いていただきたいと思います。 

 それと、次に住民説明会ということでございます。 

 去る１１月４日に加太の林業センターにおきまして、環境影響評価方法書について住民説明会が

開催されました。残念ながら、この説明会には市の関係者の方々の出席がなかったので、少し残念

だったと思います。 

 いろんな質問が出ました。その中身は、やはり低周波に対する人体への影響を心配する意見が多

かったわけでございます。また、３市の中では、加太地区が一番近いということ、それと保育園、

小学校に近いということは大変心配だと、そういったご意見もございました。 

 それから、全国広いのに何でこの場所を限定されたのかと、そういう質問もございました。その

答弁といたしましては、やはり送電線が近くにあるので工事の費用が安いと、そういう答弁でござ

いました。また、この風力発電が音響と疫学のアセスメントを実施せずにするのはどうかとか、あ

と懸案事項である低周波音はその環境評価項目の選定表に入ってないのが問題であるとか等々のい

ろんな質問がございました。 

 今後、県と市と業者と住民がずうっとかかわっていくと思うんですが、一部地域の問題とせずに、

業者としては要請があればいつでも説明会を開くと、そのように言うてみえますので、また説明会

がありましたら市のほうでも参加していただきたいと考えますが、ご意見がございましたらよろし

くお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今後の事業者の地元説明会等につきまして、出席するかどうかというお話でございますが、その

説明会の内容によりまして、地元から正式に出席要請がございましたら、その都度検討してまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 できる限り出席していただきたいと、そのように要望しておきます。 

 前段でも申し上げましたように、今後、環境影響評価の手続が国・県・市・関係住民ということ

で２年ほど行われるわけでございます。そういった中でいろんな説明会もございますので、ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。 

 いろいろ述べさせていただいたわけでございますけど、市としてどういうスタンスで今後対応さ

れていかれるのか、この計画の流れにつきまして最後にお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 風力発電を初めとする再生可能エネルギーは、世界規模で進行いたします地球温暖化や、東日本

大震災におけるエネルギー構造の大きな変革等、環境を取り巻く状況が変化し続ける中、エネルギ

ー源として重要であるということは認識をいたしております。 
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 しかしながら、本風力発電事業計画は本市の鈴鹿川の源流域の森林に対する大規模開発という考

え方もございますので、先ほど市長が冒頭で森林環境保全の必要性ということも申し上げましたが、

その大切な自然環境を保全することにかえて、なお再生エネルギーの確保が必要かという観点で、

先ほどこれも市長が申し上げましたが、市の環境保全審議会等の意見も踏まえながら、今後検討し

てまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。これから長い事業になると思いますが、ひとつ市のほうもよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 次に行きます。 

 最後でございますけど、小学校の複式学級ということでございます。市内小学校の複式学級の状

況についてということでございます。 

 市内も年々少子化が進みまして、児童数が減少してるのが現状でございます。現在、複式になっ

ているのは加太小学校と白川小学校、そのように認識しております。加太小学校は、現在１年から

６年生までで合計３４名の児童でございます。具体的に、現在の複式学級の状況についてお尋ねし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 議員からも少しご紹介いただきましたけれども、本年度におきまして市内小学校で複式学級があ

るのは加太小学校と白川小学校の２校でございます。 

 加太小学校におきましては、全校児童３４人で、その内訳といたしまして１年生が４人、２年生

が８人、３年生が５人、４年生が７人、５年生が６人、６年生が４人となっております。学級編成

につきましては、現在１年生と２年生が単学級となっておりまして、３・４年生及び５・６年生が

それぞれ複式学級ということになっております。 

 また、白川小学校におきましては、全校児童４７人で、その内訳は、特別支援学級籍の児童を除

きまして、１年生が８人、２年生５人、３年生８人、４年生６人、５年生７人、６年生１０人とな

っております。学級編成でございますけれども、１年生と６年生が単学級となっておりまして、

２・３年生及び４・５年生が複式学級となっております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 ちょっと加太小学校に限定してお尋ねしたいと思います。 

 複式学級というのも、いろいろその言葉は聞くんですけど、具体的に複式学級はどのようにやっ

てみえるのか、例えば一つの教室で黒板は前と後ろにありますね。黒板を両方と使って例えば生徒

が後ろ向きに座って、半分の時間は片方で、そのときは子供が休んでおるとか、その具体的などう
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いった授業の風景ですね。わかりましたらちょっと説明していただきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 複式学級でございますけれども、学級担任１名のもとに１つの教室で２つの学年が生活や学習を

ともにしております。上の学年が下の学年の世話をするなど、複式学級ならではの日常的な交流が

存在いたします。 

 学習形態でございますけれども、教科によって異なりまして、主に体育、音楽、道徳、図工など

につきましては、２つの学年が合同で同じ内容を学習したりしております。また、議員からご紹介

のあったことでありますけれども、主に算数とか国語につきましてはわたりの授業と称しておりま

して、それぞれの学年が教室の前と後ろに分かれまして、１人の担任が双方を行き来しながら学習

を進めていくと、こういう形もございます。さらに、主に理科、社会でございますが、これらはそ

れぞれの学年に分かれて、それぞれに指導者がついて学習をしているという場面もございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 次に、今度の来年の４月から加太小学校の、今２つ複式があると言われましたですけど、１年、

２年も複式になるんではなかろうかと、そのようなことを聞いているんですけど、どのような予測

を持っているのかお尋ねします。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 平成３０年度でございますけれども、加太小学校におきましては、新たに１・２年生が複式学級

となり、３複式学級となることが現時点では見込まれておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 １・２年生もなるという想定ということでございます。 

 今回初めて１年生と２年生が複式学級になるということでございまして、保護者の方々もいろい

ろ心配してみえるところでもございます。大変不安が大きいと、そういうことを聞いております。

これについてどんな認識を持ってみえるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 複式学級におきましては、学級の児童数は比較的少ないとは言えましても、２つの異なる学年の

指導を、まず１人の担任で行わなければならないという点がございます。また反面、複式学級なら

ではのメリットというのもございまして、一つの学年だけでは児童数が少な過ぎて児童同士のかか

わりが限られることがございます。複式学級にしてともに過ごす児童がふえることで、児童同士の
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かかわりが大きく広がったり、あるいは日常的な２学年の交流がごく自然に営まれ、児童の社会性

が育ったりするといった効果もございます。また、いつも担任に頼るのではなく、児童みずからが

力を合わせて学習を進めるという場面も必然となりまして、より自主的な態度が身につくという利

点もあるところでございます。 

 一方で、初めて小学校生活を経験する１年生におきましては、生活・学習両面におきまして、よ

りきめ細やかな指導が望まれるものと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 メリットもあると言われましたんですけど、やっぱり全国でも１年生を含む複式学級というのは

保護者の方もいろいろ心配もされておりますし、３、４、５、６ぐらいですとそんなにも問題はな

いんですけど、全国的に１年生が入る複式学級についてはできるだけなら避けるようにと、そうい

った話も聞いております。 

 私はこの教育現場における人的配置の改善というのは、多くの課題に対応するだけでもなく、教

育の質的な側面も改善する大きな要素であると思います。義務教育の根幹であるその機会均等、水

準確保等を担保するのが大切だと、そのように考えます。 

 次に、その公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律、長いんですが略

しまして義務標準法ということでございますが、この関係について質問したいと思います。 

 この法律は平成２３年に一部改正されたと認識しております。この中で、小学校の複式基準は他

の学年の児童と合わせて１６人までをもって１学年とし、ただし１年生を含む場合は８人とすると、

そのようになっております。学級編成の原則は、同学年の児童または生徒で編成するということが

原則でございまして、ただし特別な事情の場合は、数学年の児童または生徒を１学級にすることが

できるとそのようにされております。 

 複式学級について編成しなければならないということではなくて、編成することはできると、そ

ういった規定でございます。法律で示す児童・生徒数は、あくまでも標準だと私は理解しておりま

す。県の教育委員会も同じ理屈だと、そのように考えます。 

 全国では、小学校で１年生を含む複式学級は、人数の基準を下げるなど、独自の基準で設けてい

るところも多々あると思います。あくまでも国が定めるのは基準であると考えます。この義務標準

法の改正により、市の教委の判断で学級編成が可能になったわけでございます。このことは第４条

でもうたってございます。第５条では、県教委の同意が必要であったが、改正後は届け出で済むと、

そのようにも新しくなったわけでもございます。さらに、市独自で教職員の任用も可能と、そのよ

うな表現もございました。 

 このように、国や県教委が定める学級編成の基準は、あくまでも私は基準にすぎないと、そのよ

うに考えます。どういった学級編成にするかは、学校の設置主体である市の判断だと考えます。市

の判断といいますか教育委員会の判断だと、そのようにも考えます。加配教員を養成することも、

独自に教職員を任用することもできると思います。そうやって学校を維持充実することのほうがよ

ほど子供たちや地域のためになると、そのように考えます。 

 こういったことにつきまして、教育長の見解を簡潔にお願いしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 おはようございます。 

 １・２年生が複式学級になることを、市の裁量でどうにかできないかというようなご質問であっ

たかと存じますが、これまで市といたしましては、複式学級を有する加太小学校と白川小学校には、

学習面における複式解消が図られるよう市費の非常勤教員を配置してまいりました。さらに、３複

式学級を有する学校の場合、県費非常勤講師の加配の措置が考えられることから、その配置につい

て県へ強く要望してまいりたいと存じます。 

 また、これから始まる平成３０年度教職員人事業務におきまして、加太小学校における最善の方

策は何であるか等について、しっかり前向きに検討してまいりたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 その加配といいますか、臨時の方も現在雇っていただいていることも承知しております。いろい

ろやっていただいておるのはわかるんですが、地方分権が叫ばれている昨今でございます。いずれ

にいたしましても、この現行基準の改正というのは少子化が進む中、より多くの学校が児童一人一

人を大切にしながら、新たな教育を築くために必要不可欠なものだと、そのようにも考えます。 

 加太小学校の１年生の複式の件で、また後日、ＰＴＡのほうからも要望が出ると、そのようにも

聞いておるところでもございますが、先ほどいろいろ、るる法的なことも説明させていただいたん

ですけど、小学校１年を含むこの複式学級は、この法律の解釈によると思うんですけど、８人にこ

だわらなくてもよいと、そのように私は考えています。亀山市の教育委員会の裁量で、その人数は

どうにでもなると、そのように認識しております。確かに、その一つの教室に教師を非常勤じゃな

くて常勤で置いた場合は、人件費もかかるわけでございますけど、そういったところも教委の判断

次第で解決できる問題ではなかろうかと考えます。他の自治体におきましても、この複式学級の解

消を目的として臨時任用の講師さんを配置し、単式学級にしているところもあると聞いております。 

 そういった中、法律も新しく改正されたことですし、一度亀山市もまず他の市に比して先陣を切

ってその先駆けとなっていただくようにといいますか、気概を持って、ひとつその８人にこだわら

ず、小学校１・２年の複式学級は亀山市はやはり先駆けといいますか、特別新しいことをするんだ

と、そういうことで何とか、小学校１・２年生が過去複式学級になったという例もございませんの

で、ひつとその辺のところを努力していただきたいと思います。 

 それについてご意見があれば、教育長もう一回お願いしたいです。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 ただいま議員、他の事例を申されましたが、県内におきましては小規模校においてそのような配

置、常勤の講師の配置は余り伺っていないところでございます。他県において、非常にその学校が
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遠隔地であり、離島も含めましてですが、相当山の中の孤立とも言えるような状況の小規模校にお

いて、特別な措置がなされている県外の例は伺っておるところでございます。 

 ただし、加太小学校におきまして、市教育委員会といたしましても、１・２年生複式学級解消を

視野に入れた検討は行わせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。検討を行っていただくということでございます。 

 県内ではそういう事例が少ないということでございますけど、少ないからこそ先駆けとなってい

ただきたいと、そのように言うたわけでございます。 

 まだ少し時間ございますので、この件につきまして市長はどういうお考えか、最後にお尋ねした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 亀山市としては、県内でも特異な小規模校の運営を、実際教育委員会を軸に進めてきておるのが

現実でございます。白川小学校も含め、一定の亀山モデルとして、本当にこれは定着をしてきてお

るんだろうと思います。 

 今回の議員のご指摘につきまして、教育長が今答弁をいたしましたけれども、最善の努力を教育

委員会として努力をしていくと、こういうことで現在、調整をしておるところでございますので、

私どもとしてもそれをしっかり見守っていくということになろうかと思いますし、加太小学校は決

して小規模校の運営、あの地域のコミュニティ・スクールも含めて大変努力をいただいております

ので、これをしっかり維持できますように私どもも期待をしておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 いろいろ例を見ないといいますか、なかなか例も少ないかわかりませんけど、ひとつ教育長よろ

しくお願いいたします。 

 要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １４番 中村嘉孝議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時３５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 
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○１６番（服部孝規君登壇） 

 通告に従い質問いたします。 

 まず、亀山駅前整備事業についてであります。 

 この問題を昨年１２月議会で取り上げてからちょうど１年が経過をしました。この間さまざまな

動きがありました。３月には、駅前周辺整備事業の当初予算が可決されながら議会と執行部との話

のもとで、８月に予算決算委員会協議会で解除されるまで予算が凍結をされました。また、秋ごろ

には都市計画決定をし、年内には再開発組合を設立したいというスケジュールも大幅におくれてお

ります。 

 今、議会内で各議員の話を聞いてみると、市民の中でこの事業をぜひ進めてほしいと、こういう

声がほとんどない。多くの方が否定的だというのが専らであります。 

 今回の質問は、１１月に聞かれた議会の亀山駅周辺整備事業対策特別委員会に出された駅前まち

づくり協議会や、２ブロック市街地再開発準備会、１・３・４ブロック会議などの議事録の概要が

明らかになりましたので、この中の地域の人たちの意見、不安、疑問、こういうものをもとに問題

点をただしていきたいというふうに思っております。 

 まず都市計画決定を目指している駅前商店街通り、通告でこういう言い方をしましたのは、市民

の方にわかりやすいようにこう表現をさせてもらいました。実際には、旧国道１号と立体交差する

亀山新橋の手前から駅前広場までの亀山駅前線という名前がついていますけれども、延長２００メ

ートルぐらいのこういう道路であります。この道の拡幅に対する地権者の意見であります。９月１

２日の駅周辺まちづくり協議会の役員会で、市が商店街通りを拡幅するための都市計画決定に向け

て、現在沿道の権利者のところを回っており、事業そのものについてはおおむね賛同をいただいて

いると説明をしております。しかし、協議会からは、２ブロックの権利者の中には承諾していない

人や、建物や営業権を持っているだけの人もいるので、その人たちが権利調整に納得してくれてス

ケジュールどおり進むかどうかということが不安であると。市やコンサルからの説明では、２ブロ

ックがスムーズに進んでいるように聞こえてくるが、現実的にはそう簡単にいかない部分もあると

思うという意見が出されています。 

 私は、昨年の質問の前から駅周辺の方々と話をしてきていますが、この協議会で出された意見と

同様の意見を幾つも聞いております。 

 まず、このパネルを見ていただきたいと思います。 

 今度の計画の全体であります。今言っておりますこの商店街の通りというのは、この通りです。

ここに立体交差する亀山新橋という橋がありまして、このちょっと下がったところからずうっとこ

の駅前の広場までの区間が約２００メートルという、ここの道路であります。これの幅を１２メー

ターから１４メーターに拡幅をする。そして現在、一方通行ですけれども、対面通行ができる歩道

のある２車線の道路にするというのが計画であります。これをしようと思うと、２ブロック側、こ

れでいきますとこちら、２ブロック側が５メートル下がります。３ブロック側は１.５メートル下

がるということをしなければ、この１２メーターから１４メーターという道路はできません。中に

は、現在の住居の大半が道路にかかる地権者も見えます。 

 協議会の人の意見であるように、こうした住居や店舗が道路にかかる地権者全員の合意がない中

で事業を進めるべきではないという地権者の声も私は聞いておりますし、私もやはり全員の合意な
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しに進めるべきではないというふうに考えております。 

 そこで、まず１点目です。 

 都市計画決定を目指すこの駅前商店街通りの地権者全員の合意ができたのかどうか、この点につ

いてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀渕建設部参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 都市計画道路亀山駅前線につきましては、平成２６年策定の亀山駅周辺市街地総合再生基本計画

で、駅前広場と接続する道路として拡幅を進める路線として位置づけております。今まで、亀山駅

周辺まちづくり協議会や各ブロック会議、また再開発準備会、説明会等で丁寧にご説明してまいり

ました。地域として、街路事業についてのおおむねのご理解はいただいているものと考えておりま

す。 

 一般的には、街路事業の場合、まず地域のおおむねのご理解をいただき、都市計画決定により起

終点、延長、幅員等を定め、その後詳細設計や用地測量、土地鑑定や用地買収、そして工事と、各

段階において、地域や地権者のご理解とご協力をいただきながら順次事業を進めていくものでござ

いますので、ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私が聞いたのは、合意が得られたのかと聞いたんですよ。それについて答えていないですよね。

合意が得られた、得られていないということについてはね。 

 だから、今の説明でいくと、順次やっていくんやという中でその理解を得るというような言い方

をされましたんで、私は協議会の方が言われたように、全員の合意はないんだろうというふうに判

断しますが、それでよろしいですか、現時点で。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 先ほどもご答弁いたしましたとおり、街路事業における都市計画決定のための地域合意はできて

いるものと考えておりますので、具体の事業実施時には地権者の皆様のご理解を得て進めてまいり

たいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そうするとね、今のあれだとこの協議会から出ている意見、２ブロックの権利者の中には承諾し

ていない人がいるというね、こういう問題があるわけですよね。私もそうやって聞いています。そ

ういう人はもう切り捨てですか。どんどん進めていってということで、こういう方はもう了解して

もらわなくても、もう進めていくという考えでいいんですか。市長、そんなやり方で本当にいいん
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ですか、これ事業として。一遍市長に聞きたいですね、これ。都市計画決定の手続としてはそうい

うふうにできるんかもしれませんけれども、私はやっぱりこういうのは合意をちゃんと得て、それ

からやっぱり皆さんが本当に納得をしてやろうということになってやるべき、着手すべきものだと

いうふうに思います。 

 だから、その法律的な手続はどうだとかということではなくして、やっぱりきちんと合意を得る

べきだと私は思いますけれども、市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 一般的な街路事業の場合のケースを、先ほど亀渕のほうからご答弁させていただきましたけれど

も、当然議員もご案内のように、地域のおおむねのご理解をいただいて、いわゆる都市計画決定に

よってそのさまざまなものを決定していくと。その後に詳細の設計でありますとか、用地の測量で

ありますとか、土地の鑑定に始まり土地の用地買収等々、そして工事へと。その各段階ごとにおき

まして、当然地域の皆さん、あるいは地権者の皆さんのご理解とご協力をいただく必要が当然ござ

いますので、そういう中で私どももこの駅前の再生、そして今回の街路事業の整備につきましても、

それぞれの手続におきまして、当然住民の意見、地権者の皆さんの意見を伺いつつ反映をして丁寧

に前へ進めていくという立場でございます。 

 当然、全体としてのおおむねのご理解は頂戴をいたしましておりますが、段階段階でさまざまな

地権者の皆さんとの合意形成に向けた次の取り組みが必要であろうというふうに考えておるもので

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ごまかしてもらったら困るんですよ。私、何のためにこれを説明したかというと、要するに２ブ

ロック側で５メートル下がるんですよ。３ブロック側で１.５下がるんですよ。そうしたらどうし

ても住居や店舗がひっかかるんですよ、道路に。壊さなきゃならないんですよ。そのことについて、

合意もなしにおおむねというようなことではなしに、本当に全ての人が道路になっても構わないと、

自分のところの店舗や家が壊されても道路にしてくれという合意が全部得られるんなら事業はでき

ると思うんですけれども、それが得られていないのにやるのかということを聞いておるんですよ。

それであなたの言うような進め方でいったらどうなるんですか、それじゃあこれ。店舗や住居が道

路にかかっている方で承諾をしていないって、そういう方はどうなるんですか、もうほっておくん

ですか。そこを聞いているんですよ、はっきり答えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当然、その合意形成に向けてさまざまな努力を重ねてきておるところでございますけれども、今

後におきましても、当然私どもとしましても地権者の皆さんの合意形成に向けて、そして用地の問

題とか、あるいは今お住まいの土地をその権利変換をしていくという大変難しい作業でもあろうか
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と思います。そういう中にありましては、当然さまざまな思いや、あるいはお立場や、それは当然

あろうかと思います。それに対して私ども行政としては、丁寧にお話を進めさせていただくという

のはこの事業もそうでありますし、他の事業におきましても当然しっかり心得て進めていくという

ことであります。これはもう変わらないことであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 もう一歩踏み込んで、結局、やっぱりこの合意が、合意形成と市長言われました。合意がない中

ではやらないんだということを明言してくださいよ。そうでなければ、ここで今承諾をしていない

方にとってこれをどんどん進められていったら、いかにも圧力じゃないですか。あんたのところだ

けやでと、こういう圧力じゃないですか。そんなやり方をするんですかということですよ、市が。

だから、合意形成がきちっとできるまではやりませんということを明言していただきたい。どうで

すか、市長。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 何度も申し上げますけれども、駅前の再開発事業につきましても、過去にさまざまな地権者の皆

さんの思いやいろんな状況がある中で、これは本当に地域がこのトータルの状況を超えてどうして

いったらいいのか、まずそういうことを数年にわたって積み上げてきて今日に至りました。その上

で駅前を再生していこうという、そういう方向につきまして大きな合意のもとに今動いておるとこ

ろであります。 

 今議員がおっしゃられる都市計画決定以降、当然さまざまな用地の交渉の話でありますとか、そ

ういう協議に入ってまいりますけれども、その過程において、私どもとしては丁寧にその合意形成

に向けて努力をしていくということは当然のことでありますので、今日まで積み上げてきておりま

すこの協議会、そして行政としての取り組みも含め、そしてそれぞれのお立場、それぞれやっぱり

思いや状況が違いますので、それに対しては丁寧にその交渉を進めていくということに尽きようか

というふうに思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 結局、その合意、全ての人の合意ができるまでやらないとは言わなかったということですよ。こ

のことを駅前の方々がどう捉えるか、私はもうこれ以上やっても平行線だと思いますので、この問

題はここまでにしますけれども、やっぱり合意を全部得てすっきりした形で事業は進めるべきだろ

うというふうに思います。 

 次に入ります。４Ａブロックの問題です。 

 もう一度このパネルを見ていただきたいと思います。 

 ４Ａブロックというのは、４ブロックのこのあたりをいいます。 

 ９月１２日の先ほど言いましたそのまちづくり協議会の役員会、この議事録、概要の中で次のよ
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うなやりとりがありました。 

 協議会側から、現在のスケジュールは、２ブロックを解体する時点で４Ａブロックが完成してい

るスケジュールになっているが、そのためには、まず既存の建物を移転、解体しなければならない。

しかし、後から２ブロックの話が頓挫した場合の不安を考えると見切り発車はできないので、２ブ

ロックでゴーサインが出るのとタイミングを合わせなければならないと思っているという意見が出

されております。 

 また、４Ａブロックの賃貸共同住宅は、２ブロックの人たちの仮住まいとなるというようなこと

も言われておりますので、この２ブロックの事業が成り立つということがはっきりしてからでない

といけないのではないかという趣旨だろうというふうに思います。 

 これに対して市がどういうふうに答弁したか。市としても予算を検討中ですが、万一４Ａブロッ

クが進んだ後に、２ブロックがとまったりおくれたりした場合の対応策も状況によっては想定して

おかなければならないと思っているというふうに答弁しています。 

 これ思い出すんですが、市民説明会のときには、最悪の事態の対応を問われても失敗しないよう

にやるというような答弁、こういう答弁しかしませんでした。ところが、駅前の方々の前では、２

ブロックがとまったりおくれたりした場合の対応策も状況によっては想定しておかなければならな

いと、こういうふうに答えているんですよね。 

 協議会の側からもう一つ、４Ａブロックが今度完成したけれども、２ブロックがおくれて、先に

一般賃貸住宅として入居してしまうと２ブロックの人たちの仮住まいがなくなってしまう。一方で、

２ブロックの人たちが駅前以外の地区で仮住まいをするというのは難しいと思う、こういう意見や

とか、商店街の反対側、つまり３ブロック側ですね。拡幅１.５メートル下がるという、これもし

なければならないので、２ブロックが完成したから終わりということにはならないと思うという、

こういう意見が出されております。 

 私がここで聞きたいのは、この協議会の意見にある２ブロックの話が頓挫した場合の不安に対し

て、市は対応策も状況によっては想定しなければならないというふうに答弁しておりますが、どん

な対応を考えてみえるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 ２ブロックが頓挫した場合の４Ａブロックへの対応ということでございますけれども、当然のこ

とながら２ブロックについては、頓挫しないように努力しながら皆さんで協力して進めていくとい

うのが前提でございまして、今現在４Ａブロックへの対応といいますか、それについては工期的な

問題を対応として申し上げましたような状況でございまして、工期がずれた場合にどのようにして

対応していくかというところをご答弁申し上げたようなところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 その４Ａブロックと２ブロックの関係を皆さん心配してみえるわけですよ。先にできても一般賃

貸住宅として使われては仮住まいができなくなるし、それから２ブロック壊してからまだできてな
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かったら、仮住まいができなくなるという、この辺の２ブロックと４Ａブロックの関係を随分心配

してみえるんですよ。だから、工期とかそんな問題ないんですよ、これ。どういうふうにどちらを

どんな順番でやっていくかということが、やっぱり心配をされているわけですよね。だから、そこ

のところの問題やというふうに私は思います。 

 その点でいうと、この２ブロックの事業が成り立つかどうかということについては、私、随分そ

の保留床が処分できるのかどうかということで特別委員会でもただしてきたんですけれども、結局、

市の答弁としては、基本設計、基本計画のつくる過程で、その保留床の処分の見通しができるのや

ということでしたね。だから、そういう意味で、それができるまで２ブロックが成り立つのかどう

かは答えとして出てこないわけですよ。それが来年の８月なんですね、基本設計、基本計画ができ

るのが。それまでやっぱり４Ａブロックは、私は着工するべきじゃないと思うんですよ。もしこれ

頓挫したときにどうするんですか。そういう問題が出てくるわけ。だからやっぱりそういう意味で

は、今やっている基本計画、基本設計が来年の８月にできる。そのときに初めて見通しが立つ、成

り立つのか成り立たないのかはっきりする。やっぱりこの時点まで着工すべきでないと思いますけ

れども、その点についての見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 あくまでも２ブロックにつきましては、今から収支の関係等も基本設計におきまして検討してま

いって、最終的には８月に収支も確定して事業が成り立つ判断ができるとは思うんですけれども、

それに向けて当然そこの段階でいろんな変更等が生じましたら、その段階で組み直し等も考えなが

ら事業を進めていきたいと考えておりますので、それまでの段階の中での４Ａブロックの進捗とい

うのは、当然先ほど議員おっしゃられましたように、２ブロックの住みかえの方が４Ａブロックの

事業が完成した段階で仮住まいとして移動していただくというふうなことも当然リンクしておりま

すので、相互に進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 心配しているのは、結局、必ずしもこの基本設計、基本計画を立てて成り立つという答えが出る

わけやないですよ。成り立たないという答えもあるんですよ、これは。でも、それは市もそういう

ふうに答弁されていますよね。そういうケースもあり得るんやということは言うているわけですよ。

そのときに、今言われたように２ブロックの答えが出るまでに平行してこういう形で進めていった

ら、４Ａブロックだけ先にというか、４Ａブロックだけ残ることもあるんですよ。２ブロックがで

きずに４Ａブロックだけ事業が進んでいくと、こういう場合が出てくると思うんですけれども、そ

ういう場合も問題はないんですか。それはそれでいいんですか。その点についてお聞きします。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 今議員がおっしゃられるような想定の場合、どうなんだということでございますけれども、４Ａ
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ブロックにつきましては、優良建築物等の事業ということで、国補でいうと補助事業の中で別メニ

ューで動いておりまして、その中で共同住宅を約１５戸程度建設して建てるというのが主目的でご

ざいまして、いずれにしても住みかえの段階で、２年間２ブロックの方に住んでいただいてもその

後の賃貸の関係もございますので、その分については当然事業者の責において探されると思います

し、もちろん私どもも、その責任はどうなんだと言われても、そういうお言葉もございますけれど

も、私どもも努力して工程を合わせて２ブロックとともに進行できるようにしていきたいと思って

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ４Ａブロックを進めるということだと思いますけれども、私はやっぱりこの辺の見通しが立たな

い限りやっぱりやるべきではないということを申し上げておきたい。 

 今言われた優良建築物等整備事業という、これあんまり聞きなれない事業ですけれども、共同化

タイプにより２人以上の地権者が敷地を共同化して建築物等を整備するというふうに言われていま

す。 

 もう一つの問題なんですけれども、もう一度またパネルをお願いしたいと思います。 

 ４Ａブロックがここですね。ここが３ブロックなんです。この間に、いわゆる御幸８号線という

市道の認定を受けた道路がある。ただし、現時点はここまでしか道がありません。ここはもう駐車

場になっていますので、道路はここで行きどまりという、こういう道路ですね。この御幸８号線と

いうこの市道の認定を受けて拡幅をするということで、６メートルの幅にすると。今はもう本当に

車１台通れるか通れないかぐらいの道幅しかありませんが、６メートルに拡幅をして対面通行でき

るようになって、いわゆるこの文化会館に通じるこの道ですね。ちょうど床屋のさくらいさんのと

ころからずうっとまっすぐ文化会館に向かうこの道に接続するようになりますので、行きどまりも

解消されるということですね。 

 問題は、この道路が６メートルに広がって対面通行できるようになるとどういうことが起こるか

というと、いわゆる北側の道からここへ入ってきて、当然駅前広場へ抜けようと思うと、ここは御

幸７号線というんですけど、ここを抜けてここへ、駅前広場に行くと、こういうことになるんです

ね。ところが、この御幸７号線というのは、行ってもらうとわかりますけれども、車１台通るのが

やっとですよ。対向なんかできません。こういう状態にあって、もしこの８号のほうを６メートル

に広げて車が入ってきて、そこから駅前広場に抜けるということになれば、当然この御幸７号のと

ころでもう鉢合わせしてしまうんです。そうしたらどうするかって、どっちかがバックしなきゃい

けない。こういう状態が起こるわけですね。朝夕なんか特に車の台数が多いですから、そんなとき

に起こったら大変なことになる。 

 こういうことも心配されて、１０月１６日の３ブロックの会議の中でこんなやりとりがありまし

た。参加者の方から、３・４ブロックの道路を広げて抜け道になってしまうおそれがあるが対策は

あるのか。当分の間は大橋建設の前だけ広げて、そこから駅前広場までがもとの狭いままだと余計

に危険にならないだろうか。つまり、８号を広げて７号が狭いということは、余計危険にならない

かということですよ。これに対して市はどう答えたか。公安委員会との協議でもその話が出た。公
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安との協議の中で、交通規制の方法も含めて考えていきたい。一方で、規制をかければ逆に事故が

ふえるという意見もあるので、よく考えていきたいという、非常に慎重な答弁をされています。 

 私はやっぱりこの８号を拡幅するということであれば、当然そこから駅前広場へ抜ける車のこと

を想定すると、この７号の拡幅も同時にやらないと、８号だけ広げて７号は後でやりますというこ

とには、私はならないと思うんですよ。この点についての見解をお聞きしたい。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 ご指摘の御幸７号線につきましては、駅前広場との取りつけ部分について、駅前広場の詳細設計

との整合等につきまして詳細な検討が必要となりますので、引き続き駅前広場や街路等打ち合わせ、

検討してまいりたいと考えております。 

 御幸８号線との整備につきまして時間的な、当然先ほどもご指摘がございますように、ずれが生

じますが、その間の安全面の配慮につきましては、地域や公安委員会等とも相談しながら暫定的な

対応も含め考えていきたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ８号を進めて、７号についてはそれからやるんやと、暫定的な対応は考えると言うんですけれど

も、果たして７号の拡幅がどの時点で本当に、ここで言われる幅６メーターの道路になる。７号と

いうのは、この南側はＪＲの敷地なんですな。だから、こっちへは広がりません。だから、結局こ

の３ブロックの側のいわゆる住んでみえる方のところを一方的にがあっと広げるという、それしか

方法はないんですね。だから、そういうことになると、今度は７号のいわゆる沿線に住んでみえる

方のそれこそまた合意が要るわけですよ。これが何年かかるのかわかりません、これ。あなたが言

われるように暫定で済むのか、もっと長いことかかるのかもわかりません。そんなことがわからな

いのに、渋滞が起こったり、危険な道路やということが地域から言われているのに、こういう形で

道路をつくっていくということは、私はやっぱりこれはやるべきやないというふうに思います。 

 この点についてはまた引き続きやりますけれども、時間の都合でちょっと次に進みますけれども、

この４Ａブロックというところには、いわゆる優良住宅、賃貸の共同住宅が建てられるということ

ですけれども、これについて少し私も聞きたいと思うんですけれども、これはどれだけの高さの、

階数ですね、何階建ての建物が建って、入居の戸数はどれぐらいあって、どれぐらいの予算という

ふうに今の時点で考えられているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 ４Ａブロックの民間が計画しております優良建築物等整備事業の共同住宅につきましては、おお

むねの規模としては５階建て程度で、高さは十五、六メーターぐらいになってくるかなと。約１５

戸の賃貸住宅と伺っておりますが、１階部分の活用や詳細について、事業者において今後事業計画

や建築設計等を進め決定していくものであると聞いております。 
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○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 これは市がやる事業ではないんで、これは民間の業者ですので、５階建てぐらいで１５戸ぐらい

を考えてみえるということですね。これをいつごろから着工する計画なのか、スケジュールをお聞

きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 優良建築物等の整備事業のスケジュールでございますけれども、今現在、御幸８号線及び７号線

の一部のところで用地買収等を行っておりまして、その御幸８号線の事業の買収後補償、住宅の補

償等もございますので、来年の８月ごろには解体ができるんかなあというふうな状況でございまし

て、８月から１０月ぐらいにかけてだと思いますけれども、その後建築工事にかかって１年程度で

その建物が完成していくんではないかなというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そうすると、少なくとも２年ぐらいの間にこの建物が建つということで、それまでに２ブロック

が、いわゆるもう解体をして、住むところをそちらへ移るというような状況にならないとあかんわ

けですね、これ、スケジュールでいくと。私は到底そこまで行かないんではないかなというふうに

今思っています。 

 今も言いましたように、現実にこの道路を広げるだけでも、やっぱり承諾をしていない方が見え

る中で道路も広げられない、そんな中で、この事業が本当にスムーズに進んでいくかというと、ど

うしてもそれはやっぱり難しいというふうに私は思います。 

 それからもう一つ、なぜこれを聞いたかというと、この賃貸住宅というのは、いわゆる一時仮住

まいということになりますけれども、この計画でいきますと、２ブロックに例えば権利床であれ何

であれ住むところがつくられた段階で引っ越しをされるわけですね。そうすると、この仮住まいの

状態があくわけですね。そのあいたときに民間の借り上げの市営住宅にするというような話も聞い

ておるんですが、そういう計画でつくられるのかどうか、そこまで話をしているのかどうか、その

点をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 民間活用市営住宅の借り上げについて選択肢の一つであるというふうに聞いておりまして、今現

在検討しているというふうに伺っております。 

 市としましては、今後の公営住宅や住宅施策のあり方につきまして、次期の住生活基本計画の中

で議論している状況でございますので、市のほうとしてはまだその検討というか、そういう段階に

はないということでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 以前、民間借り上げ住宅の質問をしたときに、民間の借り上げであっても公営住宅法の適用を受

けるから非常にいろんな縛りがあるんだと。だから、ただ単に民間であいているからそれを貸しま

すよという話にはならないんだということを言われました。そうすると、当然これを前提にもし建

てられるんであればそういう縛りも、例えばバリアフリーであるとか、いろんなその縛りがあると

思うんですけれども、そういうこともちゃんと含めてやるのかやらないのかということを決めない

と、やはり建てるほうがそういうつもりで建てて、実際じゃあ民間借り上げにしてくれと言ったと

きに、いや、これ基準に合いませんよという話になってしまうと困りますので、やっぱりその点は、

もしそういうことでやられるんであれば建てるときにきちっとそういう話をしなきゃならんという

ふうに思います。その点は今後の話になるんで、その程度にしておきます。 

 市長に一つお聞きしたいんですけれども、やはり私はこの道路の問題というのは非常に大事だと

思うんですよ。だから、この御幸８号線を広げて、７号でいわゆる対面通行できないような道路の

ままで８号を広げるということは、私はやるべきじゃないと思うんですけど、市長、いかがですか、

その点。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回の駅前再生４ブロックは４.２ヘクタールでありますが、さらにもう少し広い意味で県道ま

で入れますと７ヘクタールぐらいの面を有するところであります。そうしますと、今のいわゆる都

市計画道路の駅前線、それから旧の１号、それから農協から入っていきます、今のさくらいの理容

店にぶつかるこの道路、それから今の備後屋さんの通り、ここらのいわゆる動線の解消をしっかり

やっていくことが駅前の今後の面的な都市構造の課題を解消していくと、こういう中で市街地再生

の基本計画をつくり、さまざま議論を経て今日ここへ至っておるところでございます。 

 今ご指摘のように、その駅前線につきまして双方向入れていく、あわせて従来の７号と、市道８

号を今回市道認定をいただいて、今９月議会でお認めいただきましたので用地の交渉に入らせてい

ただいておりますが、少し今の７号の構造がおっしゃるような状況でありますので、これも解消し

ていきたいという思いが、駅前の市街地再生の計画の本当に根幹の中で動線を変えていく、より利

便性を上げていく、こういうことを考えておるところでございます。 

 街路事業自体は、ゼロからいたしますと用地交渉とか街路事業にかなりのコストを要しますので、

既存の道路を活用、骨格を活用しつつ、そういう中でこれが計画をされてきておるところでありま

す。 

 ７号と８号の関係でいきますと、先ほど少しやりとりの中でも明らかになりましたが、公安の交

通規制も含めて当然これは考えていく場面も出てこようかと思っておりますし、暫定的な対応も必

要だというふうに考えておるところでございます。７号につきましては、駅前線と合わせた駅前の

広場の設計のあり方と取りつけのところの関係がございますので、それの中で解消していきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 
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 いずれにいたしましても、この８号、そして将来的な駅前広場と７号の整理につきましても、駅

前の課題を解消していく、本当にこの市街地再生をしていくという意味で重要であろうかと思って

おりますので、しっかりとその考え方に基づいて前へ進めていくということに尽きようかというふ

うに思っておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 長い答弁ですけど、聞いたことには答えてもろうていないですよ。８号を広げて７号をこのまま

にしておいていいのかと、こういう道路づくりでいいのかと聞いているわけですよ。将来計画でど

うのこうのという話じゃないんですよ。もう既に８号は市道として認定されているんですよ。予算

もついているんですよ、これ。だから、そういう段階の中で、７号をこのままにしておいてその道

路を通すんですかということを聞いておるわけですよ。もう答えになりませんよ、それではね。 

 もう時間が私本当になくなってきましたんで、最後にプロポーザルの問題、ちょっとはしょって

聞きたいと思います。 

 プロポーザルという言葉自体がなかなか聞きなれない言葉だと思うんですけれども、普通入札や

とその金額で安いほうをとる、金額で決める。ところが、このプロポーザルというのは、提案をし

てもらってその企画、提案の中で金額にかかわらずいいものを採用するという、こういうやり方と

いうことであります。 

 この日程を見ますと、もう６日に参加意思の締め切りがされて、２２日に提出期限ですね。その

後２６日にプレゼンテーションがあって、２８日にはもう選定結果が出て、１月にはもう契約を結

ぶという、こういう段取りになっている。非常に私はタイトなスケジュールではないかと思うんで

すけれども、やっぱりよりよいものをつくるんならもっと期間が必要なんではないかと。年末のこ

んな忙しい時期に、これだけタイトにやって果たしていい提案が出てくるのかどうか。この点につ

いて、この期間が本当に適当なのかどうか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 今回、準備会が行っております業者選定方法は、一般的には簡易プロポーザルという手法でござ

いまして、書類作成等の期間が短いタイプのものでございます。 

 提出書類といたしましては、企業の概要、実績、担当職員の配置、経歴など組織に係るものと、

主にコンセプトや配置計画、環境配慮など提案事項のものとなりまして、全体として簡略化したプ

ロポーザルとなっております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 簡略化したプロポーザルだというふうなこと。私が一番ここで心配するのは、この契約が上限と

して９,７００万というふうな形になっています。発注者はもちろん再開発準備会ということです

けれども、９,７００万という契約をして支払いが出てくるわけですね。このときに、今準備会と
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いうのは、特に資金を持っているわけじゃないですね。だから、そんな中でどういうふうにしてこ

のお金を準備会が払っていくのか、この点について聞きましたら、金融機関から借り入れもするん

やというような話もありましたけれども、それをしたとしても、今度返済が利息も含めて出てくる。

そういうじゃあもとになるお金はどういうふうに返済していくのか、どれぐらい例えば全体のどれ

ぐらいを準備会が持たなきゃならないのか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 今、ご指摘のございました準備会、今現在準備会で後には組合となりますけれども、その組合、

準備会について借り入れ等はどうなるんだというふうなお話ですけれども、短期的に見れば当然借

り入れ等も発生して銀行等との融資も発生しますけれども、最終的には保留床の売却等も行って、

その分で穴埋めといいますか帳尻を合わすという、それは収支になるんですけれども、そういうふ

うに短期的な部分ではそういう借財が出ますけれども、長期的な部分ですと精算できるというふう

な事業でございますので、そのように進めてまいるようになるというふうに考えております。 

 組合の負担ですけれども、組合当初から私どもがご説明申し上げていますように、国の負担が３

分の１、市の負担が３分の１、組合が３分の１、当然のことながら補助対象以外のものについては

組合負担というふうな部分も多少出てきますけれども、原則的には３分の１ずつ３者が負担すると

いう事業でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ３分の１、これ上限が９,７００万で、金額が確定していないので言えませんけれども、３,００

０万ぐらいは最低でも組合が負担すると。それを保留床が売れてからそのお金ができるからと言う

んですけど、いつになりますか、これ。その間はずうっと返済をしなきゃならんですよ。その金は

一体それじゃあ誰がどういう形で返済するんですか。今の準備会にお金ありませんよ、これ、ほと

んど、会費を集める、１,０００円の会費を集めているかわかりませんけれども、そんな大金を準

備会は持っていません。その中で返済していかんならんですよ、利息なり元金なりね、保留床が売

れるまで。誰がどういう形でこのお金を準備して支払っていくんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 先ほど申しましたように、最終的には保留床の処分で金額を賄うということになるんですけれど

も、途中の段階では、例えば用地とか建物の補償の段階で契約をいたしますと約７割程度の資金が

入ってまいりますので、そういう部分を返済等なり実施の事項なりに充ててお金のやりくりをずう

っと、ここ３年、４年先の話なんですけれども、やりくりしながら事業としてどんどん進めていっ

て、最終的に保留床で清算をして行っていくというふうなことでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 
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○１６番（服部孝規君登壇） 

 ２つ目ができませんけれども、本当にきょう聞かせてもらって都市計画決定をする道路の問題、

それから御幸８号・７号の問題、それから４Ａブロックの優良建築物の問題、それからこのプロポ

ーザルに係る準備会の負担の問題も全部聞きました。結局のところ、全部市の計画どおり進んだら

うまくいきますよという話なんですよ、これ。そこのところが私は落とし穴やと思うんですよ。 

 例えば先ほどから言っていますように、最終的にこの事業、本当にうまくいかない場合だってあ

るんですよ。保留床自体が、私が思っているのは保留床がつくれないかもわからんと思っている、

売れないから。つくったところで売れないからね。だから、保留床なしでいかなきゃだめだと、こ

ういう事業だって私はあり得ると思いますよ。そういうときに、保留床が売れたときにお金が入り

ますからとかというような、みんなうまくいくという前提での話ばっかりなんですよ、これ。やっ

ぱりこれでは、私は準備会の人でも、それからこの駅周辺の人たちでも安心しないと思う。 

 決して私は失敗をすることを望んではいません。だから、成功するということであれば、当然そ

の方向で頑張ってもらうんですけれども、しかし、やはり考えなきゃならんのはリスクですよ。当

然、失敗しないようにやると言われますけれども、それはそれでそのために努力をするということ

ですけれども、もし失敗した場合はこういうふうに対応するんだというリスク管理をちゃんとして

もらわな困るんですよ、これ。でないと安心できませんよ。今の答弁を聞いていると、こういう形

で進んでいきますのでうまくいきます、これも大丈夫です、あれも大丈夫ですという答弁しかない

んですよ。もし、こうなった場合はこういう対応しますというのがないんですよ。そこのところが

私は一番地権者にとっても不安なところだと思うんですよ。 

 だから、やっぱり市長、いろんな計画を前へ進めたいという市の気持ちはあると思いますよ。し

かし、もしそれがうまく進まなかった場合にはこういうふうにやりますという、やっぱりリスクと

いうものをちゃんと考えて、そのときの対応もやっぱり考えてもらうということは必要やと思うん

ですけど、市長どうですか、その点については。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この第１種再開発事業自体は、大変複雑なその土地所有者の多様な思いを一つにしながら、この

コンセンサスを前に進めていくということで、今日ここへ来ておるところであり、大変困難な課題

を克服していく事業であります。 

 したがいまして、くしくもおっしゃっていただいたように、成功するために関係者がどのような

努力を重ねていくのかと、こういうもとに今この事業を積み上げてまいりました。 

 事業リスクにつきましても、当然この再開発事業組合を形成いただく皆様方に準備会でご努力い

ただいておりますが、今回の基本設計等々プロポーザルを決定して実施しておりますけれども、当

然のことながら皆様にご理解をいただいて今日ここへ至っておると思っております。 

 また、その事業リスクを少なくするために、市といたしましては、この再開発事業の核となりま

す公的機能の移転、これは図書館機能を移転させるということで、地域とともに一丸となってまい

りたいというふうに思っておりますし、再開発組合が設立後におきましては、これは以前から申し

上げておりますが、本市としてもこの組合に参画をして組合員としての責務をしっかり行政として
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も果たしてまいりたいと思っております。 

 そういう中で、事業リスクをやっぱり最小限にしながら、この事業が本当に多くの皆さんの英知

で成功ができますようにしっかり前へ進めていきたいと思いますし、また議員におかれても格別の

ご理解とご協力をよろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 もう市長に答弁を求めると、もう答えが返ってこないんですよ、もう。長いこと時間はとられる

けれども、答えが返ってこないですよ。 

 要は、この計画を本当に進めていっていいのかという私は段階に来ているんやと思います。一度

やっぱりこの計画を見直して再開発事業、本来は高度化することに一番のメリットがあるんですよ。

高度化できないんですよ、もうこれ。マンションつくって売れるかといったら売れないという予測

が立っています。そういう、それから保留床をたくさんつくればそれだけ建設費が出るんですけれ

ども、売れる見通しもない。 

 こういう中で、やっぱり第１種の市街地再開発事業ではなしに、やっぱり違った形の手法という、

身の丈に合った亀山の駅前にふさわしいような、そういうものをやっぱり改めていくということが

今もう必要な時期に来ているんだろうと。でないとこのまま進めていったら、本当に不安と疑問と

そういうことばかりが起こってくると思いますよ。 

 だから、その点をやっぱりきちっとやっていただくことを申し上げて質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５２分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時０２分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、４番 新 秀隆議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 公明党、新 秀隆でございます。 

 それでは、通告書に沿って進めたいと思います。 

 今回は、高齢者を中心に考えてみたいと思います。 

 大きく健康で生きがいを持てる暮らしの充実についてというところから、高齢者の地域生活の支

援の充実についてということで、３つ、認知症患者に対する支援について、そして次に、緊急通報

装置の活用状況について、そして最後のところは、外出時の緊急事態への対応について、この緊急

事態というのは、救急車を呼ぶとかそういうような緊急事態のことを示させていただいております。 

 それでは、まず認知症患者に対する支援でございますが、昨今では全国的に推計では５００万人
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と言われる認知症の高齢者の方が見えます。 

 このような中で、近年認知症の高齢者の事故をめぐっては、記憶が大きく皆さんにも残っている

と思うんですけど、２００７年に愛知県大府市で、当時９１歳の男性が電車にはねられて亡くなら

れたと。それにつきまして列車がおくれたというようなことで、男性の家庭に、列車の会社が残っ

た家族に対して７２０万の損害賠償を求められたという訴訟がございました。１審、２審ともに家

族に賠償を命じられましたが、最高裁では、昨年の３月、このケースでは家族の賠償責任を認めな

いとの判断を示し、列車会社の請求を棄却されたというようなことで一安心されたんではないかと

思います。 

 そういう中におきまして、亀山市としてこの認知症患者に対する支援ということで、人数の把握

とか、どういう形で基準として把握をされているのか、本当は把握できていないのか、その点につ

きまして把握状況をお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 認知症の方につきましては、介護保険制度の要介護認定の際に用いられます高齢者の認知症の程

度を踏まえた日常生活自立度の程度をあらわす認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準で２以上

とされた方の総数として把握しておりまして、平成２９年９月末現在で１,４６２人となっている

ところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 今部長のほうから報告ございましたんですけど、ご答弁いただいた中では、この２９年９月で１,

４６２人と。確かにまだ数字としては隠れている方も見えると思うんですけど、５万人弱ではござ

いますこの亀山市でも、このようにたくさんの方が把握されているというところは大変びっくりし

たところではございます。 

 それで、こういう中におきまして一番健康な状態で認知症があると非常に徘回をするということ。

お時間も朝と限らず、昼と限らず、夜中と歩かれる方も見えます。実際には、もう免許を返納して

おっても、自分の車はどこへ置いてきたんやろう、忘れたという形で探されるという、そういう事

態も地域のほうでも聞き及んでおります。こういう中で、やっぱり家族は本当に大変だと思います。

徘回もあるんですけど、おうちの中でちょっといろいろ汚されてしまうとか、そういうことも非常

に掃除も大変とか、家族の方は苦労が絶えないという状況でございますが、こういう中で徘回とか、

相談の件数、近年のその状況は何か申し出てくるとか、市として状況を把握しているとか、そうい

う点についてはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 まず、徘回者や行方不明者等の相談につきましては、私どもの地域包括支援センターに寄せられ
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ておりまして、その件数につきましては、平成２８年度で４件、平成２９年度の１１月末現在でご

ざいますが５件となっているところでございます。 

 なお、亀山警察署から市に対しまして連絡のありました行方不明の案件につきましては、平成２

９年度では１１月末現在で５件ございまして、そのうち３件が高齢者の方でございましたが、幸い

いずれの案件も市の安心めーるを配信する前に発見されているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 やはり件数としてはそんなにはたくさんないんですけど、結構安心めーるとかを見ていると、何

かよく掲示されているなあというふうに感じるのは私なりの考えかもわかりませんが、さて、そう

いう中におきまして、現状の支援対策ということで、提言も含めて大きく３つの支援についてお伺

いしたいと思います。 

 まず初めに、市と行政担当に対する支援といいますか、第２次総合計画、そして第２次亀山市地

域福祉計画、こういうふうな中でどのようにかかわっているのかなということでちょっと開いてみ

ました。そこの中では、第２次亀山市総合計画の中では、地域での助け合い、支え合いの仕組みづ

くりというふうな中で、支援体制といたしまして亀山市ボランティアセンター、そしてふれあい・

いきいきサロンとか、このようなものを設立していただいて、そういう中におきまして今現在の登

録者数の推移とか、そしてそれぞれの役割と市のかかわり、この点についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 ボランティアセンターとサロンにつきましては、社会福祉協議会で行っている事業でございます

が、まず団体数で申し上げますと、ボランティア団体が平成２７年度が４５団体、２８年度は４４

団体、そしてことしの１１月末現在で４５団体となっております。 

 また、ふれあい・いきいきサロンのほうにつきましては、平成２７年度が５１、そして平成２８

年度が５６、ことしの１１月末現在で８０ということで、ことしになって大きく増加しておるとこ

ろでございます。そのいずれにつきましても、地域包括ケア推進の点におきまして、地域での介護

予防・日常生活支援の体制として、重要な役割があるとされているところでございます。 

 ボランティア活動につきましては、６５歳以上の高齢者の方の多くはまだまだ元気で暮らしてお

られますので、地域で社会参加できる機会をふやしていくことが高齢者の介護予防にもつながり、

できる限りたくさんの高齢者の方が地域で支援を必要とする高齢者の方の支え手となっていくこと

で、よりよい地域づくりにつながるものと考えておるところでございます。 

 また、ふれあい・いきいきサロンにつきましては、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔

てることなく、住民運営の通いの場を充実させまして、人と人とのつながりを通じまして参加者や

通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進していくことが重要と考えております。 

 行政の支援といたしましては、ふれあい・いきいきサロンの運営に対しまして、介護保険事業の

新しい総合事業から補助支援を、社会福祉協議会さんを通じまして行っているところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 事業のほうの流れといたしましては順調にいって、団体の数もふえ、ふれあい・いきいきサロン

ではいきなり５０台から８０台というふうな飛躍されているということは、やっぱり地域の方もと

もどもに助け合うという精神がまた根強く広がってきたんではないかと思われます。 

 そういう中におきまして、次でございますが、第２次亀山市地域福祉計画の中でございましたん

ですけど、こういう中におきまして、助け合い・支え合い活動の充実の取り組みにつきましては、

内容的には、先ほど佐久間部長のほうからもご説明がございましたボランティアやサロン活動を活

発にすることによって居場所づくり、社会福祉協議会との連携もしっかりととりながら、従来の活

動に、また音楽とかいろいろな内容と取り組みの中で。そしてまた買い物の支援とか困りごと支援、

最後のところでございますんですけど、３番目といたしまして、支援が必要な人への声かけや見守

りの活動、民生委員・児童委員等の地域福祉の担い手の活動を支援いたしますとございます。そう

いう中におきまして、行政としても個々のと申しますか、自助という観点におきますと、やはりそ

の徘回してもわかるような、かばんとか靴や衣服に名前をつけましょうねとか、そういう連絡先と

か、そういうのを表示して、自助の面でもこういう面を踏まえて指導推進の実績といいますか、そ

の点をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 先ほど議員がおっしゃいました、かばん、靴、衣服等に名前とか連絡先等の表示をすることにつ

きましては、市の窓口とか地域包括支援センターに相談があった場合には、そのような取り組み例

があることをご家族等の支援されている方へ、その都度お伝えしているところでございます。 

 ただ、その件数につきましてはちょっと把握しておりませんので、申しわけございません。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 社協丸投げという形ではなく、やっぱり行政のほうもその点で支えていっていただいているとい

うことに思っております。 

 次に、市を超えた外部的な、ちょっと提言的な形にはなると思うんですけど、冒頭に申しました

徘回によって損害が出るようなことがあるという場合につきまして、神奈川県大和市というところ

ではございますんですけど、とある取り組みをちょっとご紹介させていただきますと、関係機関で

徘回の高齢者等のＳＯＳネットワークというのがございまして、ここに登録されている方が２４０

人見えまして、これにつきまして被保険者として契約して事故とかそうやってけがで亡くなったり

とか、またそういう面でも保険が払われますし、また本意ではないんですけど、不本意に物を壊し

たりとか、相手にけがを負わせたりとか、そういう場合など損害賠償にも応じるということも出て

まいります。そういうときにつきまして、こちらの市のほうでは賠償金の最大３億円まで市がかわ

って契約をして、保険者を選定して、この１１月からこの制度をスタートさせるというような制度
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が立ち上がっております。こういうところにつきまして、やはりなかなか結構いろんな保険も出て

きて、私たちも家族のものとか、飼っているわんちゃんがどこかの人にかみついたりとか、そうい

うふうなところにも出る保険というのが結構あるんですけど、やはりちょっと生活が厳しいという

状況で、本当に徘回するのも大変てこずっておると。そして、金銭的に厳しい家庭もあるというよ

うな、そういう中におきましては、亀山市として今後こういうような保険制度の導入という、こう

いう面についてのお考えがありますんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 保険の個人賠償責任保険につきましては、補償の対象や被保険者の範囲のほか、示談交渉サービ

スの有無など、各保険会社によって異なっております。 

 また、自動車のマイカーの場合、管理に起因する損害賠償責任につきましては、自動車保険での

対応となり、自動車保険、火災保険、傷害保険などの損害保険に加入している場合には、入ってい

る保険に特約として既についている場合もございます。 

 このような中、対象者本人とそのご家族の保険加入状況やご希望もあろうかと思いますので、加

入が必要な場合は、要件とか保障の対象等をしっかりご確認いただきまして、ご本人やご家族に合

う保険にそれぞれご加入いただくようお願いしたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 確かに、市民への公平性から考えると難しいものも出てくるとは思うんですけど、そういうふう

な保険もあるんだよというふうな形で推進していくという形が精いっぱいかなというのはご答弁で

いただきました。 

 次に、企業による器具とかシステムによるそういうので頼っていきますと、これもまた同じさっ

きの大和市なんですけど、ＧＰＳの端末を持って市内の認知症患者の８,６００人、もともとが３

２万人という都市ですからそれは大きいと思うんですけど、今後の増加の予測も入れて、昨年９月

から認知症の１万人時代に備えるということで宣言されて、ＧＰＳの端末を靴の中へ収納するとい

うか、そういうような形で徘回する高齢者の位置情報をパソコンとか、スマホに確認できる事業を

実施するなど、認知症患者の人や家族が安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいるというよう

なことなんですけど、実際、亀山市もちょっとこれはボイスレコーダーなんですけど、大きさとし

てほぼこのぐらいですかね。縦７.９センチ、横４.３センチ、厚さが１.８２と。重さが４８グラ

ムというような、こういうのも亀山市としては貸し出しはされているのは存じ上げているんですけ

ど、やはりこういうものを持って出ること自体忘れてしまうというようなことも考えられます。確

かに靴も幾つも靴があれば、それは幾つもというわけにもいかないと思うんですけど、限定されて

そういうふうなＧＰＳの端末を靴の中へ入れて、どこかへ行ってもわかるような、そのようなちょ

っと形の変わるようなＧＰＳ機というのは、市としては考えておられないのかどうかお伺いいたし

ます。 

○議長（西川憲行君） 



－１５１－ 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 ＧＰＳを内蔵した靴につきましては、ある程度お値段がしますし、先ほど議員もおっしゃいまし

たとおり、せっかくＧＰＳを靴に装着しても、いつもと違う靴で出かけられてしまうと位置も把握

できないということもございますので、現在のところちょっと考えていないものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 そうですね。自分の靴かどうかもかわらないという状態の中では、本当に人の靴を履いていくと

か、そういう場合もあります。 

 ただ、金額的にもやっぱりそうお安いものではございません。そういうところから考えますと、

先ほどの保険にしてもそうですし、ＧＰＳのシステムもそうなんですけど、最後にちょっと長くな

りますが、これは私ども公明党、森議員とともに日ごろ検討したりとか研究したりというようなこ

とでございますんですけど、いろいろＧＰＳというのを皆さんご存じの方も多いと思うんですけど、

ちょっとどんなものかというのは、こういうような何かオタマジャクシのような、ドジョウのよう

なのがいっぱいこの中におるようなこういうものをＧＰＳのものなんで、ごめんなさい、ＧＰＳじ

ゃない、ＱＲコードです。失礼いたしました。ＱＲコードでございます。 

 これが一応市としては金額的なこととかいいんじゃないかというところで、ちょっとお時間まだ

ありますので、ちょっと事例を紹介させていただきますと、徘回者に対する長崎の雲仙市では、９

月からこの認知症などで徘回する高齢者の早期発見に役立てるために、高齢者の見守りステッカー

ということで配付されておるそうです。大きさといたしましては、これはちょっと皆さんに見ても

らうために大きくしてあるんですけど、縦２.５センチ、そして横が４センチぐらいの大きさのス

テッカーに、先ほどのＱＲコードを印刷されたものをスマートフォンなどでかざしていくと携帯端

末で読み取ることができて、それが警察とか、福祉事務所などの連絡先が表示されたりとか、また

このステッカーの番号に記載されている番号を通報時に伝えると、徘回者の高齢者の方の身分がわ

かったりとか、そういうふうなことがわかると。雲仙市の高齢者のＳＯＳオレンジネットワークと

いうのがあって、一応そこに登録して、そういう方にステッカーを１人に１０枚ぐらい衣服とかか

ばんとかに張りつけて使用していただいておると。 

 また、埼玉県白岡市では、このＱＲコードについてはやはり同じような使い方はあるんですけど、

認知症の徘回する高齢者をやっぱり早く見つけるというのが早期発見と、そしてその方がどういう

ふうな方なのかというのがウエブサービスで「どこシル伝言板」とか、そういうウエブを使ってや

っているところ、状況を見ると。高齢者の介護課でそういうのを申請すると、専用の伝言サイトと

かそういうのにアクセスしてＱＲコードを見ることで、身元の特定を番号表示とかそういうふうな

のがされまして、高齢者の早期発見・早期明確化ということで、こちらの市では衣服用に３０枚、

そして靴やつえ等には１０枚配付されているということなんです。利用者の伝言サイトの初期設定

とかそういうのはちょっと必要なんですけど、保護者対象の性別とか年齢、外見の特徴とか、この

システムにはもう少し細かい情報がたくさん載せられるということでございます。発見者はこのス

マートフォンとか携帯電話でかざすことによってＱＲコードを読み取って、瞬時に保護者などにメ
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ールが自動送信されるとか、ＵＲＬにアクセスすることで伝言板が表示されたりとか、そういうふ

うにすごく利活用がいい、安価であると。こういうようなＱＲコードのステッカーの導入の考えで、

亀山市としては、三重県ではまだ、先日ちょっと志摩市の方とも話させてもろうた、確かに志摩市

は既に入れておられました。 

 そういうことにつきまして、亀山市としてこのＱＲコードステッカーの導入の考えはいかように

思ってみえるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 ＱＲコードのステッカーにつきましては、先ほど議員ご説明いただいた白岡市初め、県内でも志

摩市さんが導入されておりまして、ＧＰＳ端末のように持ち歩かなくてもよいこと、市や警察など

介さずに２４時間３６５日、発見者と保護者が個人情報を開示することなく連絡をとり合えること、

また安価で運用できるメリットもございますし、使い勝手もよろしいかと存じますので、私どもも

導入について検討してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 非常によいご答弁をいただきました。導入の考えを研究ではないというふうな言葉をちょっと受

け取らせていただきましたが、もしこの辺を導入した場合、先日もちょっと導入したところの市の

方とお話ししておったんですけど、やはり認知度が低いみたいで、お話しした議員は知っておるん

ですけど、ほかの議員はあんまり知らないみたいとか、もちろん市民の方がそのシステムがあると

いうこと自体も知っている方がどれだけいるかなというのもあると思うんですけど、もし導入され

たときに、亀山市としてはどのような形で周知をされるかなというふうなところをお伺いしたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 このシールの配付につきましては、認知症による徘回の場合を対象といたしまして、当面は個人

負担は考えておらず、広報とか、ケアマネジャー、そして民生委員等のご案内により周知してまい

りたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 きめ細かい周知で、やっぱり家族の方も安心されると思いますので、その点につきましては、ま

た導入のときにはしっかりと周知いただきたいと思います。 

 それでは、次のところに移らせていただきます。 

 緊急通報装置の活用状況についてでございますが、先日３００台購入、国のほうの補助で購入さ

れたということで二百数十台もう既に出ておるとは思うんですけれども、結構使い方も、赤いボタ
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ンを押せば緊急であるとか、緑のボタンを押せば朝のご挨拶とか、そして青いボタンのご用聞きと

いうふうなボタンがあると思うんですけど、こういうふうな中で使用者の方というのは難しく考え

ていないのか、こういう機能、操作性について使用状況とか、導入者についての意見とか、その辺

の現状をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 先ほどおっしゃいましたとおり、挨拶ボタンとご用聞きボタンがございます。挨拶ボタンが押さ

れますと、事前に登録したご家族のスマートフォン等にメールが届きまして、利用者の見守りにか

かわっていただくことができるものでございます。 

 ご用聞きボタンにつきましては、買い物や庭掃除などの日常生活でのお困り事に対応するための

もので、押されるとシルバー人材センターから利用者に連絡が入って、生活支援サービスを受けて

いただくことができるものでございます。 

 この感想でございますが、挨拶ボタンは離れて暮らすご家族がお元気でいらっしゃることが確認

できて随分使われているようでございます。ありがたく思われている反面、例えば一日に何度もボ

タンを押すことがありますと、またかということもあるようなことは聞いておりますけど、有効に

は活用されておるということでございます。 

 あとご用聞きボタンのほうにつきましては、その使われている方、使われていない方がいらっし

ゃると思うんですが、使われる方はうまいことご利用いただいているのではないかと考えておりま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 そのような形で非常に簡素化され、先ほど部長おっしゃいましたが、通信ができればスマートフ

ォンに限らずガラケーでもインターネットの交信ができれば大丈夫だというふうに聞き及んでおり

ます。 

 そういう中におきまして、今回私もちょっと相談を受けた中ではございますんですが、申請につ

いてちょっと難しいんではないかとか、そしてまた特別な方を連絡先に立てると、そういう方がな

かなか見つからないときにはこのようなシステムが市のほうから借りられるということができない

んではないかというふうないろいろ疑問もあったんですけど、そういう中におきまして確かにケア

マネジャーの方とかは詳しくなっておるんですけど、そういう面につきまして、この設置の申請に

対する条件とか、何が必要なのか、そういうふうなことをお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 この緊急通報システムの対象者は、６５歳以上のお体や精神上、または生活環境その他の理由に

よりまして緊急事態の発生の可能性が高く、日常的に安否確認が必要な方で、おひとり暮らしの方

のほか、高齢者世帯のご夫婦のうちお一人が寝たきりのために、もうお一方に緊急事態が生じたと
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きの対応が困難な場合など、ひとり暮らしに準ずる状態にある方も対象としております。 

 この事業につきましては、緊急時に迅速かつ適切な対応をとることで、高齢者の方が地域に安心

して暮らしていただくことを目的としているものでございまして、地域の方やご家族の協力のもと

ご利用していただくこととしているところでございます。 

 地域の協力員につきましては、ご本人やご家族に近隣の方、自治会長や民生委員などの中からお

探しいただいて、緊急時にコールセンターから連絡を受けた場合に利用者の状態確認を行っていた

だいております。ご家族に救急搬送時とか、状況確認等の連絡先としてご登録いただいてはおりま

すが、ご家族やご親戚がいない場合につきましては、ケアマネジャーや親しい隣人等にご協力を得

て対応しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 今お伺いするとかなりハードルは低いかなというふうなところで、ご活用して一人でお住まい、

また高齢者の連れ合いの方がちょっとかげんが悪いとか、そういうときでもいいというのはありが

たいことだと思います。 

 そういうことで、またこの辺も私自身も周知のほうでも努力していきたいなと思います。 

 最後のところに移らせていただきます。 

 外出時の緊急事態の対応、冒頭でも申したように、緊急事態、救急車を呼ぶような急に体の異変

が起こったと、そういうふうな場合にどのような形で消防のほうとしては情報をとっていくかと。

確かに以前、私、鈴鹿市のほうでネックレスというのか、緊急情報ネックレスというのをこういう

のをかけて急に倒れたときでもその個人の方を認定できるというふうな、ちょっとネックレスを鈴

鹿市の消防さんから借りてきてここでご披露したとは思うんですけど、なかなか亀山市としてはこ

のようなことはちょっとございませんわけなんですけど、そういう中におきまして、まず通報が入

ったら亀山の消防といたしましては、その方のせめて名前とか住所がわかるかとか、そのレベルに

よって状況が、把握の度合いをどのようにしていくか。聞くところによりますと、健康福祉部の情

報提供の共有という中で、消防の中でも情報を幾つか持っているとか、そしてまた冷蔵庫にあるよ

うなそういう救急キットといいますか、そういうふうな情報、これをどのように活用して消防とし

ては判定というか、判断していくのかお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 平松消防次長。 

○消防次長兼消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 健康福祉部と消防本部との情報共有はどうかと、こういったご質問でございますので、私のほう

からご答弁を申し上げます。 

 健康福祉部と消防本部との連携につきましては、６５歳以上の高齢者を対象として、先ほどご質

問のございました緊急通報システム、それと緊急医療情報キットというものの登録者情報を共有し

ております。 

 緊急通報システムにありましては、自宅においての緊急事態発生時に１１９番によることなく通

報ができるシステムでございます。 
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 また、緊急医療情報キットにありましては、その方の既往歴や緊急連絡先などが記載された情報

をカプセルの中に入れ、自宅の冷蔵庫に保管をしておくというもので、救急隊が自宅に出動した際

に活用をすることができるものでございます。しかし、これは、その方が外出をされたときには対

応することができません。よって、外出時での緊急対応などでは関係者への事情聴取や所持品で傷

病者の身元確認をしているのが現状でございます。 

 また、救急隊と消防本部との連携につきましてもお尋ねがあったと思いますが、これにつきまし

ては、救急の出動時に救急隊が持参をいたします情報書の中に高齢者情報が一目でわかるような形

で記載がしてございます。以上でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 先ほど平松消防次長のほうからもありましたが、ある一定の条件が満たされればその緊急搬送の

方の情報というのは収集できるが、やはり緊急医療のキット、これも冷蔵庫に入っておるわけです

から、外に出ていたときにはそれはないわけです。そういうときにはどうするかとか、いろいろ情

報の入り乱れることはないと思うんですけど、やっぱり正確な情報が入り乱れるとかそういうこと

のないようにどのようにするかというのが、今後のまだいろいろ課題として消防側の課題もまた後

ほど伺いたいと思うんですけど、やはり今現在は独居老人とか高齢者の方につきましては、なかな

か病院のほうもスムーズに受け入れ対応が難しい、こういう時代でございます。そういったことも

踏まえまして、消防としていろんな市内での要望事項とか、また健康福祉部との情報共有のもう少

し提案的なものがあればとか、そういうことにつきまして課題についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 平松次長。 

○消防次長兼消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 在宅時における緊急対応では、先ほど申し上げましたとおり緊急通報システムや緊急医療情報キ

ットが配備されておりますので、迅速な対応が可能であると考えます。 

 しかし、外出時における緊急対応では、身元等がわからないことによって、先ほど議員がおっし

ゃいました病院連絡時に苦慮することが多々あるため、緊急連絡先などの情報が一目でわかればよ

り迅速に対応することが可能であると考えます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 今も次長のほうからもございましたが、一目で情報がわかればということで、話がちょっと初め

に戻るわけですが、こういうときにＱＲコードとか、そういうのがあれば迅速に情報がとれるとい

うことでございますんですけど、ただ、佐久間健康福祉部長の話では、これは広域連合といいます

か、高齢者の認知症の方についての配付ということでございますんですけど、もしこれが高齢者で、

若い方はそうでもないとは思うんですけど、高齢者で日ごろは元気だけどちょっと持病があるとか、

そういう方が心配だと急に倒れられたりとかということも過去に年に１回とか２年に１回、そんな

倒れたこともあるんやという方なんかはとっても不安だと思います。そういうときにこういうＱＲ
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コードが、もしステッカーがあれば、消防としてはかなりメリットがあるんではないかと思うんで

すけど、そういう点につきましてはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 平松次長。 

○消防次長兼消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 屋外において意識がなくなるなどのことによって身元などが判明しない場合に、先ほど申された

ＱＲコードを読み取り本人であることが特定できて、かつ傷病者の既往症、かかりつけ病院などの

必要な情報を得ることができれば病院への連絡や家族への連絡がスムーズに行えるものと考えます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 まさにそのとおりだと思います。平松次長のおっしゃられたように、そういうものがあれば非常

にスピーディーな病院の受け入れ等も安心だと思います。 

 さて、最後にお伺いしたいのですけど、現在、この導入についても考えて、導入できるんならば

一応認知症の方というような形で今出られておりますが、やっぱり先ほど私の申しましたようなち

ょっと体に不安のある方とか、そういう方に対してこのＱＲコードが配付されるようなことになれ

ば非常に亀山市民としても安心な日々が送れるんではないかと思いますが、最後に市長、この辺が

高齢者だけではなくちょっと幅広い観点で考えていただけるものかどうか、市長の考えをお伺いし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 このＱＲコードを活用した認知症の高齢者へのサービスにつきましては、部長申し上げたように、

有効に機能するというふうに思っておりまして、広域連合の介護保険事業を活用させていただいて、

ちょっと志摩市に先行されましたが、本市としても導入に向けてしっかり詰めていきたいというふ

うに考えております。 

 もう一方で、これも非常に有効である反面、今衣服等に貼付をしたＱＲコードから個人情報が非

常に取得しやすいということもございます。 

 したがいまして、今、議員ご紹介の高齢者だけではなくて幅広くこれが適用できないだろうかと

いうご趣旨でございます。例えば障がい者であったり、あるいは子供たちであったり、こういうこ

とに適用ができないかということもご提案であろうかというふうに思っておりますが、そこらの個

人情報を容易に取得しやすさというここのところもありますので、少し他分野への活用につきまし

ては慎重に検討し、考えていく必要があるのではないかと現時点では考えておる。認知症対策はし

っかり前へ進めてまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 最後に一言です。 
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 個人情報は非常に大事なことだと思います。特にこういう世の中でございます。子供さんなんか

ぴっとこうすると見える。 

 ただ、これも連絡先が例えば警察とか、消防署とか、そういうふうな運用ができるんですわ。そ

ういうところもやっぱり研究していただいて導入すればより安全に、そして安心できる運用ができ

るんじゃないかと思います。 

 以上をもちまして私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 ４番 新 秀隆議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時５０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時５９分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質問の途中ですが、この際お諮りします。 

 市長から、きのうの尾崎議員の議案質疑における企画総務部長の答弁について、適正を欠く発言

があったとの理由により、その一部を取り消したいとの申し出がありました。取り消しの申し出を

許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 市長からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定しました。 

 次に、１番 今岡翔平議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 勇政の今岡です。 

 ２つ、一般質問の通告をさせていただきました。 

 まずは、城東地区コミュニティセンターについてと、それから事業等の担当部署についてという

ことであります。 

 まず最初の城東地区コミュニティセンターについてということなんですが、約１年ぐらい前です

か、城東地区の旧コミュニティセンターが使えなくなったということで、こちらの地区の皆さんに

は新しいところに移っていただいて、その間も、移る間に結構いろんなばたばたがあったというふ

うに伺ったんですけれども、しっかりと市のほうで対応をいただいているのかなと思ったら、私た

ち、最近会派で市政報告会をやっておるんですけれども、そちらに来られた方ですとか、ほかにも

別のつながりでお会いする方に、ちょっとこういうことが困っているよということでいただいた疑

問とか、そういった不安というのをきっかけに、この一般質問をまず展開させていただきたいと思

います。 

 それでは、大きな項目１つ目ですが、なぜ使えなくなった旧城東地区コミュニティセンターを取

り壊さないのかという項目なんですけれども、まず１点目、この旧城東地区コミュニティセンター
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を使わなくなった理由をお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。 

 坂口市民文化部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 旧城東地区コミュニティセンターは、耐震診断の結果、コンクリート強度が不足し、耐震診断基

準の適用範囲外であって耐震補強ができない状態であり、大地震が発生した場合は倒壊のおそれも

ありますことから、安全確保上、本年１月から当該施設の使用を停止させていただいたところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 耐震診断基準に合わないと、それで、対策をすることができないため、市民の方々にほかの場所

に移ってもらったということだったんですが、この旧コミュニティセンターが使えなくなってから

今のところに移っていただくまでの一連の動きというのはどういったものだったのでしょうか、経

過をお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 昨年５月に旧城東地区コミュニティセンターの耐震診断が未実施であることが判明しましたので、

７月から耐震診断調査を実施し、１２月に調査結果の報告書が提出されました。 

 耐震診断の結果、大地震が発生した場合は倒壊のおそれがあるということであり、耐震診断の結

果の内容を議会、教育民生委員会及び城東地区まちづくり協議会会長にご説明をさせていただきま

した。 

 そして、本年１月には旧城東地区コミュニティセンターの使用を停止いたしましたことから、城

東地区まちづくり協議会会長と当面の活動場所の確保に向けた打ち合わせをさせていただき、２月

には城東地区まちづくり協議会の役員会におきまして、代替施設確保の方針についての打ち合わせ

をさせていただきました。 

 また、１月から７月までの間につきましては、城東地区まちづくり協議会の活動の継続と事務員

さんの安全を確保するため、市民協働センターみらいに応急的な事務所を設置し、業務を行ってい

ただきました。活動場所につきましては、市民協働センターみらい等の公共施設をご利用いただい

たところでございます。 

 また７月からは、当面の代替施設として一般社団法人三重県建設業協会亀山支部の事務所建物及

び同敷地を借り受け、新たな城東地区コミュニティセンターとして位置づけ、城東地区まちづくり

協議会の活動施設として使用していただいているところでございまして、その後もまちづくり協議

会の会長様や事務員の方と情報交換を行いながら対応をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 
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○１番（今岡翔平君登壇） 

 耐震の診断が出てからの流れなんかも丁寧にご説明をいただいたんですけれども、旧城東地区コ

ミュニティセンターが使えなくなってから、市民協働センターみらいのほうに一旦間借りをいただ

いて、今の城東地区コミュニティセンターに移っていただいたというような流れだと、改めて確認

できました。 

 それでは、この１番の大きなタイトルなんですが、使えなくなった旧城東地区コミュニティセン

ターを取り壊さないのかということなんですが、この耐震診断基準に合わなくなった旧コミュニテ

ィセンターが、なぜ壊されずそのまま残っているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 旧城東地区コミュニティセンターにつきましては、現在は公共の用に供しない普通財産として管

理を行っているところでございまして、建物内に一般の方が侵入できないよう施錠をし、定期的に

巡回を行っているところでございます。 

 この施設につきましては、基本的には解体を行う方針でございまして、解体時期についての検討

を行っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 先ほど普通財産になったということだったんですけれども、そのあたりのちょっとご説明と、あ

と、早急に壊したいという思いではないということなんですかね、その２点お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 まず普通財産であるということでございますが、市の財産には、公共の用に供しております公共

施設、行政目的を持つ行政財産と、行政目的を持っていない普通財産とがございまして、旧城東地

区コミュニティセンターにつきましては、新たな城東地区コミュニティセンターが条例上設定され

ておりますが、新たな施設のほうが位置づけられておりますので、旧の施設については行政目的を

持っていない普通財産ということになっております。 

 それから、どうしてすぐに解体しないのかということでございますが、本建物につきましては、

解体に向けて検討を行っているところでございます。ただ、今般、本建物に石綿含有仕上げ塗り材

が使用されているということが判明をいたしました。石綿含有仕上げ塗り材につきましては、現時

点での除去技術では相当の処理経費が必要と見込まれます。また、石綿含有仕上げ塗り材につきま

しては、建物への使用時にはその石綿が飛散する可能性は小さく、さらに、今後、現在より低い経

費で処理できる除去技術が開拓されることも期待されるところから、現在、解体時期についての検

討を行っているという状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 



－１６０－ 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 建物のほうに石綿、アスベストが含まれていることも判明して、簡単に壊すわけにいかないんじ

ゃないかと、壊し方や時期なんかも検討しながらということなんですが、ここで私たちがその地区

の方々から伺った話と市のほうの認識の違いというのがあるのかなと思うんですけれども、市民の

方々、ここの地区の方々ですね、耐震診断基準に合わなかったということで旧城東地区コミュニテ

ィセンターを出ざるを得なかった、使えなくなったのでほかに移らざるを得なかったという、耐震

診断基準に合わないため、そういう状況になったということなんですけれども、市民の方は、自分

たちが早急に出ていかなければならないほどの危ない状況、危ない建物であったと。なのに、そん

な危ない建物というのがなぜ私たちの地域、しかも、あの周りに住宅なんかもありますよね、そう

いった地域になぜそのまま残っているのかということが認識の違いとしてあるんですけれども、市

長、地区の方のこういう認識って何か、こういうふうに伺っているんですけれども、何か思うとこ

ろがあればお伺いしたいんですけれども。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 城東地区の皆様には、地区コミュニティセンターとして使用を急遽停止していただくということ

になりました。その時点で本当に大変ご不便とか、ご心配をおかけいたしているところ、本当に認

識をさせていただいておるところであります。 

 また、旧城東地区のコミュニティセンターの建物につきましては、耐震診断の調査の結果、阪

神・淡路大震災クラスの大地震が発生した場合には倒壊のおそれがあるというものでございますの

で、この施設の場合、多くの市民の方々にご利用いただいてまいりました公共施設でございました

ので、その意味で市の責務として、当時その使用を停止させていただいたものでございます。 

 ご案内のように、市内におきまして、こういった昭和５６年以前の旧耐震基準で建築されて耐震

補強がなされていない建物も多く存在をいたしているところでございまして、この建物だけが周辺

の建物に比べて際立って倒壊のおそれが大きいということでもないというふうにも認識もいたして

いるところでございます。 

 しかしながら、大地震発生の折に倒壊のおそれがあるということでございますので、地域の皆さ

んのご心配やご懸念に対しまして、私どもとしましても、基本的には解体に向けて、解体時期につ

いて検討させていただいた上で、安全対策をしっかりとらせていただいた上で、現状はしっかり管

理をしてまいりたいというふうに考えておりますし、今後につきましてもその検討を進めてまいり

たいというふうに思っております。 

 地域の皆様に対しましてはご不便をおかけいたしておりまして、まことに申しわけないと思って

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 地震としては、阪神・淡路大震災レベルのものが来たら、それぐらいの地震が来た際には耐震強

度として危ない建物で、ほかにもそういった基準に照らし合わせると同じような土俵にのってくる
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公共施設、普通財産もありますよということだったんですけれども、今回、コミュニティセンター

なんですけれども、このコミュニティセンターというのは、亀山市においては、全ての亀山市に住

んでいる市民に対して１つはどこかのコミュニティセンターがあるよと。しっかりその地域活動を

やっていく上での拠点として、機能を持ったところとして、１人１つはコミュニティセンターがあ

りますよということが保証されているという前提のもと、こういったコミュニティセンターについ

ての、つまり城東地区においては、新しいところはとりあえず確保されたかもしれないんですけれ

ども、古い建物に関する問題がまだ決着がついていないと。だから、全てのその公共施設をひっく

るめて議論をするんじゃなくて、１人１つ、市民にとってあるコミュニティセンターという土台の

中で議論をしたほうがいいんじゃないかなというふうに感じます。 

 この城東地区のコミュニティセンター、市民の立場から、普通の人の感覚からいくと、すぐにで

も壊したほうがいいんじゃないかとやっぱり思うんですけど、これ、予算要求というのは、これま

ではされたんですかね。予算時期に合わせるとか、そういうことではなくて、補正でも何でもすぐ

やったほうがいいんじゃないかというのが普通の感覚なんじゃないかなと思うんですが、そのあた

りはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 本年１月から使用を停止しまして、７月に新しいコミュニティセンターへ移っていただいたとこ

ろですが、補正予算で解体のほうを計上するというところまでは、考えはいたしませんでした。 

 当初予算に向けて解体経費の検討を行ってきたところ、現在、そういう状況になったというとこ

ろでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 もう一度お願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 当初予算の関係でございますが、当初予算の計上に向けまして見積もりを当初行いまして、一旦

予算要求をいたしまして、その都度見積もりも変化してきているというところでございますが、現

在、要求というよりも、今の状況になりましては、私どもとしましても、このままで要求するのか

どうかというところで財政のほうと協議をさせていただきたいと、そういう状況にあると認識して

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ここでやっぱりわかりづらいのが、その阪神・淡路大震災レベルのものが来ないと、裏を返せば、

そこまでの大きい地震じゃないと危険がないというふうに聞こえるんですけれども、そういった地
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震というのはいつ来るかわからない、いつ来ますかと聞かれたら、それはもう誰が聞いてもいつ来

るかはわからないと思うんですけれども、その耐震診断基準というのに照らし合わせて地区の人た

ちは出なきゃいけなくなったのにもかかわらず、壊すという議論になってくると急ぐ必要はない、

検討したい、時期を見きわめたいというような話になるんですが、このあたり、何かずれているん

ですかね。もう一度お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 現在、見積額として出ておりますのは、およそ４,０００万というような状況でございます。そ

れと、いわゆる現在の城東地区コミュニティセンターの危険度というところを両方考えて対応して

いくことになると思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 確かに４,０００万という金額、多分アスベストの対応もあるので、それなりの金額になってく

ると思うんですが、私たちが議論をしているのは地区の人たちの安全ですとか、ともすれば命にか

かわるという話なんですけれども、そういうことというのは、予算要求といいますか、早急に壊す

という面で検討の余地に上がらないんですかね。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 やはり、大地震が来た場合には倒壊のおそれはある建物でございますが、何と申しましょうか、

いわゆる緊急度として全ての建物を考えたときに、どうしてもすぐに壊さなければならないという

ものでもないと思いまして、そこは、その施設を安全に管理するといった方法において管理をして

いくということも可能であると思っておりまして、そこらは総合的に判断をさせていただきたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 これは、普通財産というのは、何か公共的な目的を持たないものに落として、それで人が入らな

いようにして管理をしているということなんですけれども、このコミュニティセンターに関しては、

周りの住居ですとか住民の方々に、やっぱり危険、もしくは、もしあるとすれば、なぜ自分たちが

ここを出ることになって、まだその建物が立っているのかという説明がなされないと、そもそもわ

からない。そうすると、そういうのがないからこそ、私たちが実際にお会いしたときに、私ら出て

いったのに、まだあれ建っておるんやわという話になってしまう、こういうギャップが生まれてく

ると思うんですよね。やはり耐震診断基準として、しかも何か法律で決まっているとか、そういう

わけではなくて、亀山市のほうで独自で決めているということでもあるらしいので、自分たちで決

めた基準というのはしっかり守って、早急にこれを壊していただきたいなというふうに思います。 
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 では、３番目の現在の城東地区コミュニティセンターの使い勝手について、地域の方の意見を集

約しているのかということなんですが、先ほど市民の方、こういうふうに思っていますけど、執行

部のほうでつかんでいますかということに関して、かなりギャップがあったと思うんですけれども、

また別の観点で、コミュニティセンター自体の使い勝手について意見は集約されているんでしょう

か。まず方法についてお伺いをいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 本年７月１日から当面の代替施設として三重県建設業協会亀山支部の事務所建物及び同敷地を借

り受け、新たな城東地区コミュニティセンターとして位置づけて、城東地区まちづくり協議会の活

動拠点施設としてご使用をいただいているところでございまして、その使い勝手につきましては、

城東地区まちづくり協議会の役員さんや事務員さんの方などから、機会あるごとにお聞きをしてい

るところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 時折そのコミュニティセンターとか、集まりのほうに行っていただいて、役員さん、地区の方々

とお話をしていただいているというようなことも伺っております。 

 どういうふうに集約しているかというのは理解できたんですが、その地区の方々はどんなことを

言っていますかという、その意見の概要ですね、今のコミュニティセンターに対する評価といいま

すか、そういったものはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 地域の方々からお聞きをしている内容といたしましては、建物が２階建てであることから、これ

までは事務所が１階にありましたが、２階まで上がらなくてはならないといったことや、調理室が

ないことから、調理室を使用することができないので不便であるといったことなどがございます。 

 また、逆に階段については、これまでの階段よりも少し緩やかになったというような意見もいた

だいております。 

 調理室に関しましては、城東地区まちづくり協議会の活動で必要な場合には、隣接する西小学校

の家庭科室や青少年研修センターの調理室等の活用をお願いしているところでございますが、本年

度については、そういった施設での利用はなかったと聞いているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 大体私たちが伺った、いわゆる不満と一緒かなと思うんですね。２階建てだから足が悪い方には

つらいよとか、調理室がないので、本来できていたはずの催しだったり、地区の皆さんの集まりと

いうのができなくなっているよというようなことを伺っています。 
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 それを踏まえて、今後の対応ですね。例えば、今のところでどれぐらい使うつもりですとか、も

しくは、例えば新しい建物を建てるんですというような見通しですね、そういったものがわかれば

お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今後の対応ですが、まずは、これまでいただいたご意見とか、また今後も皆さんからご意見をお

聞きしながら、少しでも使い勝手がよくなりますように、施設の改修であるとか、他の施設の活用

についてのご協力をさせていただくなど、できるだけきめの細かい支援をしてまいりたいと考えて

おります。 

 また、現在、当面の代替施設ということでございますので、将来の城東地区コミュニティセンタ

ーのあり方についての検討を進めてまいりたいと思っております。 

 いつごろまでかということでございますが、現在借り受けている施設につきましては、平成３２

年３月３１日まで、所有者である三重県建設業協会と賃貸借契約を締結し、同期間において城東地

区まちづくり協議会を指定管理者として管理を行っているところでございまして、この間に城東地

区コミュニティセンターの将来のあり方を決定してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 あと２年ちょっとですかね、今の建物の指定管理の期間があるので、その間に次の対策について

考えたいということでした。 

 できる限りきめ細やかに対応したいというようなご答弁でしたので、できればきめ細かい配慮を

いただいて、できればといいますか、早急にこの旧コミュニティセンターについては壊していただ

きたいなというふうに思います。 

 では、次のテーマですね。事業等の担当部署についてのほうに移っていきたいと思います。 

 少し議案質疑のほうでも触れさせていただいたんですが、どの部署にも該当しない新しい事業、

特に地方創生に関連してここ最近やってきたりというものもあったと思うんですけれども、こうい

った事業を所管する部署というのは、今の現体制でいくと企画政策室になるのかということについ

て、まずお伺いをいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま議員おっしゃられた地方創生に係る事業としまして、特に総合戦略に位置づけた若者定

住等の視点にかかわる事業につきましては、企画政策室が所管をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 私の聞き方がちょっと不十分だった部分もあるんですが、これはどこの部署で担当しようかとい
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うような、所管にちょっと迷うというものが、特に国とか県とか、そういうところから落ちてきた

りということもあるんですけれども、そういう事業があったときに、まず最初に取りかかるのは企

画政策室でいいでしょうかという、再度質問をさせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 事業の所管につきましては、基本的には亀山市事務分掌規則に定める各室の分掌事務を基本とし

まして、議員おっしゃられた国・県との連携なども踏まえ、定めているところでございます。 

 議員ご質問のどの部署にも該当しない新しい事業でございますが、その事業は、その目的などに

照らしていずれかの部署に所管をしており、必ずしも企画政策室が所管するものではございません

が、新たな視点で、例えば政策的に取り組む事業、特に計画段階での事業でありますとか、ご指摘

がありました婚活支援や若者交流などの地方創生を推進する上で重点的に取り組む事業につきまし

ては、総合戦略を担当する企画政策室が所管しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 事務分掌であるとか、所管に照らし合わせてということなんですが、企画政策室がまず受けてい

ただけるという前提で、今後の質問を展開していきたいんですけれども、まず、そういったその新

しい事業に取りかかる際というのは、どんなことに注意をすべきだ、あるいは気をつけるべきだと

いうふうに部のほうでは捉えられているんでしょうか。だから、全く今まで前例がなかったことと

か、取り組んだことがないことについてですね。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 新しい事業に取りかかる際に注意すべきことということでございますが、まずは事業の目的に見

合っているのか、次に計画に位置づけた施策推進への寄与度、あと事業期間、また必要とする経費、

業務量、こういったものを考慮して立案すべきものと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 きのうの議案質疑のときからも議論をしているんですけれども、軌道に乗るまでに、この企画政

策のほうで少し取り組んでもらうということなんですけれども、結局軌道に乗るまでにもしっかり

とやらなければいけないという話ですよねという話なんですが、つまり、新しいものに取りかかる

ときって、それで、最近やってきた婚活ですとか若者交流支援というのは、いわゆるイベント的な

要素も強くて、きのう少し話をした残業時間の議論にもなってくるんですけれども、この企画政策

室が抱えているのって各種計画ものと、こういったイベントごとかなというふうに思うんですけれ

ども、こういった両方のものを抱えることによって職員さん１人当たりの負担というのは大きくな

りますし、私はそれよりも、残業の観点というのもそうなんですけれども、中途半端に、片手間に
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新しい事業に取り組んでいただくと、軌道に乗るまでに走り出す事業の質というのがすごく中途半

端になるんじゃないかなという懸念があると思うんです。 

 それで、新体制で政策調整グループというふうにつくられていたんですけれども、この政策調整

グループというのは、私が先ほど申し上げた課題というのは念頭に置かれて解消というのはされて

いるものなんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 新しい組織の政策推進グループは、現在の企画政策室が担うものでございまして、議員がご指摘

のありました、例えばプランニングでありますとか、あとイベント、特に今回、総合戦略の関係で

若者推進事業でありますとか婚活支援事業につきましては、新たな事業という形で担当しておりま

して、今までになかった事業を担当しておるということで、やはり個人にかかる負担でありますと

か事業量、事務量、こういったものを勘案して進めていくべきというふうに考えておりますし、こ

ういった事業が順調に起動していけば、また移管ということも考えていく必要もあろうかと、その

ように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、２つ目の項目に入っていきたいと思います。 

 次の事業等をほかの部署に移管することはないのかで１、２、３と上げさせていただいたんです

けれども、特に私が最近感じた、どこの部署に所属するのか迷うだろうな、それでまずは企画に受

け取ってもらったのかなと感じた、たまたま思いついたものを上げさせていただいたんですけれど

も、例えばこの３つのもの、まず、なぜ企画政策室のほうにやってきたんでしょうか、経緯をお伺

いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 婚活支援事業及び若者交流推進事業は、亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を契機に、

平成２８年度から実施したものでございます。 

 これらの事業の所管につきましては、地方創生を推進するため重点的かつ新たに実施している事

業でありますことや、婚活支援事業にありましては結婚支援による少子化対策、また若者交流推進

事業にありましては若者同士の交流促進など、これまで行政が担っていない分野であることなどか

ら、新たに企画政策室で所管をいたしたものでございます。 

 また、ふるさと納税につきましては、制度の趣旨がふるさととなる自治体そのものを応援するも

のであることや、今後の運用によっては全庁的、横断的な視点で調整していく必要もありますこと

から、企画政策室のほうで所管をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 
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○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、私は、ある意味たまたまこの３つを上げさせていただいたんですけれども、今まで所

管がどこかはっきりしなかったので企画政策が受け持ちましたというような事業というのはほかに、

事業等なので、細かい取り組みも含めて、そういったものはあったんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 過去に明確な所管がなかったことから、企画政策室のほうで所管をしておりますのは、私が記憶

しておる限り、現在、共生社会推進室のほうで所管をいたしております男女共同参画に関すること

につきまして、行政改革室のほうで担っておったというふうに記憶をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 先ほどは例示で男女共同参画も上げていただいたんですけれども、ほかにもリニアの事業につい

ても、実はそういったものに該当するかもしれませんというようなことを聞いたこともありました。 

 では、先ほどご説明いただいたと思うんですが、今まで最初に企画政策室で受けて移管された事

業というのは、男女共同参画事業以外にほかにあったんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 過去に企画部門から移管したものといたしましては、先ほどの男女共同参画事業に加えまして、

さわやか号をつくらせていただいたときの地域公共交通に関すること、あとシャープ誘致によりま

して、企業誘致に関することなどが企画で所管しておりまして、また近年におきましては、都市マ

スタープランに関すること、太陽光発電などの新エネルギーに関することなどが上げられると存じ

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、最初に受けていただいて、どこかの部署にどうですかというふうに移管していただく

流れになると思うんですけれども、この移管先の部署は部署で、それぞれ仕事を、業務を抱えてい

るわけなんですけれども、これ、移管先の部署から、ちょっとこれが今来てもらうと困るなという

ような難色を示されて移管できなかった、あるいは今そういった状況にある事業等というのはある

んでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 事業の所管につきましては、施策推進でありますとか、事務の効率性などの観点から判断いたす

ものでございまして、過去にも今にも難色を示して移管できなかったような事例というのはなかっ
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たものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 これは部署同士、この事業というのはやりとりするものではなくて、その上に立つ市長のほうか

ら指示が出て、それで移動していくというふうな捉え方になるそうなので、市長からそういった指

示が出れば、そんな難色を示すなんて部署はありませんよというようなお話も伺いました。 

 では、３つの事業、婚活、若者交流、ふるさと納税というのを上げさせていただいたんですけれ

ども、この以下の３つの事業ですね、これは移管というのは考えているものでしょうか。例えばこ

れを移すとしたらどういった部署があるかというのは想定されていますでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ３つの事業の所管につきましては、第２次総合計画に掲げる他の施策、事業との関連性や、一体

性を考慮しながら組織・機構の再編にあわせて検討してまいりたいというふうに考えております。 

 議員ご質問の、どんな部署があり得るのかということでございますが、一例を申し上げますと、

例えば婚活支援事業につきましては、少子化対策と一体的に推進する場合につきましては、健康福

祉部門、また若者交流推進事業につきましては、まちづくりへの参画との関連性を強められるとい

うことであれば市民協働部門、ふるさと納税につきましては、産業振興という面を強化するのであ

れば産業部門などが考えられるものと存じております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ちょっと具体的な部署が、例えばという例示で出てきて少し驚いているんですけれども、それで

は、まだこの３つが企画のほうで所管されている理由というのはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 現在、この３つの事業、少し今後の展開もお話をさせていただきますと、婚活支援事業につきま

しては、婚姻率の低下に伴う少子化の進展に対応していくため、今後においても継続して実施をし

てまいりたいと考えておりますし、若者交流推進事業につきましても、若者同士の交流とまちづく

りへの参画、こういったことで若者会議の主催によるイベントの開催や制作、アイデアの立案など、

より具体的な活動に発展していくことを期待しておるところでございます。また、ふるさと納税に

つきましては、現在亀山らしい制度とすべく検討を行っておりまして、本年度中に新しい方向性が

出せるものと考えております。 

 こうした３つの事業につきましては、そうした意味で、まだ企画のほうで継続をさせていただい

ておりますが、先ほど申し上げましたように、組織・機構の再編に伴いまして、新たに移管できる

ものについては移管させていただきたいというふうな考えを持っておるところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、最後にご質問させていただくんですけれども、これ、この３つに関しては、最終的に

は想定していたような部署に移していく、それまでにこういったことをしなければいけないという

道筋は示していただいていたと思うんですが、最初、軌道に乗せる前に取り組んでいただくという

ことは、軌道に乗せるかどうか判断するということは、軌道に乗せないよ、つまりやめるよ、やら

ないよという判断をすることもあると思うんですけれども、そういった可能性というのはあるんで

しょうか。それからさらに、過去に移管前にきっぱりと取捨選択、つまりやめられた事業というの

はあったんでしょうか、そのあたりお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 現在、企画政策室のほうで進めている事業につきましては、全て有用な事業ということで、この

事業を休止や停止をするというような選択肢は考えていないところでございます。 

 また、事業の移管の有無にかかわらず、取捨選択すべきもの、過去にそういったものがなかった

かということでございますが、私が考えておる限り、移管前にきっぱりと取捨選択をされた事業と

いうのはなかったものと認識をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 これまできっぱりと取捨選択されたものは、移管する前に取捨選択されたものはなかったんじゃ

ないかということなんですが、議案質疑のほうでも新しい組織体制のほうも示されて、各議員のほ

うから、特に本当にこの業務を今の体制、あるいは変わった体制でこなしていけるかという中で定

員のことを心配される声なんかもあると思うんですね。それで人員のほうはふえないというような

答弁が返ってきていたと思うんですけれども、そうなってくると、やっぱり業務のほうを圧縮、取

捨選択していく必要があるんじゃないかなと。そこのやる、やめるという判断がどこでつくのかな

という疑問をもとに２つ目の質問は展開させていただきました。そういったことも考慮いただいて、

ぜひ市長が掲げる選択と集中でばんばんやめる事業なんかも上げていただけると、亀山市らしい政

治につながっていくんじゃないかなと感じました。 

 それでは、少し時間残りましたが、質問を終わらせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 １番 今岡翔平議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ３時４６分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時５６分 再開） 

○議長（西川憲行君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 尾崎邦洋議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 緑風会の尾崎でございます。 

 一般質問についてです。 

 問題は、過去に質問した事項の進捗状況についてということで、１番に地籍調査、２番が市庁舎

建設、３番が職務におけるリスク管理という順で行いたいと思います。 

 それでは、地籍調査から入りたいと思います。 

 本年５月７日付の伊勢新聞に、地籍調査、進捗低調という見出しで記事が出ていました。土地の

境界や面積などを測量で確定する地籍調査は、近年、災害時の復興を迅速に進める点で必要性が高

まっている。しかし、県内で調査が進んでいる土地の割合はわずか９％で、全国の都道府県でワー

スト２、びりから２番ということですね。調査に必要な人員や予算の不足が理由という。亀山市の

進捗率は２％で、三重県１４市の中で１２位でした。こういう新聞の記事が出ておりました。 

 それでは、本題に入りたいと思います。 

 平成２７年６月議会で地籍調査について質問させていただきましたが、そのときの市長の答弁で

は、亀山市は平成１０年代からのスタートであり、出おくれておりますが、それを工夫しながら前

へ進めていこうとスタートしました。平成２０年以降に着手した区域が法務局の図面と差しかえが

できていない状況が続いておるということから、２８年度については新たな地区の着手はせずに、

それまでの地区の整理を重点的に行うとともに、走りながら体制を整えていくという意味で、今後

の実施体制について、全庁的な議論の中で体制づくりを再構築するように検討して移行していきた

いというふうに現時点で考えると話されておりました。 

 では、全庁的な議論の中で体制づくりを再構築するように検討されたのか、またその内容につい

てお聞かせください。 

○議長（西川憲行君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 地籍調査の人員体制でございますが、今年度につきましては用地管理室の職員を１名増員してい

ただきまして、他の業務と兼務ではございますが、２名を１班とする２班体制で業務に取り組んで

ございます。 

 今年度につきましては、関町中町２地区において１７９筆の現地確認調査を行うとともに、また、

みずほ台の１地区においては１５５筆の官民境界等先行調査を進めているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 １名増員で２名体制で２９年度はスタートしたということで、みずほ台とそのほかの１地区につ

いてやっているということなんですけれども、先ほど目標の数値は聞きましたけど、今までの実績

についてお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 これまでですけれども、昨年度末現在で進捗率は２.２８％という状況でございます。今年度予

定どおりに進捗いたしますと０.０２％ふえまして、２.３０％になる見込みでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 目標値は１００％だと思うんですけれども、今までの進捗率は２.３％ということで非常に低い

と思うんですけれども、今のこの状況の中で、毎年０.０２％で亀山市内の全域をやるとなると、

一体何年かかるんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 現在のペースでいきますと、何年というオーダーではなくて、相当の期間になってまいるという

ふうに認識してございます。ただ、現在の地籍調査の対象面積には山林等も含まれているというこ

とで、全体で１８２平方キロメートルが調査の対象になってございますが、その中に山林等も含ま

れているという中で、市街地を中心に先行して順次進めていきたいというふうに考えているところ

でございます。また、測量技術の進展等もされるというふうに見込んでございますので、それもあ

わせて、もう少し大きな率で調査が進んでいくように、これから努めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 天文学的な数字とはいかないまでも、これも優に何百年という単位になると思うんですけれども、

スピードとかいうようなことを言われていますが、こういう仕事というのは震災とか、ああいう天

変地異とか、そういうような災害が起こったときには、以前から言っていますように、非常に大切

なところだと思いますので、できるだけ早く進めるような仕事をやっていただきたいと思います。 

 最後に市長にお聞きしたいんですけど、津市と亀山市とでは、財政状況とか、人口とか、そうい

ったものは全然違いますけれども、津市は２９年度から６人体制へ倍増し、新たに法務局ＯＢを２

名採用したということで、スピードを上げて取り組もうという姿勢が見えたんですけれども、今後

の亀山市についてはどのような考えをお持ちか、市長からお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 地籍調査の今後の亀山市としての考え方でございますが、本年４月からスタートいたしました第

２次亀山市総合計画の前期基本計画第１次実施計画におきまして、都市づくりの推進の施策といた

しまして、地籍調査を計画的に進めることとして主要事業に位置づけをさせていただきました。平
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成２９年度から３カ年計画を立てまして、先ほどご紹介をさせていただいた事業がスタートいたし

たところでございます。 

 今後につきましては、とりわけ人員の体制につきまして、今般の機構改革にあわせまして、来年

度から職員を増員いたしたいと考えておりますし、事業予算につきましても、計画的に進める上か

ら増額をいたしてまいりたいと考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 手間のかかる仕事とか、人が要るという仕事はどんどんおくれがちになると思いますが、ぜひと

も数年でも早く、そのような体制をとっていただいて、地籍調査についてスピードを上げてやって

いただきたいと思います。 

 次、市の庁舎なんですけれども、この建設について、過去の質問の答えとして、平成２８年９月

議会で市庁舎建設について質問させていただきましたが、そのときの市長の答弁では、現在の市庁

舎、昭和３３年、西庁舎、昭和４２年ということで、かなり古い建造物となっているということを

おっしゃられました。それで、耐震補強工事を行っており、その後ですね、建物の重要度を考慮し

て、耐震判定基準となるＩｓ値０.６に対し、２５％増した０.７５を設定して対応したと。市庁舎

は現行の耐震基準を満たしており、防災機能を維持できるというふうに考えている。現在、いま一

度防災拠点としての庁舎の機能のあり方について調査・検証する必要があると感じて庁内に指示し

たところであると話されました。 

 そこで質問ですが、市庁舎建設に向けて、２９年度に入り、どのような会の名称で、どのような

メンバーで、何回ぐらい会合を開き、そのときの議論の内容、そのことについてお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 新庁舎の建設につきましては、第２次亀山市総合計画前期基本計画第１次実施計画にも掲げてお

りますとおり、本年度は現庁舎の課題・問題点を整理することといたしております。 

 現在までの取り組み状況でございますが、まずは現庁舎の課題・問題点を洗い出すために、５月

に部局長に対しまして調査を実施いたしました。課題・問題としては、平成２０年策定の新庁舎建

設基本構想素案で抽出しておりますが、策定時点からさまざまな変化が起こっておりますことから、

新たな課題も含め、改めて洗い出しを行うものでございます。 

 次に、７月に部局長で構成する部長級会議を開催し、調査で出てきた課題やその裏返しとなる新

庁舎に必要な機能、行政機能の分散によるメリット・デメリットなどについて議論をいたしたとこ

ろでございます。その中で、特に行政機能の分散につきまして、例えば総合保健福祉センターとの

関係では、転入・転出時に１カ所で手続が完了しない場合があるというデメリットがある一方で、

総合保健福祉センターができてから１６年にわたり、保健・医療・福祉のネットワークの構築や社

会福祉協議会との連携などにより、市民にきめ細やかなサービスを提供してきたという本市の特徴

もございます。こうしたことから、行政機能を集約することにより、新たに発生する課題について
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も、庁舎を別とする健康福祉部、環境産業部、関支所などの関係部署に対し、７回にわたり個別ヒ

アリングを行いながら洗い出しを行っているところでございます。 

 今後におきましても、部局長級や関係部署との協議を重ねながら、本年度においては現庁舎の課

題・問題点を取りまとめていきたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ２０年でしたか、基本構想ができたというのは。また、今さら機能のデメリットとかメリットと

かいうのを洗い出してやっているようなんですけれども、２０年の基本構想をもとにしてやれば、

もう少し進む早さが早くなると思うんですけれども、また新たにやるということは時間がかかると

いうことなんですけど、その辺のところについてはどのような考えでやられたのかお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 議員おっしゃられるように、平成２０年に作成した基本構想と関連する部分も多々ございます。

しかしながら、平成２０年時点と比較をいたしますと、東日本大震災や熊本地震など、これまでの

想定をはるかに超える災害が発生しており、再度防災拠点としての機能面での課題の洗い出しをす

る必要があると考えています。 

 また、平成２１年には行政の適正かつ効率的な運営、国民共有の知的資源の適切な保存を目的に

公文書等の管理に関する法律が施行され、平成２５年には、国において世界最先端ＩＴ国家創造宣

言が発表されるなど、文書管理のあり方や、さらなるＩＣＴ化への対応も求められております。さ

らに庁舎におけるセキュリティー対策や、受動喫煙防止対策としての官公庁施設における建物内禁

煙の動きがあるほか、地域福祉課題に対しては包括的に相談支援する体制が求められるなど、さま

ざまな社会情勢の変化にも対応していく必要があるものだと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 せっかく２０年に基本構想ができて、そこからこうやって、もうそのころから約９年、やがて１

０年に入ろうとするんですけど、先ほどおっしゃられた文書の扱いとかセキュリティーのそういう

問題がその後起こってきたということなんですけれども、２０年にやっておいたら、そういうこと

も加味しなくてもできたわけだと思うんですよね。これは後に延ばせは延ばすほどいろんな条件が

付加されてくるというふうに考えるんですけれども、前回のこのときに、市の庁舎、計画から何年

かかるかというと約８年と言われていましたよね。今、スタートしてもあと８年かかるというと、

本当に３０年の後半ぐらいに行く可能性としてもあるんですよね。 

 まず、一番何が時間がかかるかという質問のときには、やっぱりどこへ建てるかというのが一番

時間がかかるだろうし、希望するところの土地が買えるか買えないかというのでまた展開が変わっ

てくるというようなことをおっしゃられていましたが、そういう点、やっぱりスピードを持ってや
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らない限り、ますますこの庁舎の建設というのはおくれると思うし、とにかく不便ですよね。とに

かく。だから、そういったところを、機能性とか、市民へのサービスとか、そういうことを行うに

は、やっぱり今の庁舎の建てかえということは早急に考えてもらわなければ困るということ、それ

を結論としまして、ぜひ早く進めていただくようにお願いいたします。 

 次、２番目、職務におけるリスク管理についてということで、毎日、私も努めてテレビや新聞の

ニュースを見るようにしておりますが、毎日のように交通事故による死亡事故や、最近では年に１

度ぐらいのペースで出てくる違法残業による過労死や過労自殺など、労働者にとっては他人事とは

思えない身近な問題であると感じて、庁内の現状を確認させていただき、決して職員の中から加害

者や被害者を出さないようにと願って、どのようにリスク管理を行っているのか確認させていただ

きたいと思います。 

 それでは、公用車の事故について、現在、市の公用車は何台あるのか。また、本年を含めて過去

３年間の公用車事故件数を教えていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 公用車の事故件数につきましては、平成２５年度は１３件、２６年度、２７年度は８件、平成２

８年度は６件、平成２９年度、１１月末まででございますけど４件発生しており、年々減少傾向に

あるところでございます。 

 公用車の台数については、後で報告をさせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 次の質問ですが、公用車を運転する人、この方は限定されているのかどうか、それとか手続、運

転をする場合、市のほうに運転していい人と悪い人とか、運転をしてはだめな人とか、例えば仕事

において、常に外へ出て仕事をするような人は、当然利用はあると思うんですけれども、机に座っ

て事務をとるだけの人というのは乗らないと思うんですけれども、そういうような登録制はとって

いるのかと、もし、とっていないのであれば、市の職員であれば、車があいていれば、公用で動く

のであれば誰でもが乗れるのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 公用車の運転については、登録制はとっていなくて、職員及び必要な非常勤職員が乗れるような

形で対応を行っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 亀山市の場合は別なんですけれども、大勢仕事上で乗る人がおるかと思いますけれども、大体普

通、そういう外へ出る仕事のないところというのは、外へ出る仕事のある人については大体登録制
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をとるとかいうことをやっていますけど、市の職員を見ると建設とか、そういうところはいろいろ

外へ出たりするあれがあるもので、一概には言えないんですけど、現在は登録制はとっていないと

いうことですね。 

 それでは、事故の件数も年々減ってきているようですけれども、まだ事故はなくなっていないで

すよね。こういうふうに事故を起こした人はどのように対処をしているのか、その辺のところをお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 事故を起こした職員には、年４回ございます交通安全週間における街頭啓発及び安全運転講習会

への参加をさせております。 

 この安全運転講習会は、職員の安全運転を推進するために行っているもので、外部講師を招いて

事故を起こした者、新規採用職員及び週３回以上運転する非常勤職員を対象として実施をしており

ます。 

 講習の内容としましては、一般社団法人日本自動車連盟ＪＡＦさんの方に講師をお願いし、公用

車を使用して車庫入れや狭い道路の走行などの練習を行う体験参加型講習や、亀山警察署の交通課

職員にお願いをさせていただいて、市内の事故の多発箇所の紹介や交通安全に関するＤＶＤの上映

など、座学形式の講習を実施してきたところでございます。 

 済みません、公用車の数でございますけれども、共用車が１２台、これはみんなが共通して乗れ

る車です。それで業務用車が１６８台、計１８０台でございます。これは２９年４月１日現在でご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 当然、年に、大体確率的には１人１件という、４件あれば４人の方が交通事故を起こしていると

いうふうな感覚だと思いますけれども、実際に事故を起こした方に対して安全運転の講習とか、い

ろんなことをやられているのはわかりますけれども、大体、事故を起こした方も起こさない方も、

成績考課というので、民間でも年に２回はやるようにしているんですけれども、こういったときの

信賞必罰というか、事故を起こした方が１人出れば、その人は評価をその期間は下げると、こんな

期間対応ですので、ずうっと永久に一度やったやつはそのままの評価を続けるということはだめな

んですけれども、期間対応で、やっぱり半年なり１年を見て評価を下げるというふうにするか、そ

れとも事故を起こさなかったのを評価を上げるかですね、そういうような措置は、私はあっていい

と思うんですけれども、その辺のところについてのお考えはどのようにされているのかお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 職員の人事評価の関係ですもので、私のほうでご答弁をさせていただきます。 
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 議員ご指摘のとおり、職員が交通事故を起こすということは、全体の奉仕者として信用の失墜に

つながり、公務員としてふさわしくない行為であると重く認識をしております。 

 こうした中で、職員が交通事故を起こした場合、分限懲戒委員会に諮った上で、その事故の過失

などを総合的に勘案いたしまして、重大な過失を与えた人身事故等の場合には、地方公務員法第２

９条の規定に基づいて懲戒処分を行うなど、昇給を制限するなどのペナルティーを科しているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、物損事故を含め、交通事故を起こしたという時点のみで即時に給与等のペナルテ

ィーを科すということは行っていないところでございます。 

 いずれにいたしましても、分限懲戒委員会に諮った上で、職員による交通事故等に対する懲戒処

分の基準に従い、厳格に対応してまいりたいと考えております。 

 それと、議員ご指摘のありました期間的に評価をするという考え方、これにつきましても、現在

人事評価制度を運用しております中で、今、議員がおっしゃられたような視点も一つの考え方とい

うふうに思っておりますもので、また人事評価の検証の中で考えていきたいと、そのように考えて

いるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 評価を下げるとなると、運転をやる者は損とか、損得勘定になると、運転しなきゃ事故は起こさ

ないのにというような感じになるかと思いますけれども、そういう意味では、運転する方は大勢い

らっしゃると思うんですけど、事故をやらなかった方の評価を上げてやるとか、やっぱり事故をや

ったときは評価を下げて、給料というのはずうっとそのまま続くもので、やっぱり期間対応であれ

ば賞与の額、そこでちょっと差をつけるとかいうような、そういうような罰があってもいいと思い

ますので、またそれは私が考えることではなくて、理事者側が考えていただくことになると思いま

すけど、よろしくお願いいたします。 

 次に、長時間労働についてお聞きします。 

 労働基準法では、労働時間を１日８時間、週４０時間と規定しており、労使協定を結べば、これ

を超えて働かせるが、割り増し賃金を支払わなくてはならないと規定されている。 

 公務員につきましては、労使協定を結ばなくても時間外勤務、俗にいう残業をさせられると聞き

取りのときに聞きましたが、このことについては間違いないですね。それと三六協定は要らないと

いうのか、その２つについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 時間外労働の労働基準法の３６条協定でございますが、３６条協定、一般の公務員には三六協定

を結ぶという必要はなく、時間外はできるというふうに認識をしております。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 
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 それでは、亀山市として、１年を通じて目標としている総時間外勤務時間数と、その目標時間数

を上回っている人が何人いるのかお聞かせ願いたいと思います。昨年度の実績で結構ですので。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、亀山市の基準といたしましては、厚生労働省が定めます時間外労働の限度に関する基準で

あります年間３６０時間、これを一つの目安として取り組んでいるところでございまして、昨年度、

平成２８年度の実績におきましては、これを上回った職員は１３名ございました。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 時間外勤務は本人がやるというのではなくて、例えば自分の仕事が残ったからということでやっ

たとしても、上司に、やっぱり上司から仕事を与えられて残業をするという形にとられるのが、労

基法とかその辺から見てもそういう観点で見られるんですけれども、先ほど上げていただきました

１３人の方ですね。この方はたまたま１３人やった方もおられると思いますけれども、年間目標数

を上回った人の上司、こういうように１３人のうち、どの部署かはわかりませんけれども、年間目

標数を上回った人の上司にはどのような対応をしているのか。一応、総務・人事部門のほうから上

司についても、こういう残業、時間外がふえたということについて何か話をしているのか、そして

また、どのような理由でこういうような１３人の方が出たかというのも、その辺の調査とか、そう

いう注意というか、そういうようなのを与えているようなら、どのようにやっているのかお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず時間外勤務の管理につきましては、今、議員おっしゃられたように、個人で管理しておるの

と、あと部の目標ということを年間定めまして、部の目標時間と個人の目標時間、両面で時間外管

理を行っておるところでございまして、まず部の目標時間として、年度当初に各部局長が目標時間

を設定いたしまして、各部長を初めとした所属長の的確なマネジメントで管理を行っているところ

でございます。 

 その中で、議員ご指摘のありました、例えば年度中で目標時間を大幅に部として超過しておった

り、また部としては超過しておらなくても、個人として突出をしておるような場合につきましては、

副市長、あるいは人事担当部局から業務内容の確認、時間外管理の徹底に向けて喚起を行っており

その際には、なぜそのような状況に陥ったかという理由等も聞かせていただいて、次の目標に反映

をさせておるというところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 最近では電通の話ですか、昨年度末だったですかね、自殺というようなあれがありましたですけ
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れども、本人から進んで残業をやっていても、結果としてやっぱり上司というか、上のほうからや

らされたというふうにみなされる以上、やっぱり労働時間については管理、しっかりしてやってい

ただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問なんですけれども、福祉避難所について。 

 これは昨年の３月議会で一般質問の通告をして、本番で時間が足らずに取り下げたものなんです

けれども、錯覚して載せてしまいましたが、この際聞かせていただきたいと思います。 

 まず福祉避難所というのはどういうものなのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分危機管理局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 福祉避難所とは、地震・風水害等災害発生時に、一般の避難所ではその生活が困難な要配慮者が

避難生活を送ることができる施設でございまして、本市におきましては、平成２７年７月１日、災

害時要援護者の福祉避難所に関する協定を市内６つの社会福祉法人と締結いたしまして、現在のと

ころ、大規模災害時に約８０名を収容できる施設を確保したところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど、２７年に６つの福祉施設と協定を結んで、約８０人の確保ができるというふうにお聞き

したんですけれども、亀山市でこの数字で足りるのかどうかと、それと目標値とかいうような、そ

ういう縛りがあるのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほどご答弁させていただきましたように、現在の絶対数といたしましては約８０名ということ

で、私どもといたしましては、この拡大が大きな命題となっております。 

 例えば５万人の人口で何人の定義が存在するかというと、そういうことはございませんが、我々

といたしましては、災害弱者への取り組みということが非常に重要であることは認識をさせていた

だいております。 

 現在、亀山市の地域防災計画にも多数の記載がございますグループホーム、こういったものに福

祉避難所としての定義を持っていただけないかなど、検討を願えるようなお話を進めてまいること

によって、これらの拡大も考えてまいろうと思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 災害は起きないにこしたことはないんですけど、もしかのときのために、さらに働きかけていた

だいて、福祉避難所を拡大していただきたいと思います。 

 時間、大分余りましたけれども、これで私の質問を終わります。 

○議長（西川憲行君） 
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 ５番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ４時３５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ４時４３分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。 

 次に、７番 福沢美由紀議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。きょう最後の質問となりました。しばらくよろしくお願いをいた

します。 

 １点目の質問に入ります。 

 主要農作物種子法が廃止されたことによる農業への影響や対策についてです。 

 まずは１点目として、この廃止されたという主要農作物種子法とはどのような法律かという質問

を上げました。 

 きょうはちょっと平たく皆さんにわかっていただきたいなと思ったので、私のほうから少しこれ

についてはお話しさせていただきますが、もともとのこの種子法がどんな法律かというと、これは

米や麦、大豆といった主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を国が果たすべき役割

と定めている法律です。種子の生産自体は、都道府県のＪＡや普及センターなどが担っていますが、

地域に合った良質な種子が農家に行き渡るように、種子法のもと、農業試験場の運営などに必要な

予算の手当てなどは国が責任を持って担ってきたものです。この種子法が制定されたのは１９５２

年５月、第二次世界大戦終結のためのサンフランシスコ講和条約が発効された翌月というタイミン

グです。戦中から戦後にかけて食糧難の時代を経験した日本が、食糧を確保するためには種子が大

事と、主権を取り戻すのとほぼ同時に取り組んだのが、この種子法の制定でした。二度と国民を飢

えさせないという覚悟があったのだと思います。このような大切な法律が、ことしの４月、本当に

短い時間で廃止法案が出されて通ってしまいました。 

 日本共産党としては、これは本当に廃止してはならないと反対の論陣を張ってきたわけですけれ

ども、通ってしまったということです。 

 この法律に書いてある主要農作物、稲・大麦・裸麦・小麦及び大豆、これらについては、この亀

山市内でつくっていらっしゃる人がどういう状況なのか、作付がどうなのか、どれぐらいの方がつ

くっていらっしゃるのかということについて聞いていきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 市内で作付されております米・小麦・大豆についてご答弁申し上げます。 

 作付の状況は面積でちょっとご答弁させていただきたいと思います。 
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 まず米の関係ですが、米もいろいろ種類がございまして、まず主食用米につきましては、例えば

平成２５年が７８６ヘクタールであったのが、ことし、２９年は７１３ヘクタールと年々減少をし

ております。一方で、飼料用米とか米粉用米、加工用米につきましては、水田活用の直接支払い交

付金制度が始まって推進作物ということで推奨されたこともございまして、平成２７年度以降、作

付面積が急激に増加しております。例えば２６年度は３ヘクタールであったものが、２７年度は２

９ヘクタール、２９年度は３７ヘクタールというふうに、２７年度以降は爆発的に面積がふえてお

ります。 

 次に、小麦・大豆でございますが、これにつきましては、営農組合を中心に作付されておりまし

て、ここ数年、作付面積は小麦が７０ヘクタール前後、大豆が２０ヘクタール前後で推移している

ところでございます。以上でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 これらを作付していらっしゃる農家の方の軒数ですとか、わかりましたらお伺いしたいのと、あ

と、この種を農協から買っている、いろんな形で今の種子法によって安価に手に入れていらっしゃ

る方もいるだろうし、自分で種を取ってまいている方もいると思うんですけど、そこら辺について

お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 軒数については、ちょっと後ほど答弁させていただきたいと思います。 

 種子の確保の状況でございますが、米・小麦・大豆、全てにおいて、八、九割以上の農家の方は

ＪＡから購入されているというふうに聞いております。自主採種により確保している農家はごくわ

ずかというのが現状でございまして、種子についてはＪＡを通してその確保は安定的に図られてい

るものというふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 ８割から９割の方が、この種子法によってＪＡで種を得ておられるということでした。 

 今回、この法が廃止されたことによって、１１月１５日には廃止によるいろんな通知や通達、い

ろんなものを廃止するという新たな事務次官からの通知がおりているところなんですけれども、実

際この法が廃止されたことによってどのような影響が考えられるかということをお聞きしたいと思

います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 少し廃止に至った経緯からちょっとお話をさせていただきますと、種子生産者の技術水準の向上

等によりまして種子の品質が安定したことや、多様なニーズに対応するため民間ノウハウも活用し、
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都道府県と民間企業の競争条件を対等にして種子を開発供給するといった今回の廃止の趣旨があっ

たものというふうに思います。 

 法が廃止されたことによりまして、今、議員、どんな影響があるのかということでございますが、

長年行政によって守られ、蓄積されてきた種子の品質や技術を継続し、安心・安全な種子の供給が

今後も保たれるかどうかということや、種子法のもと、農業試験場の運営などに必要な予算が、こ

れまでは国により確保されてまいりましたことから種子の価格を安定的に供給されておりましたが、

今後、民間による開発の中で生産コストが上乗せされたり、種子の価格に影響を及ぼすことが懸念

されておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 私もそうだと思います。今までおりてきた国の交付が、この法という根拠なしに、附帯決議はも

うされたらしいんですけど、変わらずに、この種のためにちゃんと交付するようにという附帯決議

は上げられたとはいいますが、法の根拠なしにずうっと永久的に国からのお金がおりてくるのかど

うかというのは不安があります。 

 また、コストが上がるのではないかということについても、私もそうだと思いますし、国会でも

参考人の方もその面を言っておられました。そして、この公的資金のサポートがなくなったら、コ

ストが上乗せされて、種も上がるだろうし、その作物からつくられる食べ物の価格にも影響するか

もしれません。 

 また、一番大きい廃止の目的が、民間も参入しやすいようにというところが非常に上げられてお

るわけですけれども、民間企業が入ってくることによって、種子が民間化というか、私有化される

ということが考えられます。種子は誰のものなのかと、古来太古からずうっと開発を重ねてこられ

て、そこそこの地域に合った種が研究され、つくられてきたわけなんですけど、それを一企業のも

のということになっていいのかどうかということについては疑問がありますし、実際、日本にとっ

てはお米について、本当にそれは心配がありますが、メキシコなんかではトウモロコシを主食にし

ておられるということで、そこにやはり民間が参入することによって、今まで自分で種を取ってつ

くっていたものに対しても特許を取られてしまうと、その特許料、ロイヤリティーなしに勝手につ

くってはいけないということになって、そういう大きい種の会社だと、そこの警察みたいなのがあ

って、勝手につくってもちゃんと見つかって、罰則があったり、裁判にかけられたりということで、

農家も大変な目に遭っているという話を聞きます。今回、この日本の種子法の廃止がそういうこと

につながるのかどうかはわかりませんけれども、種に対しても特許が取れるという現在、どういう

ことになるのかわかりません。 

 また種子が、今、日本でも、お米なんかは３００種類近くのお米の種類があるそうなんですけれ

ども、もし民間が管理していく、つくっていくということになったら、こんな多様な種類のものを

それぞれにつくって管理して残していくということは、多分コストがかかるから、手間もかかるか

ら、現実的ではないようになってしまうかもしれません。本当に日本は長い土地なので、北海道で

も北海道なりのおいしいお米ができるし、九州は九州のおいしいお米ができるということが、この

研究でされてきたわけですけれども、そういう多様性というのが失われる可能性があります。少な
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い、小規模にしか栽培されていない品種がなくなるということも考えられます。 

 また、同じような種類ばかりの作物ですと、害虫や病原菌や異常気象などによって一気にやられ

てしまうという可能性もあります。食の選択肢が減るということで、私たち消費者にとっても、暮

らしという視点から見ても、豊かさとか、文化とか、社会としての、そういう豊かさを失うという

ことになってしまうのではないかと、いろんなことが考えられます。 

 こういう危険性が、いろんな不安が考えられる、決して民間が入ってはいけないということでは

なくて、実際問題、医療の問題なんかで本当に人間を助けるような品種をつくっていたり、別に今

も絶対入れないわけじゃないので入っているわけなんですけれども、でも、こういう不安やいろん

な要素がある中で、やはり私たちは食料主権を守って、良質で低廉な種子の提供というのを継続的

に守るということが大事なんだと思います。 

 主に県がかかわっていることで、亀山市として何ができるかというと、なかなか難しいのかもし

れませんけれども、亀山市にも、先ほど言っていただいたように、農家の方が確かにおられるわけ

ですから、どういうふうにこれから、これを受けて対策を考えておられるのかということをお聞き

したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 主要作物の優良な種子の生産及び普及につきましては、これまでは法により、国の指導のもと、

県により主体的に行われてきたところでございます。このような中、県では法廃止後も米・麦・大

豆の種子生産に関与し、三重県の気候や土壌に適した優良な種子を確保するため、これまで培った

ノウハウを生かしていくことが重要との考えというふうに伺っているところでございます。 

 そこで現在、三重県米麦協会内に採種事業検討部会を設置し、効率的な種子生産体制等について

関係機関と協議・検討が進められているところでございます。 

 本市といたしましても、米・麦・大豆の種子確保は、水田農業の安定と消費者の安心・安全にと

って極めて重要であるとの考えでございますので、法廃止後も県やＪＡなど関係機関と連携し、情

報の収集に努め、農家への情報提供に努めるとともに、必要に応じまして他市町とも連携し、種子

の安定確保に向けた県への働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 この問題は、本当にマスコミにも出ることがなく、そういう法律があったことを知らなかったと

いう方が多いわけですけれども、非常に私たちのこれからの生活というか、暮らしにも大きく影響

してきますし、農業ということを一つ見ても、大変な影響があると思われますので、ぜひアンテナ

を高く、意見が言えるところがあれば、ぜひ入っていって言っていただくということ、また、学ぶ

ということですね、いろんな事例が世界でも起こっていると思いますので、勉強していただくとい

うことで、日本の農業、亀山の農業を守っていただきたいなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 国民健康保険の県単位化についてです。 
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 ここ最近、ずうっと国民健康保険のことばかりを質問してきたなあという思いがあるんですけれ

ども、来年度から県単位化がされるということで、どういうふうなことが行われるのか、私たちの

生活にどういう影響があるのかとか、これもわからないということで、こうやって質問をしていく

中で、市の担当の方も一生懸命出していただいて、答弁していただいて、だんだんと深まってきた

なあと思うところなんですが、ここ最近に最新の納付金などの試算結果が出ましたし、県からは、

三重県の国民健康保険運営方針案のパブリックコメントが今出されているところですので、そこら

辺を中心に、もう一回質問をしていきたいと思います。 

 その前に、国保国保と、もうわかった上にと積み上げてきたので、一旦ちょっとおさらいをして

みたいなと思うんですけれども、この日本の医療制度というのは、全ての国民を公的医療保険に加

入させる、必要な医療を保障するということを原則としているわけです。サラリーマンとその扶養

家族は健康保険、公務員とその扶養家族は共済組合、７５歳以上の人と６５歳から７４歳の障がい

者の方は後期高齢者医療制度ということで、それぞれ保険に入ります。 

 市町村が運営するこの国保は、これらの医療保険に入らない全ての国民を対象とする公的な医療

保険です。市町村の国保の被保険者は３,０００万人と言われていまして、国民の４人に１人が加

入しています日本最大の医療保険となっています。現役時代、けんぽや共済に入っていた人も、退

職して年金生活になると、多くの方は国保に加入すると。誰もが一度はお世話になる医療制度と言

えると思います。 

 この国保が、やはり非常に構造上に問題があるということでずっと議論してきたわけです。どう

いう問題かというと、国保の保険料が高過ぎる、保険税が高過ぎるということですね。なぜ高過ぎ

るのかというと、国が出すべきお金の割合を減らしてきた。５０％ぐらいあった国の出し分が、今

は２０％に激減している。また、国保世帯の所得が大きく減ってしまった。９０年代、２７０万円

あった年間所得が、今、１５年度のデータですけど、１３９万円と半減していると。こういう中で、

国保が高過ぎるという問題ですね。だから、そういう人たちですので、６件に１件が滞納をしてい

るという状況です。どれだけ高いかというと、協会けんぽというところと比較したデータが、よそ

の県ですけど、ありましたのでご紹介しますと、新潟市ですと、給与年収が４００万、４人世帯で

すと、国民健康保険が３９万５,４００円、協会けんぽですと１９万７,７００円。札幌市ですと、

国保が４８万７,９１０円、協会けんぽだと２３万２,４７６円。協会けんぽだと労使で折半をして

いただくとか、そういうことで安くなってくるわけですけれども、所得が低い人が、これだけ高い

保険料を払っているということで、これを解決するためにも県単位化をするんだという鳴り物入り

でこれは始まっているわけなんですけれども、それで今回、県単位化をするということで、今まで

は市町村によって運営されていたものを、市町村と都道府県と共同で運営する、そして財政につい

ては都道府県が管理するということになりました。 

 その管理の仕方について、今回パブリックコメントが三重県国民健康保険運営方針というところ

で出されました。 

 この方針案をちょっと見させていただいて、この案をつくるに当たって、各市町がこの案をつく

るために意見を出せる機会があったのかどうかということを確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口市民文化部長。 
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○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 三重県国民健康保険運営方針につきましては、県が行う国民健康保険の安定的な財政運営、県内

の市町の国民健康保険事業の公益的及び効率的な運営の推進を図るため、改正後の国民健康保険法

第８２条の２の規定の基づき県が策定するものでございます。 

 現在、県におきまして、三重県国民健康保険運営方針中間案のパブリックコメントが実施されて

おりますが、この中間案につきましては、県内全市町の国民健康保険担当課長、国保連合会事務局

長及び県医務国保課長により構成されております三重県市町国保広域化等連携会議及びその下部組

織である作業部会において、県内各市町等の意見を聞いて作成されたものとなっておりまして、亀

山市からも担当職員が出席して議論に参加したところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 この案は、流れとしては、パブリックコメントが終わったら、また市としても意見を言える場が

あるのかどうかを再度確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今後の予定でございますが、１２月２８日までパブリックコメントが実施され、１月に開催が予

定されております三重県市町国保広域化等連携会議で最終案が提示され、国民健康保険法第８２条

の２第６項の規定に基づく県内市町の意見を聞いた後、三重県国民健康保険運営協議会へ諮問が行

われ、３月に運営方針の決定・公表が行われると伺っております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 そうでしたら、そういう場でもぜひ言っていただきたいなと思うこともいっぱいあるわけですけ

れども、その中でも１つ、基本的なことなんですけれども、亀山市の国保は、昔は助け合いの精神

ですという言い方もしていた時代もあったんですけれども、やはり先ほど私も申し上げましたとお

り、これは本当に公的な大事な保険であるということで、それぞれが助け合う程度の、そういう民

間の保険とは全然性質が違うもので、社会保障であるということを前提に進めていくべきだという

ことで、今は保険証をいただくときのパンフレットにも、こういう書き方はしていないんですね。

相互扶助、助け合い、相互扶助の精神のもとで支え合う仕組みであるというふうな書き方はしても

らっていなかったと思うんですけれども、これは国の責任を曖昧にする書き方だなと私は思うわけ

なんですけれども、そこについては、何かこう、こういう県単位化になることによって変わってい

くということなんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 答弁を求めます。 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 
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 他の医療保険に加入していない方が加入する国民健康保険は、国民皆保険の最後のよりどころで

あり、社会保障としての医療保険制度のセーフティーネットの役割を担う制度であると認識をして

おります。 

 今回の改革は、昭和３４年の制度創設以来と言われる大きな改革でございますが、国保への財政

支援の拡充と、都道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割を担うことにより

国民健康保険制度を安定化させ、将来にわたって国保被保険者の方が安心して医療を受けることが

できるようにするための改革であると考えているところでございます。 

 したがいまして、平成３０年度以降も国民健康保険が社会保障であるという基本的な考え方は、

これまでどおり変わらないものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 それを聞いて安心いたしました。私も県民の一人としてパブリックコメントを出したいと思いま

すが、市としてもぜひともこれは言っていただきたいなと思いました。 

 中身について、るるいろいろあるんですけれども、まずは一番最近に出た納付金等の試算結果に

ついてお伺いをしていきたいと思います。 

 新聞でも報道されていましたけど、いろんなことをして、今まで亀山市は保険料がこんなに上が

るじゃないか、こんなに上がるじゃないかという何回目かの試算で大変だということだったんです

けれども、最終的に上がるのはたった２つの市町だけですということで、そこにまた亀山市が入っ

ていて、結局最終的にどうなるのかということが、皆さん興味がおありだと思います。心配だと思

いますので、この納付金等、また１人当たりの保険税など、試算結果からわかることについてまず

お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回、１２月５日に県のほうから国民健康保険の財政運営の県一元化に向けてという中で、納付

金等の試算結果のほうが公表されたところでございます。これは最終というよりも、この後また来

年１月中ほどに、本当に本年度の最終のものが報告される予定でございまして、まだ変わる可能性

のあるというのが今回の数値でございます。 

 今回の試算というのは、国保事業の都道府県化の初年度となります平成３０年度の県の当初予算、

あるいは各市町の当初予算を編成するために、平成２８年度の決算額に比べて、市町からの納付金

などの必要な費用がどのように増減するかを試算したもので、必要な各種推計値や国と県の新しい

交付金等の配分ルールに基づいて行われたものでございます。 

 これまでも試算を行われてきましたが、今回、初めて３０年度としての係数を用いて推計をされ

ております。また、国からの追加支援であります１,７００億円のうちの、今回１,５００億円まで

のお金について反映をされておるというところでございますし、また、毎年度変わります医療費の

変化、あるいは被保険者数の増減なども考慮されて推計された数値でございます。 

 その結果でございますが、市町が県に納めることになります納付金についての平成２８年度決算
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から推計した額と比較しますと、負担がふえる市町は１８、減る市町は１１となっております。そ

して、負担増におきまして、制度改正によるものにつきましては国と県が激変緩和として補填をす

ることになっておりまして、これによって補填をされた後の結果としましては、負担がふえる市町

は２、減る市町が２７ということになりまして、亀山市は負担がふえる２のうちの１つになったと

ころでございます。 

 この亀山市の試算結果でございますが、納付金の推計におきましては、平成３０年度納付金額は、

制度改正によります８,１８６万円に対して、補填がなされた結果１１億４,５３０万円となり、平

成２８年度と比べますと５６６万円、０.５％の増となる試算が示されております。 

 この負担増となる２市町につきましては、医療費等の増加が見込まれている中、それを被保険者

の減少で吸収できなかったことによるというような県から説明を受けているところでございます。 

 また、各市町が県への納付金を支払うのに対して必要となる保険税の額について、参考として推

計が行われております。今回の推計では、国からの追加の１,５００億円の公費の算入とかされて

おりますし、また、制度改正に伴って増加した分につきましては激変緩和が行われるということに

なりまして、その結果、集めなければならない保険料がふえる市町は、総額としてはなくて、２９

市町全てで必要となる保険料の総額としては減少する結果が示されております。 

 また一方、県全体での国保被保険者数は約２万１,０００人程度減少すると予想されております。

また医療の高度化や患者の高齢化に伴い、県全体での医療給付費は約１０億円の増加傾向にあり、

平成２８年度と平成３０年度の県平均の比較では、１人当たり６.１７％の負担増の推計となって

おります。 

 こうしたことから、被保険者１人当たりで考えますと負担がふえる場合があり、制度改正にかか

わらない保険料の増減は一定見込まれることから、平成３０年度において負担がふえる市町は１７、

減る市町は１２となっております。 

 亀山市の試算結果でございますが、保険税の推計におきましては、平成３０年度保険税総額は８

億１,２９７万円となり、平成２８年度保険税総額と比較し１０万円の減となる結果が示されてお

ります。 

 一方、平成３０年度１人当たり必要となる保険税額は１０万１,０５７円となり、平成２８年度

と比較し２.７１％の増、約２,７００円の増となるとの推計が示されております。この増加分につ

きましては、制度改正の有無にかかわらず想定されるものと考えられるとの説明を受けているとこ

ろでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 要するに、いろいろ激変緩和措置などを入れていただいた結果、亀山市だけではなく、市町が県

に納めなければならない保険税は、みんな２８年度よりも少なくて済むということなんですね。市

町単位としては。しかし、それを１人当たりに換算するとふえるということは、保険税を払う同じ

時代に行き会わせた方が多いか少ないかで、運命でふえる方もあれば減る方もあるということなん

ですよね。それはどうなのかなと私は思いますね。こんなにも本人にも責任のない部分については、

私はそれはちょっと別途見るべきではないかなということをまず思いました。やっとここまで来て
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全部が減るということになったのに、やはりふえてしまうということですね。 

 だから私は、これだけじゃないんですけど、やっぱり理不尽な、そこについては被保険者が持つ

べきじゃないだろうという部分があると思うんですよね。だから一般会計からきちんと見なくちゃ

いけないという立場は、どこかやっぱりしっかり持っていなくちゃいけないんじゃないかな、市民

を守るためには要るんじゃないかなと思っています。また後でお聞きします。 

 そして、こういう数字を机の上でいろいろいっぱいさわってくると、またそれでもう一回最終が

あるということです。変わってくると思うんですけれども、今までちょっといろいろ求めてきまし

たいろんなシミュレーションを出していただきたいなということをまずお願いしたいんですけれど

も、応益や応能の割合をどうするのか、また県が３方式で示していますけど、亀山の４方式はどう

するのか、大体平均的な家族で幾らになるとか、モデルケースをいろいろしていただいたりして、

やはりこの亀山としてどういう税率をかけていくのがいいのかということを、私たちも議会として

も、やっぱり見ていかなくちゃいけないと思います。そういう意味で丁寧なシミュレーションを出

していただきたいと思うんですけれども、そこについてはどうでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回、制度改正に伴いまして必要な納付金とかが示されてまいりまして、それを払うのに必要な

保険税額というのも徐々に明らかになりつつあります。 

 今回は、結果としましては、激変緩和によって８,１００万円ほど国のお金で補填されることに

よって、おおよそこれまでの保険料と同じぐらいの額で今年度は賄えるという結果かと思いますが、

ただ、今現在、今回の試算結果をもとに平成３０年度の亀山市としての予算の編成作業を改めてや

り直しておるところでございまして、これによりまして、今回の試算結果が亀山市の３０年度の予

算にどのような影響を及ぼすかと、まずこちらのほうの検証を進めたいと思います。 

 あわせまして、激変緩和は６年間で終わる予定でございますので、そのときになれば間違いなく

大きな経費が足らなくなってくると。それに向けましてどのように保険税率を変えていくのかとい

うこと。今回、こういった納付金が示されるのとあわせて、それを支払うのに当たりましての標準

税率というのも県から示されてきております。それにつきましては、基本的な考え方は３方式とい

うことでございます。 

 亀山市としてどういった方式をとって、どういった率にしていくかということについて、今シミ

ュレーションの作業を始めておるところでございます。これにつきましては、また亀山市の国民健

康保険の運営協議会のほうでのご議論もいただきますし、その進みぐあいによって議会のほうにも

お示しをさせていただきたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 細かいシミュレーションを議会にも提示していただくということですので、それを見て私たちも

考えたいなと思います。 

 そして、先ほどの試算結果だと、もう上げなくていいじゃないかと、そんなには保険税を上げな
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くていいじゃないかというような感じだったですけど、６年後には激変緩和措置がなくなるとか、

医療費が上がっていくとか、いろんなことも考えられるから、今は、はっきりと上げるとも言われ

なかったし、曖昧な感じだったんですけれども、もう一つ、私、この運営方針で疑問だったのが、

三重県が税率を統一化するということについてすごく勇み足だということですね。三重県の保険税

は、保険料として取っているところもありますけれども、非常に開きがあって、３０年度の１人当

たりの試算を見ましても、御浜が６万９,８８９円、木曽崎が１３万５,４５８円と２倍近い開きが

あるわけですよね。これを６年間の間に税率だけを統一したところで、医療アクセス、医者にかか

りやすいかどうかとか、介護のほうがどうだとか、いろんなことがいろんな差がある中で税率だけ

を統一すると、そういうことが起こると、健康づくりを一生懸命頑張って医療費を下げても何も反

映されないということになってしまいますね。それがいいのかどうなのかということは、やはり４

７都道府県、まだみんなそんなにはっきりと統一しますということを、こんなに具体的に上げてい

るところは少ないと思います。 

 私、先ほどちょっと話が出てきた長野県のほうでも聞いてみましたけど、やはりいついつまでに

どう、この三重県のように、はっきりと６年間の間にアルファをゼロにして統一しますと、そこま

では書き込んでいないですね。パブリックコメントを終わったところはいっぱいありますけど。そ

こについては、やはり市民のことも考えて、ぜひともいろいろ議論をしていただきたいと、亀山市

としても、出ていけるときに議論していただきたいなと思います。 

 要は、この改革が、一番国保の大きな問題である国保が高過ぎて制度が持続できていかないんじ

ゃないかという大きな問題にされたのにもかかわらず、制度を変えたところで国保税が上がる可能

性が非常に高いということが問題だと思うんですね。国会でもその議論はされていまして、２０１

５年５月１９日、参議院の厚生労働委員会で共産党の小池 晃委員が質疑をしていますけれども、

２０１２年と２０２５年で、それぞれ国保料が１人当たり幾らになるんだということを聞きました

ところ、１人当たり２０１２年で９万１,０００円のところ、２０２５年になると１１万２,０００

円と推計しているところでございますと、これは、保険税は上がっていくよということが国会でも

わかっている中なんですね。しかし、私、最初に申し上げたように、保険税、高過ぎて限界だとい

う現実があります。これに対して、やっぱり根本的な解決をしないと無理だということは、火を見

るより明らかなんです。 

 全国の自治会が、それに対して大きく動いていただいています。自治会ですね、ことしの７月、

全国自治会が国保制度のさらなる改革に向けた提言を発表しましたと。その中身は、１．国保への

定率国庫負担の引き上げ、２．子ども医療費無料化の国の制度の創設、３．自治体の医療費無料化

の取り組みに対するペナルティーの全面中止、４．子供の均等割の軽減などとなっています。非常

にもっともな提言だと思います。この中には、その後大きく進んだ部分もありますけれども、こう

いう根本的な解決をしないと、やはり上がっていきますよという中で、どれだけ試算を重ねても

人々の暮らしはよくなりませんし、医療の安心・安全を守れないということなんですね。 

 それで、亀山市で何ができるかということをやっぱり考えていきたいわけなんですけれども、や

はり法定外の繰り入れということは、今やっていませんけれども、以前やっていたこともありまし

た。先ほど言いました、同じ行き会わせた被保険者の人数によって保険が上がったり下がったりす

るのはおかしいと、そこの部分については、やはり市で見ていくべきではないか、本当は国ですけ
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どね。国がしない分、本当にやっぱり防波堤になって市がやらなくちゃいけない部分もあるんじゃ

ないかという思いがあります。 

 また、赤字解消を何年で解決せよということが、この運営方針にも書いてありますけれども、何

としても聞かんならんことではなくて、単なる参考ですので、市が自主的に判断してやればいいこ

とだと思うんです。あるいは、この法定外繰り入れ以外にも減免制度をもっと使いやすいようにす

るとか、一部負担金の減免制度とか、実効性のあるものに今までどんどんしていただいたんです。

それについては非常に評価をしております。でもやはり、例えば一時的な困窮だけじゃなくて、恒

常的な低所得者にもかかっていくようにするとか、対象を広げていくということも考えていただき

たいなと思います。そこについてはどのようにお考えでしょうか。市長に、ここについてはちょっ

とご意見を求めたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回の国保制度改革につきましては、現時点では、今、ご答弁させていただいた、非常に流動的

な流れの中にございますが、今後の３０年度の当初予算編成、改めて今回の試算結果をもとに行い

ますけれども、これらと並行いたしまして、今回示された標準保険税率を参考に具体的な保険税率

のシミュレーションを行って、保険税率の改正の検討を行ってまいりたいと考えております。 

 そこで、今、一般会計からの繰り入れについてもどのように考えていくのか、あるいは、いわゆ

る従来から進めておる減免措置等々についても市としてどうだということでございます。 

 そもそも今回の制度改正は、約４,０００億と言われる市町国保の、いわゆる補填を解消してい

って、制度自体を持続させようというようなところでございまして、その意味で、今回のこの改革

後、６年間の激変緩和措置がとられますけれども、その後どうしていくのかにつきまして、基本的

にやはり国としてしっかりこれを努力いただくということ、あるいは都道府県におきましても、そ

の努力をいただくということが大前提であろうというふうに考えておるところであります。 

 その上で、私どもとして、今も減免措置は被保険者の、亀山市でいきますと半分以上が減免措置

であるという、そのような状況をやっぱり解消していくという部分の財政基盤を、しっかり今回の

制度改正で国・県におきまして担保いただきたいというのが私どもの願いでございます。その上で

やるべきことは、当然私どもも今後、現時点では流動的でありますが、今後の動きの中でしっかり

見詰めて対応してまいりたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、この国民皆保険であります国保の制度が、これからも亀山市におきま

して持続的に、そして経済力の差によって受ける医療が違うというようなことにならないこの制度

は、本当に私どもの、日本としても、亀山市としても本当に誇りに思うところの一つの制度であり

ますので、これが適正に未来永劫しっかりと維持できますよう最善の努力を亀山市としてもいたし

てまいりたいと考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございます。やれることをやっていくという中で、先ほど、そもそも市町の繰り入れ
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をなくすということが大きく目標にも上げられていたというんですけれども、その市町が繰り入れ

していた分よりも少ないお金しか今回ふやしていないんですよね。焼け石に水程度しか国はふやし

ていない中で改革をしていますので、残念ながら、なかなかすぐに繰り入れをやめるということは、

多分全国の市町、できないと思うんです。状況によっては亀山市もしていかなくちゃいけないとき

も来るのかもしれません。算数を見ても明らかなんです、これは。知事会は１兆円を出せと言った

けど、出さなかったんですからね、国が。 

 この社会保障は、日本としてもそんなに、小泉さんのときから一生懸命社会保障を削っています

けれども、充実できる実力があります。 

 日本の社会支出がドイツの８割、７割ぐらい、フランスの８割、７割ぐらいしか出せていないの

で、日本には力があるので、一緒に市長会でも知事会でも何でも言っていっていただきたいなと思

います。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 先ほどの福沢議員の質問に対する答弁について、西口環境産業部長から発言を求められておりま

すので、これを許可いたします。 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 先ほど答弁できませんでした市内の主要農作物の作付農家数でございますが、２０１５年の農林

業センサスによります、販売目的ということで自家消費農家は省かれておりますが、稲が６１３、

小麦が２６、大豆が１５でございます。 

 作付面積については稲が年々減少しておるということでございますので、作付戸数も年々減少し

ておるのかと。それから小麦・大豆については横ばい状態ということでございましたので、戸数も

横ばい状態かなというふうに推察をしております。以上でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次にお諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 あす１３日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ５時３４分 散会） 
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●議事日程（第４号） 

 平成２９年１２月１３日（水）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  宮 﨑 哲 二 君    財 務 部 参 事  落 合   浩 君 

市民文化部参事  深 水 隆 司 君    健康福祉部参事  水 谷 和 久 君 

建 設 部 参 事  亀 渕 輝 男 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

                       消 防 次 長 兼 
消 防 長  中 根 英 二 君              平 松 敏 幸 君 
                       消 防 署 参 事 

                       医 療 セ ン タ ー 
地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    事 務 局 長 兼  古 田 秀 樹 君 
                       地 域 医 療 部 長 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 
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選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ８番 森 美和子議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 皆さん、おはようございます。 

 公明党の森 美和子でございます。 

 きょうは、人生１００年時代を最後まで健康で生活できるための取り組みについてお伺いをした

いと思います。 

 人生１００年時代になったと言われ、亀山市にも１００歳を超えるご長寿がことしも２９人いら

っしゃいました。女性は２５人だそうですけど、さすが女性だなと思いました。 

 国では、人生１００年時代構想会議が立ち上がっております。人生１００年時代を、健康寿命を

延ばし、なるべく要介護状態にならないためにどんな取り組みをしたらいいのかお聞きをしたいと

思います。 

 地域包括ケアという言葉を多くの場で聞くようになりました。広域連合のアンケートで、８割の

方が、病院のベッドや施設で最期を迎えたくないという結果、一方で家族に迷惑をかけたくないと

いうジレンマを抱えていらっしゃいます。本音としては、住みなれた我が家で最期を迎えたいと思

うのは、私もそうですけど、当然だと思います。そうした中で、住まい、医療、介護、予防、生活

支援の５つのサービスを一体的に提供できるケア体制を構築しようとするのが、地域包括ケアシス

テムです。これはもう皆さんご存じなことだと思います。 

 ５つのサービスのうち、介護は介護保険事業において、医療は、今や在宅ベースのケア事業に転

換されていっておりますので在宅医療として、亀山市では医師会との連携により、亀山ホームケア

ネットの構築がされ、医療センターにおきましては地域包括ケア病床の導入、また今議会の議案に

も上がっておりますが、訪問看護ステーションといったシステムの構築がなされております。 

 今回は、予防、生活支援の考え方について質問をさせていただきます。 

 日本には、世界に誇る国民皆保険制度がありますが、保険税を納めているからといって積極的に

病気になりたいという方はいらっしゃいません。同時に、介護保険料を４０歳から納めております
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が、保険に入っているから早く要介護認定を受けられるようになりたい、そう思っている方もいら

っしゃいません。最後まで自力で生きていきたいというのは私だけではないと思います。本当に多

くの方がそう思っていらっしゃるのではないかと思います。 

 そうは言っても限界があります。早期発見、早期治療しながら健康寿命を保っていく。できる限

り要介護状態にならないよう気をつけていきたいと思いますが、私たちが要介護状態にならないた

めにはどうしたらいいのか、その点についてまずお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 おはようございます。 

 要介護状態にならないためということですが、高齢者が要介護状態にならないようにするために

は、生活機能の低下した高齢者に対しましては、心身機能、活動、参加のそれぞれの要素にバラン

スよく働きかけることが重要でございます。単に、高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能

の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高めて、家庭や社会への参加を促し、それに

よって、一人一人の生きがいや自己実現のための取り組みを支援して、生活の質の向上を目指すこ

とが必要であると認識しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 そうですね。運動だけではないというお話でしたけど、本当に日常生活をそのまま維持していく、

変わらず維持をしていくということが、本来の要介護状態にならないための一番の早い方法ではな

いかと思います。社会との分断は特にマイナスになりますので、そういったことも気をつけていか

なければならないと思います。 

 次に、介護保険の現状についてお伺いをします。 

 全国的に介護給付費の伸びというのは、もうすさまじいもので、当初は３兆円ほどだったのが、

現在は８兆円から９兆円かかっているというふうに全国的には言われておりますが、亀山市の介護

保険の保険給付費の伸びについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 亀山市のとおっしゃいましたけど、鈴鹿亀山広域連合の資料の関係で、鈴鹿市と亀山市の介護保

険給付費の決算額の合計額で申し上げますと、平成１８年度で９３億３,５４９万５,２４３円でし

たのが、平成２８年度では１５３億１８５万７,４８４円となっておりまして、その間でおおよそ

１.６４倍の伸びとなっているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 
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 広域連合の中で計算しますと１.６４倍になっているということで、決して亀山市や鈴鹿市が伸

びていないということではない、しっかりと上昇傾向にあるということが確認をされました。 

 次に、高齢化に伴って、健康保険の医療費の伸びはもちろんですが、今おっしゃってみえた介護

保険の給付費の伸びも全国的な課題になっております。こういった現状を踏まえて、現在は、介護

保険の第７期の計画が広域連合にて策定をされております。一つの特徴として、軽度の人や、やが

て要介護になりそうな人たちも含めて、生活支援を維持していくために、幅広い支援策を要介護に

なる前から実施していこうと、そのように始まりました。 

 これが、ことしの４月から始まった総合事業だと認識しておりますが、その理解でいいのかお伺

いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 総合事業の考え方としましては、要介護状態にならない高齢者を増加させまして、介護サービス

等の自立支援による要支援状態からの自立とか、重度化予防の推進等によって、結果として費用の

効率化を図られることを目指すものと認識しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ことしの４月からこの総合事業が始まったんですけど、その前に一回質問をさせていただいたと

きに、要支援１・２の方もこの総合事業の中に入っていくということで、混乱が起きないのかとい

うふうに質問させていただきました。今までサービスを受けていた事業所が、みなし指定された事

業所として、今までどおりサービスを受けることができるというふうにお答えいただいたんですけ

ど、これは今後もそのまま継続をされていくのか、まずお聞きをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 みなし指定につきましては、鈴鹿亀山地区広域連合の方針が変更されなければ、この基準を変え

るということにならなければ、変わらないということで考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 そのまま継続してサービスを受けることができるという形で、確認をさせていただきました。 

 次に、一般介護予防事業についてお伺いをしたいんですけど、介護が必要になる過程というのは、

筋肉が減る過程でもあると言われております。だから、筋肉が落ち始めた早い段階で予防していく

ということで、今までは介護保険事業の対象者ではなかった要介護認定を受けていない方がサービ

スを受けるようになったのが、今回のこの大きな改正で総合事業が始まったわけですけど、その一

般介護予防事業について、どのようなことが行われているのか。それから、参加実績はどれぐらい

なのかについてお伺いをしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 一般介護予防事業では、介護予防講演会とか介護予防教室、そしてサロン等へ参加することがで

きるわけでございます。市では、これらの事業を社会福祉法人等に委託、または補助支援しており

まして、平成２９年１０月までの実績につきましては、介護予防講演会とか介護予防教室を合計い

たしまして２４７回開催いたしまして、延べ６,０３８人が参加されているほか、社会福祉協議会

を通じまして、サロン活動に対しても補助支援を行っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 さまざまな活動をしていただいて、２４７回ということで、多くの方が参加をいただいていると

いうことで、介護予防について、やっぱり皆さん、やっていかなければならないという認識が高い

んだと思います。 

 この介護予防事業というのは、平成１８年から予防事業というのが始まったと思うんですけど、

非常にその効果が薄かったというか、さまざま質問もさせていただいてまいりましたけど、やっぱ

り予防に結びついているのかというのが非常に疑問だった部分もあったので、今回、積極的にもっ

と前の段階から予防に取り組もうというふうに転換をされたということは、大きなことだと思って

おります。さっき言われましたけど、本当に社会性が分断されていくということが、やっぱり予防

の中の一番の危険度が高まっていくんだと思うので、介護予防講演会とかとおっしゃいましたけれ

ども、そういうところに出ていくだけでも、私は社会参加というか、積極的に外に出るということ

が、ある意味予防につながっていくんだというふうに思います。 

 今後、展開される取り組みについて、どのようなことが考えられるのかお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 この新しい総合事業は、今年度に始まったばかりでございまして、まだ実績の評価をすぐにはで

きない状況でございます。今後におきましても、広域連合、そして鈴鹿市さん、亀山市の３者で協

議しながら、サービス内容を見直し、そして地域包括ケアを進めるに当たって有効な事業展開を図

ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次に、在宅生活を支援する取り組みと、地域資源の掘り起こしと活用に向けたコーディネートに

ついてお伺いをしたいと思うんですが、医療、介護、予防のどれをとっても重要ではありますが、

この生活支援の取り組みが広がることによって、住みなれた地域で、我が家でということにつなが
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っていくのではないかと考えておりますが、現在行われている生活支援の取り組みについて、どの

ようなことが行われているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 生活支援として、地域ケア会議とか、そういう専門的な、多職種とか同職種の連携強化というこ

とを図っておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 高齢者を取り巻いて、多職種で連携をして地域ケア会議を行っているということは、次の質問で

聞こうと思っていたんですけど、具体的に今、生活支援としてどんなことが取り組まれているのか

もう一度お答え願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 地域包括ケアシステムの体制整備として、高齢者が要介護状態になっても、住みなれた地域で買

い物、外出などの日常生活が続けられるように、ＮＰＯ、ボランティア、地縁組織、協同組合、民

間企業、社会福祉法人、シルバー人材センターとか地域住民など多様な主体によって、多様なサー

ビスを提供するよう支援していくことを整備しております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 部長、多分おっしゃったことは、地域包括ケアで生活支援としてそういうことを今後行っていき

なさいという国の流れの中で、亀山市として今どんなことがとり行われているのか、もう一回聞か

せてください。 

○議長（西川憲行君） 

 答弁を求めます。 

（答弁する者なし） 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ちょっと出てこないので、次に移ります。また出てきたときにお答えください。 

 地域ケア会議が今行われているというのは、さっきの質問の中で少しさせてもらったんですけど、

その地域ケア会議の現状と、その中心となるのが地域包括支援センターになるんですけど、その地

域包括支援センターがしっかりとなっていないといかんということで、この体制強化が非常に重要

だと思うんですけど、どういうふうに今とり行われているのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 失礼しました。 

 介護保険事業の地域支援事業実施要綱では、地域包括支援事業の社会保障事業分として、生活支

援体制整備事業を市または地域包括支援センターで行うこととしておりますので、生活支援サービ

スに関する地域資源、つまり担い手の開発とか事業者、そして地域の支援者のネットワークを構築

する役割を持つ生活支援コーディネーターを地域包括支援センターに１名、そして市内の３つの在

宅介護支援センターにそれぞれ１名ずつ、計４名配置しております。これらの生活支援コーディネ

ーターとなる者には、三重県が開催する所定の養成研修やフォロー研修を受講させて取り組みの強

化を図っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 地域で高齢者を支えようとすると、やっぱりさっき言われたようなＮＰＯとかボランティアとか、

シルバーさんとか地域の方にお願いをしていかないといけませんけど、それをコーディネートする

ための生活支援コーディネーターを今、３つの在介と、それから地域包括支援センターに置いてい

ただいているということで、私が答弁しているみたいな感じになりますけど、そういうことが今、

体制強化として、亀山市の中でしっかりとなされているということで確認をさせていただきました。 

 ある資料に、要介護状態になるまでのプロセスが載っておりました。社会性の減退、さっき言い

ました外に出ることがおっくうになっていく。また、かむ力が弱くなる、食べる力が落ちてくる。

最終的に筋力が低下するということで、ニュースになっているような高齢者の孤独死やごみ屋敷と

いった社会問題も、必ずそれぞれの理由があるということが言えます。そういう中では、やっぱり

お互いさま、この互助の広がりをどう展開するかが求められているのではないかと思います。 

 一方で、さまざまな地域課題が、これは高齢者だけの問題ではない。産後鬱、児童虐待、育児放

棄、ひきこもりなど社会的な孤立、それから障がい者、２０２５年を見据えた高齢化、こういった

課題がもうさまざま地域の中であります。国もそうですけど、地方でも、今までそれぞれの課題を、

制度をそれぞれに専門化をさせながら縦割りで対応してきました。これを国のほうでいう「我が

事・丸ごと」へと転換していくというのが今の考え方になっていくんではないでしょうか。 

 ２０１６年７月、厚生労働省は、地域共生社会という新しい地域福祉の概念を公表し、大臣直轄

でその実現に向けた検討をスタートしました。地域共生社会は、高齢者も、障がい者も、子供も、

全ての人々が、一人一人の暮らしと生きがいをともにつくり、高め合う社会と定義をされておりま

す。この考え方は、現在の地域包括ケアシステムをより進化をさせ、困難を持つあらゆる人を地域

で支えるための仕組みをつくるよう推進をしております。 

 地域共生社会という概念のもとに、今後考えられる支援と支え手となる地域資源の掘り起こしを

どのように推進をしていくのか、またどのようにコーディネートしていくのかについてお伺いをし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 
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○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 地域における共生社会の構築につきましては、地域まちづくり協議会や、自治会等の各単位にお

きまして、住民や市民活動団体が主体となりました協働・連携の取り組みが活発化していくように、

地域の課題を掘り起こして、情報のネットワーク化を図るとともに、これらをコーディネートする

人材や支え手となる人材を育成して、地域の社会資源が効果的、有機的に活用される体制づくりを

行うことが必要と考えております。 

 このコーディネートなんですが、生活が困難な家庭や家族など支援を必要としている人や地域に

対しましての援助を通して、地域と人とを結びつけたり、あるいは生活支援や、公的支援活動の活

用を調整するためのコミュニティ・ソーシャル・ワークを行うコミュニティ・ソーシャル・ワーカ

ーを配置し、コーディネートしていく必要があると考えております。 

 それと、先ほどの市が行っている生活支援の例でございますが、給食事業とかおむつの配付、そ

して電磁調理器の貸与とか蜂の駆除、粗大ごみのごみ出しとかそういうことをやっております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 情報のネットワークとか、コミュニティ・ソーシャル・ワーカーとかということで、今後展開を

されていくんだと思うんですけど、先ほど高齢者を取り巻く地域ケア会議、一人の高齢者を取り巻

いて、さまざまな連携のもとで地域ケア会議を開いていっていただいておりますが、これからこれ

が広がってくるというか、高齢者だけの問題ではなくて、さまざまな問題をこのケア会議で持って

いかなければならないと思うんですけど、地域共生社会という観点での地域ケア会議の今後につい

てはどのように行っていくのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 今後は、高齢者に限らず、障がい者、子供など全てを対象として、地域課題を解決していく仕組

みを構築する必要がございまして、民生委員・児童委員さんとか、福祉委員さん、ボランティアな

どの地域の支援者とのネットワークづくりが重要になってまいりますので、市や地域包括支援セン

ターの活動範囲における会議だけではなく、地域福祉全体から地域ケア会議のあり方を見直してい

く必要があると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 地域包括ケアシステムという視点で質問をさせていただいておりますけど、やっぱり地域包括ケ

アシステムというと高齢者の問題というだけに思われがちですけど、これからは全ての人たちを取

り巻く環境の中で地域包括ケアシステムを構築していかなければならないということは、私たち自

身がやっぱり認識をしていかなければならないということで、少し聞かせていただきました。 

 ことし５月に、豊中市の社会福祉協議会に視察に行ってまいりました、もう非常に有名なところ

で、テレビでも取り上げられている社協なんですけど、行政の縦割りだけでは解決しないような複



－１９９－ 

合的な問題、先ほど言いました孤独死とかごみ屋敷とか、それからリストラ、ひきこもり、子供の

貧困、そういうことに対してコミュニティ・ソーシャル・ワーカーと地域の地区福祉委員会の連携

によって寄り添い支援がなされておりました。ここでやられているのは、相談を、相談者が来ると

いうのを待つ体制から、積極的に地域に出ていって、どんな課題があるのかということを積極的に

していく。そして伴走型、一緒に悩み、それから問題解決に向かっていくというようなことをされ

ておりました。 

 この社協の方からこんな話を聞いてまいりました。豊中で実際にあった話だそうです。６０代の

姉妹が餓死した事件があったそうです。この方たちは集合住宅、いわばアパート経営者で、でもそ

のアパートに入居者が一人もいなくなったことによって、生活困窮に陥ってしまったと。本当に盲

点だったというふうに悔しがっておられました。 

 それから、４０代で国立大学を出た方が生活困窮に陥り、寄り添い支援の末に就労に結びついた

そうですけど、この方は自殺をする一歩手前だったそうです。 

 それから、発達のつまずきから就労に至らない青年たち、たくさんいるそうです。その青年たち

に居場所をつくって、一部の方ですけど、得意の漫画、これで本を作成したそうです。その本を売

って、まず収入にもなっていますし、この方はその後、就職もできたそうです。 

 ここで言われたのが、ひとりぼっちをつくらないということがベースになっている。このことに

信念を持って取り組んでいる担当者の思いに感動して帰ってまいりました。亀山市の地域福祉がこ

のような展開ができるよう、私もともに考えていきたいと思います。 

 次に、外国人住民に対する対応についてお伺いをしたいと思います。 

 少し介護に戻りますが、先日、ＮＰＯの方の研修を受けていたときに、外国人の方の高齢化も課

題だというふうに言われました。住民基本台帳に登録をされており、介護保険料を納めていれば、

外国人も介護サービスを受けることができます。この外国人向けの周知についてお伺いをしたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 外国人でありましても、介護保険事業の対象者であれば受けられる介護保険サービスに差はない

ものでございます。平成２９年１２月現在で、６５歳以上の高齢者である外国人の方は市内に５６

名いらっしゃいますが、そのほとんどが１０年以上の定住者、またはその配偶者が日本人であると

いうことで、広域連合も含めまして、現在のところ外国語による広報、周知は行っていないところ

でございます。 

 私どもといたしましては、日本語で対応できない方がいらっしゃった場合は、その方と話すのに

必要な言語の通訳を通じるなどして、個別に対応してまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 亀山の中では、余りそういった通訳が必要やとかというような方はいらっしゃらないということ

で、外国語での介護支援というような形にはなってないというふうに今お聞きをしましたが、今現
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在がそうだとしても、やっぱりそれにきちっと対応できるような体制はとっていただきたいと思い

ます。 

 それから、次の職員の役割と体制についてお伺いをしたいと思います。 

 今、ずうっとお話をさせていただいたように、地域包括ケアの整備は、私はまちづくりの必須科

目だと思っております。地域共生社会の推進、今説明をさせていただいたように、これは社会福祉

法人やＮＰＯやボランティア、地域、それからシルバーさんとか、いろんな方たちのこの地域資源

を発掘し、それから役割分担によって成り立つことから、包括的な専門性、それから地域マネジメ

ント力、これが職員には求められるのではないかと思うんですが、この点についてのご所見をお伺

いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 マネジメント力を持った職員の育成のほうでございますが、地域包括ケア体制整備のうち、高齢

者の生活支援に関しましては、地域包括支援センター、そして３つの在宅介護支援センターに生活

支援サービスに関する地域資源の開発とか、事業者や地域の支援者のネットワークを構築する役割

を持つ生活コーディネーターを配置しておるところでございます。これらの生活支援コーディネー

ターとなるものには、先ほども申し上げましたが、県が開催する研修とかを受けさせて知識の向上

に努めておるところでございます。 

 あと、地域包括ケアを進めるに当たっての職員体制でございますが、今後につきましては、地域

共生社会の実現を目指す国の方針もございますので、高齢者に限らず障がい者、子供など、全てを

対象として、地域課題を解決していく仕組みを構築する必要がございます。民生委員・児童委員さ

ん、福祉委員さん、ボランティアなどの地域の支援者とのネットワークづくりが重要になってまい

りますので、市職員、そして社会福祉協議会の社会福祉士等、専門職との連携により対応していく

必要があると考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 これからの自治体職員というのが、法律を執行する法執行型、今まではね。それから、仕掛けと

かノウハウをつくる職員へと育成をしていかないといけないんじゃないかと、いろんな課題をこれ

から自治体が背負うわけですので、本当にその地域マネジメント力というか、そういうものが私は

求められていくんではないかと思います。 

 議案質疑でも、特に福祉部門の職員体制について指摘をさせていただきました。介護など制度の

改正による事務体制、それから相談体制においても、本当に一回二回で答えが出ない。特に相談事

業では、時間を問わず、本当に親身になって駆けつけてくれている職員さんがおられます。私、本

当に頭が下がるなと思います。 

 現在の体制で足りているのか、特に人事はどのように認識をしているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 
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 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず議員からご指摘がありました、職員の中の法の執行型からノウハウを身につけていく、まさ

にそのとおりだと思いますし、今ご指摘いただいた地域共生社会の実現には、職員の意識改革とい

ったものも必要となってくるというふうに考えておりまして、こういったところを育成していくこ

とによって地域マネジメント力の育成にもつながると、そのように認識をしております。 

 また、今後の体制整備でございますが、地域共生社会を実現していくためには、地域包括ケアシ

ステムの体制整備というのは必要不可欠というふうに認識をしておりますので、新しい組織・機構

の中でも充実を図っていく必要があると思っております。 

 一方で、市と社会福祉協議会の役割、これにつきましても再度明確にしまして、それぞれがさら

なる機能連携を図っていくことも大変重要な視点であると思っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。ＩＣＴを活用した行政サービスについて。 

 亀山市の子育て支援は、多くの自治体をリードしてきました。私、子育て支援についてはいろい

ろと質問をさせていただいてきたんですけど、以前、この本会議で紹介をしました名張市の名張版

にネウボラ事業、これが厚生労働省の健康寿命を延ばす取り組みの自治体部門で大臣優秀賞を受賞

されました。少子化の近年、各自治体とも競って子育て支援に力を入れてきております。 

 以前、産前・産後や子育てにおいて孤立化をしていく。相談に結びつく人たち、積極的に相談に

行く人たちにはいいんですけど、行けない人たちのためのメール等を活用した相談はできないのか

という質問をさせていただきました。そのときの答弁では、検討していくという形でお伺いをして

おりますが、現状についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 メールの相談につきましては、ちょっとそちらのほうはまだ進めておりません。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 まだ何も進んでないということで、そのときに私、子供の情報を一元化したホームページも、三

鷹市の例を通して質問をさせていただきました。やっぱりなかなか亀山市では進んでいかないとい

うか、そういう状況なんだなということを感じます。 

 四日市市が、この８月に子育て支援アプリ、母子手帳ですけどね、よく聞いておいてください。

子育て支援アプリ「よかプリコ」を導入しました。これは三重県初と聞いております。これは母子

手帳を補完するツールになっているそうです。妊娠中から出産後の健康管理、子供の成長記録、そ

れから予防接種のスケジュール管理、市内や地域の子育て情報の発信と内容が、そのアプリの中で
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充実をさせてあるそうです。この子供の成長を家族と共有することも、ご主人が見たり、同じよう

に、アプリで。それから、おじいちゃんおばあちゃんが見たりということも可能だそうです。 

 もう一方で、紙媒体である母子手帳を紛失した場合、それからこのスマホを紛失してしまった場

合でも、クラウド管理でバックアップ体制がとられているということでお聞きしております。初期

投資がなくて、維持管理は月５万円で、ポスターとかパンフレットとかも全部そちら持ちというか、

その会社が持ってくださるということで、母子手帳を私は否定するつもりはないんですけど、新た

な支援のツールとしての導入をしたらどうかということで、その考え方についてお伺いをしたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 電子的な母子手帳でございますが、スマートフォン、タブレットなどのウエブサービスで、妊産

婦と子供の健康データ管理、そして出産・育児に関するアドバイスを提供するもののほか、市が実

施する乳児及び幼児の健康診査のお知らせができるものと認識しております。 

 現在、市では、乳児・幼児の健康診査、予防接種などさまざまな事業を行っておりますが、これ

らにつきましては、その対象に合うように月ごとに個人通知をしておりまして、全数把握に努めて

おるところでございます。例えば１歳６カ月児健康診査につきましては、月ごとに対象者には問診

票とともに案内文を個人通知しておりまして、対象日にお子さんの発熱等で健診が受けられなかっ

た場合には、次の日程を案内しまして、受診対象期間に受診できなかった方につきましては、訪問

または電話連絡して状況を把握しておるところでございます。 

 このように個人に応じた内容で通知しておりますので、アプリによる一斉の案内については活用

幅は狭く、またアプリの活用は希望者のみで、全員が活用できるものではございませんので、現在

のところは導入については考えてないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 亀山市は小さなまちですので、今さっき私が言いました寄り添いというか、さらに通知を出して

いただいたり、訪問していただいたり、電話をしていただいたりということで、充実をしていただ

いているということで確認をさせていただきました。 

 次に、近年、ＳＮＳを活用した相談体制の一つとして、ＬＩＮＥによるいじめ相談や匿名で通報

できるアプリを活用した早期発見のための相談体制をとっている学校があります。いじめに関して、

幸いなことに市内では重大な案件には至っておりませんが、いじめがなくなっているわけではあり

ません。いじめの報告も、教育民生委員会で半期ごとに報告を受けております。各学校では、いじ

め対応マニュアルでしっかりと対応していただいていると思います。 

 文部科学省では、電話相談、２４時間子供ＳＯＳダイヤルを設けておりますが、最近の若者層の

コミュニケーションは、音声通話よりもＬＩＮＥなどのＳＮＳの活用が圧倒的に多いことから、来

年度の概算要求にもＳＮＳを活用した相談体制ということが盛り込まれているようです。声を上げ

ることができない場合の相談ツールとしてのＳＮＳの活用について、ご所見をお伺いしたいと思い
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ます。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 現在、教育委員会では、子供や保護者の相談につきましては、対話や電話によりましてその対応

を行わせていただいております。また、各学校におきましては、教員による教育相談に加えまして、

スクールカウンセラーによるカウンセリングや、スクール・ソーシャル・ワーカーの活用、また子

供支援室と連携した教育相談など、さまざまな角度から相談体制を築いております。 

 議員お尋ねのＳＮＳ、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した相談体制につきまし

ては、例えば中高生の悩み相談、長野県とか、滋賀県大津市のいじめ相談の先進的な試行的な取り

組みにつきましては、相談件数が増加したというようなことも承知しておるところでございます。 

 また、これらにつきましては、多くの成果があるものの、反面、一定の課題も生じてきていると

いうようなことも認識しておるところでございまして、今後につきましては、文部科学省、また県

におけるＳＮＳを使った相談の導入に関する検討状況につきまして、特に注視をしていきたいと考

えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございました。 

 私、先ほどの議論で、これからの自治体職員は、法執行型から、仕掛け、ノウハウをつくる職員

へと転換していかなければならないというふうに言いました。 

 ＬＩＮＥとかアプリとかというと、どっちかというと懸念のほうが、危ないとか大丈夫だろうか

というようなことが先に立ってしまうかもしれません。それで私、この１２月２日の新聞に、愛知

県警がぼったくり店をアプリで確認できるようにしたとか、こんな記事が、こういう警察でもアプ

リを使ってやっていくんだというふうに見たんですけど、今回、子育て支援、またその子供を守る

という視点から、この亀山市の柔軟な対応を望み、今回の質問をさせていただきました。 

 先ほども言いましたけど、少子化対策や若い世代の定住促進というのは、もう熾烈な闘いになっ

ております。 

 先日、新聞にこのような記事が載っておりました。万事こういうものだと決めつけてしまえば、

新しい発想は生まれまい。こうした自身の固定観念を打ち破る方法の一つが相手の立場に立ってみ

ることだろう。他者の視点から捉え直すことで自身の視野が広がり、思いも寄らぬ知恵が湧くとい

うふうにありました。 

 柔軟な発想、課題解決への仕掛け、ノウハウをつくっていく職員をどう育成していくのか、これ

からの亀山市の新しい職員像をつくっていく市長の見解を求めたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 
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 亀山市を取り巻く大きな環境変化、そして将来のこの地域づくりの進展のためには、やはりそれ

を乗り越えることのできる、将来いかなる環境変化にも乗り越えることができるような、その基盤

となります職員の個のスキルを高めていくことは極めて重要なかなめであろうというふうに考えて

おるところであります。 

 幾つか、高齢者福祉や地域福祉を取り巻く環境の変化とか、子育て、社会全体のニーズの変化、

まさに新しい時代を迎えようとしてきておると思います。当然、法令でありますとか、あるいは私

どもでいいますと市民の皆さんとのフェース・ツー・フェースの寄り添いという意味では、我が亀

山市役所は強みであろうというふうに思っておりますけれども、しかし今後のこの新しい時代を、

将来のいかなる変化にも、そして多様なニーズにも応えていくことができるような、その力をこの

行政基盤、職員、オール市役所として、しっかり培い育成をしていかなくてはならないというふう

に考えておるところであります。 

 特に、これからを生きる、本当に中堅・若手の皆さんの力も、専門性であったり、あるいはコミ

ュニケーションの力であったりという新たなスキルが求められていく時代であろうかというふうに

思っておりますし、先ほどご指摘のＩＣＴにかかわる私どものスキルの蓄積という意味からも、今

後の大きな課題というふうに考えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、今回、機構改革を含め、次の時代を見据えた人づくり、この環境をし

っかり整えて前へ進めてまいりたいと思っておりますが、大きな変化をしっかり亀山市がこれから

も乗り越えていけるような、新しい時代に適応できるような、そういう人づくりをしっかり私ども

も心してオール市役所で臨んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 亀山の職員さん、本当に人材がそろっておると思いますので、しっかりと底上げをしていただい

て、これからの課題の解決に向けて、私もしっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。きょうはありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０２分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは通告に従いまして、一般質問のほうをさせていただきます。 

 今回アスベストについてということと、組織の人材育成についてという２つの項目で、アスベス

トについては２つ項目を用意させていただいております。 
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 まずアスベストについてなんですけれども、ちょっと先に２番目に書いてある川崎小学校の校舎

解体の対応についてというほうを先にやらせていただきます。 

 これに関しましては、９月議会の追加議案として４,３００万円の契約変更が出てきまして、そ

の後、幾つか自分の中で腑に落ちない点が出てきましたもので、その点を確認したいというふうな

思いで今回上げさせていただいております。結構、聞き取り以降、いろんな話が交錯しておりまし

て、私の中で。ちょっと継ぎはぎのような質問になるかもしれませんけれども、ご容赦いただきた

いと思います。 

 今回、これに関しましては、本年５月３０日付で環境省から通知があり、建築物等の建築用仕上

げ塗材にアスベストを含有する場合、その解体等の作業に当たっては、大気汚染防止法が適用され、

作業基準を遵守しなければならなくなったことによって、これを受けて速やかに川崎小学校の解体

予定校舎（４棟）について調査をしたところ、１棟の外壁等にアスベストが含まれていることが判

明しましたので、適切な飛散防止措置を図るべく、アスベストの除去工事を追加したものというふ

うに、これは教育委員会のホームページとかからたどれる話なんですけれども、環境省の通知によ

って校舎の外壁の塗料のアスベスト、これも対応が必要になったということで、仕様変更を余儀な

くされたということであったとは思います。 

 これに関しましては、９月の説明でも、アスベスト診断士に診断してもらった結果、やっぱり検

出されたということで対応ということではあったんですけれども、ただこのアスベストに関しまし

ては、状況調査というのは平成１７年に市として行っているはずだったんですけれども、そこでは、

このことがわからなかったのかどうか、その点についてまずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 学校施設におきましては、平成１７年に文部科学省から学校施設等におけるアスベスト、石綿対

策についての通知が出されまして、その使用実態調査を実施しております。その当時の調査対象と

なっておりました建材は、壁、柱、天井等に吹きつけられた石綿、アスベストでございます。それ

に、岩綿、ロックウールというもの、ひる石、バーミキュライトというものでありますけれども、

これで石綿含有量が１％を超えるものとされておりまして、本年度、新たに見解が示されました建

築用仕上げ塗り材につきましては、当時その対象にはなっていなかったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 その平成１７年の調査では対象になっていなかった建材だったのでということでありました。そ

の辺の話もありましたもんで、私一度、これ本当にどういうことなんだというのをもうちょっと詳

しく自分なりに調べてみました。 

 その中で、労働基準監督署にはいろいろ確認させてもらったんですけれども、そこで意外な話が

返ってきまして、吹きつけられたアスベスト、含有塗料というものが言われておるんですけれども、

環境省の通知の以前より、これはもう規制の対象でしたよというふうにいきなり言われまして、当
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然、さっき言われたような塗料に関しましても対象になるんだと。これは、いろいろその場でお聞

きした限りでは、ローラーによる塗装であれば一応規制の対象から外れるらしいんですけれども、

対応されることが望ましいよと。とにかく吹きつけられたものに関しましては、これは吹きつけア

スベストと同等というふうにとると、こういう話だったんですね。 

 これをもうちょっと調べようかなということで、もう一回厚労省とかに確認しましたところ、環

境省の通知以前に、やはりアスベストの障害予防規則というのがありまして、これによりますと、

建築物解体・改修時には、このアスベストの有無を判断するための事前調査がもう既に義務づけら

れているということで、実際それが検出されたかどうかというアスベストの有無にかかわらず、そ

の調査結果をこれは労働者をあくまでも守る法律ですので、健康被害を、労働者の見やすい場所に

これは掲示しなければならないとも書いてありまして、当然、今回の川崎小学校の場合も、これは

当然その対策をされなければならなかったはずのものでして、そうしますと、やはり一番最初の設

計の段階でも、そういったことも含めた仕様になっていなければならなかったはずで、今回４,３

００万という、契約変更でありましたけれども、こういったことも見越して設計をしていなければ

ならなかったという、そんな話になるんじゃないのかなというふうに思ったんですけれども、この

辺の川崎小学校の設計自体が、この解体工事まで含んでいたものなのかどうか、その辺の事前調査

まで想定されていたのか、その辺をまずちょっと確認させていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 議員が触れられました石綿障害予防規則でありますけれども、これに基づきまして、事業者は建

築物の解体を実施するときは、石綿等による労働者等の健康障害を防止するため、あらかじめ当該

建築物について石綿等の有無を目視、設計図書等により調査すること、これが事前調査であります

けれども、規定されております。 

 このことによりまして、事業者は、市からの資料をもとに適正に事前調査を実施しておりまして、

その際には、以前から石綿が確認されておりました給食室の天井裏の吹きつけ石綿の調査分析試料

も市のほうから提供しておるところでございまして、なお、この事前調査につきましては、環境省

の通知、本年の５月３０日でありますけれども、この通知が出される前に実施をしておりますこと

から、建築用仕上げ塗り材については石綿含有対象外としての取り扱いをしておるところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 含有材ではないという、そういうふうな位置づけのもとに調査をされていたと、そういうことで

はあるんですけれども、ただこれも私、厚生労働省に確認というか、労働基準監督署も含めてなん

ですけれども、確認させていただきましたところ、そういうふうな塗料の変更はあったんですかと、

対象に。確かに、その環境省による部分では変更はあったのかもしれないけれども、あくまでも厚

生労働省が管轄する限りの話では、対象となる材料、これに環境省の通知の前後で変化はないとい

うふうに言い切られたんですよ。 
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 それで、その辺をいろいろもうちょっと聞いておりましたけれども、これはやはり設計段階の事

前調査の段階で、確かに従来の目視ということが過去の記録、多分平成１７年度の調査とかあるん

ですけれども、それで仮に検出されていないというのが、使われていないという話であったとして

も、それが確実でない場合はもう一度きちっと調査をしなさいよというのが、これが厚労省のさっ

き言ったような予防規則の中にうたわれておるんですね。それを思うと、やはりこれは設計上のミ

スと言わざるを得ないんじゃないのかなと。設計業者のミス、これなんじゃないのかなというふう

に考えてしまうんですけれども、その点の見解についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 先ほども申し上げましたけれども、仕上げ塗り材に関する石綿については、平成２９年５月３０

日の環境省からの通知により初めて対策の必要性があると、そのように認識をしておりまして、当

初設計の段階におきましては、給食室の天井裏、それは平成１７年の調査でありましたので、設計

時に再度調査をいたしまして、それにつきましては、当初の設計に含めて適切に解体のほうを先行

して実施させていただいたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 市の対処が間違っていたとは私は言わないんですよ。あくまでも、やはり最初の段階でこれをわ

からなかったのかという話でしてね。これは設計上のミスじゃないのかというふうなことを言いま

したけれども、このアスベストの件ではないんですけれども、他市でもこういうふうなことで、実

際、大幅な契約変更というふうな話になったときに、やはりこれは設計業者のミスということで、

やはりその設計業者にその差額を負担させたり、その設計業者は当然指名停止というふうな形にな

ったりとかですね。あと、担当者も、その上司に至るまでやはり処分の対象になったとかそんな話

まで出ておるんですね。 

 ただ、私はこの処分を求めるとかそんな話ではないんですわ。これ、次の項目にちょっと移らせ

ていただくんですけれども、市の施設における使用実態調査というふうにちょっと言わせてもうた

んですけれども、いろんな話を聞いていますと、やはり厚労省にお聞きした話と環境省にお聞きし

た話も、やはりそれは厚労省の管轄ですんで、いやそっちは環境省の管轄ですんでというふうな話

で、そんな話もありまして、９月の議論のときも、これは国にもう翻弄されておる形やなというふ

うなことは言わせてもうたんですけれども、その辺のことを思ったら、やはりこの平成１７年に策

定されたこのデータですね。これ自体がやはりもう機能しなくなっているんじゃないのかというふ

うに感じるんですね。そうしますと、もう一度、この辺のアスベストの使用の実態というのを再調

査する必要が出てきたんではないのかと思うんですけれども、その点について見解をお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 
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 １７年に調査をいたしておりますのは、特に吹きつけ材と言われるもので、先ほども出ました吹

きつけの石綿、あるいはロックウール等、そういったものが対象になってございます。今回、新た

に環境省から出されました災害時における対策マニュアルにおきましても、先ほど申し上げました

レベル１につきましては事前に把握をする必要があるということで、使われているかどうかの把握

をしなさいということになってございます。 

 今回問題になっています吹きつけ仕上げ塗り材につきましては、これについては事前の把握及び

応急の対応の対象としないということで、要は常時において飛散するおそれがない、解体時にそう

いった危険が、壊すことによって飛散の可能性が出てくるということで、解体時にきちんと処理を

しなさいということで、そういう規定がなされているようでございます。 

 したがいまして、改めて全ての建物に対して費用をかけて調査をするということまでは、現時点

では考えてございません。解体が決まった段階で、必要に応じて調査をしていけば足りるというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 解体時に対応すれば足りるんではないのかということではありました。ただ、これは平成２３年

６月議会でしたかね、中﨑議員から、たしかこれ震災時の倒壊に対して、アスベストに関してケア

しなければならないんじゃないかというふうな質問がなされておったと思います。 

 これちょっともう一度、私、議事録を見させていただきましたら、そのときの答弁では、たしか

平成１７年のデータをもとに、それによって適切な対処をするというふうになっていたんですね。

要は、この平成１７年の調査というのは一つの対策のよりどころとなっていたわけですよ。 

 そうしますと、やはり震災時の倒壊とか、あるのかないかそれはわかりませんけれども、やはり

その辺を考えたとき、先ほどの話に出ておりました大気汚染防止法の趣旨にのっとれば、やはり事

前にこの辺も、もう一度調査しておかなければならないんじゃないのかという話にならないのかな

と思うんですけど、その点はどうなんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 環境省からこの９月に出されました改定によりますと、災害時に石綿飛散暴露防止に係る応急対

応を実施するために、平時から建築物における石綿の使用状況を把握する必要があるということは

当然記載されてございます。それの対象になってございますのが、先ほど来から申し上げています

平成１７年に調査をいたしましたものが対象であるということも記載されています。 

 それ以外のものについては、把握できれば当然しておくにこしたことはないというふうには考え

てございますが、先ほども申し上げましたように、今回対象になりました石綿含有仕上げ塗り材に

つきましては、暴露による飛散の可能性が小さいことから、把握及び応急対応の対象としないとい

うことが明記されてございますので、現時点で特に再調査が必要というふうには考えてございませ

んが、繰り返しになりますけど、調査できるものであれば調べておくにこしたことはないというふ

うには思うところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いろいろと考え方を示していただいたんですけれども、私はそのときに調査すれば事足りるので

はないのかというんだったらそれはそれでとは思うんですけれども、ただ、何回も言いますけれど

も、その倒壊時の対応については、そういうふうな１７年度のものをよりどころにするような答弁

がなされていたので、それも含めて変えるということなのかどうかと、その辺だと思うんですよ。 

 やはりそういった状況を、社会的な状況がそうなってきたということは、やはり解体時というふ

うにすれば事足りるというふうなことであるんだったら、それはそれでええと思うんですけれども、

要は今回の話、先ほど国に翻弄されるというような感じの話を言いましたけれども、ちょっと最初

の話に戻りますけれども、この５月３０日の環境省の通知、実際この通知についていろいろ読んで

みましたら、本文の最後に、この通知はあくまでも技術的な助言であるということを申し添えると

いうふうにあえて書かれてあるんですね、これの意味が私はちょっとわからなかったもんで、環境

省に聞いてみたんですね。そうしたら、いわゆる地方分権という考え方の中で、当然事務は機関委

任事務、国からこうしなさいという事務と、あと自治事務、地方の裁量でやられる事務というふう

に分かれていまして、当然、地方分権の中で、国から口が挟める部分というのは限られているとい

う部分で、そうじゃない部分に、これは自治事務ですというふうに環境省の職員から言われたんで

すね。結局、これは、やってもらうのが望ましいけれども、その対応に関しては、あくまでも自治

体の判断によるものですという話だったんですね。もちろん、それが好ましいと言われておるのを、

やっぱりこんなの無視していいんやということには確かにならんとは思うんですけれども、最終的

に市長の判断ということになってくるということなんですね。 

 今回も、これによって４,３００万の契約変更、もしかしたらこれは分離発注すべきじゃなかっ

たんかとかいう話もありましたけれども、分離発注しておったとしても、もしかしたら４,３００

万さらにかかったかもしれない。そんな話もありますけれども、その辺も含めて、今回、もし国に

翻弄されたとするんだったら、国に翻弄されないような体制をきちっととっておかなければならな

いんじゃないのかなというふうに思うんです、亀山市として。その上で、先ほども厚生労働省の話

とか労働基準監督署の見解とか示しましたけれども、やはり今回もいろいろお聞きしていて、前か

ら職員の方々もそうやと思っておったとか、そんなばかなというふうな話がいろいろ相次いでいま

したんで、やはりこの辺をきちっと認識しておかなければ、国に本当に翻弄される形になると思い

ましたもので、その点はやっぱりきちっとしておいていただきたいという思いで、今回これを言わ

せていただきました。その点については、よろしくお願いしたいと思います。これはもうあえて答

弁を求めません。 

 そうしましたら、次の組織と人材育成についてということに移らせていただきますけれども、こ

れにつきましては、私ももともと自営業で育ってきた人間でして、組織というものに関してとんと

疎い部分がありますもんで、率直な疑問をぶつけさせていただくような形になるとは思うんですけ

れども、組織と人材育成ということを上げさせてもらいまして、市の考え方を聞きたいというふう

に書いてあるんですけれども、要は組織というものが、人材育成というものに対してどういうふう

な影響を与えるのか、そういう視点で一体どういうふうな見解を持っておられるのか、その点につ
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いてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、組織のあり方が人材育成にどのようにかかわっておるのかというご質問だというふうに考

えております。 

 少し今回の組織・機構改革の中でご説明をさせていただきたいと思いますが、今回、組織・機構

の再編を行う大きな理由の一つとして、やはり中間管理職の育成というところに重きを置いた改正

であるということはご答弁を申し上げてきたところでございまして、部・室制を導入して以来、室

の中でフラットな組織ということになって、それを全て室長がマネジメントしてきたという中で、

以前の課・係制の中にはそこにまだ係長という役職がありまして、その係長が課長の足らざる部分

をフォローして育成をしてきたということで、そういった面で、今回、平成１８年の部・室制を導

入してから、やはり中間マネジメントを行う者が育成されてないという、そういった課題を認識し

た上で、やはり組織・機構の中でも、中間マネジメントを育成するために組織を変える必要がある

ということで、今回臨ませていただいたというところでございまして、私の認識といたしましては、

組織と人材育成というのは、非常にかかわりを持っておるというふうな認識がございます。 

 それと、一方で人材育成につきましては、もう一方でやはり研修等、職員の個人的なスキルを磨

き上げていくという、そういった立場でも必要性は感じておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 全体的な考え方を聞かせていただきました。その中で、中間マネジメントという言葉が出ました。

これにつきまして、マネジメントというのは、今回も組織改革、機構改革の中でマネジメント能力

というものが出てきたんですけれども、まずこのマネジメント能力というのは一体何なのかと、こ

の点につきましてちょっとお聞かせ願いたいと思います。市の考える。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まずマネジメント能力とはということですが、ちょっと一般的な言葉になってしまうかわかりま

せんが、何かの事柄を管理したり運営したりする能力、チームワークを生かして、目標を達成する

ための能力、このような定義がなされております。 

 今回の組織・機構の再編によりまして、新たにグループリーダーとなる職員には、このマネジメ

ント能力として、特に組織と一体となってグループをまとめて仕事を進めてもらう力、協力する力、

そういったものを市として期待しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、もう一つちょっと確認させていただきたいんですけれども、先ほどの答弁にもちらっ
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と出てきたかもしれませんけれども、このマネジメント能力を向上させることですね、職員の。こ

のマネジメント能力を上げることが市民にとって一体どのようなメリットにつながるのか、その点

の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず職員のマネジメント能力を向上することで、今回、部・室制のときにお話もさせていただき

ましたが、まず迅速な意思決定ということで、全ての政策・事業を進める上で迅速な意思決定を図

っていくということを一つの目標にしておりますし、それを進めることもマネジメント能力の一つ

だというふうに考えております。 

 それと、少し私、ご答弁の中で申し上げましたが、グループ・係の中で一つの仕事を協力してや

っていくという中で、やはり政策・事業の中でそういった精度が上がってくる、そういったことも

期待できます。そういったことが市民サービスにつながってくるものと考えているところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 仕事の正確性とか、あと迅速な意思決定、こういったことが市民サービスにつながる、もちろん

そのとおりだと思います。 

 それでは、もう一つ確認したいんですけれども、昔のと言ったらあれかな、課・係長制、このと

きにはマネジメント能力というものの向上、これはマネジメント能力がちゃんと醸成されていたの

かどうか、その点をどう考えておられるのか。その点もお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 １８年以前の課・係制につきましては、最小の組織で係というのが存在しておりまして、その中

で、係を統括する職として係長が配置されておりまして、係長が今申し上げておりました中間マネ

ジメントを統括する中間管理職の役割を果たしていたというふうに思っております。 

 そういった中で、中間管理職である係長が係のマネジメントを行っておりましたことから、課・

係としてのマネジメント力は発揮されていたものと、そのように認識をしております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 係長の存在が大きかったというふうに、短絡的に聞こえたんですけれども、私としては。そんな

中でちょっと感じたというか、ちょっと今回の議論もいろいろとお聞きしながら、本当に感じたの

が、尾崎議員もちょっと言われていたんですけれども、やはり部・室制によるスピーディーな意思

決定ということがありましたけれども、やはりこれが非常に何ていいますか、非常に重要なのでは

ないのかということでした。これに関しては、スピーディーさは１２年間で培われて、風土も醸成
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されたというふうなことであったんですけれども、そうしますと、部・室制の導入というのは単な

る意識改革でしかなかったのかなというふうに思われるんですね。それはそれでもええとは思うん

ですけれども、ただ先ほど言われていました、係長がいることによって迅速な意思決定につながる

とかですね。そうしますと、この部・室制によるスピード性というのは、やはり課・係長制だった

昔でもこれはちゃんと努力次第によってはできたんだというようなことなのかなというふうに思う

んですね。 

 そういう意味では、私もはっきり言って思うんですけれども、はっきり言ってマネジメント能力

というのは、あくまでも組織の中での話であって、市民にとっては別にマネジメント能力が高くな

ろうが低くなろうが余り関係ないんですね、一義的には。もちろん、それによって先ほど言われた

ような正確性云々というのはあるんですけれども、ただやはり市民にとっては別にマネジメントと

いうのは余り直接的には必要性は感じられない。もちろん組織の存続とかいう意味ではやはりマネ

ジメントというのは必要ではあるんですけれども、やはりその観点に立ったときに、本当にどうな

んだというところをもう一度考えていかなあかんという時期には来ておるのかなとは思うんですけ

れども、ちょっとそこでは私、ずうっとよくわからなかったのが、市には主幹とか主査とか主任と

か主事とか、そういう役職があるわけですね、職が。一体これは、それぞれこういった役柄、これ

は一体どういうものなのかというか、何年かたてば自動的にこういうふうに上がっていくようなも

のなのかどうなのか、ある程度スキルが必要なのか、その点についてちょっとお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご指摘のとおり、今、室長の下に、主幹、主任主査、主査、主任主事、主事という役職がご

ざいまして、これにつきましては、それぞれが上司の命を受けて特定の事務、または一般の事務を

分担処理するというふうに定められているところでございます。 

 それと、今、議員からはこういった職が段階的に当然、昇任、昇格をしていくわけでございます

が、これにつきましては基本的に在級年数と年齢という一つの基準がございます。例えば一番最初

の若い主事というところは１級から始まりますが、１級に何年在級して、年齢が何歳に到達したと

きに２級へ行きますというふうな、２級から３級、３級から４級も全てそのような形になっており

まして、最終的にはそういった一つの在級年数と経験年数を加味しまして、試験委員会の中で最終、

１から２へ上げる、２から３へ上げるということを決定して選考しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そうしますと、やはり在籍年数によって、言ってみれば何年勤務しておったかという一つの指標

にしか私には聞こえないんですね。ただ、私、これをもうちょっと本来どういう意味なのかという

のは調べてみましたら、やはりある程度そのグループをまとめるとか、その辺の話もやっぱり出て

いたんですね。この主幹というのは、例えば昔、係長と課長の間に存在していて、中間管理職と管

理職の、またさらなる調整役みたいなものをしていたと。実は、それが非常に役立っていたんじゃ
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ないのかという意見もあったんですよ。 

 ただ、その辺を思ったとき、やはりこれは本来、在籍年数とかじゃなくて、当然、もちろん経験

イコールスキルというのはあると思うんですけれども、それだけの能力が身についてきたからこそ

主幹になるんだ、主査になるんだとか、そういうものではないのかな、本来というふうに思うんで

すね。主任というのはそこを取りまとめるというふうであるんですが、主任主事とか、主任主査と

かあるのかな。そういうふうにあったんですけれども、やはり主任という称号を与えられるという

のは、ある程度マネジメント能力がそれこそあるというので与えられるべきものであって、やはり

その辺なのじゃないのかなというふうな感じがするんですね。 

 ちらっと先ほどの話に戻るんですけれども、やはりマネジメント能力というのは本当に市民にと

って必要なのかどうかという部分では、私はむしろマネジメント能力、仕事を遂行する能力みたい

なところもあると思うんですけれども、やはり職員に私もいろいろ接しておるうちに、非常にやは

り能力が高いんだなというのが身にしみて感じる部分が非常にありまして、その辺をじゃあどうい

うふうに発揮させるのかというと、最終的にはこれは市長、選挙で選ばれた市長なり、もちろん議

員も選挙で選ばれてなるんですけれども、やはりその職員というのは選挙で選ばれたことに対して、

非常に強いリスペクトを持っておられて、やはりそれには私らは従うものなんだという哲学を持っ

ておられる。そういう意味では、マネジメント能力というのはやはり市長なり、議員もそうかもし

れませんけど、そのトップの経営の姿勢によって、その辺の度合いというかマネジメント力の発揮

というのが違ってくるんじゃないのかなというふうにも思うんですね。 

 その辺を思ったときに、正直、部・室制のときは櫻井市政だったと思うんです。課・係長制、実

際、そこから変更したのは前の田中市長のときやったと思いますけれども、田中市長というのは強

烈なリーダーシップという言い方はおかしいですけれども、それでどっちかというとぐいぐい引っ

張っていくようなタイプだったと思いますけれども、櫻井市長はトップダウンとか言われますけれ

ども、むしろ私は櫻井市長はボトムアップみたいなのを期待していてというようなイメージなんで

すね。まず各部門の自主性にじゃないですけれど、そこから始めて、その上で最後は市長が判断す

るというような、そういう手法を目指していたんだろうかというふうにも感じられたんですね。 

 どっちにしても、先ほど言いましたように、その部・室制というのがスピーディーさというのは

あったんですけれども、もう一つ組織に対するフレキシブルさですね、問題発生に対する。それが

そもそもあったんじゃないのかなと。その時々の事由に対して柔軟に変化できるような体制、それ

が部・室制の室というものの設置の一番大きなポイントだったんじゃないのかなと思うんです、当

時の社会情勢の変化もあって。確かに市長の口癖というか、よく言われますけれども、強い者が生

き残るのではない、変化に対応できる者が生き残れるんだというダーウィンの進化論をよく言われ

ますけれども、まさにその姿勢が私は出ていたんじゃないのかなというふうに私は思っておったん

ですけれども、そういう意味では組織にやはり変化を与えることにより、組織の硬直化を防ぐとい

うふうな話ではあったのかなというふうにも思うんです。 

 ちょっといろいろと取りとめない話をしましたけれども、最後に、やはりマネジメント能力をす

る上で、やはりその課・係長制というのももう一度意識してというふうにあるんですけれども、今

回もいろんな意見が出ておると思います。その辺で、もう一度、この課・係長制も見据えた中で、

今回、案は出ていますけれども、若干変更を加える部分というかがまたあるのかどうか、その点を
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最後に確認させていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回さまざまな議論いただく中で、課・係制と部・室制のそれぞれのメリット・デメリットとい

うことも議論をさせていただいた中で、一つ課・係制に戻ったのではないかというような、そうい

うご指摘もあったというふうに思いますが、一つ今回の部・課・グループの大きな意味合いは、

課・係制のそういう中間マネジメントを育てていくという考え方の一方で、部制の中で部を大くく

りな部にしていただいて、より横断的に事業を進めていくという、そういった視点も今回の改正の

中では大きな視点だったというふうに思っております。そういった形で、今回、部・課・グループ

制のご提案をさせていただいておるところでございます。 

 ただ、さまざまな議論の中で、例えば８級制の導入の問題も、こちらの中では選考とか、次長の

配置もしかりですけれども、やはり人事にかかわる部分も相当ございますもので、これらにつきま

しては、いただいたご意見をしっかり検討させていただいて、今後進めてまいりたいと、そのよう

に考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １１番伊藤彦太郎議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 緑風会の宮崎でございます。 

 議案質疑に引き続きまして、一般質問をさせていただきたいと思います。 

 今回は、この１２月定例会に出されております現況報告についてと、教育委員会のほうの現況報

告もあわせてお尋ねしたいなというふうに思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、国の動向でございますが、先般の総選挙において内閣がまた新しく発足したわけです。

これは１１月１日でしたか、というふうで、その中で人づくり革命、また幼児教育無償化等々の子

育てについて内閣でもやっていきたいということでございまして、地方の行政の中で亀山市の自治

体として今後どのように考えていくのかというふうで、いろいろお尋ねしたいと思います。 

 かなり多うございますので、よろしくお願いしたいなと思っております。 
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 まず１点目でございます。組織改正についてですが、これについては議案が出ておりまして、議

案質疑が各議員で議論されました。そういう中で、私は第２次総合計画を推進するための組織改正

と職員のマネジメント能力の育成強化についてお尋ねしたいなというふうに思っております。 

 今回、総合計画を推進するためには、緑の健都かめやまの具現化に向けた第２次総合計画を推進

するために、今回の組織機構改革がされるというふうに聞いております。その改正内容について、

この第２次総合計画を推進するための考えを聞きたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回の組織機構の再編に係る基本方針の一つには、議員ご指摘のございました第２次総合計画に

掲げました施策を着実に推進する組織というふうに掲げておりまして、具体的には、第２次総合計

画前期基本計画の６つの施策大綱に基づいて、この６つの施策大綱に基づいた組織として整理をし

たいと。そのような思いで今回提案をさせていただいたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 意向は私も理解しております。 

 いずれにしましても、この１０年間の第２次総合計画の推進を確実にやっていくためには、やは

り組織の強化も必要であろうなというふうに思っております。 

 それともう一つ、マネジメント能力の育成・強化。午前中にも伊藤議員がいろいろ議論されてお

ったんですが、私もこのマネジメント能力の強化については、今までの組織では何でできなかった

んか。我々現職の時代、さらには今の議員になってからも、マネジメントについてはいろいろな学

習会とか、研修機関とかで勉強はしてきたわけですが、非常に私らもわかりづらい部分があると。

この中で、やはり以前からも言っておったと思うんですが、やはり職員の能力向上に向けての、こ

れはマネジメントを強化するというのも非常に大事なことです。これが自分らだけじゃなしに、市

民サービスにもつなげていかなければならないと私は思っておりますが、そこらの考えをお聞きし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回、組織改編の大きな目的の一つにマネジメント機能の強化というものも掲げさせていただき

まして、これも今、議員ご指摘のございましたように、組織を変える一方で、やはり職員のスキル

アップという意味合いで、職員研修、職員の能力を高めていくということも非常に大事な視点だと

いうふうに考えております。 

 これは、ちょっと午前中に伊藤議員にもご答弁させていただいたわけでございますが、マネジメ

ント能力を高めることによりまして、組織でやっていく仕事が早くなったり正確になったり、そう

いった施策事業が円滑に進むという効果が市民サービスに直結するものと考えておりまして、最終
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的に市民サービスに影響を与えていくということで、今回、そういった意味合いも込めて組織改正

を提案させていただいたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 理解はできました。今後よろしく推進をお願いしたいなと、かように思っております。 

 私、項目が多うございますので、答弁は簡潔にお願いしたいと思っております。 

 それから次に、生活基盤の向上についてでございますが、その中で、亀山駅周辺整備事業、それ

から都市公園の整備について、上水道の充実についてというふうに上げてございます。それから、

道路の保全整備についてということでございますが、それぞれまたお聞かせ願いますが、まず亀山

駅周辺整備事業についてお尋ねしたいと思います。 

 この事業については、議論もかなり図られております。また、議会としても特別委員会を立ち上

げていろいろ議論を図っている。その中での現在の状況をお聞かせ願いたいと思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕建設部参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 亀山駅周辺整備事業の現在の状況でございますが、昨日も答弁させていただきましたとおり、御

幸８号線におきましては、用地買収等を鋭意今進めている状況でございます。また、２ブロックの

再開発事業におきましては、現在、基本設計の業者の選定の業務に取りかかっているような状況で

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 現在の状況を聞かせていただきましたが、駅前広場の件も進められておると私は理解しておるん

ですけれども、その中で、例えば駅の整備、駅舎の建てかえとか、そういうのが出てこなかったの

か。私は駅舎については多分、明治時代の建物だと思いますので、文化的にもこれは保存していか

なければならんという部分も私は考えておりますけれども、そういう部分は全然手をつけてないの

かどうか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕参事。 

○建設部参事（亀渕輝男君登壇） 

 亀山駅周辺整備事業に際しまして、ＪＲ東海と継続してさまざまな協議を行っている状況でござ

いますが、駅前広場につきましては、協議において土地の売却の意向が示されまして、その具体的

な条件の提示もいただきましたので、引き続き協議を進めてまいりたいと考えております。 

 また、今お尋ねの亀山駅の駅舎につきましては、大正２年、西暦で言いますと１９１３年に建設

されまして、その後、部分改修等が行われておりますが、建物としては大変歴史あるものと伺って

おります。ＪＲ東海としては、現在の駅舎の改修等の具体的な計画は特にないとのことでございま

すが、駅前整備の進捗について随時ご説明する中で、ＪＲと何らかの協議が得られないか、引き続
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き要望してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 広場については協議されておると。駅舎についてはまだということでございますけれども、やは

り私はここでも提言しておきたいと思います。やはり亀山駅前を整備するならば、やっぱり駅舎も

考えていくべきではないのかなと。何も新しくせいとは言っておりません。先ほど私、明治時代と

言いましたけれども、今、答弁の中で、大正の２年ということでございますので、大正の２年であ

れば、私のおやじが生まれたぐらいやでもう１００年以上たっておるだろうなというふうにも思っ

ております。 

 そういう中で、やはり文化的にも残さなければならんというのもありますが、今後十分考えてい

ただいて進めていただきたいなというふうに思っております。これは提言にとどめておきます。 

 それから、次に都市公園の整備についてということで、歴史博物館前の屋外トイレの建てかえに

ついてですが、今回、この議案の中で、補正予算でトイレの建てかえが出ております。これは２,

７００万円の補正予算が出ておりますけれども、これについての概況をお聞かせ願いたいと思って

おります。 

 先般、市民の方から、我々産建のメンバーそれぞれに文書が届きました。早くお願いしたいなと

いうような文書も届きました。そういうのも含めて、亀山市としては都市計画の中の一環として今

後どのように進めていくのか、今現在、よそのもののトイレをお借りしなければならんということ

でございますので、そこらを確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 お尋ねの亀山公園の歴史博物館前の屋外トイレでございますが、こちらにつきましては、平成５

年に建築されておりまして、供用開始後約２５年が経過してございます。経年劣化によりまして外

壁等にクラックが見受けられましたことから、本年度詳細の調査を実施いたしましたところ、主要

部材に損傷が見受けられるということが判明いたしまして、１１月１０日より安全面を最優先いた

しまして使用を中止させていただきました。 

 公園の利用者の方には大変ご不便をおかけしますが、隣接の多目的トイレにつきましては、２４

時間使用可能でございますし、それからまた、現地の案内板にも掲示させていただいていますが、

歴史博物館あるいは青少年研修センター、図書館、北公園トイレ等をご利用いただきたいというふ

うに考えてございますので、ご理解賜りたいというふうに考えてございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 現在は間借りのトイレという、借用したトイレをということでございますけど、やはりトイレに

ついては急を要するということで、私らも経験がございます。子供のころには、例えば草わらに入

っていったということもございます。それは今の時代では通りません。 
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 それで、遠くへ借りに行かなければならんとかいう話であれば、私は近場へ仮のトイレでも設置

して改修までにできないのかというのが、そんな発想が浮かばんだんかというふうにも思っており

ますが、そこらは今後、補正予算でやってもらえるんで建設についてはいいかと思うんですが、仮

のトイレあたりの設置はできないのかどうか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 トイレの建てかえにつきましては、今議会に予算補正をさせていただいておりますけれども、建

築設計や電気の移設工事や、あるいは建屋の今ある建物の撤去工事、それから新たな工事等に約６

カ月ほどを要するというふうに考えてございますので、一刻も早く供用開始をしたいということで、

先ほど申し上げましたとおり、今議会での予算補正をさせていただいてございます。 

 先ほどの仮設トイレにつきましては、春先には桜のシーズン等もございますので、そういった人

が集まるようなタイミングにつきましては、仮設トイレの設置についても考えていきたいと考えて

ございますので、ご理解願いたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 利用者の不便にならんように、できるだけ前向きに考えていただきたいと思っております。 

 それでは次に、上水道の充実についてでございます。 

 上水道の充実については、上水道のビジョンが作成されております。そのような状況の中で、今

後どのようにやっていくのか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑上下水道局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 上水道事業について、今後どのようにしていくのかということでございます。 

 人口減少社会や大規模地震対策など、今後の事業を取り巻く環境の変化に的確に対応しつつ、健

全な事業運営を持続するための、亀山市新水道ビジョンを作成中であります。そのビジョンに定め

ております基本理念、次世代への使命、安全でおいしい水の安定供給と３つの重点施策、安全な水

道、強靱な水道、持続可能な水道に基づき、老朽管路や施設等の更新、耐震化、震災対策、水量水

圧不足などの解消のための加圧ポンプの整備などを計画的に進めてまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 このビジョンは今中間でございますが、聞かせていただきました。いずれにしましても、市民に

対しておいしい水の供給は大事かと思います。 

 議案でも料金改定も出ておりますけれども、それも絡めて、いずれにしても料金を上げれば、お

いしい水の提供は当然やと思うんです。それは私も産建のメンバーでございますので、またそちら

のほうで議論はさせていただきます。 
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 次に道路の保全、整備についてでございます。 

 ２点ございます。 

 現況報告の中には、和賀白川線整備事業についてが出ておりますし、ただもう一つは、昼生地区

の通学路整備についてお聞かせ願いたいと思うんですが、これは現況報告には出ておりません。市

民の声を聞かせていただいて、現場を見せていただいて質問させていただくわけですが、まず和賀

白川線の整備事業につきましては、現在は住山地内の国１バイパスでランプまで行っておりますけ

れども、その先の亀田小川線までの延伸の整備計画の中で、今回、補正予算において１億３００万

の減額が出ております。 

 これは補正予算の説明の中で、計画の見直しというのも理由で聞いておったんですが、現況報告

の中にはやはりいろいろ理由も書いてございます。その部分について特にお尋ねしたいんですが、

これが今とまって、これでいいのかどうかというのをまず確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 和賀白川線の減額補正に関する状況でございますけれども、昨年度より継続で実施をしておりま

した用地測量業務でございますが、この委託業務につきまして、今年度、年度途中ですけれども、

７月６日に委託業者から業務続行不能届が提出されました。 

 そういったことから、弁護士等に相談を行いまして、三重県建設工事倒産マニュアルに基づきま

して、業務続行不能届を受理いたしまして、契約の解除を行ったところでございます。 

 そうしたことから、用地測量が完了しないために、今年度予定をしておりました用地買収等の業

務に着手できないことから、今年度につきましては予算補正をさせていただいたというところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 契約のいわゆる業務の不履行ということで理由はわかったんですが、その業者を選定する、契約

に当たっての選定については、これは契約管財室と私は思うんですが、そこらの調査等もやってい

かなかったんか、またこれ違約金も発生してくると思いますが、そこらの部分はどのように考えて

おられるのか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 今回の委託業務でございますが、こちらにつきましては工事の伴わない委託業務で、担当室でご

ざいます道路整備室で入札等を行っておりますので、私のほうからご答弁させていただきます。 

 今回の業者選定に当たりましては、三重県のほうで共同で実施していただいています登録業者か

ら選定させていただいておりまして、この業務の指名の段階におきましては、そうした業者の情報

につきまして、問題があるというような情報は得られていなかったことから、業務契約をさせてい

ただいております。 
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 契約解除につきましては、設計業務等委託契約書第４２条第１項第２号の規定によりまして、契

約解除を行いまして、同じく同条第２項の規定に基づく違約金も請求し、受理しているところでご

ざいます。 

 そういった手続を経て、契約解除をいたしたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 契約解除については理解させていただきました。 

 ここで、補正予算で減額されておるということでございます。これが事業の進捗にかなり影響が

出ておると思いますが、当然１億３００万を減額をしたということでございますので、今後このよ

うな場合どうしていくのか。特に財源として地方債が大分入っておりますね。これは合併特例債と

私は理解しておるんですが、この合併特例債の時期がもう一、二年と違いますか。これを使って業

務がやっていけるのかどうか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 この事業につきましては、市内道路のネットワークにおける亀山環状線として非常に重要な道路

であるということは認識してございます。 

 そのような中で、合併特例債の活用期限というのもございますので、そういったところを勘案の

上、事業の進め方について現在検討しているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 事業の進め方は考えていただいておるけど、合併特例債が間に合うのかどうかというのを私はお

尋ねしておるんです。これ、企画やと思うんですが、合併特例債については。これをやはりシビア

に受けとめなければならんと私は思いますので、そこらを確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 合併特例債の活用期限は平成３１年度までとなっておりますことから、基本的にはこの期間まで

に事業が完了することが必須ということになります。したがいまして、和賀白川線につきましては、

そういった事業進捗を勘案いたしまして、財源等の有効活用を図ってまいらなければならないと考

えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 よろしくお願いしたいなと思っております。 

 これについても、産建の委員会で議論させていただきます。 
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 それから、昼生地区の通学路整備についてでございます。 

 以前より、多分昼生地区の通学路整備については地元要望もあろうかと思っておりますが、先般、

市民の方から通学路が大雨のときに、県道鈴鹿芸濃線、それから、紀勢線の交差したところのアン

ダーパスの部分について、何とかならんのかなというような話をいただきました。 

 それで、私も現地見せていただいたところ、やはり大雨のときには冠水する、水たまりができる

というふうで、通学について現在では難しいと思っておるんですけれども、見た目は。これが今ま

でから要望が来て、そういうふうな協議を図っておるのかどうか確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 県道鈴鹿芸濃線のＪＲ紀勢本線高架下の排水対策につきましては、自治会連合会昼生支部を初め、

地域の皆様からさまざまなご要望をいただいてございます。所管しておりますのは三重県鈴鹿建設

事務所でございますが、そちらのほうからは、見解といたしまして、県道の最も低い箇所が中ノ川

の水位よりも地形的に低いという構造的な要因のために、なかなか抜本的な道路改良による対応は

現段階では困難とのことを伺ってございます。そのため、今まで可能な対応といたしまして、中ノ

川のしゅんせつや、大雨時の冠水注意の電光掲示板を設置していただいてございます。 

 議員ご提案の件につきましては、歩道のかさ上げ等も含めて、引き続き対応について県のほうに

要望してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 私も素人でございますけれども、一般的に考えたら通学路を上げたったら通れるのかなというふ

うに感じたわけですが、今後、県と十分協議を図っていただいて、信号をつけてあるでええわとい

うような考えじゃなしに、子供たちが安全で近い距離を通れるような通学路を考えていただきたい

と思っております。 

 これ、教育委員会から答弁が来るかなと思っておったんですが、建設のほうの答弁で、今後検討

をよろしくお願いしたいと思っております。 

 次に、安全・安心なまちづくりの推進についてお尋ねするわけですが、その中の消防力の充実強

化については、以前より委員会の資料とか、議会にも資料が提出されております。 

 その中で、私は以前から取り組まれております一つとして、鈴鹿市との境界付近での消防の相互

応援活動を充実してきたという報告も聞いております。成果も聞いております。 

 その中で、今回ここでお尋ねするんですが、この４月でしたかね、多分消防庁からの何か通達が

来ておると思いますけれども、その中で広域化の問題かなというふうに私は受けとめておったんで

すが、今回、鈴鹿市とのはしご車の検討委員会を立ち上げたということも聞いております。 

 そういう中で、広域化も過去から叫ばれております。極端な話、三重県一本化というのも聞いて

おりましたし、その後、通信の広域化、いろいろなことも出てきておる中で、今の現在の状況をお

聞かせ願いたい。 

○議長（西川憲行君） 
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 平松消防次長。 

○消防次長兼消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 共同運用と広域化の問題につきましては、関連がございますので、まずはそちらのほうからご説

明をさせていただきます。 

 国が推進します消防の広域化について、組織の統合に向けた調整が困難であるなど、実現に時間

を要する地域、亀山市はそれに該当するわけですけれども、その地域におきましては、消防事務の

性質に応じて、事務の一部について柔軟に連携・協力を推進することとなり、本年４月１日付で市

町村の消防の連携・協力に関する基本指針が発出され、その具体例として、消防車両の共同整備な

どが示されたところでございます。 

 このことを受けまして、亀山・鈴鹿両市消防本部の職員で構成いたしますはしご車などの共同整

備に係る検討委員会を立ち上げ、災害出動回数がほとんどなく、整備費、維持管理費ともに高額で、

かつ更新時期がともに迫っている理由から、そのはしご車について調査検討を進めているところで

ございます。 

 なお、議員お尋ねの広域化につきましては、平成２６年３月に策定をされた三重県消防広域化推

進計画におきまして、きめ細かな情報提供を行うことで、広域化に対する機運の醸成を推進してい

く地域に指定されたことから、現在におきましては、鈴鹿市消防本部との思いやり救急を初めとす

る、隣接消防本部との相互応援の充実を推進しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 消防力の充実のためには、県内でも相互応援協定等結ばれておりますし、震災時とか大災害のと

きには緊急援助隊などのそれぞれの援助も受けたり、行ったりしているのが現状やと思うんですが、

そういう中で、いずれにしましても広域化の問題は、それぞれ全国の中での自治体の全部、消防力

をということで広域化が進められて、組合なり、事務委託なりやられていた現状も私もよく知って

おりますし、その中で、今後の充実については、一つの機械にしても、やはり２つの市がお金を出

し合ってやっていくというのも、国が示しておる一つの方法かなというふうに思っております。 

 いずれにしましても、きょう言ってあしたというわけにいきませんので、十分協議を図っていた

だいて、三重県の消防長会の中でも、どのように取り組んでいくのかという中で、一遍、当市とし

ても十分考えていただきたいというふうに思っております。 

 今後、消防の充実については、多分市長も力を入れてくると思いますので、よろしくお願いした

いなというふうに思っております。 

 それで、次に健康で生きがいを持てる暮らしの充実についてということで、２つ上げてございま

す。医療センターの院外薬局の成果についてと、訪問看護ステーションの開設についてということ

で上げております。 

 訪問看護ステーションについては、先般の議案質疑の中でいろいろ聞かせていただいて、統括官

の思いも、また市長の思いも聞かせていただきました。これについては省かせていただくというこ

とで、まず医療センターの院外薬局の成果について、どのぐらい進んでおるのか。私も、医療セン

ターにかかっておりまして、もう２度ほど院外薬局を使いまして、なかなか感じはよかったなとい
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うふうに私の感じがございます。 

 医療センターの事務方としてどのように受けとめておられるか、確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長兼地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 本年２月に医療センター敷地内への調剤薬局開設について公募をさせていただき、選定した日本

調剤株式会社によりまして、日本調剤亀山薬局が１０月２日に開局をいたしました。 

 薬局の開局に合わせ、医療センターの外来分の処方を院外化させていただき、院外の薬局で薬の

調剤を受けていただいております。 

 薬局開局から２カ月が経過いたしましたが、現状といたしましては、医療センターの外来処方箋

の数が２,５８８件ございました。そのうち２,４３５件、９４％が敷地内薬局である日本調剤亀山

薬局のほうで薬の調剤を受けられた結果となっております。 

 また、日本調剤亀山薬局での後発医薬品、いわゆるジェネリックですけれども、その使用率は数

量ベースで１０月が８１.７０％、１１月が８６.６５％であり、厚生労働省が２０２０年の達成目

標としている８０％を大きく超えております。後発医薬品の使用率が向上したことによりまして、

先発医薬品を使用した場合との医療費の差は、１０月分と１１月分を合わせて５３０万円を超える

と推計されております。ですので、年間を通すと３,０００万円を超える亀山市の医療費が削減で

きることになると考えております。 

 また、院外処方箋を進めることによりまして、市民の皆様がかかりつけ薬局をお持ちいただくこ

とにより、重複した薬の処方の防止、あるいは、薬の飲み合わせによる副作用などを未然に防止す

ることもできます。 

 このように、後発医薬品の使用が進められ、医療費の削減につながり、さらに多くの皆さんにか

かりつけ薬局をお持ちいただくことによりまして、処方箋の院外化の効果も十分出てくるものと考

えております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 院外薬局については成果が出ておるというふうに感じたわけですが、それとジェネリックの後発

医薬品についても、以前の緑風会で、特に前田 稔議員がそれに注目されまして、研究もし、提言

もしてきたのが今出てきたのかなというふうに思っております。 

 そういう中で、今後、医療センターの利活用を十分していただくためには、患者のためにも、今

後努力をしていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 時間も１６分になりましたので、次に移らせていただきますが、もう時間が迫ってきましたんで、

まことに申しわけございません。教育現況報告について６点ほどございますけれども、まとめてお

話ししていただいても結構ですし、まず学校における働き方改革についてというのが文科省の中央

教育審議会の特別部会というのが、学校における働き方改革に係る緊急提言ということで示されて

おりますが、これについて今後亀山市としてどのようにやっていくのかどうか、確認したいと思い

ます。 
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○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 学校における教職員の働き方改革につきましては、本市におきましても喫緊の課題と認識してお

ります。教育委員会といたしましては、亀山市全体の総勤務時間縮減の目標値と、進捗管理指標の

目標値を定め、取り組みを進めておるところでございます。 

 教職員の勤務時間の把握につきましては、全教職員の勤務時間報告を受け、実態把握に努めてお

ります。また、中学校における長時間労働の大きな要因の一つとなっている部活動につきましては、

本年９月に亀山市部活動ガイドラインを策定し、適切な活動時間や休養日の設定について示したと

ころでございます。各中学校におきましては、このガイドラインを踏まえ、適正な部活動の運営が

なされておるところでございます。 

 また、夏休みや冬休みなどの長期休業日には学校閉校日を設定し、教職員の年休及び振りかえの

取得を推進しております。さらに、土曜授業を見直し、本年度は３回にいたしたところでございま

す。 

 このように、スクラップ・アンド・ビルドの手法をもって学校教育の充実と教職員の働き方改革

を推進しているところでございます。 

 次年度からは、主として学校閉校日を設定したり、学力に関する調査等の精選を行ったり、本年

１０月に開催されました知事と市長の一対一対談のテーマとして取り上げられました部活動指導員

の活用、さらには学習ボランティアを含む学校ボランティアの積極的な活用を進めてまいります。

教育委員会としましては、管理職とともに学校マネジメントにおける重要課題として認識し、教職

員の意識改革も図りつつ、今後も引き続き学校における働き方改革を進めてまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 働き方改革で亀山市の取り組み、思いも聞かせていただきました。 

 次に、私がいろいろな質問をさせていただきますが、先ほど触れられた点もございます。例えば

学校休業日の分散化についてでございますが、９月１３日に学校教育法施行令の一部改正がござい

まして、家庭及び地域における体験学習活動等の円滑な実施のために、学校休業日の分散化が示さ

れております。当市としての考え、また先ほども触れられておりました亀山市部活動についての件

についてお尋ねしますが、まず学校休業日の分散化を確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 学校休業日の分散化につきましては、国が推進しておりますキッズウイークの取り組みの中の一

つでございまして、そのキッズウイークとは、夏休みなどの長期休業日を分散化することで、大人

と子供が一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出するという取り組みでございます。それに伴い

まして、本年９月に学校教育法施行令の一部が改正されまして、地域ごとに学校の夏休みなどの一

部を学期中の平日に移す学校休業日の分散化が可能とされたものでございます。 
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 この学校休業日の設定に当たりましては、保護者への趣旨の周知とか理解、さらには地域や経済

界との十分な連携調整が必要不可欠になってくるものと認識をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 中身は聞かせていただきましたが、いわゆるこういうのは非常に取り組むのが難しゅうございま

す。今までかつてこのようなことが発想すらできなかったのかなというふうに私は思っております。

親御さん、地域、いろいろな方々の理解も得なければならんと私は思っておりますが、そういう点

も今後よろしく取り組んでいただきたいなと、かように思っております。 

 次に、３つ目に亀山市部活動ガイドラインについて、先般示されましたが、今後どのようにする

のかということと、５番目に児童生徒の文化活動についてというお尋ねもしてございます。一緒で

答弁をお願いしたいなと思っております。 

 今後、部活動については、私の思いでは今の働き方改革の中にも、やはり学校の先生方の顧問的

な部分、非常に難しい時代になったかなというふうに思っております。その中で、先ほども教育長

の話もございましたが、例えば外部指導者の導入、例えばスポーツに対しては外部コーチを入れる

とか、私はスポーツのエキスパート、そういうようなのも育てていかなければならんというふうな

中で、今後どのように取り組んでいくのか、考えがあればお聞かせ願いたいと思っております。 

 その外部コーチ、外部指導者を採用するにも、やはりボランティアも大事かと思うんですが、や

はり市としての取り組みも今後考えていただかなければならないなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 亀山市部活動ガイドラインでございますけれども、特に主な内容といたしましては、部活動の意

義や運営指導に係る留意点、適切な活動時間や休養日の設定等でございまして、適切な活動時間や

休養日の設定につきましては、総勤務時間縮減取り組みと連携をいたしまして、平日放課後の練習

時間は長くとも２から３時間以内が望ましいなどの活動時間や、月に少なくとも４日以上の休養日

に加えまして、平日の週１日の放課後部活動休養日を設定するなどの休養日を明記いたしたところ

であります。 

 さらに本年４月、学校教育法施行規則の一部改正により位置づけをされました部活動指導員につ

きまして、実技指導や引率などの職務や今後の活用について明記をいたしたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 非常に難しい部分もあろうと思いますが、今後進めていただいて、さらに亀山の生徒・児童が活

発に部活動ができるように、よろしくお願いしたいなというふうに思っております。 

 次に、学校給食の中で、かめやまっ子給食についてお尋ねするわけですが、先般でしたか、ＪＡ

の受託者部会と、また亀の市から米とか野菜の寄贈を受けました。これは非常にありがたいことで
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ございます。 

 そういう中で、その方々もなぜ子供たちに食べさせる材料を出しておるのかというのもございま

す。特に給食に使われております中でも、地元の食材をこのかめやまっ子給食にどのように使って、

どのように進めていくのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 学校給食用食材といたしまして、先ほどご紹介いただきました本年度も鈴鹿農業協同組合受託者

部会より市内産の米、コシヒカリでありますけれども、４２０キロ、さらに生産者団体の亀の市よ

りキャベツ、ネギ、サツマイモなど延べ５２０キロ、これはそれぞれ市内の小学校及び関中学校の

給食１回分に相当するようでございますけれども、それを寄贈していただいたところでありまして、

食の地産地消に大きく貢献をいただきまして感謝をいたしておるところでございます。 

 地産地消の取り組みということでありますが、本市の学校給食でありますけれども、米は市内産

を使っております。牛乳は県内産、豚肉は市内産を含む県内の北勢地域産を年間を通じて取り入れ

ておりまして、地産地消を推進しておるところでございまして、また子供たちの地域食材に対する

知識や関心を高めて豊かな心と体を育むために、市内産、県内産の食材を多く使用いたしておりま

すかめやまっ子給食、これは年間２０回実施しております。今後もさらに地元産を使用いたしまし

て、この地産地消の推進に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 かめやまっ子給食については地元産の食材を使っていただくのもやし、子供たちを健康に育てて

いただくのも、そういった部分も含めておるだろうというふうにも思っております。情操教育の中

にもそれも必要かなというふうに思っておりますので、今後よろしくお願いしたいなと、かように

思っております。 

 たくさん出しましたが、最後になりました。 

 コミュニティ・スクールの活動についてお尋ねしたいと思います。 

 先般、川崎小学校の学校運営協議会さんが、コミュニティ・スクールの活動により、文科大臣表

彰を受けられました。まことに関係者の皆さんに敬意を申し上げまして、おめでとうと申し上げま

す。 

 これのことにつきまして、まずお尋ねするわけでございますけれども、竹中会長を初め、やられ

ておったのは、非常に私らも見ておりまして頭の下がる思いでございます。その内容をお聞かせ願

いたいなと思っております。よろしく。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 まずはコミュニティ・スクールでありますけれども、現在、加太小学校、川崎小学校、昼生小学

校の３校に学校運営協議会が設置されまして、コミュニティ・スクールとして活動のほうをしてい
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ただいております。来年度、平成３０年度は、さらに野登小学校、白川小学校、神辺小学校の３校

も新たに設置されます。また、亀山南小学校、関小学校、関中学校が平成３１年度の設置に向けま

してその準備に入っていくという予定になってございます。 

 川崎小学校につきましては、先ほどご紹介いただきましたとおり、その活動実績が他の模範にな

ると評価されまして、このたび文部科学大臣表彰を受賞されたというところでございまして、今後

もコミュニティ・スクールの活動をさらに推進するとともに、発信していくということも大事かと

思いますが、学校と地域が連携協働し、子供の学びや育ちを核に据えた地域とともにある学校づく

りが一層進むことを期待するところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今後、各校ともそれぞれコミュニティ・スクールをされていくというふうに理解しております。 

 実は、私も先般、今週のケーブルテレビの番組を見ておりましたら、加太地区の地域活動の中が

映されております。例えば加太保育園、加太小学校のコミュニティ・スクールの活動がケーブルテ

レビで放映されておりましたが、そのタイトルが「住めば、ゆうゆう」というタイトルで放映。非

常に私も見ておって、この皆さん方の協力によって立派な活動がされておるんやなというふうに感

心しておりました。こういうような企画、今までのケーブルテレビにないような企画がございます。

私も見せていただいて、非常に感心しておったんですが、今後このような活動を見ていただいて、

それぞれのまち協を初め、それぞれの地域でも、学校も含めて、これからこのような取り組みもさ

れ、健全な子供たちを育てていくんだろうなというふうにも思っておりますし、タイトルにござい

ましたように、「住めば、ゆうゆう」というタイトルの中で、父兄の方、保護者の方の声を聞いて

も、加太地区に住んでよかったなあというような声も聞いております。 

 そういう中で、今後このような情報番組をどのように取り組んでいくのか。教育委員会としては

コミュニティのことで聞かせていただいたんで、これを制作しておる企画総務のほうの考えを聞き

たい。また、市長の考えがあれば聞きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま議員からご紹介いただきました加太の特集番組、先週の１２月８日から今週の１４日木

曜日、あすまで放映をしておりまして、その後は金曜日から動画配信に切りかえるということで、

心地よい加太の亀山暮らしということで、若者の定住促進、こういったことを大きな目的として進

めてまいった番組でございます。 

 今後の展開でございますが、亀山市は加太地区のみならず、坂下地区、野登地区、昼生地区、さ

まざまな地域資源がございまして、こういった特集番組を一つずつ組んでいきながら、「住めば、

ゆうゆう」というシティプロモーションのサイトでございますが、そこへ一つずつ載せていって、

亀山のよいところをＰＲして、今後も定住促進に努めてまいりたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 いろいろな取り組みをされておりまして、私も答弁の中でも安心している部分もございます。 

 最後になりましたが、この緑の健都かめやまを目指して、皆さん方が一層の力を入れていただい

て、後世に残す亀山市をつくっていただきたいなと念願して、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５６分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時０６分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは勇政の櫻井です。一般質問をさせていただきたいと思います。 

 ５つばかり上げさせてもらいますけれども、まず最初に行政運営についてということで、市長さ

んにお尋ねしたいと思います。 

 私も３１でこの政治の世界へ入りまして、３７歳で関町議会議員から、たまたま３７年間この世

界におります。 

 市長さんも２８歳で亀山市議会議員から県議会議員を経て、今３期目の市長を、５万人市民の市

長をお務めになっていると。私らは当然選挙にて市民の皆さん方の負託を受けてこのような場に立

たせていただいているんですけれども、表題にも上げましたように、選挙にて選ばれし者のすべき

ことについての基本的なお考えがありましたら、お尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 禅問答のようなご質問でございますけれども、僣越ながら、選挙で選ばれる公職者の一人として、

私は公に徹し、誠をもって私を殺し、万機に接することと心得るものでございます。また、私自身、

議員もご案内のような三重県が生んだ県政の神様、議会政治の父と称されました尾崎咢堂氏、この

氏を崇敬するものでございますが、氏は、これもご案内のように、当時の民主主義の創成期におき

まして、民主主義を履き違えた世相とか政治家を戒めて、社会全体の利益のためではなくて、自分

の都合の権益のために心を動かさない政治を説いたことは大変有名でございますし、ご案内のとお

りでございます。 
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 その心は、おのれを律するのは私であり、民を律するは公であるということを意味しておるんだ

ろうと思いますし、私情を捨てて、公に徹することこそ、公職者が心すべき希望と信頼の道であろ

うというふうに確信をいたしておるものであります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 ありがとうございます。 

 そうですね、やはり自分の欲を捨てて、政は徳をもって行うというのがやっぱり私たちの使命だ

と思っています。これがやっぱり市民の皆さんがこの亀山市に住んで、安心で安全なまちであると

誇りを持って亀山に住んでいきたいと、それを持って進んでいただきたいと思います。ありがとう

ございました。 

 次に移りたいと思います。その姿勢でまた答弁をお願いしますわ。 

 今回提案にもされたし、さきの全協でもありましたように、乗合タクシー制度についてですけれ

ども、私もいろいろ会派のメンバーに教えを請うて、この制度について内容を聞かせていただいて

いるんですけれども、まだしっくり私として頭の中にすっと入ってこないと。今の福祉事業である

タクシー券の交付、今回、市長がやろうとしている乗合タクシーについてですけれども、基本的に

公共交通不便地域の対応がほとんど進んでいないので、この乗合タクシー制度の議論をしてきたと。

今のタクシー制度においては、交通不便地域には適していないので乗合タクシーを考えたと。やは

り自力で移動手段を持たない移動困難者が増加することを予測されると。免許返上者ですね。そう

いうようなことでこういうことを考えられたと。 

 だけど、これは担当部局が本来なら私は福祉事業だと思っておるんですけれども、担当部局が環

境になっておると。公共交通のあり方についての検討をするためにそういうようなことをやってお

ると。 

 その中で、この制度自体が果たして、対象が８％、７,０００人、交通不便者ということですな。

不便地区の７,０００人を対象にしてやっておるんですけれども、さきの平成２９年１２月６日開

催の教育民生委員会協議会資料の健康福祉部長寿健康づくり室の冊子資料の３７ページに、この福

祉関係の資料の中に高齢者の社会参画の支援として実施しているタクシー料金の助成については、

免許返納に対応し、介護予防のための買い物等生活支援に必要な日常の交通手段として利用できる

乗合タクシー制度へ移行していきますと。こういうような資料が出ておる。 

 やはりこの乗合タクシーと今のタクシー券とあわせた中で、やはりこれは私は福祉やと思うんで

すけどね。福祉事業であると思いますけれども、こういうような形でいろんな資料はいただいてい

ます。その中で、やはりこれは公共交通なんでしょうか。私は福祉施策やと思うんですけれども、

市長さん、どういうふうに、やっぱりこれはあくまでも公共交通の部門であるというふうにお考え

なのか、そこら辺の部分をもう少し明確にしていただけますでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回、この制度導入に当たりましては、少し議員も触れていただいたような背景、課題を解消し
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ようと、４つほどの課題を解消しようということで検討いたしてまいりました。これらの課題の解

決のためには、例えばコミュニティバス路線の再編だけでは限界がございます。これは物理的にも

財政的にも限界がございますし、あるいはタクシーチケット助成制度だけでもカバーできません。

いわゆる地域公共交通、それから福祉施策との整合も、これは縦割りの制度を超えて、しっかり亀

山としてそれを整合させて、市民の皆さんの移動需要の実用に効率よく対応できる新たな交通手段

を考えていこうということで、今般、乗合タクシー制度導入を決定いたしたところであります。 

 この乗合タクシーでありますが、新たな公共交通として移動困難者の日常生活における必要最低

限度の交通手段を、効率的、効果的に確保するとともに、持続可能な公共交通体系の構築に向けて

運行をいたすものでございます。 

 道路交通法改正によりますこの受け皿づくりも大きな課題でございます。さらに公共交通不便地

域の市域全体の８％の４,０００人の皆さんへの対応が、従来の仕組みでは限界がございます。 

 したがいまして、現在の公共交通の課題を解決し、今後のニーズ等々を考えますために、私ども

はこの乗合タクシー制度を本年１０月に検討策定いたしてまいりました新亀山市地域公共交通計画

で、新たに位置づけをさせていただいたものでございまして、福祉施策なのか、あるいは地域公共

交通の担当セクションなのかということよりも、この全体として、亀山市の縦割りの制度を超えて

この課題に立ち向かっていこうという中で、新たに提案をさせていただいたものでございます。担

当部署につきましても、公共交通部門を担当いたしております環境産業部が所管をさせていただく

と、一元的に所管をさせていただくということで考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 手元に実際の移動を想定した乗合タクシーとタクシー料金助成利用者の負担額の比較という表が

あるんですけれども、その中でも基本的に移動困難者に、今回の設定では午前１０時から午後３時、

前日予約、市内タクシー業者５社あって、１社は協力してくれると。 

 そのような中で、３０年の１０月からこれを実施していくというお考えを持ってみえるらしいで

すけれども、今の市内タクシー業者の対応、それから時間設定、これは市民の移動手段というので

はなく、ちなみに公共交通、さわやか号を含め、西部ルート、いろんなルートがあるんですけれど

も、その利用者が少ないというのは、各路線によって停留所へ行く時間がまちまちと。基本的に、

これはかなり無理もあるかわかりませんけれども、４０分から４５分の間に必ずそこの停留所には

バスが来るというような公共交通を考えていけば、かなり緩和されるんじゃないかと。あわせて、

乗合タクシーでも１０時から午後３時という期間的なものじゃなしに、幅広い時間帯を利用できる

ようにするのが、先ほど冒頭に申し上げた移動困難者の人にいつでも好きなときに乗っていただく

と。 

 料金体系もいろいろ示されておるんですけれども、やはり乗りたいときに乗れるタクシー制度と

いうのが私は基本やと思っておるです。そうやで、私はこんな考えを持っておるんですけれども、

それは私だけの考えですから、それができるかできやんかはわかりませんけれども、例えば市内５

社タクシーがあったら、各社に必ず１台を年間契約で委託、当然お金は払うんですから、お金を払

う中で、どなたが乗っても、Ａゾーン、Ｂゾーン、Ｃゾーンと分けてあるんですけれども、市内の
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どこから乗っても利用者はどこでも５００円と。一律やと。ＡゾーンからＣゾーンへ来るなら１,

５００円払いなさいよと。残りは、乗り合いにしたときも残りは亀山市が負担しますよと。市が負

担しましょうというんじゃなしに、どこから乗っても５００円で乗れるという制度にはならんので

すか、これ。そういうようなことになったら、恐らく、別に３人、２人乗ったで１人４００円とか

にならんと思うんです。２人乗っても１人は必ず５００円払うと。だけど、加太から例えば亀山駅

に来るのにも５００円で行けるというふうにならんのですか、これは。それがそもそも市民に平等

に、別に加太、坂下、野登、この周辺部の人も同じように税金を払っています。国保税もちゃんと

納めてもうています。野登から亀山駅に来るのも５００円と。亀山の西町から来るのも５００円と

いうような形で一律になるように考えることはできませんかな、市長さん。そのような指示はでき

ませんかな。それこそ市民平等の税の公平な負担であると思うんですけれども、いかがですかな。 

 ２人乗ったときは１人ずつから５００円ずつもらうと。３人乗ったら３人が５００円出せば１,

５００円払ってもらうと。そのような形にはなれんものですかな。いかがですかな、市長さん。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 亀山市は大都市ではございませんし、地方の中規模以上の都市でもございません。いわゆる地方

中小都市がいかにこの超高齢社会とか、人口密度の関係もありますし、公共交通機関の整備状況

等々もありますけれども、本来ならば、鉄道であれ、バスであれ、民間事業者として、その準公共

的な役割がうまく機能して、これを支えていく、あるいはそこでの、当然民間事業ですから、収益

の赤字路線とかそういうものを税金で補填をしていったり、あるいはタクシーの運行につきまして、

高齢者の皆さんの支援策として、亀山は本当に県下でも特異な仕組みを導入して運用してまいりま

したが、そこを考えますときに、物理的にも、あるいは財政的にもおのずから限界があると。 

 この中で、どのように持続性があるような仕組みをまち全体としてとることができるかと。こう

いう中で、私どもは検討を重ねてまいったところであります。 

 一律５００円でタクシーを、当然民間事業として、当然５００円があろうがなかろうが多くの方

がタクシーをよりご利用いただいたらと思いますけれども、それ以上に今回考えておりますのは、

先ほど申し上げた高齢者の免許証返納でありますとか、交通不便性等々の課題に対して、いろんな

事業、制度を組み合わせて亀山は対応していこうということでございますので、今、議員ご提案の

一律５００円でタクシーをというような仕組みというのは、当然、財政的にも困難であろうことは

明らかであろうと思います。 

 具体的な技術的なことは、また足らざるところは担当部長からお答えをさせていただきますけれ

ども、公共交通におきましては、当然鉄道、バス、タクシーにいずれも原則距離に応じて料金が変

動しておるものでございますし、距離が長ければ料金は高くなって、短ければ安いと。こういう中

で事業が成立をしておるものでございます。 

 私どもは、この乗合タクシーにおきましては、小学校区ごとに同一条件で距離に応じて三つのゾ

ーンを設けまして、このゾーンごとに同一の料金を設定しているところでございます。また、単独

乗車時の利用者負担割合は、小学校区の各ゾーンごとに平均的な料金を試算いたしましたところ、

いずれのゾーンも約３０％ということで、同程度でございました。 
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 本制度におきましては、こうしたゾーンの設定条件とか利用料金の負担割合の面から、公平性の

確保をいたしたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 もう一遍お尋ねしますに。 

 この乗合タクシー制度の導入というのは、移動困難者、交通の不便なところ、それから公共バス

の運行で不便な人、それから移動困難者のための制度やったですな。例えば行政として、タクシー

を呼ぶんやったら、できたら乗り合いで乗って、お互いに皆さん誘い合わせて、そしてしかるべき

ところに行くような声かけをしてくださいと言えばいいんですよ。 

 確かに民間交通機関は距離に応じて幾らということはあります。私、以前にワンコインバスがあ

ったときに、伊勢坂下に住んでみえる方から、あそこは国鉄のＪＲバスの代替バスが出ています。

伊勢坂下から関へ行くのに２９０円かかるんやと。ほかのところは１００円で行っているのに、何

で私は２９０円払わんならんのやと。おまえ何とかせえと怒られたことがあるんですよ。 

 だけど、本来の目的は、移動困難者のための乗合タクシー制度やったら、やっぱり民間が考えて

いるよりも市民の移動困難者、免許返納者のための制度やという感覚やったら、別に５００円一律

にしても無理はないと思いますけれども、これをやっていても時間がたつだけですから、私はそう

思いますよ。それこそ、私は福祉事業に厚い亀山市政の一つのモデルやと思っております。 

 ちなみにちょっときょう新聞を持ってくるのを忘れたんですけれども、公共バスに遠いところで、

恵那市やと思ったんですけれども、市が補助金を５００万円出して、自分らが運行してその停留所

まで皆寄ってきてもうて、住民が運転手でやっておるという制度を恵那市はやっていますよ。恵那

市が補助金を出して。やっぱり亀山市独自のことやったら、私は市民の皆さん方も理解していただ

けると思うんですよ。 

 ぜひともそのようにもう一度再考していただいて、料金の例というのをいただいていますよ。タ

クシー業者が利用相当額の金を亀山市に請求して委託料の請求をする。委託料を支払う、タクシー

業者はすると。利用者は利用料金、それでタクシー会社はサービスの提供をするということはよう

わかりますけれども、これで乗合タクシーを利用した５００円、Ａゾーン、利用者がタクシー業者

に支払う。それから料金の５００円はタクシー業者が亀山市に納入すると。タクシー料金が２,３

５０円の場合は、タクシー業者が委託料として亀山市に請求すると。それで委託料として亀山市が

２,３５０円をタクシー業者に支払うと。 

 そうすると、大体この事業を始めたときに、事業費概算、いかほどですかな。それをちょっと部

長、答えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 これまでの全員協議会で説明させていただいた資料にもお示しをさせていただきましたが、３年

間で段階的にこの事業、乗合タクシー制度をふやしていこうということで、３年目で目標の人数に

到達する予定でございますが、その３年目で事業費がたしか２,０００万円程度であったと思いま
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す。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 １年で２,０００万ね。２,０００万やったら、タクシー業者に１台７００万ぐらいで契約して３

台確保したほうがいいと思う。２,１００万で。それやったら全員５００円で乗ってもらったらい

いんですよ。そういうような方法もあると思います。もう一遍これは、１０月施行ですから、もっ

と細かいことは出てきますので、そのときにまた議論させてもらいたいと思う。まだ９月はおりま

すからね、ここの場に。それまでにもっと詳しいことが出てくるやろうもんで、そのときにまた議

論させていただきたいと思います。 

 この点はここで切りたい。 

 何はともあれ、市長さんにお願いしておく。やっぱり一律５００円で乗れるようにしてください。

それをすることによって、この制度はもっと市民に定着すると思う。それには亀山市の税、いろん

なところでいろんなお金を使っておるんですけれども、決してこれは５００円にしたからって市民

の人からお怒りはないと。私だけのひとりよがりかわからんけれども、それはおかしいというのは

ないと私は思います。私の考えはね。 

 次に移ります。 

 教育施設のあり方についてという議題で出させてもうておるんですけれども、平成２９年９月定

例会に川崎小学校旧校舎解体にアスベスト除去の４,３００万が追加して契約変更で出されました。

私は反対討論をさせてもうたんですけれども、そのお金はどこから出てきたんといったら、この川

崎小学校の新築事業が３カ年計画だから、そのときの入札差金１億４,０００万からの差金を充当

したと。 

 その後、残された特別教室３教室、空調のことを私言わせてもらいました。なぜこれをまた改め

て聞くのは、川崎小学校にこの３教室、図工室、理科室、家庭科室に空調が入らなかった場合、今

から中学校に合併特例債を活用してやるらしいですけれども、亀山市内の小・中学校の特別教室に

は空調を入れないという一つのあかしになるわけですよ。これだけはどうしても僕は避けたい、一

議員として。今まで空調のことを一生懸命言ってきた中で、なぜこのような中途半端なことをする

んやと。中途半端なことをやってしまうと、今後中学校、小学校、空調のついていない学校ですよ。

それの対象に特別教室は除外される、音楽室以外は。それはあってはならんと思う、私は。 

 入札差金が１億４,０００万で４,３００万使って、残りが９,７００万あると。これ、どんだけ

使っても６００万あったら川崎小学校のあれはできるんですよ。それをなぜしないんですか、市長。

教育委員会へ僕が聞いたところでしようがない。これは市長の判断だ。市長が６００万ここに出せ

と、追加せいと、工事変更せいという一言があったら、川小ができて、それに従って今計画されて

おる空調設備のない小・中学校の普通教室及び特別教室に全て設置できるんですよ。それこそ、次

世代を担う子供たちのための学校環境づくりの第一歩やないですか。その判断がなぜできやんので

すか、市長。 

 何の報告もないけど、教育委員会から何か報告があったかな。川小の残した３教室、あったかな

かったか。なぜそれをしてないんかな。あったかなかったか一遍聞かせて。もう教育長さん、次長
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さんは無理やで、教育委員会ではそういうのはこの際につけておくべきやという要望はしなかった

んかな。してないということは、なぜできやんのやな。その理由を聞かせて。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 学校施設の空調機設置に関しましては、さきの９月定例会でも、私の考えは申し上げさせていた

だいたところでありますが、児童・生徒の望ましい学習環境、生活環境のあり方や、子供たちを取

り巻く環境を考えますと、特別教室を含め、全ての教室に設置することが望ましいと思っておりま

す。 

 しかしながら、私の強い思いでございました普通教室への空調機整備事業を現在進めているとこ

ろでありますので、まずは現在の計画を完了いたしたいと存じております。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 教育長、「まずは」は余分なんや。これは今の状態で満足しておったら、そうすると教育長とし

てこれが一つの例になるという認識はないかな。川小の特別教室が入らんということで、これが今

後の計画に影響を及ぼすという気持ちは持ってみえへんかな、こんなことを言っておったら。それ

をちょっと聞かせて。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 今後についてでございますが、まだ３年間かけて、普通教室への、また音楽室への空調機設置も

要望させていただいて、実現の予定でございます。したがいまして、残りの特別教室につきまして

は、永遠に設置をしないと、そのような考えは持っておりませんが、まずもって普通教室と音楽教

室を導入していただくと、設置していただくと、そういう思いでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 教育長がそんなことで妥協しておっては困る。教育現場を監視監督する立場の教育長がそれで妥

協しては困る。そこは教育長として強く言ってくれんことには。 

 市長さんに聞きたい。教育長がこうやって言うておるで、それでいいと思っておるんやな。関係

ないと。そうすると、一つのこの川小の理科・図工・家庭科室に入らんのは、基本的にこの計画、

２７０万ぐらいの計画の予算を出しておるけれども、中学校でも特別教室があります。ここにも入

れてやってほしいの。関中はおかげで普通教室は全部入っています。だけど、特別教室は入ってい

ません。入れるべきやと思うけどな、教育長は何でそう言わへんのかな。市長に任命されたで余り

物を言えんのかな。 

 だけど市長、ほんまにこれを入れる気ないんやね。市長命令で、市長の思いというのは今冒頭に

言われたやんかな、尾崎先生の話から。やっぱり亀山市の子供たちをどういうふうに育てていくか
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というのは、大人の責任なんですよ。市長はこれで入れよと言って今工事しておる最中なんや。後

から入れたら要らん金が要るんや。あくまでも市長、これは入れんのやな。もう入れやんなら入れ

やんとはっきり言って。それを聞いてまんのや。入れやんといって。なぜ入れやんのか、その理由。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ９月の定例会でも櫻井議員からご質疑をいただきました。その際にも、まずは第２次亀山市総合

計画前期基本計画、第１次実施計画に位置づけた現在の空調機の整備計画を進めてまいりたいとい

う考え方を申し上げたところであります。議員におかれては、この総合計画策定以前からも、いわ

ゆる普通教室への空調機整備のご提案をいただいてまいりました。それは、総合計画にも成果目標

としてしっかり普通教室への空調機設置整備率をしっかりここに明記して、その上で本年度から３

カ年かけてこの事業が動いてきたところであります。 

 その他設置の予定のない特別教室等につきましては、決して空調機が必要でないという考え方で

はございませんでして、まずは使用頻度の高い普通教室、それに加えまして今回防音性を求められ

ます音楽室の整備を完了した上で、未設置の特別教室につきましては、その次の段階で整備をして

いこうという考え方を申し上げたところでございます。 

 当然、学校は空調機の整備、特にこの普通教室、特別教室、いろいろありますけれども、使用頻

度の問題等々優先度もあろうかと思いますが、空調機に限らず、各学校施設の施設整備のより優先

度の高い案件というのはたくさんあるわけでございまして、それも含めて私どもはしっかり対応し

てまいらなくてはなりませんし、教育長を初め教育委員会、あるいは現場の皆さんはそのような思

いで、全体の中で考えてくれておると思っております。市内の学校のバランスということと、各学

校におきましても、空調機を初めとするさまざまな施設整備の要望がございますので、これをしっ

かり見きわめ、その中で計画的に整備をしていくことが、これは議員ご案内のように、大変重要と

いうふうに私どもも考えておるものでございます。 

 決して特別教室、残りやらないということを一切申し上げたことはございませんでして、そのよ

うな考え方で今後対応させていただく、今そういう方針で動いておるということでご理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 あのね、教育長に言うておくけれども、駅前に図書館を入れたらにわかに教育委員会を開いて、

平成３３年までに１３億の金を突っ込む。そのためには、教育委員会は臨時教育委員会を開いて、

ぱっぱっぱと決めてしもうて、そんなことをやっておって、このことについては何もせんというの

はおかしなもんやに。市長もそうや。駅前ににぎわいを取り戻すと。にぎわいを取り戻すのも結構

なこっちゃ。僕は亀山市内の小・中学生の学校環境整備を速やかにするのが市政の一番教育行政の

中でもまず、それは先生方とか保護者とか生徒の資質、それは個々の能力があると思う。けど、行

政ができる中で市長が唯一やれることは、施設の完備ということや。唯一神辺小学校は全て完備す

る、市内で。その格差を十分認識していただきたいと思う。これは本当に、あなた、あと３年や。
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今、川崎小学校はいろとる最中なの。今せんだら、恐らく先、誰がするんやな。誰が責任持ってや

ってくれるんや。 

 今回の機構改革もそうや。今せんならんで機構改革をするんでしょう。第２次総合計画を達成す

るために。それと五分で、川小の特別教室を今せんことには、今後空調設備をつけていく各小学校、

中学校の特別教室の空調は、恐らくまた先送りになると思います。庁舎建設と一緒や。これは何と

しても建てておる間につけておくんなはれ。教育委員会、しっかり言うてくださいよ。教育委員の

人らで一遍協議してください。市長に決断を促すために。 

 次に小規模小学校についてのことですけれども、これは中村議員がきのうかなり質問されました。

だけど、基本的にやっぱり加太小学校、白川小学校が複式化を導入されておると。予算を認めるの

は市長やと思うもんで、ここでひとつ、どこの複式学級、白川小学校は今複式になっておるんかな、

１・２年生が。あれですけれども、やはりこれは保育園なり幼稚園から新１年生になって、新しい

教育環境へ入ってくる１年生には単独学級で、やはり単費でもいいから市が教師を導入して、その

子が成長するためのまた教育をする場を単独学級で設置するためには、単費をもってでもやってい

くべきやと私は思う。そうせんことには、聞くところによると、隣の滋賀県の甲賀市ですかな、そ

こで複式学級、１年生が５人以下の場合には１・２年生が複式になるのかな、この公立義務教育諸

学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律というのが昭和３３年にできているんですけれ

ども、それが改正になってきて、隣の甲賀市では１年生の学級は単独学級にして、市が先生をお願

いして子供の１年間を見るという制度をやってみえる。やはり亀山市もそうすべきやないかと。 

 小規模学校の地域と密着した中で、その地域にそういう手厚い行政が１年生の子供には必ず複式

にせんと、やはり市がお金を手当てするということだったら、恐らく加太地域の人も、特認校にな

っている白川小学校でも、やっぱり次の他市に住んでおるおじいちゃん、おばあちゃんを、おやじ、

おふくろを在所に置いておる若い連中が、そういうような制度があるんやったら、加太へ帰ってこ

うやないかと、白川へ帰ってこうやないかというような、やっぱり学校の状況を見て保護者は、父

兄は見ますよ。 

 来年、加太も複式になるらしいけれども、単費でええで、市長、そのような教師の配置をするこ

とはしている自治体もあるわけですよ。そういう思いはないですかな、市長。そんなところに無駄

な金やであかんですか、市長。そんな措置はするつもりはないですか。市長として。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 きのうも中村議員のご質問にお答えもさせていただきましたが、いわゆる小規模校にかかわりま

す私どもとしての認識、それからその意味合い、これをしっかり認識して、しっかりサポートして

いくことが教育委員会は当然でございますし、我々もそういう思いで来ておるところでございます。 

 先ほど宮崎議員がご紹介いただきました、本当に加太に住んでよかった、あるいはお母さんに産

んでもらってよかった、子供たちが本当にそういうふうに心から言えるような状況をつくっていく

ということについては、今さまざまな努力を積み上げておるところでございます。 

 今の複式にかかわります解消に向けた努力につきましては、これは教育長がきのう答弁もしたと

思いますが、その解消に向けて、現在、最大限の努力をしてくれておるところでございまして、そ
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の中で、私どもは加太小学校の新年度に向けた体制づくりを、子供にとりまして何が一番ベストな

のかという考え方のもとに、今努力を重ねてくれておりますので、しっかりそれを具現化していく

ことになろうかというふうに考えておるところでございます。 

 市内小規模校につきましては、今後も当然本市としては、白川小学校、加太小学校、それぞれの

工夫をした、またそれぞれの特色を生かした教育活動が展開をされておりますので、今後につきま

しても、できる限りの支援をしていくことになるんだろうというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 １年生については、単独学級で進めていくというふうに理解させてもらってよろしいな。複式に

はしないという考えであると。 

 もう時間がありませんので、農業について、表題に上げさせてもらったように、減反政策を政府

が方針転換をされた。農業従事者の高齢化によって、離農、荒廃農地が増加傾向にありますけれど

も、亀山市の今の数字を調べさせてもらいましたら、亀山市の農地面積は２,７６４ヘクタール、

荒廃農地が４８５ヘクタール、そのうち圃場整備事業をやられたのが９３２ヘクタール、未整備農

地が１,８３２ヘクタールあります。これは圃場整備率からいきますと４０.８９なんですけれども、

やはり、この４８５の耕作放棄地のあり方、これについて、やはり圃場整備事業は、ちょっと聞き

ましたら、平成１９年、三寺地区で２２.４ヘクタール、平成１２年から１９年にかけて県営経営

体育成基盤整備事業で、平成１９年度に２２.４ヘクタールが実施されて以降、当市ではこの事業

が一向に進んでおらん。それについて、今申し上げた１,８３２ヘクタール、これ、いずれこの荒

廃していく農地となりつつあると思うんです。 

 今の農家戸数は１,４３５戸。専業農家が１７０戸、認定農業者が４８人見えます。専業農家の

方及び認定農業者の方が、恐らくこの中でも百姓をしておるのは、全部で１０人もおらんと思う。

私はしていますけどな。ちょっと猫の額ぐらいを。 

 恐らくこれ、百姓をやってみえるのは、１０人も見えへんと思う。田畑を持っておっても、専業

農家か認定農業者に委託されておる方も見えると思う。この中で、今申し上げた１,８３２ヘクタ

ールの、確かにこれは山間部も含めた中での農地だと思うんですけれども、市長として、私はいろ

んな圃場整備関係にお手伝い、関与をさせてもうてきたんですけれども、やはり圃場整備してあれ

ば、認定農業者、それから専業農業者の方にも委託はできる。だけど、圃場整備がしていない田畑

については、委託事業で年間幾らという契約で多額のお金を払って、そしてとれた米をもらってお

るというような状況です。耕作をするのにも大変なんです。 

 だから亀山市として、１次産業、米の生産、例えば、ざっと計算すると２,２７９ヘクタール、

反当７俵、私はようとらんですけど、反当６俵ぐらいしかとらんけれども、大体１５万９,５３０

俵ですよ。これを昔の石高でいくと、１石２俵半として６万石ですよ。ちょうどこの亀山藩が、石

川さんという人が亀山の藩主のときに、６万石やったんですよ。その城主が検地やいろんな農政を

やって、百姓一揆も起こったということはこのインターネットを開いてもうたら書いてありました

けれども、やはり米づくりをするためには、まず第一に亀山市が今やらんならんことは、その１,

８００ヘクタールをいかに圃場整備して、専業農家及び認定農業者の方に委託をすると、していた
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だくと。そして６万石、１５万俵を確保するという政治をせなあかんと思っとるんですけれども、

市長は市議会議員、県会議員、市長をやられて、圃場整備事業についての竣工式も地鎮祭もあちこ

ち行かれたと思うんです。それが１９年から途絶えておるんですけれども、この１０年間、離農者

がふえたと思うんです。 

 何ならそれを市長として、ちょっと紹介しておきますけれども、圃場整備に関する一つの指標と

して、現行制度で県営農地整備事業（経営体育成型）、受益者面積２０ヘクタール以上、国が５０、

県が２７.５、市が１１.２５、受益者が１１.２５という制度があります。それから、農地中間管

理機構関連農地整備事業、これは平成３０年新規事業ですけれども、これは農地中間管理機構が借

り入れる農地について、受益者の負担はゼロというのがあります。これは１０ヘクタールを基本と

すると。それからもう一つ、団体営農業基盤整備促進事業、これは国の補助率が５０％で、地元の

負担が５０％、基本的に中山間地域においては５５対４５と。この中には、市の補助金として、国

からの補助金の残の２分の１を補助するというように、受益者負担が２２.５％ですけれども、こ

のような事業があると。 

 今この４つを紹介させていただいたんですけれども、これから荒廃農地、離農を、離農はやむを

得んと思うんですね、農業従事者の高齢化によって。だけど、亀山市の農地２,２００ヘクタール

を守るためには、この事業をどうしても推進していかんならんと思うんですけれども、ちょっと市

長の意気込みを。私はこれはぜひ進めるべきやと思うんです。 

 ちなみに私が今耕作しておるのには、その地権者をまとめるのに１０年かかった。２００１年に

完成しておる。それでも今その圃場整備した中で、１町６反の田んぼを１人の専業農家の人に委託

しています。だから、そういうようなことで、農政室で、市長はやはりこの圃場整備事業、これを

推進していく仕事やと思っておるの。それを今どのようなお考えを持ってみえるか、ちょっと市長

の考え方をお聞かせ願いたい。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員ご紹介いただいたように、ちょうど平成１４年、旧関町では置換の事業で、当時会下、北在

家、対応をいただきました。非常によく覚えており、県議会議員でございましたが、ちょうどそれ

が終わる直前ぐらいから、平成１２年ぐらいから三寺で土地区画の事業が入ってまいりました。１

９年に完了いたしました。 

 当時としては、旧亀山、旧関町におきましても、大型の圃場整備というのは多分これが最後であ

ろうと。それは、今の担い手の問題とか、あるいは地元負担の問題であるとか、やっぱりなかなか

足並みがそろうかそろわんかということでは、この当時の事業が多分、長い歴史の中でも最終局面

であろうという認識のもとに、我々は努力をいたしたところであります。また、関係者のご努力を

いただいたところであります。よかったというふうに思っておりますが、しかし現状の農業を取り

巻く環境は、今ご紹介のような状況でございます。今後におきましても、第１次産業をしっかり地

域社会の基盤として維持していく。このことは地域の活力につながっていくものと認識をいたして

おりますし、特に集落営農、それから担い手への育成、経営安定化のために、担い手と地域が一体

となって農地を守り維持できるような新たな仕組み、国の制度もいろいろ動いてきておりますが、
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その動向に注視をしてしっかり対応してまいりたいと考えております。 

 とりわけ、担い手農家等の農業経営力、生産力を強化する一つの手法として、未整備圃場の大区

画化などの耕作条件を向上することも、確かに重要であろうかというふうに考えておりますことか

ら、これまで実施をされてきました県営の土地区画整理事業のほか、少しご紹介もいただきました

けれども、平成３０年度から新たに始まってまいります国の農地中間管理機構関連農地整備事業な

どを活用するなど、地域農業担い手農家の支援に努めてまいりたいと考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうですね。確かに平成３０年度の新規事業として農地中間管理機構の事業、これは受益者負担

ゼロですからね。これはほんまに一番いいあれです。それで、対象の面積が普通では１０ヘクター

ル以上ですけれども、中山間については５ヘクタールと。この５ヘクタールというのがみそなんで

すよ。これやったらかなりのところができます、亀山市内で。一遍担当部局にこの５ヘクタールに

該当する部署を色分けしたものを一遍また資料で出してください。私どもは地区も回って、この事

業をすることによって農地を守っていこにという運動を私は展開したい。だから一遍、その資料の

提出をお願いしまして、質問を終わります。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ３時０４分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時１４分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、９番 鈴木達夫議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 一般質問をさせていただきます。 

 私の質問、きょうは大項目として市民にパブリックコメントを求める計画についてということで

上げさせていただきました亀山市新水道ビジョン、亀山市地域公共交通計画、そして最後に第２次

亀山市地域福祉計画について質問をさせていただきます。 

 本年度は第２次総合計画のスタートの年ということで、たくさんのパブリックコメントを今も実

施しているものもございますし、今からも数件あると聞いております。 

 まず、通告では亀山市新水道ビジョンの項でございますが、パブリックコメントの目的、狙いと

いうことでこの項で上げさせていただきましたが、これは全ての計画に通じるものでございます。 

 質問です。 

 パブリックコメントの実施の法的な根拠、目的あるいは狙い、これを市はどう認識しているか。

特に市民にとって、このパブリックコメントがどうメリットがあるか、有用に働くかという視点で

お答えをいただきたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 ９番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 全てのパブリックコメントにかかわることでございますので、私のほうからご答弁を申し上げま

す。 

 本市のパブリックコメントの手続につきましては、法令等の根拠はございませんが、庁内規定に

基づき、市民の意見を市政に反映することで、市政の公正性の確保、透明性の向上を図るとともに、

市民の市政への参画を推進することを目的として、各種計画、条例を対象に実施をしているところ

でございます。 

 また、パブリックコメントの位置づけといたしましては、計画等の策定過程における検討組織へ

の市民参画やワークショップの開催、アンケートの実施等の手法により、市民の意見を取り入れな

がら策定した計画案に対し、最終的な意思決定を行う前に意見を募る機会としているところでござ

います。 

 特にご指摘がありました市民にとってのメリット、有益性といたしましては、市の具体的な施策

の形成過程において、意見提出により市政に参画し、声を反映させることができること、提出した

意見に対し、市の考え方が公表されているかといった点が考えられます。 

 また、制度の特徴から見た場合、メールやファクスにより意見を提出することができることから、

ワークショップや市民会議へ参加することに比べまして手続が容易であり、市政へ参加しやすい制

度であると認識をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 それでは、亀山市新水道ビジョンについての質問ですが、私がこの質問を取り上げた理由ですね。

今回、議案提案をされました水道料金の改定と、このパブリックコメントのバランスというかタイ

ミングというか、手順が非常にちぐはぐに感じて、少し自分自身整理したいという思いで質問をさ

せていただきます。 

 その前に、通告はしてありますので、先日の議案質疑の中で、料金改定の中で、局長から非常に

気になる答弁が２つありましたので質問をさせていただく。 

 １つ目は、料金の改定は以前からの懸案であったが、企業努力によって改正を見送ってきたんだ

と。企業努力とは一体何なのかということと、もう一つ、これは細かいことなんですけれども、毎

年毎年決算時に現金預金残高を３億残さないと、次の年の運転資金に回らないんだというような発

言をされていながら、３３年までは３億以上残りますが、それ以降ずっと３４年から３９年まで２

億二、三千万から２億５,０００万ぐらいしか残高が残らないんですね、いわゆる収支計算書を見

ると。これは答弁と違うと、計画は大丈夫かと質問をしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 
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 まず、企業努力についてのご質問でございますけれども、これにつきましては、配水管改良工事

や漏水調査による漏水修繕費の抑制、有収率の向上、それと施設の故障を減らすためのポンプ設備

更新、機械類の寿命を長くするための整備補修、職員による点検、またコンビニ収納の導入や、滞

納者への訪問による収納率の向上など、さまざまな努力を行ってまいりました。 

 次に、運転資金の３億円程度を数年すれば割るというご質問でございますけれども、これにつき

ましては、公益社団法人日本水道協会の水道料金算定要領には、料金算定期間はおおむね３年から

５年を基準とするとなっていること。 

 また、亀山市水道料金検討委員会からの報告書にも、おおむね５年をめどに料金を検証すること

が望ましいとの附帯意見もあることから、５年をめどに社会情勢などをよく踏まえ、財政計画の検

証を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ２つ目の答弁、少しわかりにくかったんですけれども、ここでは深追いはしません。メーンの質

問に入りたいと思います。 

 それでは、提出されております、あるいはパブリックコメントを求めているこの亀山市新水道ビ

ジョンの中に、水道料金の改定についての説明がどこにあるのか、お願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 亀山市水道ビジョン（案）で水道料金の改定に関することにつきましては、平成３０年度から３

９年度までの財政計画の中で、安全でおいしい水を安定的に供給するために、持続可能な事業運営

を図る必要があるため、計画的かつ効率的な施設等の整備を進めるとともに、社会情勢などを踏ま

え、適宜料金の見直しを行う必要があると記載しております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 確かに３６ページの一番下に今おっしゃった文言が入っているんです。ただし、やはり市民の方

にパブリックコメントを求めるのであれば、市民にとって本当に一番関心事である、あるいは市民

生活に一番関連する料金については、やはりもう少し丁寧に、詳しく伝える必要が私はあると思う

んです。例えば、値上げ率までを明示しろとは言わないけれども、例えば会計の考え方とか、ある

いは７月に出された料金検討委員会の報告、もう水道料金の改正はやむを得ないんだという報告が

出ていることや、あるいは改正予定の時期、もう来年の４月からやるつもりだと。あるいは、高齢

者あるいはひとり暮らしの方が基本水量を１０立米から５立米に下げたいと、これぐらいの説明、

アナウンスはできなかったんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 
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 亀山市水道料金検討委員会から市長へ報告する際につきましては、記者発表を行っております。

また、その内容につきましては、市ホームページのほうに掲載しております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 当初にパブリックコメントの目的、狙い、あるいは市民にとってどれだけ有益に働くかという質

問の中で、市民が参画できる、計画に対して意見を申すことができる、一つの期にとって大切な意

見公募の機会にこのことを書かずして、何かインターネットで報告したみたいな、こんな不親切な

ことはないと思う。 

 それは置いておいて、今度は全く言ってみれば逆説的な質問をさせていただきたいと思います。

今言われたこの３６ページに、社会情勢などを踏まえ、適時料金の見直しを行う必要がある。 

 その次の３７ページに、何の表題もなく、何の説明もないままに、３０年から３９年の収益的収

支、資本的収支ですね、この表があるんです。確認したいんですが、ここに上げられた数字は現行

の水道料金に基づいて試算したのか、あるいは今回提案の水道料金の改定が可決されたことを前提

に示されたものなのか、お示し願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 亀山市新水道ビジョン（案）につきましては、計画期間を平成３０年度からの１０年間とし、そ

の期間の財政計画を明らかにするものでありますので、料金改定後の財政計画を記載しております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 それでは局長、この料金の改定が、万が一この議案が、否決された場合は、パブリックコメント、

いわゆる新水道ビジョンをつくりかえるんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 

 仮にですけれども、亀山市水道事業給水条例の一部を改正する条例が否決された場合ですけれど

も、給水収益とそれに関連する純利益、補填財源、現金預金残高、整備計画なども変わってまいり

ますので、現在パブリックコメント中の亀山市新水道ビジョン（案）につきましては、つくりかえ

るものになると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 つくりかえるんだと、経費もかかるんですけど、市長か局長のポケットマネーでやるんですか。

それはいいんですけれども、ちょっと企画総務部長に聞きたいんですけど、今の案件ですけれども、

私冒頭、このパブコメと条例改正、いわゆる水道料金の改正との関係が非常にちぐはぐで整理がつ
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かないと。だから整理したいんだということで質問するという前提で言ったんですけど、ちょっと

部長に聞きたいんですけど、料金改定が今議会で可決されていない段階で、新料金体系をもって向

こう１０年間の財政運営を市民に示してパブリックコメントを求めることが正当な手続なのか、見

解をお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回の亀山市新水道ビジョン（案）につきましては、計画期間を平成３０年度からの１０年間と

し、その期間に必要となる施設の整備計画について、その内容を明らかにするものと認識をしてお

ります。 

 しかしながら、現行の料金体系を維持していけば、こうした整備に要する財源が不足することが

見込まれますことから、必要となる費用に応じた料金を改定するため、条例改正を提案いたしてお

るところだと考えております。 

 このように整備計画を明らかにした上で、その実施に必要となる料金体系を見直す考え方から、

条例改正とあわせてパブリックコメントを実施しておるところでございまして、私としては特段問

題はないものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 今の答弁ですと、計画・ビジョンを示し、その計画が確定した後に、その根拠となる財源の裏づ

けとなる今回の料金の値上げを議会に上程することは間違っていないと、正当性があるということ

でよろしいですね。もう一度確認。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま申し上げた同時期に提出をしておるという理由につきましては、今の答弁のとおりだと

思いますし、パブリックコメントの実施時期につきましては、庁内での最終的な意思決定を行う前

としておりますので、特段に問題はないと認識をしております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 それでは、上下水道局長に伺います。 

 今回の新ビジョン、いまだパブリックコメントの最中なんですね。いわゆる計画が確立されてい

ない。そういう中で今回の料金改定を議案提案するということは、正当性のある手続か、認識をお

願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑局長。 

○上下水道局長（宮﨑哲二君登壇） 
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 パブリックコメント及び議案提案につきましても、時期的には問題ないものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 もう一度、パブリックコメントを経て、最終案が決まった段階で、先ほど企画総務部長は同時進

行でも構わないということをおっしゃいましたが、私は基本的には、パブリックコメントを経て新

しい計画・ビジョンが確立した後、財源に対して議案を提案すると、これが正当ではないのかと私

は思いますが、部長の見解を求めます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 市が目指すべき姿や各種施策を計画として位置づけた上で、これらを具現化するために必要とな

る財源についてご審議をいただく、総合計画を見ていただくと一目瞭然だと思うんですけれども、

総合計画につきましては、今後１０年のさまざまな施策、事業を掲載しておりますが、それぞれ財

源等、先々についてくる財源等についてはまだ決定をしていない段階ということでございまして、

分野別計画につきましても、ご審議をいただくことにつきまして、基本的な流れとしてはこういっ

た流れで正しいものだというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 私自身もまだちぐはぐ感は拭えません。願わくは、その辺、いわゆる予算を伴う、財源を伴う計

画もの、あるいはパブリックコメントを求めるものとの関連をしっかりとした形で文書化していた

だきたいということを求めたいと思います。 

 次に、亀山市地域公共交通計画に入ります。２番目ですね。 

 タクシー料金助成金の変更との関連についてという項目を上げました。まず、この亀山市地域公

共交通計画、この計画の目的を端的に説明願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 計画の目的でございますが、これまでの計画で解消できなかった課題、改正道交法による免許返

納者の増加と、市が抱えるさまざまな課題への対応や、鉄道・バス等本市に係る全ての地域公共交

通が一体となって機能し、主に移動困難者が日常生活における最小限度の自立した移動を可能にす

る持続可能な公共交通ネットワークの形成を図るため、本計画を策定したものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 この計画の目的は、現代的課題、免許返納者への対応も含めながらも、あくまでも移動困難者の

日常生活における最低限の移動性を効率的に効果的に確保するために、持続可能なことも含めて計
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画を立てるということなんです。いわゆる移動困難者の日常最低限の移動性を確保するという目的

でつくられてあるという計画であることを確認しました。 

 では、移動困難者とは具体的にどんな方か、説明していただきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 本計画での移動困難者とは、主に自家用車に乗車あるいは同乗して移動できない方でございます。

こうした移動困難者の中には、高齢者や障がい者の方々が多く含まれているものと認識いたしてお

ります。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 対象は、免許を持たない方、学生さんもいるけれども、移動困難者の主体は高齢者であり、障が

いをお持ちの方、これが主体なんです。今回、このパブコメを求めた計画、いわゆる対象者である

高齢者なり障がい者である方が最も関心の高い、あるいはかかわりの深い現行のタクシー料金助成

事業の、全面的には言いませんが、基本廃止から乗合タクシーの移行の説明はあったのか。いわゆ

る１万円の助成事業をやめるということに関して、この地域交通計画の中に書き込みがあったかと

いうことです。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 本亀山市地域公共交通計画は、公共交通面からの計画でございますので、乗合タクシーの記述は

ございますが、タクシー助成事業からの移行という明確な記述はございません。しかしながら、先

ほども櫻井議員の質問の答弁で市長が申し上げたように、公共交通部門と福祉部門が連携していく

というような記載はございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 移動困難者の対象がほとんど高齢者であり、障がい者の方であるにもかかわらず、今の答弁です

と、公共交通事業と福祉の部分は色合いが違うんだ、別物だみたいな答弁なんです。これでは、こ

れは後から出しますけど、いわゆる丸ごととか我が事の中では、既存の縦割りのシステムの弊害を

なくす総合的な支援をやっているんだと言いながら、ここの部分では全く色合いが違うみたいな答

弁なんですが、その辺の見解を示してもらいたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず、地域公共交通計画の場合は、乗合タクシーだけではなく、鉄道、それからバス、バスも営

業路線からコミュニティバスまでいろいろございます。それと乗合タクシー、それから一般タクシ
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ーも含めた地域公共交通全体の、いろんな要素の全体の計画でございますので、全体的な記載をさ

せていただいております。そんな中で、タクシー助成に移行するというような明確な記載はなかな

か難しいものというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 この部分については後でもちょっと触れます。縦割りをなくしてどうこう。やはり縦割りをつく

っているという印象を受けました。 

 それで、せっかくの機会なので、きょうも先ほど櫻井議員の質問もございました。この乗合タク

シー制度について簡単に質問したいんですけれども、やはり櫻井議員もおっしゃっていました、前

日の事前予約が必要とか、市外への利用ができない、利用時間も制限がある、あるいは今のところ

対応していただける会社が１社のみと。非常に制度内容が複雑で、理解しにくい部分もあります。

こういう制度について、どう高齢者に、あるいは障がい者に説明をするのか。あるいはそもそもこ

れだけ制約が多い制度が成功していくのか、いわゆる市民の方、対象者の方に満足をしていただき、

持続可能で拡大基調の制度となっていくと思うか、あわせて答弁をお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず乗合タクシー制度の中身の複雑さをおっしゃいましたが、そもそも今回の公共交通計画にも

位置づけをさせていただいてありますが、鉄道、バス、乗合タクシー、一般タクシー、この四つを

位置づけさせていただいてあります。したがって、乗合タクシーはタクシーという名前がついてお

りますが、一般タクシーとは似て非なるもの、運輸局の認可上も別のものでございます。 

 料金は、今申し上げたように鉄道のほうから順番に高くなっていくもの、逆に利便性はよくなっ

ていくものというように、バスと一般タクシーの中間のものというふうに考えておりますので、例

えば予約であるとか、乗降場所であるとか、時間であるとか、いろんな制約があるものというふう

に考えております。 

 そんな中で、ＰＲの話ですが、この制度につきましては、現在、来年の１０月の制度開始を目指

しておりますが、確かにおっしゃるように制度内容がいろいろございますので、全まちづくり協議

会への説明会等、３０回以上の説明会を今現在予定しております。 

 また、説明会以外にも、老人会等各種団体からのご要望があれば、こちらからお伺いをして細や

かな説明をさせていただきたいというふうに考えております。 

 さらに、広報、ホームページでの周知はもちろんでございますが、ガイドブックも作成をして、

その１冊のガイドブックで全て説明ができるというような内容のものも考えております。 

 それから最後に、１社体制で大丈夫かというお話もございましたが、これにつきましては、以前

の全協でもお答え申し上げましたが、確かに１社体制では安定的な乗合タクシー事業を実施するの

は少し難しい面もあるかもわかりませんので、複数の事業者で運行するべく、他の事業者に引き続

き働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 
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 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 この制度が持続可能で拡大基調になるのかと。なっていくと思うかという答弁はなかったです。 

 それで、私もう一つ大きな質問をしたいんですけれども、この制度は一工夫、一ひねり、２ひね

り、１０ひねりくらいしていかんと完成しないなという思いがしますけれども、６月の議会で私の

質問に対する西口部長の答弁、こんなふうなんです。 

 結局私は、現行のバスのルート、本数を変えたり時間帯を変えたりいろんな工夫をしているけれ

ども、コミュニティバスの路線の再編だけでは、あと数千万多くのお金をかけても、市民の方が満

足するような地域の公共交通はできないんだと。地域によっては、うちの地区はバスが走っていな

いというような地域エゴではなくて、本当に困っている、孤の部分を拾う、いわゆるバスに頼らな

い新たな交通手段をつくるべきだという質問をしたんです。部長はこう答えているんです。おっし

ゃるとおり、きょうの市長も同じなんですけれども、現行制度では物理的にも財政的にも限界があ

るんだと。その中で、ここが問題なんです。来年度から３０年、乗合タクシー制度の導入を検討し

ている。具体的に、車両は中型タクシーで、タクシーとバスの中間程度の利便性と料金をやってい

るんだと。それを６月議会で言いながら、今回のこの地域公共交通計画の中には、いろいろバスだ

けじゃないんだよ、鉄道もあるから書き込まなかったよということなんですけれども、なぜそれを、

６月から時間がたっているのに、私は完全に現行のコミュニティバス、自主運行バスが、一定の乗

車基準に満たない場合は徐々に段階を並行しながら乗合タクシーに移行する考えが示されたと思っ

たんです。当然この中にもそういう方向性があってしかるべきだというふうに思ったんですが、そ

ういう意味で私に対する答弁をしていただいたと私は思っていますが、部長の真意を聞きたいと思

います。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 何度も申し上げますが、１０月に策定をされた新地域公共交通計画では、今議員がおっしゃった

いろんな課題を受けて、乗合タクシー制度を始めたいという記述がございます。ただ、タクシー料

金助成制度から移行するということまでは、公共交通計画の限界として、やはりどこまで記述でき

るかという問題もございましたので、明確な記述はないわけでございますが、福祉部局との連携を

図りながら、市全体の地域公共交通計画をよりよいものにしていくというような趣旨で計画が策定

されておるところでございますので、そのようなことでございます。 

 今、最後に議員がおっしゃった現在のバス路線の最低基準を満たさない場合については、当然今

後のバス路線再編の資料になるというふうに考えておりますので、ただ、全て基準が満たないから、

そのバス路線全体をなくすんだと、そういう乱暴な議論にはならないとは思いますが、その辺の基

準も含めて、今後のバス路線の再編については基礎資料として路線再編に当たっていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 
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 計画の性格上、正確な記載はないけれども、本音はそう思っているんだというふうに言っている

のかなと思ったりしたんです。 

 今紹介しました、それではこの中で示されたバス路線単位の評価の基本的な考え方の中に、維持

基準３人、見直し基準５人、これについて説明を求めます。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今おっしゃった維持基準を３人、見直し基準５人については、現在の新計画から新たに採用した

ものではなくて、前計画から継承したものでございます。 

 内容を少し説明させていただきますと、コミュニティバス路線の再編について、路線単位で路線

存続の妥当性を判断する維持基準、それが平均乗車人員１日１便当たり３人以上となっております。

それからもう一つは、路線の見直しと利用促進に向けた判断基準となる見直し基準、これについて

は、１停留所当たり１日５人以上というふうになっております。それが路線再編の今までも基準で

したし、これからも基準になるものというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 その基準というのは、いわゆる交通手段として別の方法を検討します基準という基準なんですね、

書いてある。基準を設け、運行維持の妥当性を審査検証し、この際、運行が適切でないと考える場

合、別の方法も検討し、別の方法というのは、まさしく乗合タクシーのことを意識して書いた文言

ではございませんか。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 乗合タクシー制度を含めたものを念頭に置いたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 質問を用意したんです。まとめの質問として本音の答弁を願うということで、タクシー料金助成

事業の廃止と乗合タクシーに移行すると。これは、今回の亀山市地域公共交通計画の目玉ではない

のかという質問を用意したんですけれども、多分答弁は、亀山市地域公共交通計画の色合い、ある

いは歴史的な背景もあるでありましょう、運送業者との協定等もあると思います。しかし、１７５

ページの中で資料編が１１０ページぐらいになる。７５ページが本文。これを見ますと、たくさん

の表とかグラフとか地図はありますよ。現状分析、あるいは課題の抽出、課題は、先ほども言いま

したように改定道路交通法ですか、運転免許返納とか免許返納者に対する対応、あるいはまち協と

のかかわりとかね、こういうのもたった４ページだけなんですが書いてある。それから上位計画、

総合計画とか、あるいは観光ビジョンとの整合、県あるいは交通業者、市の役割を明示するとか、

この地域公共交通というのはきれいに整理をされていますが、新たに、いわゆる新規に目玉として
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出てきたのは、これは乗合タクシーなんです。やはり本音の部分で、これは今回のこの地域公共交

通計画を市民に見せるなら、重複しますけれども、今までのいろんなルートを変えてきたけれども、

もうこの辺で方法を変えていかないと無理なんだと。 

 そこで、現在のところの新しい交通手段として現行のバスと併用して乗合タクシーを考えている

と。当分は十分な対応はできないかもしれんけれども、徐々に充実していくんだと。それで、利便

性が高まる中で、市民の方に支持されたら、一定の基準に基づいて乗合タクシーに変更していきた

いと、これぐらいの本音のことを訴える、いわゆる責任を私は持っていると思う。市民の方はそう

いう言葉を期待している。 

 あるいは、市民の方にとっては、本当によく言われる、空気を運んでいるようなバスを走らせて、

本当に市はお金があるんだねと。私らパートで時給８３０円だよと。それと比べたら、どうにかし

なければいけないという声が大きく聞こえているんです。もちろんその前提には、移動困難者に対

してどうにかしてやらなきゃいけないねという思いはありますよ。この辺を素直に市民の方に訴え

る、情報提供して、パブリックコメントを求めるくらいの姿勢が私はあってしかるべきだと思いま

すが、その辺の考え方についてお伺いします。 

○議長（西川憲行君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 最初に申し上げましたが、これまでの地域公共交通計画といいますか、亀山市の交通手段につい

ては、鉄道、バス、一般タクシーという中で、やはりその３つで全ての公共交通を賄うのにはちょ

っと無理がある。バスの路線再編だけでは、今議員おっしゃったように物理的にも財政的にも限界

があるという中で、そのすき間を埋めるといいますか、全体の公共交通を補完するという意味で今

回乗合タクシー制度の制度設計をさせていただいたというふうに考えております。 

 その乗合タクシーだけではなく、あるいはバスだけでもなく、鉄道だけでもなく、４つの公共交

通、先ほど来から申し上げておる４つの公共交通手段がうまく組み合わされて、あるいは利用者に

とっては、時には選択、時には組み合わせていただいて、うまく利用していただきたいという思い

の中で、今回の公共交通計画をつくらせていただいたというところをご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 やはり高齢者、障がい者のタクシー事業の廃止については、いま一度福祉部門が中心になってこ

こにかかわりを持たないと、先ほどの櫻井議員の質問ではありませんが、やはり大きな落とし物が

あるんじゃないかという思いを伝えたいと思います。 

 次に３番目の、第２次亀山市地域福祉計画ですね。これずうっと質問を用意したんですけれども、

午前中、森議員からも質問というか説明もありましたんですけど、丸ごと、あるいは我が事につい

ての説明、どういう意味合いか、現状と照らし合わせて説明をしてくださいという質問も考えまし

た。このタイトルというかキャッチコピーは、亀山市が考えたんではないんですね。いわゆる２８

年７月に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が立ち上げたということで、それを受けて、こ
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のキャッチフレーズ・タイトルをつけましたが、本当に５万人都市亀山として適合できるのか、あ

るいはこれをしっかりそしゃくしたか、あるいは吟味したかという質問を用意したんですが、８分

ですのでどうしましょうか。 

 その次にあります助け合いや支え合い活動を活性化する仕組みについて、これなんですけど、ど

んなイメージかという質問を用意しましたが、計画の中に新規事業と示されているちょこボラ育成

事業について説明をお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 ちょこボラ育成事業と申しますのは、高齢者世帯などではごみ出しや電球がえに困ったりするこ

ともございます。そういうこともございますので、それぞれの福祉委員会を中心に、地域のちょっ

とした困り事に対応できる仕組みとして、ちょっとしたボランティアということで、そういう形の

システムを育成していきたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 この亀山市地域福祉計画の中に、おっしゃったように買い物支援や困り事支援など、近所におけ

る助け合いや支え合い活動を活性化させる仕組みの構築に向けて支援をします。いわゆる支援する

とは、当然、健康福祉部、市がこの計画の実践部隊である組織、社会福祉協議会に補助金や打ち合

わせのためのマンパワーを提供するということでいいんですね。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 ちょこボラ育成事業は、それも含めまして地域の助け合い、支え合いの活動につきましては、地

区の福祉委員会を中心に育成を考えておりますので、社会福祉協議会に配置を予定しておりますコ

ミュニティソーシャルワーカーを中心として地域に出向くなどして研修を行ったりして育成してい

く予定ですので、助け合い、支え合いの活動を活性化させる、その仕組みづくりで支援をしてまい

りたいということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 仕組みの主体はどこなのかという質問も用意しました。今の答弁で、質問、いわゆる市が社協に

対して、この制度設計に対して補助金を出す、あるいはマンパワーを提供する形になっています。 

 一方で、今度は社会福祉協議会の活動計画でちょこボラ育成事業を見ますと、今ちょっと触れら

れましたけれども、福祉委員会を中心に、地域でちょっとした困り事に対応できるよう、ちょこボ

ラを育成していきます。また、地区まちづくり協議会に対して、ちょこボラの仕組みづくりに対し

て支援を行います。言ってみれば、仕組みづくりの主体は社協でもないんですね。まちづくり協議

会なんです。そういうことをまちづくり協議会の運営委員会等々に周知されているんでしょうか。 
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○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 地域福祉の推進に当たりましては、市が地域福祉計画を策定いたしまして、行政と市民とが協働

協力して取り組む方向を示しまして、その具体的な内容を定めているのが社会福祉協議会の地域福

祉活動計画でございます。 

 亀山市の場合、各地域まちづくり協議会に福祉委員会が組織されておりますので、そこで民生委

員さんや福祉委員さんなどが地域の課題について話し合いの場を持っていただくとともに、ちょこ

ボラの育成についてもしていただけるように、今後地域福祉活動計画ができましたら、行政と社会

福祉協議会で各まちづくり協議会に対して説明をして回る予定でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ちょっとした困り事とか助け合い、私はこの制度の仕組みづくりとか、冷ややかに見ているわけ

でもないし、こういう制度というのは大切に温めていかなければならないし、私自身もその推進役

を担わなければいけないと思っていますよ。ただ、やはりここでもこの計画が市民にダイレクトに

問いかけていないと思うんです。こういう仕組みをつくりたいから、この仕組みづくりの主体は、

申しわけありません、福祉委員を中心としたまち協ですよということを明確に明示してパブリック

コメントを求めないと、全てまち協、いわゆる丸ごとじゃなくて丸投げになっちゃっているんです

よ。だから、そういう意味で、やはりまち協の位置づけみたいなものを、しっかりとそういう形の

まちづくりを進めたいというなら、これは当然示すべきだった。これも淡い感じで、もやもやとし

た形で、いわゆるまち協が主体となったことを隠したパブリックコメントというように思います。 

 「我が事・丸ごと」ということで、ちょっと観念的な話になるんですが、今さまざまな事情で苦

しんだり悩まれたりしている方は、今までは市がサポートしているんです。いきなりこれを、市で

なくて、公助じゃなくて、いわゆる地域の中でサポートをしていく共助に移行していくんだという

ようなことというのは、本当に今の住民感情としてどんなもんかなというふうに思うんです。本当

に、重度にと言ったら困るんですけれども、サポートを求めたい方は、近所や地域の中に助けや赤

信号ってなかなか出しにくいんです。もっと言うなら、遠く離れた子供や、あるいは家族にも親戚

にも、この赤信号って出しにくいんです。本当に言ってみれば、第三者であって、プライバシーを

守ってくれる公、市役所に私は求める部分が多いと思うんです。 

 私、広域連合をやっていたときを引き合いに出すんですけど、いわゆる亀山市にはあいあいに地

域包括支援センターがあるんです。鈴鹿市には４つ、人口は４倍ですから４つあるんですけれども、

いわゆる民間の医療機関に包括センターの相談窓口がある。しかし、４つの窓口の相談事と、亀山

市は１つしかないんだけれども、同じくらいの相談なんです。そこには、公の信用というのが物す

ごい生きていると思うんです。だから、丸ごととか我が事、確かにこれはある部分では有用に活用

できるけれども、やはり公の果たすべき役割、信用というものを福祉の中で大切に育てていっても

らいたい、役割を果たしていってもらいたいということをお願いしまして、時間が来ましたので質

問を終わります。 



－２５２－ 

○議長（西川憲行君） 

 ９番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ４時０５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ４時１５分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１３番 前田耕一議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 無会派の前田でございます。 

 きょう最後の質問者になりましたけれども、５時までに終わりたいと思いますので、頑張って質

問しますので、答弁のほうも簡潔によろしくお願いしたいと思います。 

 私のほうから、きょうは第７６回の国民体育大会の開催について。それから、過去３回ほど質問

させてもらっております都市公園の整備について、そのうちで今回はますみ児童公園の件について

確認したいと思いますので、答弁のほどよろしくお願いします。 

 まず一つ目に、国民体育大会の件について確認したいと思います。 

 平成３３年、２０２１年に三重県で国体が開催されるわけでございますけれども、その内容と、

それから亀山市で開催する競技種目もあるわけですので、その内容について具体的にお示しいただ

きたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １３番 前田耕一議員の質問に対する答弁を求めます。 

 嶋村文化振興局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 平成３３年に予定をされております第７６回国民体育大会でございますけれども、三重県におき

ましては、正式競技として全３７競技が県内の１８市町で開催をされる予定となっております。亀

山市におきましては、ウエイトリフティング競技、そして軟式野球競技の２つの協議が予定をされ

ているところでございます。 

 ウエイトリフティング競技につきましては、前回の三重県開催の国体でございます昭和５０年の

第３０回国民体育大会の際にも亀山市で競技大会が開催されておりまして、当市にとってゆかりの

深い競技でございます。 

 また、軟式野球につきましては、四日市市、鈴鹿市、伊賀市、名張市との５市での共同開催とい

うふうな形になっているところでございます。 

 ちなみに近隣市での開催状況などを申し上げますと、鈴鹿市におきましては１１競技、また四日

市市では９競技、津市では９競技、伊勢市では５競技が予定されているというふうなところでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 
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○１３番（前田耕一君登壇） 

 ありがとうございます。 

 この国民体育大会というのは、亀山市では、先ほどご答弁ありましたようにウエイトリフティン

グと軟式野球が開催されるということを聞いておりますが、聞くところによると、まだ内定の段階

ということでございますけれども、実際には確定と言っていいんじゃないかと思いますので、確定

のつもりで質問させていただきますので、よろしくお願いします。 

 この国民体育大会につきましては、三重県のほうでは基本目標とか、あるいは基本目標の実現に

向けた３つの柱というのをうたいまして、そして最後に開催を契機とした今後のビジョンとして、

子供の体力向上とスポーツ活動の充実、それから地域におけるスポーツ活動の推進、競技力の向上、

障がい者によるスポーツ活動の推進、スポーツを通じた地域の活性化と、この５つのビジョンを設

けまして、今後この国体を契機にスポーツ活動についての向上を図っての充実した方向性を出して

いくというのが現実だと思います。 

 この国民体育大会といいますのは、一般的に国体国体と言いますけれども、果たしてどんなもの

やということになってくるんですけれども、競技スポーツ、今、局長の説明で、３７競技とありま

したので、ほとんどの競技がこの国体の正式種目となっております。そして、それ以外にも特別競

技もございまして、硬式野球とか軟式野球、これは高校生のほうの、去年三重県の高校はどこやっ

たかな、全国大会、国体に出場して１回戦で負けましたけれども、それとか、公開競技と申しまし

て、綱引きとか太極拳なんかの５競技の開催が計画されております。 

 それ以外にも、スポーツレクリエーション関連ということで、デモスポという言葉を使っている

んですけれども、これがウオークラリーとか日本拳法等２３競技やっていますので、ほとんどのス

ポーツレクリエーションの競技がこの国体の時期に合わせて県内で開催されるということで、非常

に大きな大会、祭典になってくるんじゃないかと思うんですけれども。 

 国体といいますと、一般的には３７競技の正式競技が注目されるわけですけれども、大体皆さん

が思われるのであれば、三重県代表のチームが三重県予選を行って出場するとか、あるいは選抜チ

ームを組んで、三重県で出場するとかいうのを思ってみえると思うんですけれども、三重県で優勝

したら、あるいは選抜組んだら、すぐに国体に行けるかといったら、行けないんですね。全国を９

ブロックに分けたブロック予選というのがあるんですね。三重県であれば東海ブロック、４県があ

るんですけれども、４県でブロック予選、通称ミニ国体という言葉を使っていますけれども、ブロ

ック予選をクリアして初めて本大会に出られると。競技によっては４県のうちの１県しか本大会に

出られないと。すると、結局三重県で頑張って県内の大会をクリアしても、東海予選で負ければそ

れで終わりというように、非常に厳しい中身の大会ですので、この大会の本大会に出るということ

は非常に名誉なことだというふうに一般的に言われております。 

 本当にそういう大会ですから、トップアスリートは結構出場しますし、当然アマチュアしか出ま

せん。プロは出ませんけれども、そしてそこで優勝すれば、本当に注目を浴びるのが一般的なんで

すけれども、どうしてもスポーツの場合、日本選手権とかそういう大会が注目されてしまって、埋

もれてしまいがちなところがあるんですけれども、この大会というのは、個人とか各チーム、ある

いは企業の名誉とかいうことで大会が争われるわけではなしに、各競技とも都道府県対抗で、各県

の得点競技なんですね。３７競技の順位で、優勝は何点、２位は何点と得点が入りまして、そして
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その得点を合計して一番多い県が優勝と。当然東京は人口も多いし、企業もたくさんありますから、

大体東京が優勝するのが一般的なんですけれども、地方のほうでは選手強化ということで、渡り鳥

の選手とか、新規に元気のいい新卒とか、あるいは大卒とか高卒のアスリートを採用して、強化し

て、本大会に臨むこともあって、結構地方の県が優勝ということもあるんですけれども、三重県も

ことし総合成績は２７位でした、４７都道府県のうちで。平成３３年の第７６回には三重県も優勝

したいということで、知事以下体協関係なんかも頑張ってくれているんですけれども、やっぱり県

対抗ということもありますので、優勝すればベストかなと思うんですけれども、そのためにはいか

に選手補強・強化をしていくかということがあって、これは各地方自治体だけでなく、市町村に対

しても選手強化のフォローなんかもぜひお願いしていかないかんことだと思うんですけれども、そ

の辺について、亀山市にはウエイトリフティングと軟式野球でございますけれども、ウエイトリフ

ティング、この行政にも、ウエイトの本当にエキスパートというんですか、経験者もおりますし、

今笑ってみえますけど、副市長が結構ばりばりやってもらったんで、その辺がうまくそういう選手

の育成とか採用についても、ぜひ活動していただければありがたいなと思いますので、よろしくお

願いします。 

 答弁は求めませんけれども、そんな中で……。答弁あれば、じゃあ副市長。過去の経験も踏まえ

て何かあれば、ぜひ。 

○議長（西川憲行君） 

 広森副市長。 

○副市長（広森 繁君登壇） 

 ご指名をいただきましたので、平成３３年三重とこわか国体ということでございますけど、ちょ

うど前回は昭和５０年ということで、ウエイトリフティング競技が開催をされました。私は昭和４

８年の入庁でございますので、まだまだ新米の職員でございましたけれども、競技経験者というこ

とで、亀山中学校で役員をさせていただきまして、全職員が大会の運営に携わったといったことを

思い出すところでございます。 

 当時は現在のようにホテルがたくさんあるわけではございませんでして、民宿ということで、市

内の一般家庭に泊まっていただきまして、選手の皆さんは各家庭で交流を深めていただきまして、

亀山市での思い出を持って帰られたというようなことを思っております。 

 いずれにいたしましても、今回の三重とこわか国体、全市民挙げまして、全国から亀山市へお越

しをいただきます選手の皆さん、また応援に見える方、また役員の皆様、全ての方が気持ちよく競

技を実施されるとともに、この亀山のよさをわかっていただきまして、再度の来亀につながるよう

な大会にしていければなというふうに思っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 突然振ってしまって申しわけございませんでした。 

 そういうことで、亀山市は副市長も当然在職しておりましたけれども、その当時には上田という

選手がおりまして、行政ＯＢですけれども、もう退職されましたけれども、この５０年国体では準

優勝という立派な成績もおさめておりますし、その当時は相当ウエイトというのは亀山ではマイナ
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ーな競技でございましたけれども、レガッタという経験も私もございますけれども、３３年の国体

がぜひ中身がある国体にしていくには、やっぱり行政が中心になって、活発な誘致、あるいは準備

活動をしてもらわないかんと思っておりますので、それについて期待していきたいと思います。 

 ということで、開催に向けての準備状況、どの程度まで進んでいるかということ、ソフト面・ハ

ード面含めて進んでいる状況についてお示しいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 第７６回の国民体育大会の開催に向けてのこれまでの準備状況でございますけれども、まず文化

スポーツ室におきまして、三重県の準備委員会や各競技団体、また同時開催となる関係市との情報

交換や協議等を重ねながら、近年開催されております他県の大会への視察、あるいは中央競技団体

の会場視察などに対応をしてまいったところでございます。 

 また、大会の開催に向けた施設の整備ということも重要なところでございまして、来年度、国体

と同じようにインターハイでウエイトリフティング競技が行われるということもございますので、

インターハイへの対応も含めて、会場となる西野公園の体育館、あるいは野球場等について、その

計画的な整備というものに手をつけているところでございます。 

 また、実施に当たって、おもてなしも含めて大会運営等に当たります実施体制といたしましては、

今年の７月７日に亀山市準備委員会の設立発起人会を開催の上、８月２４日に市長を会長といたし

まして各種関係団体の参画も得て、亀山市準備委員会設立総会及び第１回総会を開催したところで

ございます。こうした形で大会開催に向けての体制の整備を図ったところでございます。 

 準備の今後についてでございますけれども、現在、大会の開催の４年前でございます。３年前と

なります来年度には、三重とこわか国体の正式決定ということになるというふうに聞いております。

こういう中で、三重県における準備委員会についても、実行委員会へ移行されるということでござ

いますので、当市の準備委員会につきましても、来年度には実行委員会に移行した上で、順次具体

的な検討協議を行う各専門部会を設置して具体的な準備を進めてまいる所存でございます。 

 なお、来年度実施の国体と同じくウエイトリフティング競技を行いますインターハイに向けた取

り組みといいますのが、国体の運営のノウハウがそのまま国民体育大会に活用できるということで

ございますので、現時点ではまずインターハイの開催の成功に向けて全力を尽くしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 大会準備について今確認させてもらいましたけれども、競技運営とかにつきましては、種目団体

とか体育協会なんかが対応していきますので、例えば亀山市が頭を使うこともないと思いますけれ

ども、金は出してもらわないかんと思いますけどね。余り心配していないんですけれども、問題は

大会運営についてでございますね。それについてはどんなもんかなというのが心配です。そのため

の準備というのは、相当早くから地域の各種団体等に呼びかけを含めて対応していかないけないん

じゃないかなと。 
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 参考になるかどうかわかりませんけど、私もたまたま家の中をひっかき回しておったら、５０年

前の国体の写真集、記録集が出できたんですわ。それを見ていたら、亀山の実行委員会、スタッフ

１６４名使っているんですね、各種団体からの、大会役員として。それに、これどんな中身やった

かちょっと私も記憶がないんですけれども、国体県民運動推進委員という名前で、いろいろ大会の

ために協力いただいた市民の方が２２２名いるということも確認させてもらいました。それに大会

競技運営の競技役員が３６名、だから３００名から４００名の市民が何らかの形で競技に携わって

いるということを記録集で、確認させていただきました。 

 それともう一つ、最近亀山で行われた大きな全国規模の大会となりますと、これも資料をちょっ

と見てきたんですけれども、綱引き大会。これも本当に全国からたくさんの人にお越しいただいて、

本当に市内全域のいろんな団体の方に協力いただいて、おもてなしとか、交流とか、環境整備とか、

安全輸送とか携わってもらったものですけれども、ほとんどの亀山市の団体が何らかの形で協力し

ているということですね。その辺のことについても、結構準備にはナーバスになってもらわないけ

ないんじゃないかなという感じがしておりますので、ぜひそのところにつきましては、行政として

も積極的に対応していっていただきたいと。 

 大体こういう大会になりますと、会議なんかに出てきていただく方は、こんなことを申し上げた

ら失礼かわかりませんけど、会長とか副会長とか、余り戦力にならない方が多いのが現実だと思う

んですよ。競技役員の名簿を見ていても、大体部長というのは、お年寄りが多いですわ。これは綱

引きのときのプログラムですけれども、名前も全部皆さんの名前が出ていますけれども、それとか、

例えば、大会の参与とか顧問とか、委員となったら、市役所の今でいう部長クラスが大体委員です

わ。それから参与となると議員とか団体の会長とかになっておりまして、その人らに、例えば野球

だったら石灰運べとか、そんなこと言うわけにいきませんので、やっぱりいかに動いていただける

かという方をうまく参集させていただく、あるいは協力していただく工夫をぜひやっていっていた

だきたいと、かように思いますので、よろしくお願いいたします。 

 国体に絡んでの最後にですね、開催に向けての広報活動、具体的に進んでいるものがあればお示

しいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 広報活動についてでございますけれども、現在のところ、まだ内定状況ということもございまし

て、三重県の準備委員会のほうを中心に、広報活動等について集められているというところでござ

いまして、こういった県のほうからは、開催地などを紹介するようなチラシなども既に出されてい

るという状況でございます。 

 国民体育大会及び、それから国体とあわせて実施をされます全国障害者スポーツ大会、こちらの

ほうは三重とこわか国体と分けて、三重とこわか大会というふうな言い方をされておりますけれど

も、こうした全国の障がい者のスポーツ大会、こういうふうなことを契機としまして、スポーツの

競技力はもとより、市民スポーツの振興を図るとともに、当市の観光、それから文化、産業を広く

情報発信していくということが非常に大事になっていくというところでございます。こうした絶好

の機会であるというふうに考えております。 
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 大会の開催に向けては、こうしたものをＰＲしていくことが必要になると思いますけれども、現

在のところ、県の準備委員会のほうで出されましたこういったチラシなどを使いながら、大会の開

催そのものについての広報等を続けているところでございますし、そういう中ではイメージキャラ

クター、こういうふうな各地域の開催地に合わせたものなどを上げているというところでございま

す。 

 今後も私としては、来年の実行委員会に移行した段階を捉えまして、市としてもホームページや

フェイスブックなどを使いながら広報を続けていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 今いろいろと広報についてご説明いただきましたけれども、県のほうでいろいろと企画されて、

あるいはＰＲするということで、マスコットキャラクターとかイメージソング、あるいはチラシ、

リーフレット、Ｔシャツでやっていただいているのは確認しておりますけれども、亀山で開催する

大会のための広報活動をどうするかというのは非常に大事だと思うんですね。だから、各部あるい

は市長、副市長も含めて、市内でいろいろと会議とかイベントなんかに出席されると思うんですけ

れども、ぜひその辺で、こうやってしてあるんよと。来年のインターハイもありますけれども、第

７６回の国体があるんやということを強く、もう口が酸っぱくなるほど言っていただいて、皆さん

の耳のほうへきっちりと残るような形での広報活動をぜひやっていっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。答弁は要りません。お願いします。 

 次に、都市公園の整備について確認したいと思います。 

 私、平成２１年６月、それから２２年９月に引き続いてというか、１０年ぶりぐらいに、昨年の

１２月にますみ児童公園の整備について質問をさせていただきました。そのときに、例えば噴水の

問題、それからＳＬ、あるいは軽飛行機の移転の問題、それから新名神開通記念の杉の木の移植に

ついて質問させていただいておりまして、それ以降で１年たっておりますけれども、どんな状況に

なっているかというのをちょっと確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 ますみ児童公園の昨年からの経緯でございますけれども、現在、昨年ご指摘をいただきましたセ

スナにつきましては、移設といいますか、撤去する方向で今準備を進めております。これはまだ年

度内にできるとか、来年度になるとかという具体的なところは、今準備を進めている段階ですので、

きょうこの場で具体的にいつごろということはお答えできませんけど、今撤去する方向で調整をし

ているというところでございます。 

 噴水の件につきましては、昨年ご質問のときにご答弁の際には、壊れていて使えないかのような

ご答弁をさせていただいたんですが、実は今の時期、シーズンオフで使っていなかったということ

で、その後、点検整備されて、ことしにつきましては３月末から４月の桜の時期と、それから７月

から８月の学校の夏休みの時期に、朝９時から夕方５時ごろまでの間、稼働させていただいている
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というような状況でございます。公園内の噴水として、設置当時から清涼感、景観面等で貢献して

きたということもございまして、現時点でまだ具体的に公園を整備するというところは固まってご

ざいませんので、当面の間、引き続き噴水につきましても使っていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 それから、まとめてお話しさせていただきますと、ＳＬにつきましても、前回駅前整備とあわせ

てということでご答弁させていただいてございますが、そういった方向で、今後、移設場所等につ

いて駅前整備の中で進めていきたいということで、そういった方向で考えているところでございま

す。 

 それから杉の木につきましては、こちらも平成２０年に新名神の着工に合わせて冬柴元大臣が記

念植樹されたということで、来年度、新名神が開通をされる見込みでございますので、それとあわ

せまして、どこか高速道路に近いところで移植できるようなことができないかということで、今そ

ういった検討といいますか、考えを進めているところでございます。ただ、それもまだ具体的な候

補地等については決まってございませんので、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 セスナ、軽飛行機は撤去という形で、撤去か廃棄かどちらかちょっと確認したいんですけれども。

それからもう一つ、噴水につきましては、そのまま当分の間生かすということでございますけれど

も、はっきり申しまして、あの噴水、意味があるんかどうかというのは非常に疑問なんですよ。あ

そこは児童公園ですから、子供さんが利用するのが結構多いわけですね。ところが、噴水の周りに

はコンクリートの囲いがあるんですね、それから植え込みと。子供は見えないですよ、中。その中

の噴水の周りには花壇があるんですわ。花壇に花が植わっております。子供はこんなんですわ。は

っきり言いまして、見えるはずないですわ。何のためにああいう形でフェンスがあるんかどうか。

あれをそのまま生かすんであれば、全部周りの囲い、それからコンクリートを撤去して、本当に水

際まで行って花も見える、あるいはちょっと水にさわれるという形に改修すべきじゃないかと思い

ますので、それについてご答弁いただきたいと思います。 

 それから杉の木、記念樹、年がたつほど木が伸びるんですね。今もう５メーターをオーバーして

おるんかな。だから、できるだけ早くに移植、伐採せえとか切れとは私申しておりませんので、ぜ

ひ移植をしてほしいと思いますので、その辺についてのご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 まず、セスナにつきましては、いろいろ各務原の航空博物館といいますか、そういうところにも

確認をしたんですけれども、当時、日本に５機購入されて入ってきたということのようですけれど

も、飛行機自体は一般的な汎用品で、特別なものではないということ。そういったことで、ほかに

引き取っていただけるようなところがないということから、現在考えているのは、解体撤去という

ようなことで、処分する方向で考えているところでございます。 
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 それから、噴水の周りの柵等でございますけれども、水にさわれないのはというご意見もござい

ますけれども、逆に水の事故等の心配もございますので、ちょっとそのあたりにつきましても、い

ま一度ちょっとよく考えた上で、必要な対策をとってまいりたいと、考えてまいりたいというふう

に思います。 

 それから、杉につきましては、議員ご指摘のとおり当然生き物ですので、年々大きくなるのは承

知してございますので、できれば来年の新名神の開通に合うようなタイミングで移植ができないか、

そのあたりもこれから具体的に検討を進めてまいりたいというふうに考えてございますので、いま

しばらくお時間いただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 噴水は、やっぱり水にさわれるところまで子供が行けるようにすべきじゃないかなあと。花壇も

意味がないんですね、今のままでは。再度検討していただいて、前向きな方向性を出していただき

たいと、かように思います。 

 それから杉の木、別に新名神の開通に合わせる必要もないじゃないですか。あれはそんなん関係

なしに、亀山市内へどういう形で持ってきたか、私は経緯は詳しく聞いておりませんけれども、市

内で何ぼでも移植する場所はありますよ。だから、開通に合わせなくても、極端な話、今すぐでも

対応できるんじゃないかと、かように思います。 

 それから、それにあわせてですけれども、セスナを廃棄しますわね。スペースあきますよね、あ

そこ。あそこの使用はどのように考えておるんですか。空き地ができます、空間が。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 セスナを撤去いたしますと、当然かなりのスペースができるのは承知してございます。ただ、そ

れとあわせまして、先ほど来からご指摘いただいています杉の木が、ちょうどまたこれもセスナを

撤去した後に、今度真ん中に残ってくるような形にもなりますので、それも含めて、あるいは最終

的にはＳＬもできれば駅前整備とあわせて、駅のほうに持っていければということも含めて考えて

ございます。そういった意味で、ますみ児童公園の噴水も含みます全体の整備につきましては、い

ましばらく時間をいただきたいというふうに考えていますが、いずれにしましても、ご指摘いただ

いていますように、いろんな課題があることは承知してございますので、それも含めて、あわせて

考えてまいりたいと思いますので、いましばらく検討の時間を頂戴いたしたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 考えていきたいというのは、いつのことかわからんわけですわな。半年先なのか、１年先なのか、

具体的に示してもらわないと、当てにならないですよ。 

 今の話では、噴水はしばらく無理かなと、余り期待できないかなという感じがします。そうやけ
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れども、杉の木の移植とセスナの撤去と同時期にすれば、相当なスペースがあそこにできますね。

私いつも思うんですけれども、亀山城のさくら祭り、狭いところで通路へテント張って店出して、

あるいはお城の前の亀山神社さんの駐車場へステージをつくってやっていますけれども、あれ全部

下へ持ってこれますやんか、あれだけあれば。有効活用というのを考えることもできますし、それ

からふだんは、前々から私申し上げておりますけれども、市内散策、あるいは他市、他県から亀山

市、亀山城周辺へ見学に見えられた方なんかが休憩する場所がないというのを前から言っておりま

す。ですから、あそこへあずまやをつくるとか、休憩所なんかをつくったら、ゆっくりと来ていた

だいた方に休憩していただくスペースができると思うんですね。そういうこともやっぱり考えて、

撤去するんであれば、あるいは杉の木を移植するであれば、同時並行で進めていってもらわないと、

またいつまでたってもあいたままで置いておくということになるのが危惧されますので、ぜひその

辺のところを対応してほしいと思います。 

 それと私が心配しますのは、東野運動公園の土俵がありますわな、もう壊れてしまった。私は昔

から壊せ壊せと言っていて、台風で壊れてしまったんですけど、あれは今でもそのままですわね。

何も有効活用してないんですわ、ほったらかしで。そんなことになりゃせんかなというのがあるん

ですね、今度のセスナのところ、杉の木を移植しても。そういうこともあるんで、移植したら次こ

ういうことをするんやと次のステップを同時進行で考えていただいて、きっちりした対応をお願い

したいと思いますので、期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 それからもう一点、公園内施設の整備について確認したいと思います。これは私、時々あそこを

通るし、それからあのトイレも利用したりするんですけれども、一番気になるのは、公園の西側の

入り口、スロープがつくってあるんですわな。多分、障がい者の方、あるいは車椅子対応のスロー

プかと思うんですけれども、急ですわ。おりるのは何とかおりられますけど、多分あれは介助員の

方が見えても、上れるんかなというぐらい急なスロープになっております。やっぱりその辺のとこ

ろ、実際に自分らで通ってみて、あるいは車椅子を押してみて、実際いいかどうかというのを確認

してもらわないと、確かにおりていく十分なスペースがとれないかもしれませんけれども、工夫す

ればスロープ見直しもできると思いますので、その辺についてのご所見をいただきたいと思います。 

 それから、もう一点はトイレ、あそこのトイレを利用するのは、男でも嫌ですわ。聞くところに

よると、子供さんを連れた女の方なんか、あそこを利用するの嫌やから、市役所のトイレを借りに

来るということもお聞きしたりしましたけれども、そんなトイレあってもしゃあないですね。 

 亀山公園のトイレは、今改修ということで話がきょうも出ておりましたけれども、あそこは不自

由だから仮設をつくるという話もありましたな。それと同時に、あそこが使えなかったら、博物館

とか図書館とかのトイレを利用してもらったらという話もありましたけど、あれは近くでいいです

わ。 

 だけど、ますみ公園へ子供さんを連れてきたお年寄りかお母さん方、特に女の人ですね。市役所

までトイレを借りにいくと、あそこを利用していないということですね。それでいいんかどうか、

よくご検討いただいて、対応を考えていただきたいと、かように思います。 

 このトイレにつきましては、過去に私、市内の公衆トイレについて質問させてもらったことがあ

りますけれども、何ら変わっておりません。巣がちょっと減ったな、クモの巣がね。ということは

ありましたけれども、ぜひその辺のところを検討していただきたいと。 
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 それから遊具につきましては、ペンキが剥げて、みっともないですわ、見ておったら。そういう

ことについて、うちの亀山市役所の職員も駐車場を亀山神社の裏を使っていますので、通ってみえ

ると思うんですけれども、気にならないのかなと。私ら車で通っていますから、ああまた汚いなあ

というような形で通るぐらいですけれども、あそこの職員駐車場へ車をとめている方は、歩いてあ

そこを毎日朝晩通っておるわけですね。これでいい公園やなあと、いい遊具やなあと、きれいな遊

具やなと思って通っているかどうかといったら、決してそんなことはないと思うんですわ。そこは

気にならないのが不思議でたまらないという感じがしないでもないですので、その辺のところにつ

いてお気づきのところがあるんか、何かお考えがあればお示しいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 まず入り口のスロープにつきましては、これは当時の基準で公園全体が整備されたということで、

各所に現在のバリアフリー対策という形での基準に対応されてない点があるということは私どもも

承知しています。それにつきましては、すぐになかなか直せない部分もありますので、順次こちら

も整備していきたいと思います。 

 いつという、先ほど杉の移植とセスナについてはいつだということもご指摘いただきましたけれ

ども、来年の新名神の開通に合わせて杉の木の移植もということも申し上げましたとおり、来年度

のうちにはセスナと杉については何とか始末をつけたいというふうに考えておりますし、それにあ

わせてスロープ等直せるところがあれば、それもあわせて考えてまいりたいと思いますけれども、

ちょっとまだ正直、具体的にどこをどう直すというところはでき上がってございませんので、その

点はご理解をいただきたいと思います。 

 それから、遊具につきましては、ペンキの塗り直し等や、あるいは砂場の掘り返し等に対するも

のについては、状況を確認しながら指定管理者と現地を確認して、順次修繕できるものは修繕をし

てまいりたいというふうに考えてございます。 

 それからあと、トイレの関係につきましては、現時点ですぐに建てかえ等具体的な計画があるわ

けではございません。特にますみ公園につきましては、多門櫓を初め歴史的風致維持向上計画によ

っていろんな整備が進められてきたといった経緯がございますし、そういった意味で、これからも

引き続き整備等は進めていかなければならないというふうには考えてございます。 

 ただ、亀山市内には多数の公園がございますので、そうした都市公園施設全体の老朽化に伴って、

これから多額の修繕費用も必要となってまいりますので、そうしたことも含めて、まず公園全体の

ライフサイクルコストの把握や、計画的な修繕ということを進めていく上で、来年度、公園の健全

度調査を実施して、公園の長寿命化計画というのをつくる考えでございますので、そういった中で、

ますみ公園の修繕ということも考えていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 いろいろ答弁いただきましたけれども、対応が遅いというのを僕は言っているんですよ。トイレ

につきましても、きのうきょう言ったことじゃないですね。前回の質問でもその辺の話をしました
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けど、何も変わってないですね。これから検討していくと、市内の公衆トイレ云々というのはそん

なもの、もう最初からわかっていることじゃないすか。目と鼻の先にあるんですよ。 

 例えば多門櫓、亀山城の本当に真下ですわ。一等地ですよ。そういうのをこれから検討していく

というんでは遅いですよ。ですから、ぜひ早急に対応してほしいと、かように思います。 

 それからＳＬの撤去、それから杉の木の移設につきましては、私はできましたら、来年の桜まつ

りにはあそこの場所へステージを移していただいて、広い場所でゆっくりとイベントを開催してい

ただければ、本当に有意義な祭りになるんじゃないかと思っております。それは４月ですから無理

かわかりませんけれども、ぜひその意気込みでもって対応していただきたいと、かように思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それから、噴水につきましてもそうですね、早急に、子供が水遊びができるような噴水にしても

らうのがベストやと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと、公園入り口の障がい者のスロープにつきましても、規格ではちょっとということで見直し

をいただいて、早急な対応を、こんなもんすぐにできますわな。ということをお願いしたいと思い

ます。 

 いろいろ申し上げましたけれども、時間の都合もあったんで、さっさかさっさか進んでしまいま

したけれども、ぜひその辺ころを十分に対応して、迅速な対応を強くお願いしまして、質問を終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １３番 前田耕一議員の質問は終わりました。 

 以上で予定をしておりました通告による質問は終了しました。 

 これより一般質問に対する関連質問ですが、通告はありませんので、関連質問を終わります。 

 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結します。 

 次に、お諮りします。 

 あす１４日から２１日までの８日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため休会したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす１４日から２１日までの８日間は休会することに決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２２日は午後２時から会議を開き、付託議案の審査を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ４時５７分 散会） 



 

 

 

 

平成２９年１２月２２日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第５ 号 ） 
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●議事日程（第５号） 

 平成２９年１２月２２日（金）午後２時 開議 

第  １ 議案第 ８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について 

第  ２ 議案第 ８８号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第  ３ 議案第 ８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

第  ４ 議案第 ９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について 

第  ５ 議案第 ９１号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

第  ６ 議案第 ９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

第  ７ 議案第 ９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第  ８ 議案第 ９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について 

第  ９ 議案第 ９５号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

第 １０ 議案第 ９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について 

第 １１ 議案第 ９７号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

第 １２ 議案第 ９８号 平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について 

第 １３ 議案第 ９９号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 １４ 議案第１００号 平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）について 

第 １５ 議案第１０１号 指定管理者の指定について 

第 １６ 議案第１０２号 市道路線の認定について 

第 １７ 議案第１０３号 市道路線の認定について 

第 １８ 議案第１０４号 市道路線の認定について 

第 １９ 議案第１０５号 市道路線の変更について 

第 ２０ 議案第１０６号 市道路線の廃止について 

第 ２１ 議案第１０７号 市道路線の廃止について 

第 ２２ 議案第１０８号 市道路線の廃止について 

第 ２３ 議案第１０９号 亀山市教育委員会委員の任命について 

第 ２４ 閉会中の継続調査について  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 
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   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  宮 﨑 哲 二 君    財 務 部 参 事  落 合   浩 君 

市民文化部参事  深 水 隆 司 君    健康福祉部参事  水 谷 和 久 君 

建 設 部 参 事  亀 渕 輝 男 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

                       消 防 次 長 兼 
消 防 庁  中 根 英 二 君              平 松 敏 幸 君 
                       消 防 署 参 事 

                       医 療 セ ン タ ー 
地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    事 務 局 長 兼  古 田 秀 樹 君 
                       地 域 医 療 部 長 
 
教 育 長  服 部   裕 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 

選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午後 ２時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 
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 それでは、去る１１日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日

程第１、議案第８７号から日程第２２、議案第１０８号までの２２件を一括議題とします。 

 各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第８７号 亀山市行政組織条例の一部改正について               原案可決 

 議案第８８号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について       原案可決 

 議案第８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について          原案可決 

 議案第９０号 亀山市職員給与条例の一部改正について               原案可決 

 

 平成２９年１２月１９日 

 

                         総務委員会委員長 鈴 木 達 夫     

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第 ９１号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について          原案可決 

 議案第 ９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について      原案可決 

 議案第１０１号 指定管理者の指定について                    原案可決 

 

 平成２９年１２月１８日 

 

                       教育民生委員会委員長 尾 崎 邦 洋    
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亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第 ９２号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について            原案可決 

 議案第１０２号 市道路線の認定について                     原案可決 

 議案第１０３号 市道路線の認定について                     原案可決 

 議案第１０４号 市道路線の認定について                     原案可決 

 議案第１０５号 市道路線の変更について                     原案可決 

 議案第１０６号 市道路線の廃止について                     原案可決 

 議案第１０７号 市道路線の廃止について                     原案可決 

 議案第１０８号 市道路線の廃止について                     原案可決 

 

 平成２９年１２月１５日 

 

                       産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎    

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

予算決算委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について       原案可決 

 議案第９５号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ 

        いて                               原案可決 

 議案第９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に 
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         ついて                             原案可決 

 議案第 ９７号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ 

         いて                              原案可決 

 議案第 ９８号 平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について    原案可決 

 議案第 ９９号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 原案可決 

 議案第１００号 平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）について    原案可決 

 

 平成２９年１２月２２日 

 

                       予算決算委員会委員長 中 村 嘉 孝     

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

 

 

○議長（西川憲行君） 

 初めに、鈴木達夫総務委員会委員長。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１９日に委員会を

開催しました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 初めに、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正について及び議案第９０号亀山市職員給与

条例の一部改正についての２議案について、関連があることから一括して審査を行いました。 

 議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正については、平成３０年度を始期とする組織・機構

について、第２次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進する組織・機構とするとともに、部・

室制の課題でもある職員のマネジメント能力を育成、強化する仕組みを構築することを目的として

再編を行うため、所要の改正を行うものです。 

 また、議案第９０号亀山市職員給与条例の一部改正については、平成２９年８月の人事院勧告に

鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取り扱いに準じた所要の改正を行うとともに、平成３

０年度における組織・機構の再編に伴い、管理職員の職務の範囲が広がることから、それに見合う

給与体系とすることにより職員の意欲向上を図るため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、組織・機構改革によって職員のマネジメント能力を向上させるだけでなく、市

民サービスの向上につながっているのかとの質疑があり、これについては、人づくりとあわせて市

民サービスの向上につなげるため、組織編成を提案しているとの答弁でありました。 

 次に、近隣の市では人事と財政を分離しているが、今回の組織・機構改革では、なぜ人事と財政

を一体化するのかとの質疑があり、これについては、管理部門を一元化して総合政策部を設置し、

企画と財政の連携を強化することで、政策の推進や市民ニーズへの対応の向上につなげていくとの
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答弁でありました。 

 次に、市長に就任されてからわずか９年間で３回も組織・機構改革を行うのは問題ではないのか

との質疑があり、これについては、政策推進の体制や社会のニーズの変化、地方分権の展開、組

織・機構のさまざまな課題を総合的に判断して、それぞれの節目で最善を尽くしてきたとの答弁で

ありました。 

 次に、今回の改正理由に、マネジメント能力を養成する機会が失われているという課題が見受け

られるとあるが、従来の研修は意味がなかったのかとの質疑があり、これについては、組織を変え

るだけでマネジメント能力が育成されるわけではなく、日々の研修もしっかりやって人材の育成を

図っていくとの答弁でありました。 

 次に、部長は全て８級を適用し、次長は７級、６級の課長から部長に昇任する場合は７級として、

経験と実績を積んで８級に昇任させるべきではないかとの質疑があり、これについては、６級から

８級への飛び級は基本的に認めていないので、８級への昇任については、７級在級２年を目安とし、

経験年数を含めたさまざまなものを総合的に考えて、職員選考試験委員会で判断するとの答弁であ

りました。 

 次に、部長の中で８級の困難部長と７級の部長の差が生じるが、地方公務員法における職務給の

原則に反していないのかとの質疑があり、これについては、今回の８級と７級それぞれの部長の職

能に応じて、困難な部長とそうでない部長に分けているので、地方公務員法における職務給の原則

には反していないと考えているとの答弁でありました。 

 次に、討論では、議案第８７号及び議案第９０号について、人事と財政を一体化することに不安

を感じるとともに、今回の組織改正についての説明が不十分であり理解できないとの理由から反対

討論が、また今回の改正は市長の専権事項であり、市民サービスと職員のモチベーションを上げる

ことが大切であるとの理由から賛成討論がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも原案のとおり賛成多数で可決することに決定し

ました。 

 次に、議案第８８号亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、地方公務員の

一時休業等に関する法律が改正されたこと、また人事院規則が改正され、国家公務員の育児休業等

に係る規定が改正されたことから、市職員の育児休業等の規定についてもこれに準じた取り扱いと

するため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、非常勤職員の雇用期間と育児休業期間について質疑があり、これについては、

雇用期間は１年で、育児休業は今回の改正で２年が認められるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しました。 

 次に、議案第８９号亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正については、議会の議員の議員報

酬及び期末手当の額並びに市長、副市長、教育長、病院事業管理者の給与の額について、市民の意

思を十分に反映させ、透明性を確保するため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、今回の改正で議員及び特別職の期末手当を審議の対象にする理由について質疑

があり、これについては、給料月額を審議対象とする自治体が多いが、全国的には手当も含んで審

議するところもあり、上位法令に基づくものではなく任意で改正するとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しました。 
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 以上、総務委員会の審査報告とします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、尾崎邦洋教育民生委員会委員長。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１８日に委員会を

開催いたしました。 

 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 初めに、議案第９１号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正については、学校教育法施行令が

改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しまし

た。 

 次に、議案第９３号亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、平成３０年４

月から地域包括ケア病床を増床することに伴う病床数の変更及び医療センター内に新たに訪問看護

ステーションを開設するため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、新しく訪問看護ステーションを開設するに当たり、市内の介護保険サービス事

業所との競合について質疑があり、これについては、市内に５カ所の訪問看護ステーションがある

が、そのうち２カ所は同一敷地内にあるサービスつき高齢者向け住宅専用の訪問看護ステーション

であり、残り３カ所が一般家庭に訪問看護を行っている。市民にさらなる周知を図ることで需要は

見込まれるとの答弁でありました。 

 次に、医療センターに別途訪問看護ステーションの部屋を設けるのかとの質疑があり、これにつ

いては、現在、訪問看護の看護師が利用している部屋を活用するとの答弁でありました。 

 次に、地域包括ケア病床の利用状況について質疑があり、これについては、基本的に急性期治療

の終了後に在宅復帰を目指す方が対象になっている。リハビリをされている方、リハビリは必要で

はないが、しばらく観察して自宅に帰る方、また、介護保険等のサービス調整を済ませて自宅に帰

る方が多い。入院期間は、おおよそ３０日程度であるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しました。 

 次に、議案第１０１号指定管理者の指定については、亀山市道の駅関宿地域振興施設の指定管理

者の指定について議会の議決を求めるものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しまし

た。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１５日に委員会を

開催いたしました。 
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 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 初めに、議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正については、今後、水道事業において

老朽管路の更新や施設耐震化に必要な事業費用に対して料金収入が不足する状況が見込まれること

から、亀山市水道料金検討委員会の報告に基づき水道料金の妥当性を検証し、水道料金の額を見直

すとともに、使用水量の少ない高齢者、単身の世帯等の基本水量を見直すため、所要の改正を行う

ものです。 

 審査の過程では、水道料金の改定はもう一、二年待てないのかとの質疑があり、これについては、

仮に改定を１年先送りした場合、平成３３年度末には運転資金として必要としている約３億円を確

保できなくなり、配水管や施設の更新、耐震化整備がおくれるなど、水の安定供給に影響が出るこ

とが懸念されるとの答弁でありました。 

 次に、口径５０ミリ以上の大口径の水道料金が他市と比べて格安であることや、超過料金の逓増

制が緩やかである問題点について、平成２８年３月定例会で「全ての体系を見直していく」と答弁

されたにもかかわらず、水道料金検討委員会では改定の率に終始し、これらのことが議論されてい

ないのはなぜかとの質疑があり、これについては、大口径は利用件数が少ないこと、逓増制につい

ては、使用量が多いのは、工場だけではなく商店や中小企業等もあることから、合理性も含め検討

し、使用量の少ない世帯を考慮した上で、各使用者の負担を均等にすることが最善と考えている。

また、他市とのバランスも検討し、改定後も県下では最安価なレベルで、市民、事業者にも一定の

アドバンテージがあるという中で判断したとの答弁でありました。 

 なお、「全ての体系を見直していく」と答弁されたにもかかわらず、検討されていないことが問

題であるとの意見がありました。 

 次に、口径５０ミリ以上の使用者は、件数は少ないが給水収益の２割を占めている。また、月使

用量５０立米以上の超過料金で約３億円の収益があるのに、この部分に対する見直しがないのは問

題だと思うがどうかとの質疑があり、これについては、５０立米以上の使用者には、大家族の家庭

や商店、中小企業もあり、あくまでも使用量の少ない部分を除いて一律値上げをすることで考えて

いるとの答弁でありました。 

 次に、大口径の水道料金を、企業誘致に有利とする政策的な判断で安くしているのであれば、一

般会計からの基準外の繰り入れを考える必要があるのではないかとの質疑があり、これについては、

水道事業が一般会計からの繰り入れがないと独立採算が成り立たないという構造は改善していきた

いとの答弁でありました。 

 なお、開発に係るものは開発業者の負担とし、水道事業会計に余分な負担を持たせないことを基

本に、市が施策として進めている部分については一般会計から水道会計に繰り出すべきであるとの

意見がありました。 

 次に、水道の利用数が減ってきている中、料金を上げることで使用量を控える動きも出てくるが、

今回の料金改定による計画が成り立つのかとの質疑があり、これについては、人口減少や節水機器

の普及により水道使用量は減少傾向にあると認識しており、そのことも鑑みて財政計画等を立てて

いるとの答弁でありました。 

 なお、この議案については、委員間の自由討議を行い、大口径の水道料金が格安であることや、

逓増制が緩やかであることが議論されていないのは問題であるという意見、おいしい水を供給する
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ための施設の更新や震災時のライフラインの確保等は重要であり、料金改定の必要性はあるという

意見、現金預金残高が減少している中、施設の老朽化に対する対策は必要であり、次世代に借金を

残すことのないよう、市民に負担をお願いして施設の改良計画を実施していくべきであるという意

見、料金改定しても現金預金３億円を確保できるのは平成３３年までであることから、５年後の３

４年には、大口径の料金を見直すことも考えに入れて進めていけばよいのではないかとの意見があ

りました。 

 次に、討論では、給水収益の２割を占める５０ミリ以上の大口径使用者の格安の料金の見直しと、

緩やかである逓増制の見直しをしなかったこと、及び一般会計や開発業者が負担すべきものまで水

道事業会計で負担している問題があり、これらを見直さずに値上げをすることは、市民生活が厳し

い中で納得のいくものではないとの理由で反対討論が、また水道施設の老朽化により、地震等災害

時の水道管の破損が懸念され、石綿管もまだ残っている中で、健全な水道施設を整備するための資

金を確保するための条例改正であり、賛成するとの賛成討論がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり賛成多数で可決することに決定しました。 

 次に、議案第１０２号、議案第１０３号及び議案第１０４号の市道路線の認定については、開発

行為により設置された新規路線である羽若３６号線、羽若３７号線及び羽若３８号線の路線認定に

ついて、また議案第１０５号市道路線の変更については、開発行為により代替道路が設置されたこ

とに伴う羽若３号線の路線の変更について、議会の議決を求めるものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、羽若３号線の終点が亀田小川線に接続していない

が、道路は起点と終点がどこかの道路に接続しないと機能を果たさないのではないかとの質疑があ

り、これについては、羽若３号線は総合保健福祉センターにつながり、市道の認定基準では公共施

設につながる進入路も認定要件としているとの答弁でありました。 

 次に、羽若３７号線は一方通行の側道に接続するが、側道を逆走する可能性があり、市道として

認定するのに問題はないかとの質疑があり、これについては、一方通行道路であっても一般供用し

て市道になっているので問題はないが、側道を逆走することのないよう路面表示等の改善をする方

向で考えるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも原案のとおり全会一致で可決することに決定い

たしました。 

 次に、議案第１０６号市道路線の廃止については、開発行為に伴う下白木１３号線の路線の廃止

について、議会の議決を求めるものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、下白木１３号線が市道として認定された経緯につ

いて質疑があり、これについては、道路をつくるときには、先に市道認定してから道路をつくる場

合があるが、一般的には開発のようにでき上がってから引き渡しを受けて市道認定を行う。この下

白木１３号線は、工業団地の第１期造成工事が完成した平成１４年ごろにこの一部分が道路の形態

になったことから、最終的につくる予定であった区間全てを１つの路線として市道認定していた。

先行して市道認定をすることが法的に誤っているわけではないとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議案第１０７号市道路線の廃止については、代替道路の整備に伴う阿野田３７号線の路線
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の廃止について、議会の議決を求めるものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、市道を廃止した後、この道路はどうするのかとの

質疑があり、これについては、道路の底地が赤道の部分は用途廃止の上払い下げ、寄附を受けた部

分については譲与するとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議案第１０８号市道路線の廃止については、一般交通の用に供する必要がなくなった菅内

１５号線の路線の廃止について、議会の議決を求めるものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一

致で可決することに決定しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、中村嘉孝予算決算委員会委員長。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案第９４号平成２９年度亀山市一般会計補

正予算（第６号）について、議案第９５号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）について、議案第９６号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）について、議案第９７号平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について、議案第９８号平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第９

９号平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について及び議案第１００号平成

２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）についての平成２９年度各会計補正予算７議案に

ついては、同日、当委員会を開き、分科会を設置して各分科会で審査することを決定し、１５日に

産業建設分科会、１８日に教育民生分科会、１９日に総務分科会を開催し審査を行いました。 

 本日、市長、副市長初め関係部長等の出席を得て当委員会を開催し、各分科会の会長から審査の

経過について報告を受けました。 

 各分科会会長報告に対する質疑及び討論はなく、採決の結果、議案第９４号から議案第１００号

までの平成２９年度各会計補正予算の７議案については、いずれも原案のとおり全会一致で可決す

ることに決定しました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第８７号から議案第１０８号までの２２件について討論を行います。 
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 通告に従い、順次発言を許します。 

 １８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正について反対の立場で討論をさせていた

だきます。 

 今回の条例の一部改正は、組織・機構について平成１８年度から導入した部・室制を部・課・グ

ループ制に改めようとするものであります。 

 改正の趣旨としましては、執行部の説明で大きく２点。１つ、第２次亀山市総合計画に掲げた施

策を着実に推進する組織・機構とすること。２つ目に、部・室制の課題であった職員のマネジメン

ト能力の育成強化を掲げられています。この説明で、まず私が疑問に思ったことは、第２次亀山市

総合計画は、既に本年、ことしの４月からスタートをしております。現体制では着実な推進ができ

ていないのか。また、職員のマネジメント能力の低下は、平成１８年に部・室制を導入した時点で

ある程度予測できたのであります。 

 実際に、このことが課題となってきている最中でも、新たに文化部を設置したり、部内局を設置

して２層体制とするなど、大きな改正を何度も行ってきているにもかかわらず、なぜ今まで改めず

に放置されていたのか。このようなことを感じながら改正内容を見ますと、まず一番の問題は総合

政策部であります。現在において、企画総務部と財務部として、企画及び人事部門と財政部門が

別々の部署として分担されておりますが、このたびの一部改正により統合され、市政の中枢を１人

の部長が統括することになり、その権限は大きなものになります。 

 本来、財政部門は市の財政状況をしっかりと把握し、企画政策部門が進めようとすることに対し、

違った目でブレーキの役目を果たす部署であり、別々の部とするべきであると私は思っております。 

 次に、部・室制に改めた当初は、建設部と上下水道部は別々でありましたが、関連する部間の連

携を強化する意味合いで平成２５年度に建設部に統合、そして部内局を設け、部・局の２層体制と

し、建設部と建設部上下水道局に改めました。にもかかわらず、今回、またもとに戻す改正をしよ

うとしています。 

 今回の改正理由は、部を大きくして連携を図るとしていますが、わざわざ連携を図るために２層

体制にしたものを、なぜまたもとに戻すのか。前回の改正の説明が何であったのか、私として理解

ができません。 

 また、今回の改正により部内局が廃止されることになります。当然、必然的に子ども総合センタ

ーも廃止になると思いますが、当センターは平成２２年より、いろいろな福祉制度を十分に活用し

ながら途切れのない支援ができるように設置されました。この子ども総合センターは亀山市の一つ

の目玉であり、その成果も出ていると思っております。その名称も対外的に浸透しており、そのよ

うな中でなぜ部内局が廃止されるのか、私として理解ができません。 

 以上のことから、果たして今回の条例の一部改正が今よりよくなる機構改革であるのか、またす

ぐに条例改正をすることにならないか、甚だ疑問であることから、この議案に反対するものであり

ます。 

 議員各位のご賛同を求め、反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 
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 １８番 櫻井清蔵議員の討論は終わりました。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 それでは、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正について、賛成の立場で討論させていた

だきます。 

 今回の条例の一部改正は、合併後の平成１８年度からスタートした現在の部・室体制を検証し、

さまざまな視点から大きく見直すものであります。条例改正の理由として、市長からは、社会全体

の変化や地方分権も含めたさまざまな行政需要の多様化、複雑化、またあわせて市民ニーズも多様

化している状況にしっかりと対応ができ、さらに行政サービスの質的向上が図られるように組織・

機構の編成を行うものであるとの思いを聞かせていただきました。 

 私は、今回の改正は、まさに亀山市が目指す「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都かめや

ま」の実現に向けた組織であると大いに期待するところであります。また、組織・機構改革で重要

なことは、組織を改めたことでさらなる市民サービスの向上につながっていくことであると思って

おります。そして、そのためには何よりも人づくりが大切であります。これまでの組織体制の課題

を検証され、人材育成にも力を入れていく機構改革であると思われますので、この議案には賛成す

るものです。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の討論は終わりました。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 日本共産党議員団を代表して、議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正について、反対

の立場で討論します。 

 今回の条例の一部改正は、今後の老朽管路の更新や施設耐震化に必要な事業費用に対して料金収

入が不足する状況が見込まれることなどを理由に、来年４月から基本料金及び超過料金をそれぞれ

１８％引き上げる一方で、基本水量を１０立方メートルから５立方メートルに引き下げ、高齢者世

帯など使用水量の少ない世帯に配慮する内容となっています。 

 今後、老朽管路の更新や施設耐震化が必要なことは提案説明のとおりであります。しかし、問題

は、現在の水道事業会計の現状や料金体系全体のどこに問題があり、どのように見直しして料金の

負担を公平にするのかの検討が十分された上でなければなりません。 

 以前、当議員団として提案したとおり、基本水量を１０立方メートルから５立方メートルに引き

下げ、高齢者世帯など使用水量の少ない世帯に配慮する改正がされたことは大きく評価します。し

かし、それ以外の料金体系の問題点は見直しされませんでした。とりわけ問題なのは、大口径の使

用者の料金が他市と比べて格安になっている問題や、使う量がふえればふえるほど料金がより高く

なるという超過料金で採用されている逓増制が他市より弱く、緩やかになっているという問題を抱

える料金体系全体の見直しの検討が料金検討委員会で議論されることもなく、ただ全体として何％

の値上げが適当かを議論しただけで決められたことであります。 

 この大口径の使用者の格安料金と緩やかな逓増制料金という２つの問題点について、昨年３月議
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会で質問し、上下水道局長や櫻井市長に見解をただしました。このとき上下水道局長は、他市と比

較しますと、先ほど議員ご所見のとおり、まだまだ低い状況にあることは認識していると述べ、基

本料金や逓増制の単価など料金体系につきまして検討すると答弁しました。さらに、櫻井市長も、

議員のご所見やご提言の部分というのは、これは賛同できるものと述べ、そういう全ての体系を見

直してまいりたいと答弁したんです。この答弁の直後から料金検討委員会が開かれたわけですから、

当然この２つの問題の見直し案が提案されなければなりませんでしたが、そうした提案も検討もさ

れませんでした。 

 櫻井市長は、大口径の料金の見直しについて、使用者が全体の０.４％にすぎないと言われまし

たが、検討委員会の資料をもとに計算をすれば、確かに使用者は少ないのですが、給水収益に占め

る割合は２０％と大きく、１億５,６００万円にもなります。また、逓増制についても、５１立方

メートル以上の使用量に係る超過料金は合計で３億４,４１６万円にもなり、料金収入で大きなウ

エートを占めています。この２つの格安料金を、例えば１０％引き上げることで格差を是正すれば、

年間５,０００万円の給水収益の増加が図れるのです。 

 さらに、もう一つの問題は、本来水道事業がやる仕事でない企業誘致やミニ団地開発に伴い発生

する事業費を水道会計に負担させていることです。こうした開発に伴う事業費は、開発業者が負担

するのが当然です。説明によれば、老朽管路の更新や施設耐震化などのため、平成３０年度から１

０年間に年４億円、合計４０億円の事業費が必要だといいます。しかし、この中には企業誘致や、

ミニ団地の開発によって生じた加圧ポンプの新設の費用として１０年間に４億円も含まれています。

これは本来、開発業者が負担すべきであり、市の施策として負担するというのであれば、水道事業

会計ではなく一般会計で持つべきであります。 

 ちなみに、地方公営企業法では、基準内であっても基準外でも一般会計からの繰り入れは認めら

れています。この４億円を開発業者か一般会計が負担すれば、１０年間で年平均４,０００万円と

なり、先ほど上げた料金体系の２つの問題点の見直しによる給水収益の増加分、年５,０００万円

と合わせれば、今回、１８％の値上げによる給水収益の増加分である年９,０００万円と同額とな

ります。つまり、２つの問題点を見直し、開発に伴う事業費を開発業者か一般会計が負担すれば、

値上げをすることなく今後１０年間の事業ができることになるのです。 

 以上のとおり、料金全体の見直しがされず、櫻井市長も見直しの必要を答弁した大口径使用者の

格安料金や、他市と比べても緩やかな逓増制の見直しがされず、開発業者もしくは一般会計で負担

すべきものまで水道事業会計に負担を負わせる内容を含む料金の値上げには、到底賛成できません。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の討論は終わりました。 

 次に、８番 森 美和子議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 公明党会派を代表して、議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正について、賛成の立場

で討論します。 

 亀山市の水道事業は、自然豊かな環境により安全な水を安定的に供給してきました。料金は、平

成１６年４月に旧亀山市において改定が行われましたが、平成１７年１月の市町合併に伴う料金の
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調整はされたものの、それ以後値上げはされてきませんでした。 

 今回提案をされた議案では、今後の老朽管路の更新、施設の耐震化に必要な事業費用の不足が見

込まれること、また使用水量が少ない高齢者世帯や単身世帯が増加していることから、基本水量の

見直しを行うということです。 

 質疑の中で、配水管総延長３６２キロのうち耐用年数を超える管が２３％ある一方で、耐震化率

は約３８.８％にとどまっていること。水源池や浄水場などの施設では耐用年数を超えるものが２

４％に上り、多くの施設が耐震不足となっていることが明らかになりました。 

 また、建設改良計画では、これらを修理・修繕するために１０年間で約４０億円を超える財源が

必要となります。さらに、年度末資金残高は、料金改定をしない場合、平成３２年度には運転資金

として必要な３億円を大きく下回る１億２,０００万円となり、平成３３年度にはマイナスになっ

てしまいます。南海トラフ等の大地震が懸念される中で、市民の命を守る水道事業を持続可能にし

ていくための財源確保は喫緊の課題です。 

 一方で、今回示された１８％の料金改定は、市民生活にとって直接影響がある問題です。今回の

改定では、基本水量１０立方メートル、基本料金１,０８０円から、５立方メートル、基本料金７

１２円へと見直しが行われます。このことにより、市内の７割強の市民が利用している水道の口径

１３ミリでは、現在の使用水量が８立方メートルまでの家庭、市内５,０１０軒、３２.４４％では

値下げになることも示されました。しかしながら、８立方メートル以上の世帯や事業者は実質値上

げとなることは明らかであります。 

 本会議で市長は、企業会計に関しては一般会計からの繰り入れはせず、独立採算で行っていくと

答弁されました。そうであるならば、今回の料金改定により一部を除く市民への負担を求めること

を認識し、しっかりとした経営感覚を持って、さらなる営業努力をしていかなければなりません。

このことは、市長初め執行部、とりわけ企業会計担当者には強く要望しておきます。 

 以上のような理由から、議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正については、やむを得

ない改正であるため賛成いたします。議員各位の賛同を求め、討論といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の討論は終わりました。 

 以上で通告による討論を終結し、議案第８７号から議案第１０８号までの２２件について、起立

により採決を行います。 

 採決に先立って、この際お諮りします。 

 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。 

 それではまず、討論のありました議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正について、起立に

より採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 
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 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第８７号亀山市行政組織条例の一部改正については、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正について、起立

により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第９２号亀山市水道事業給水条例の一部改正については、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、討論のありました議案以外のうち、議案第９０号亀山市職員給与条例の一部改正について、

起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第９０号亀山市職員給与条例の一部改正については、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

 次に、討論のありました議案以外のうち、議案第８８号、議案第８９号、議案第９１号及び議案

第９３号から議案第１０８号までの１９件について、一括して起立により採決を行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、 

 議案第８８号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 議案第８９号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 
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 議案第９１号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 議案第９３号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 議案第９４号 平成２９年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について 

 議案第９５号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

 議案第９６号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第９７号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第９８号 平成２９年度亀山市水道事業会計補正予算（第２号）について 

 議案第９９号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 議案第１００号 平成２９年度亀山市病院事業会計補正予算（第３号）について 

 議案第１０１号 指定管理者の指定について 

 議案第１０２号 市道路線の認定について 

 議案第１０３号 市道路線の認定について 

 議案第１０４号 市道路線の認定について 

 議案第１０５号 市道路線の変更について 

 議案第１０６号 市道路線の廃止について 

 議案第１０７号 市道路線の廃止について 

 議案第１０８号 市道路線の廃止について 

 は、いずれも原案のとおり可決することに決定しました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時５１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時５９分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第２３、議案第１０９号を議題とします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 議案第１０９号亀山市教育委員会委員の任命についてでございますが、亀山市教育委員会委員の

大萱宗靖氏は、平成３０年２月２１日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を

求めるものでございます。 

 なお、任期は平成３０年２月２２日から４年間でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。追加

の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 
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 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、議案第１０９号について質疑を行いますが、通告はありませんので質疑を終結します。 

 続いてお諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第１０９号については、会議規則第３６条第３項の規定によ

り常任委員会への付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第１０９号については、常任委員会への付託を省略することに決定しました。 

 次に、議案第１０９号について討論を行いますが、通告はありませんので、討論を終結し、議案

第１０９号亀山市教育委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 

 本案について、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１０９号亀山市教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 次に、日程第２４、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 総務委員会、教育民生委員会、産業建設委員会の各委員長から各委員会における所管事務調査に

ついて、会議規則第１０５条の規定に基づき、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継

続調査の申し出がありました。 

 

 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第１０５条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「新たな財源確保に向けた取り組み」について 

 

２．理 由   持続可能な行財政運営を行うため、新たな財源確保策について調査・研究を行う。 

 

３．期 間   平成２９年１２月２２日～平成３０年９月３０日 
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 平成２９年１２月２２日 

 

                        総務委員会委員長 鈴 木 達 夫 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第１０５条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「地域包括ケアシステム」について 

 

２．理 由   地域共生社会を実現する地域包括ケアシステムの構築に向け、市の実情に即した

効果的な取り組みについて調査・研究を行う。 

 

３．期 間   平成２９年１２月２２日～平成３０年９月３０日 

 

 平成２９年１２月２２日 

 

                      教育民生委員会委員長 尾 崎 邦 洋 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第１０５条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「都市計画」について 

 

２．理 由   市の土地利用、開発等の現状について把握・検証し、これからの亀山市にふさわ
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しい都市計画のあり方について調査・研究を行う。 

 

３．期 間   平成２９年１２月２２日～平成３０年９月３０日 

 

 平成２９年１２月２２日 

 

                      産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

 

 

○議長（西川憲行君） 

 お諮りします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査にすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査にすることに決定しました。 

 以上で今期定例会の議事を全て議了しました。 

 議事を閉じ、閉会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 平成２９年１２月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。 

（午後 ３時０５分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

平成２９年１２月２２日 

 

             議  長      西 川 憲 行 

 

 

             ６  番      中 﨑 孝 彦 
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             １６ 番      服 部 孝 規 
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